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令和３年長崎県議会・６月定例会（６月１８日）

産業労働部政策監 村 田 誠 君

教育委員会教育長 平 田 修 三 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

公安委員会委員 瀬 戸 牧 子 君

警 察 本 部 長 早 川 智 之 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長
労働委員会事務局長併任 大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 小 林 純 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 車 康 之 君

議会事務局職員出席者

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 濵 口 孝 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 山 脇 卓 君

議事課特別会計任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ―

〇議長（瀬川光之君） ただいまから、令和3年

6月定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

この際、知事より、新任の幹部職員を紹介い

たしたい旨、申し出があっておりますので、こ

れを受けることにいたします－知事。

〇知事（中村法道君） さきの令和3年2月定例

県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。 

教育委員会教育長 平田修三君。（拍手）公

安委員会委員 瀬戸牧子君でございます。（拍

手） 

次に、令和3年4月1日付で発令いたしました

幹部職員をご紹介いたします。 

産業労働部政策監 村田 誠君。（拍手）地

域振興部参事監兼土木部参事監 坂田昌平君。

（拍手）文化観光国際部次長 土井口章博君。

（拍手）県民生活環境部次長 西 貴史君。（拍

手）福祉保健部次長 中村浩二君。（拍手）産

業労働部次長 宮地智弘君。（拍手）水産部次

長 小田口裕之君。（拍手）水産部参事監 高

原裕一君。（拍手）農林部参事監 鈴木豊志君。

（拍手）土木部次長 大安哲也君。（拍手） 

以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 次に、会期の決定をいた

します。 

本定例会の会期は、本日より7月13日までの

26日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は、26日間と決定されました。 

次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

本定例会の会議録署名議員につきましては、

坂本 浩議員及び千住良治議員を指名いたしま

す。 

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が先に配付いたしましたとおり提出されてお

りますので、ご報告いたします。 

次に、知事より、第97号議案乃至第108号議

案及び報告第4号乃至報告第20号の送付があり

ましたので、これを一括上程いたします。 

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、
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令和３年長崎県議会・６月定例会（６月１８日）

令和3年6月定例県議会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

説明に入ります前に、本県の新型コロナウイ

ルス感染症の発生状況については、6月14日現

在、108名の方々が入院・療養されており、60

名を超える方々がお亡くなりになりました。 

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に、深く哀悼の意を表しますとともに、現在

も治療中の皆様の一日も早い回復を心からお祈

り申し上げます。 

また、県民の皆様や事業者の方々には、県外

との不要不急の往来自粛の要請や、飲食店及び

遊興施設に対する営業時間の短縮要請等にご協

力いただくなど、感染防止へのご理解とご協力

を賜り、深く感謝申し上げます。 

それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。 

（新型コロナウイルス感染症にかかる本県の

対策） 

本県における新型コロナウイルス感染症につ

いては、これまでの対策に対する県民の皆様や

事業者の方々のご協力により、本年6月に入っ

てからは、新規感染者数が減少傾向で推移する

とともに、病床の逼迫度合い等も一定改善する

など、徐々に落ち着きを取り戻しているものと

考えております。 

こうしたことから、有識者のご意見等もお伺

いのうえ、県が独自に策定した「新型コロナウ

イルス感染段階と、その対応の目安」における

感染段階について、6月8日から、長崎市をステ

ージ3に引き下げ、緊急事態宣言を解除すると

ともに、不要不急の外出自粛や飲食店等に対す

る営業時間の短縮要請を終了することといたし

ました。 

そのうえで、県下全域の感染段階はステージ

3を維持、警戒警報の発令を継続することとし、

さらに、飲食店を中心に感染者が増加傾向にあ

る佐世保市については、大規模な感染拡大を招

かないよう、飲食店の利用時における感染防止

対策の徹底をお願いするとともに、市において、

緊急的な包括検査を実施することとしたところ

であります。 

しかしながら、この間においても、新たなク

ラスターが発生するなど、予断を許さない状況

が続いており、県としては、感染の再拡大を招

くことがないよう、引き続き、感染予防・拡大

防止と県民生活の安全・安心確保対策に全力を

挙げて取り組む必要があると考えております。 

また、新型コロナウイルスワクチンについて

は、6月12日、県において「長崎県新型コロナ

ワクチン接種センター」を長崎市及び佐世保市

に設置のうえ、県内全域の65歳以上の方々を対

象とした接種を開始したところであり、ワクチ

ン接種をさらに加速できるよう、必要な調整等

を進めてまいります。 

そのため、本議会に提案しております補正予

算においては、診療所等における個別のワクチ

ン接種を支援するとともに、収入が減少してい

る世帯に対する生活福祉資金の貸付原資のさら

なる増額や新たな給付金の支給を行うほか、長

崎県立大学や私立専修学校において、経済的に

困窮している学生が修学を断念することがない

よう、授業料減免にかかる支援措置を講じるこ

ととしております。 

今後とも、感染状況の変化を見極めながら、

県医師会や長崎大学等の関係機関とも連携のう

え、検査体制や医療提供体制の確保に努めると
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る整備の実現を目指してまいります。 

また、令和4年秋に開業する武雄温泉～長崎

間については、4月28日、ＪＲ九州から、路線
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ました。 

こうした中、本県においては、4月13日、西

九州新幹線の開業効果を県内全体に波及させる

ため、県民の機運醸成のほか、来県者の受入体

制の構築やおもてなしの推進等を目的として、

県内経済団体の青年部等を中心に、「九州新幹
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線西九州ルート（武雄温泉～長崎）開業準備実

行委員会」を設立いたしました。 

県としては、若手人材の企画力や実践力を活

用し、県内各地域・各分野の皆様と連携を図り

ながら、開業までの残された期間を官民一体と

なって、しっかりと準備を進めてまいります。 

さらに、ＪＲ長崎本線（肥前山口～諫早間）

の上下分離に伴う鉄道施設の維持管理について

は、令和4年秋の九州新幹線西九州ルートの開

業に合わせて、上下分離方式による着実な運行

ができるよう、4月1日に、鉄道施設の所有や維

持・管理の主体となる「一般社団法人 佐賀・

長崎鉄道管理センター」を、佐賀県と共同で、

佐賀県鹿島市に設立いたしました。 

今後とも、関係自治体と連携を図りながら、

沿線地域の活性化や振興等に力を注いでまいり

ます。 

（県庁舎の跡地活用） 

県庁舎の跡地活用については、埋蔵文化財調

査が本年2月で完了し、敷地全体の遺構等の状

況が確認できたことから、整備する機能の具体

的な配置や規模等の整理を進め、元懇話会委員

や経済団体の関係者など、県民の皆様に広くご

意見を伺い、今般、隣接する県警本部跡地を含

め、県庁舎跡地整備基本構想の骨子案を取りま

とめたところであります。 

骨子案においては、様々な歴史を有し、海外

等との交流によって新しい価値を創造・発信す

るなど、この地が果たしてきた役割を受け継ぎ、

「歴史が息づく地で、賑わいと交流による新た

な価値を創造する」ことを基本理念として掲げ

ております。 

また、具体的機能としては、県庁舎跡地に、

人々が憩い、日常的に賑わう「広場」や、この

地の歴史や世界遺産など本県の魅力を伝える

「情報発信機能」、幅広い多様な分野の交流拡

大を促進する「交流支援機能」などを配置する

とともに、交流支援機能のうち県警本部跡地に

は、産学官等の連携によるオープンイノベーシ

ョン等を推進する機能を整備してまいりたいと

考えております。 

さらに、整備に当たっては、出島との連携等

に留意のうえ、現存する石垣などを活かし、歴

史を感じることができるたたずまいを持つ空間

とすることに加え、時代の変化等に柔軟に対応

できるよう、可変性を確保しながら、段階的な

整備を推進することとしております。 

県としては、今後、県議会をはじめ、関係者

の皆様のご意見を十分にお聞きしながら検討を

重ね、今年度中に、基本構想を取りまとめてま

いります。 

（離島及び過疎地域の振興） 

平成25年4月に改正・施行された現行の離島

振興法においては、人・物資等の輸送に要する

費用の低廉化や産業基盤・生活環境等に関する

地域格差の是正のほか、ソフト事業に活用でき

る離島活性化交付金の創設など、離島振興にか

かる各種施策が充実・強化されてきたところで

あります。 

また、国境離島に対する特別の配慮や支援に

関しても、同法の附則に明記され、平成28年の

有人国境離島法の成立という形で実現が図られ

ております。 

一方で、離島地域においては、依然として本

土との格差や不利な条件が存在することに加え、

一部地域では人口の社会増が実現しているもの

の、いまだ人口減少に歯止めがかからない状況

が続いているところであります。 

そのため、雇用の創出や移住・定住施策のさ

らなる拡充を図るとともに、新型コロナウイル
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ます。 

県としては、引き続き、関係市町と連携を図

りながら、過疎地域の一層の振興に努めてまい

りたいと考えております。 
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海域利用法に基づき促進区域に指定されている

本県五島市沖において、去る6月11日、国から

商用事業を実施する事業者を選定した旨の発表

がなされたところであり、今後とも、海洋エネ

ルギー関連産業のサプライチェーン構築を目指

して力を注いでまいります。 

また、県では、再生可能エネルギーの導入拡

大のために、出力調整等に優れた石炭火力発電

が一定必要であるとの考えのもと、国に対して、

西海市の松島火力発電所の高効率化にかかる要

望を行ってまいりましたが、4月16日、電源開

発株式会社から、松島火力発電所2号機の高効

率化に向けて、既存施設に新たにガス化設備を

付加することが発表されました。 

これは、これまで同社が実証してきた成果に

よって、ガス化設備が全国で初めて商用化され

るとともに、二酸化炭素が発生しない水素発電

の実現に向けた第一歩となることから、カーボ

ンニュートラル先進県を目指す本県にとっても

有意義なことであり、こうした動きをプラント

産業など県内地場企業の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

今後、国際社会においては、グリーン社会の

実現に向けた動きがさらに加速し、産業構造が

大きく変革することが見込まれることから、県

としても、その潮流をしっかりと捉えながら、

経済と環境の好循環による産業の振興や雇用の

拡大が図られるよう、関係市町とも連携のうえ、

関連産業の誘致・育成に取り組んでまいります。 

（幹線道路の整備） 

県においては、産業振興や地域活性化に寄与

する西九州自動車道や島原道路等の高規格道路

の重点的な整備に併せ、県民生活に密着した道

路の計画的な整備を推進しているところであり

ます。 

こうした中、去る3月30日に発表された今年

度の国土交通省関係予算においては、西九州自

動車道の松浦佐々道路に昨年度を大きく上回る

96億円が配分されるとともに、島原道路の有明

瑞穂バイパス及び瑞穂吾妻バイパスについても、

21億円が配分されたことから、より一層の整備

促進が図られるものと期待しております。 

県では、これまで、予算確保を国に対して要

望してきたところであり、本県選出国会議員の

皆様をはじめ、県議会や地元自治体の方々のご

尽力とご支援に対し、心から感謝申し上げます。 

また、九州横断自動車道の長崎芒塚インター

から長崎インター間の4車線化については、今

年度中に完成供用の予定となっており、全線に

おける対面通行の解消により安全性・走行性が

向上するとともに、災害時の代替機能の強化が

図られるものと考えております。 

このほか、長崎南北幹線道路については、長

崎市茂里町から西彼杵郡時津長までの区間にお

いて、有識者や関係機関によるルート選定委員

会からの概略ルート等の提言を踏まえ、詳細ル

ート等について検討を重ねてまいりましたが、

今般、県の方針を取りまとめたところであり、

早期の事業着手に向けて、地元説明会でのご意

見を伺いながら、都市計画決定の手続を進めて

まいります。 

引き続き、地域の活性化や県民生活の基盤と

なる道路ネットワークの整備の推進に努めてま

いります。 

（スポーツの振興） 

いよいよ本年の夏、東京2020オリンピック・

パラリンピックが開催されます。 

本県ゆかりの選手が世界の舞台で活躍する姿

は、多くの県民に夢と感動を与え、明るく活力

に満ちた長崎県づくりにつながるものであり、

─ 8─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月１８日）

海域利用法に基づき促進区域に指定されている

本県五島市沖において、去る6月11日、国から

商用事業を実施する事業者を選定した旨の発表

がなされたところであり、今後とも、海洋エネ

ルギー関連産業のサプライチェーン構築を目指

して力を注いでまいります。 

また、県では、再生可能エネルギーの導入拡

大のために、出力調整等に優れた石炭火力発電

が一定必要であるとの考えのもと、国に対して、

西海市の松島火力発電所の高効率化にかかる要

望を行ってまいりましたが、4月16日、電源開

発株式会社から、松島火力発電所2号機の高効

率化に向けて、既存施設に新たにガス化設備を

付加することが発表されました。 

これは、これまで同社が実証してきた成果に

よって、ガス化設備が全国で初めて商用化され

るとともに、二酸化炭素が発生しない水素発電

の実現に向けた第一歩となることから、カーボ

ンニュートラル先進県を目指す本県にとっても

有意義なことであり、こうした動きをプラント

産業など県内地場企業の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

今後、国際社会においては、グリーン社会の

実現に向けた動きがさらに加速し、産業構造が

大きく変革することが見込まれることから、県

としても、その潮流をしっかりと捉えながら、

経済と環境の好循環による産業の振興や雇用の

拡大が図られるよう、関係市町とも連携のうえ、

関連産業の誘致・育成に取り組んでまいります。 

（幹線道路の整備） 

県においては、産業振興や地域活性化に寄与

する西九州自動車道や島原道路等の高規格道路

の重点的な整備に併せ、県民生活に密着した道

路の計画的な整備を推進しているところであり

ます。 

こうした中、去る3月30日に発表された今年

度の国土交通省関係予算においては、西九州自

動車道の松浦佐々道路に昨年度を大きく上回る

96億円が配分されるとともに、島原道路の有明

瑞穂バイパス及び瑞穂吾妻バイパスについても、

21億円が配分されたことから、より一層の整備

促進が図られるものと期待しております。 

県では、これまで、予算確保を国に対して要

望してきたところであり、本県選出国会議員の

皆様をはじめ、県議会や地元自治体の方々のご

尽力とご支援に対し、心から感謝申し上げます。 

また、九州横断自動車道の長崎芒塚インター

から長崎インター間の4車線化については、今

年度中に完成供用の予定となっており、全線に

おける対面通行の解消により安全性・走行性が

向上するとともに、災害時の代替機能の強化が

図られるものと考えております。 

このほか、長崎南北幹線道路については、長

崎市茂里町から西彼杵郡時津長までの区間にお

いて、有識者や関係機関によるルート選定委員

会からの概略ルート等の提言を踏まえ、詳細ル

ート等について検討を重ねてまいりましたが、

今般、県の方針を取りまとめたところであり、

早期の事業着手に向けて、地元説明会でのご意

見を伺いながら、都市計画決定の手続を進めて

まいります。 

引き続き、地域の活性化や県民生活の基盤と

なる道路ネットワークの整備の推進に努めてま

いります。 

（スポーツの振興） 

いよいよ本年の夏、東京2020オリンピック・

パラリンピックが開催されます。 

本県ゆかりの選手が世界の舞台で活躍する姿

は、多くの県民に夢と感動を与え、明るく活力

に満ちた長崎県づくりにつながるものであり、

令和３年長崎県議会・６月定例会（６月１８日）

今後、本県選手が一人でも多く代表選手として

選出され、活躍されることを期待しております。 

こうした中、オリンピック聖火リレーについ

ては、開幕に向けて県民の皆様の機運醸成や思

いの共有を図るため、新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策を徹底しながら、5月7日・8

日の両日、離島を含む県内17市町において実施

されたところであります。 

本県の聖火リレーにおいては、地域の特性や

歴史を感じられる走行ルートとしたほか、かつ

て日本と中国との友好交流の絆を結んできた遣

唐使船を活用するなど、本県の豊かな自然や多

様な歴史・文化の魅力、県民の平和に対する思

いなどについて、ランナーの方々の映像等を通

して、広く国内外へ発信することができたもの

と考えております。 

一方、本年3月に開催された「全国高等学校

選抜大会」において、個人競技では、男子ウエ

イトリフティング競技61㎏級で諫早農業高校

の酒井順一郎選手が優勝、男子バドミントン競

技で瓊浦高校の田中市之介選手が準優勝し、団

体競技では、島原高校男子剣道部が準優勝を果

たしました。

また、ボウリングの全日本選手権男子マスタ

ーズ戦において、西海学園高校の福満 亮選手

が最年少優勝を果たすなど、本県高校生が各競

技において、すばらしい成績を収めました。

引き続き、県内選手の育成・強化に努め、本

県スポーツのさらなる振興と競技力の向上に取

り組んでまいります。 

次に、議案関係について、ご説明いたします。 

まず、補正予算でありますが、今回は、新型

コロナウイルス感染症対策に要する経費、その

他緊急を要する経費について編成いたしました。 

一般会計37億3,240万8,000円の増額補正を

しております。 

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,813億3,837万

8,000円となり、前年同期の予算に比べ、303億

7,513万2,000円の減となっております。 

次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

第100号議案「長崎県職員定数条例の一部を

改正する条例」は、知事部局の職員及び企業会

計の職員の定数等を改めるため、所要の改正を

しようとするものであります。 

第101号議案「長崎県税条例の一部を改正す

る条例」は、過疎地域自立促進特別措置法の失

効及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法の施行等に伴い、所要の改正をしよう

とするものであります。 

第106号議案「長崎県立長崎図書館設置条例

の一部を改正する条例」は、長崎県立長崎図書

館郷土課に整備する集会・研修室及び駐車場の

使用許可に関する事項や使用料の額を定めるた

め、所要の改正をしようとするものであります。 

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た議案のうち、第98号議案「令和3年度長崎県

一般会計補正予算（第6号）」につきましては、

お手元の議案付託表のとおり予算決算委員会に

付託いたします。 

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

しばらく休憩することにいたします。 
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令和３年長崎県議会・６月定例会（６月１８日）

― 午前１０時３０分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。

これより、午前中に、予算決算委員会に付託

して審査をお願いいたしておりました第 号議

案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」について、審議することにいたします。

予算決算委員長の報告を求めます。

山本由夫委員長―29番。 

〇予算決算委員長（山本由夫君）（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果について、ご

報告いたします。 

本委員会で審査いたしました案件は、第98号

議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」でございます。 

本日、付託されました本議案につきましては、

文教厚生分科会において、審査を行い、先ほど

本委員会におきまして、分科会の審査経過の報

告を受け、採決の結果、異議なく、原案のとお

り、可決すべきものと決定されました。 

分科会では、新型コロナウイルス感染症対策

セーフティネット強化事業費に関し、事業の対

象者数や周知方法並びに申請手続などについて、

熱心な論議が交わされました。 

以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

い申し上げます。 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、第98号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

本日の会議は、これにて終了いたします。 

明日から6月23日までは、議案調査等のため

本会議は休会、6月24日は、定刻より本会議を

開きます。 

本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時３３分 散会 ― 
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― 午前１０時３０分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。

これより、午前中に、予算決算委員会に付託

して審査をお願いいたしておりました第 号議

案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」について、審議することにいたします。

予算決算委員長の報告を求めます。

山本由夫委員長―29番。 

〇予算決算委員長（山本由夫君）（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果について、ご

報告いたします。 

本委員会で審査いたしました案件は、第98号

議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」でございます。 

本日、付託されました本議案につきましては、

文教厚生分科会において、審査を行い、先ほど

本委員会におきまして、分科会の審査経過の報

告を受け、採決の結果、異議なく、原案のとお

り、可決すべきものと決定されました。 

分科会では、新型コロナウイルス感染症対策

セーフティネット強化事業費に関し、事業の対

象者数や周知方法並びに申請手続などについて、

熱心な論議が交わされました。 

以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

い申し上げます。 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、第98号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

本日の会議は、これにて終了いたします。 

明日から6月23日までは、議案調査等のため

本会議は休会、6月24日は、定刻より本会議を

開きます。 

本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時３３分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

これより、一般質問を行います。 

徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君）拍手〔登壇〕皆さん、

おはようございます。

自由民主党・県民会議、雲仙市選出の徳永達

也でございます。

まず、質問に入ります前に、このたびの新型

コロナウイルス感染症により、お亡くなりにな

られた方々、並びにご遺族の皆様に謹んでお悔

やみを申し上げます。

罹患され、現在も治療中の方々及びそのご家

族の皆様方にも心よりお見舞いを申し上げます。

改めて、新型コロナウイルス感染症の一日も

早い収束をお祈り申し上げる次第です。

また、感染や命の危機を覚悟のうえ、県民の

健康を守るために懸命に努力されている医療従

事者の皆様方に敬意を表しますとともに、深く

感謝を申し上げます。

それでは、通告に従い、質問に入ります。

1、県政の推進について。 

（1）人口減少対策の推進について。 

今年度は、県政運営の指針である「長崎県総

合計画チェンジ＆チャレンジ2025」のスタート

の年であります。本県最大の課題である人口減

少対策について、知事が「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、これまで企業誘致や

若者の県内定着促進、移住施策の推進など様々

な対策に積極的に取り組んでこられたことに敬

意を表します。 

移住者数の増加など、一定の成果が得られて

いる分野もありますが、人口減少の克服までに

は至っていないところであります。 

また、新型コロナウイルス感染症については、

ワクチン接種がはじまったものの、約2年にわ

たり我々の生活に大きな影響を与え続けており、

働き方や人々の意識も変わりつつあります。 

こうした中、これまでと同様の取組を続けて

いるだけでは、人口減少を克服することは困難

ではないかと思われます。 

そこで、これまでの課題や環境の変化等を踏

まえ、新たな視点での対策を講じていくことが

重要と考えますが、県の考えをお尋ねいたしま

す。 
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また、これまで県では企業誘致に積極的に取

り組んでおり、人口減少対策としても成果を上

げてきていると認識をしております。 

そのような中、4月にはソニー長崎テクノロ

ジーセンターに増設棟が完成をし、1,000人規模

の新たな雇用につながっているところでありま

す。また、5月には、さらに拡張する旨の発表

がなされ、数百名規模の新たな雇用が期待され

ているところですが、一方で、半導体関連企業

からは、人材の確保が課題となっているという

ことも伺っております。 

県では、これまで若者の県内定着に取り組ま

れてきたところですが、今後ますます県内で集

積が進み、雇用の受け皿となる半導体関連産業

について、人材確保の面からも、さらに支援に

取り組んでほしいと考えています。 

県として、成長分野である半導体関連産業の

人材確保に対し、どのように取り組んでいるの

か、お尋ねをいたします。 

（2）財政運営について。 

知事は、令和3年度までに財源調整基金の取

崩しに依存しない財政運営を目指すことを表明

されて以来、歳入・歳出の両面から着実に取組

を進められ、その結果、令和元年度の基金取崩

額は11億円で、平成28年度の48億円と比べて大

幅に減少するなど、これまで順調に推移してき

たものと私も高く評価をしています。 

しかしながら、今般のコロナの感染拡大によ

り、社会経済活動や県民生活は様々な悪影響を

受けており、そのことは本県財政、特に、県税

等の歳入の減少にも直結するため、順調に進捗

していた財政健全化にも影響を及ぼすのではと

心配をしております。 

そこで、今議会に提出をされている令和2年

度の最終専決補正予算を踏まえ、現在の財政状

況をどのように認識しているのか、お伺いいた

します。 

併せて、ワクチン接種が一般の方々に行き渡

っても、社会経済情勢が、感染症発生前の状況

に戻るまでには時間を要するため、本県財政へ

の影響も長期化することを懸念しており、今後

どのように財政運営を行っていくのか、お伺い

をいたします。 

（3）振興局の再編について。 

県では、これまで平成20年に本土地区を県南

地区と県北地区の2地区に区分をして、地方機

関を集約するという基本的な方針を定め、平成

21年には、当面の再編ということで、土木事務

所などの地方機関の機能を各地域の振興局に集

約し、島原においては、県税事務所を県央振興

局に集約してきたところであります。 

今回、最終的な地方機関の再編として、長崎・

県央・島原の振興局を県央の1か所に集約する

案が示されていますが、振興局がなくなること

について、地元では地域への影響を懸念し、様々

な不安の声が出されております。 

行財政改革の必要性は一定理解するものの、

再編の実施に当たっては、県民にその必要性や

内容をしっかり説明するとともに、行政サービ

スが低下しないような対応を行い、理解を得て

いく必要があると考えますが、改めて再編につ

いての知事の見解をお尋ねいたします。 

また、現段階で島原に残す組織を配置する庁

舎や、拠点となる庁舎の名称をどのように考え

ているのか、現在の島原振興局の庁舎も、今後

老朽化が進めば、建て替え等の検討をすること

となると考えますが、その際に庁舎が取り壊さ

れ、今回、島原に残す組織が全て廃止されるよ

うなことはないのか、併せてお尋ねをいたしま

す。 
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また、これまで県では企業誘致に積極的に取
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す。また、5月には、さらに拡張する旨の発表

がなされ、数百名規模の新たな雇用が期待され

ているところですが、一方で、半導体関連企業

からは、人材の確保が課題となっているという

ことも伺っております。 

県では、これまで若者の県内定着に取り組ま

れてきたところですが、今後ますます県内で集

積が進み、雇用の受け皿となる半導体関連産業

について、人材確保の面からも、さらに支援に

取り組んでほしいと考えています。 

県として、成長分野である半導体関連産業の

人材確保に対し、どのように取り組んでいるの

か、お尋ねをいたします。 

（2）財政運営について。 

知事は、令和3年度までに財源調整基金の取

崩しに依存しない財政運営を目指すことを表明

されて以来、歳入・歳出の両面から着実に取組

を進められ、その結果、令和元年度の基金取崩

額は11億円で、平成28年度の48億円と比べて大
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また、現段階で島原に残す組織を配置する庁

舎や、拠点となる庁舎の名称をどのように考え

ているのか、現在の島原振興局の庁舎も、今後
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れ、今回、島原に残す組織が全て廃止されるよ

うなことはないのか、併せてお尋ねをいたしま

す。 
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2、新型コロナウイルス感染症対策について。 

（1）ワクチン接種体制について。 

新型コロナワクチン接種について、国では7

月末までに高齢者への接種を完了させることを

目標に掲げ、その達成に向けて様々な取組が進

められています。 

本県におきましては、県内21市町の全てが7

月末までに高齢者への接種を完了する予定と聞

いておりますが、先般、県から公表された市町

別の接種状況は、市町間で進捗に差があるよう

に思われます。 

市町によっては、接種に関わる医療人材の確

保が困難であることなど、それぞれの事情があ

り、県全体として高齢者への接種を7月末まで

に確実に完了させるためには、県と市町が連携

をして接種のスビートアップを図る必要がある

と思われます。県としてどのように考えておら

れるのか、お尋ねをいたします。 

また、64歳以下を含む全ての方々の接種が完

了するのはいつになるのか、併せてお尋ねしま

す。 

（2）医療提供体制について。 

今回の新型コロナウイルス感染症拡大の「第

4波」では、4月以降、急激に感染者が増加し、

5月には、一日当たりの最大感染者数も、「第3

波」を超える65名が確認をされました。病床利

用率も、県全体で60％を超え、特に長崎医療圏

では100％に近づき、逼迫した状況であったと

承知をしております。 

そうした中で、長崎医療圏の感染入院患者を

圏域外の医療機関へ搬送したと聞いているとこ

ろです。 

この時点では、幸いにも他の医療圏では感染

者は少なかったのですが、クラスターが何時発

生するかわからず、発生した場合は、多くの感

染患者がその医療圏内に入院できなくなる事態

が生じないか危惧するところです。 

他県では、入院を必要とする感染患者が多く

待機しているといったことも聞きますが、地域

住民の皆さんが不安にならないように対応して

いただきたいと思います。 

県では、感染拡大に備えて、さらなる病床の

確保について検討されていたと思いますが、現

在の病床確保の状況について、お尋ねをいたし

ます。 

また、病床の逼迫状況から、今回の医療圏を

越えた感染患者の転院搬送については、緊急的

な対応として必要であったと理解はしています

が、どれぐらいの搬送が行われたのか、医療圏

ごとの搬送件数と、こうした広域的な入院調整

についての県の考えや、宿泊療養者等への対応

について、お尋ねをいたします。 

（3）新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている観光業、飲食業への支援について。 

一昨日の記者会見において、県は、急遽、県

内の新型コロナウイルスの感染段階をステージ

2とし、併せて、長崎県民を対象とした宿泊割

引キャンペーン「ふるさとで“心呼吸”の旅キ

ャンペーン」を7月1日から再開すると発表され、

大変評価しているところであります。 

感染拡大に伴う外出自粛等により観光客が減

少し、大きな影響を受けている県内の宿泊施設

をはじめ、飲食店や土産店等観光関連産業にと

っては大変喜ばしく、大きな期待をされている

のではないかと思います。 

今後、県内需要だけでは十分ではないことも

想定されることから、いずれはＧoＴoも含めた

次の段階、例えば近隣県など県外からの旅行需

要の取り込みが必要であると考えますが、県の

考えをお尋ねいたします。 
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また、県は、新型コロナウイルスの感染拡大

を防止するため、4月28日から6月7日までの41

日間、長崎市内の飲食店等を対象に、午後8時

までの営業時間の短縮を要請されました。

県の要請に協力した飲食店には協力金が、ま

た、こうした飲食店の取引先など、要請により

大きな影響を受けた事業者等に対しては、事業

継続支援給付金が支給されることになっており

ます。

一方で、長崎市外の飲食店等においては、や

はり客足が遠のいて売上げが減少しており、コ

ストがかさみ赤字の状態が続くなど、コロナ禍

の影響は県内全域に及んでいる状況であります。

そこで、県では、こうした県内の飲食店に対

し、どのような支援を考えているのか、お尋ね

をいたします。

3、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ

いて。 

九州新幹線西九州ルートについては、政府・

与党や長崎、佐賀両県をはじめ、多くの関係の

方々のご尽力により、いよいよ来年秋に武雄温

泉―長崎間が「西九州新幹線」として開業を迎

えます。 

しかしながら、私は、来年の開業は、フリー

ゲージトレインの導入までの暫定的な開業とし

て同意したものであり、西九州地域の発展のた

めには、新鳥栖―武雄温泉間も含めて全線がフ

ル規格で全国の高速鉄道ネットワークにつなが

り、関西や中国圏と乗り換えることなく行き来

できるようになってはじめて、真の意味での開

業ではないかと考えております。 

過去の例を見ると、平成23年に全線開業した

九州新幹線鹿児島ルートにおいては、平成16年

に対面乗換方式により、新八代―鹿児島中央間

が暫定開業した際、全線開業が見えていたため、

利用者も安心して乗り換えることができました

が、西九州ルートについては、現時点において、

武雄温泉駅から先がどうなるのか、先行きが見

えておらず、このまま武雄温泉駅での対面乗換

えが固定化してしまうのではないかと大変危惧

をしており、県民の皆様も不安に感じているの

ではないかと思います。 

現在、国土交通省と佐賀県との間で幅広い協

議が行われており、中央では、与党ＰＴ「西九

州ルート検討委員会」において、佐賀県の財政

負担軽減などの諸課題の解決に向けた協議が行

われ、検討の方向性が示されるなど、議論を前

に進める動きが出てきており、与党ＰＴの山本

委員長が両県を訪れた際、その対応にはっきり

と差があり、山口佐賀県知事は「上から決めつ

けるのはやめてほしい」、一方、中村知事は「大

変ありがたい」と、対照的な対応でありました。 

山口佐賀県知事の対応は、課題に向き合った

対応とは言い難く、時間だけが経過してしまう

のではないかと懸念をしております。 

このように様々な場面で、西九州や九州全体

を考えて議論を前に進めようとされている中、

対面乗換えを早期に解消し、全線フル規格を実

現するために、県として、今後どのように対応

していこうとしているのか、知事の考えをお尋

ねいたします。 

4、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推

進について。 

ＩＲ区域の認定については、本県のほかに大

阪、和歌山、横浜がＩＲ誘致を表明されており

ます。 

昨年は、世界中で新型コロナウイルスが感染

拡大する中、なかなかＩＲに関する政府スケジ

ュールが確定しない状況が続いておりましたが、

昨年の12月に区域認定申請の時期などを示す
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国の基本方針がようやく決定をされました。 

こうした中、本県の事業者公募に対し、5事

業者が参加登録を行い、1次審査を通過した3事

業者が、2次審査に向けて準備を進めていると

伺っております。 

ＩＲの区域認定獲得に向けた地域間競争は、

いよいよ最終段階に差しかかったところと認識

をしております。パートナーとなる事業者を選

定後、事業者と共に区域整備計画の作成をし、

区域認定の獲得を目指してほしいと思います。 

報道では、横浜は2者が登録を、和歌山は2者

のうち1者が辞退をし、最終的に残った1者を事

業候補者として選定をされました。大阪は、ア

メリカのＭＧＭと日本のオリックスの1グルー

プが参加登録しているということです。 

そこで、国内3か所を上限とする区域認定の

獲得に向け、他地域との競争に勝ち抜くために、

県としてどのような対策を考えているのか、お

尋ねをいたします。 

また、複数の事業者がいないと競争原理が働

かなくなりますので、そういった意味でも、本

県の公募は5者に登録していただき、第1次審査

において、海外における、これまでの運営実績

や財務状況、本県ＩＲに対する全体コンセプト

などが審査され、3者が通過したところです。 

これから、各事業者から提出される2次審査

書類の審査を行うわけですが、国から選定され

るためには、他の候補地よりも優れた区域整備

計画を作成しなければならないと思います。県

として、どのような対策を考えているのか、お

尋ねをします。 

5、島原半島の振興について。 

（1）農業の振興について。 

島原半島は、耕地面積が県全体の4分の1を占

めており、園芸、畜産など多様な産地形成によ

り、農業産出額は、県全体の43.2％を占める、

本県で最も農業が盛んな地域であります。 

特に園芸部門の飛躍は目覚ましく、ばれいし

ょ、にんじん、大根などに代表される露地野菜、

最近ではブロッコリーの産地拡大が顕著で、令

和元年度にはＪＡ島原雲仙の雲仙ブロッコリー

部会が農林水産祭の園芸部門で最高賞の天皇杯

に選ばれたところであります。 

さらなる農業の発展のためには、労働力の確

保が難しい中、施設や機械等の整備をさらに進

めていかなければならないと思います。それら

施設・機械の導入に対する補助金などの予算が

十分ではないとの声を聞いているところであり

ます。 

そのため、島原半島の農業産地をさらに発展

させていくためにどういった取組を考えている

のか、そのための予算をどう確保していく考え

なのか、お尋ねをいたします。 

次に、農林水産業における後継者に対する支

援対策について、お尋ねをいたします。 

最近では、長男だけではなく、次男、三男の

方々も独立して農業をしたいという希望を持た

れているように聞いております。こうした方々

をしっかり地元に定着させていくことが、島原

半島の人口減少、少子化、人口の県外流出対策

の一番の解決策であり、そのためには、地元を

愛し、地元の理解者でもある長男の親元就農に

加えて、独立を希望する次男、三男の就農を支

援するべきではないかと考えます。 

そこで、こうした方々の就農対策について、

県としてどう支援をしていくのか、お尋ねをし

ます。 

（2）幹線道路網の整備促進について。 

島原道路においては、地元選出の国会議員を

はじめ、知事や地元自治体の皆様のご尽力によ
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り、昨年度、有明瑞穂バイパスが事業化をされ、

島原半島の全区間が着手されたところでありま

す。 

昨年度、補正予算を含めた令和3年度予算に

おいては、十分な確保ができたと感じていると

ころではありますが、「防災・減災、国土強靭

化のための5か年加速化対策」の波に乗り、強

力に整備を進めていくためには、工事はもとよ

り、用地の取得などを円滑に進めることが重要

であると考えております。ついては、より円滑

に事業を進めるための方策について、県の考え

をお尋ねします。 

また、国道57号の雲仙市愛野町から小浜町間

については、地形の起伏が激しく、急カーブや

急勾配が連続し、代替路もないことから、一た

び災害や交通事故によって通行止めが発生する

と、大きな迂回を強いられており、地域住民は

日々の生活に大きな不安を抱えております。 

このため、雲仙市及び南島原市はもとより、

平成30年には、雲仙市、南島原市市民によって

署名活動が行われるなど、これまで再三にわた

って要望を行ってきており、地元にとっては長

年の懸案となっております。 

このような中、昨年度は、国が主催する検討

会を行ったと聞いており、道路の整備に向けて

幾らか前進したと思っていますが、この検討会

での検討状況と今後の取組について、県の見解

をお尋ねいたします。 

（3）航路対策について。 

有明海の4つの航路については、福岡県、熊

本県と島原半島を結ぶ海の玄関口であり、地域

住民の移動手段だけではなく、観光客や生活物

資等の人流・物流を担うとともに、災害時にお

ける陸路の代替えルートとしても大変重要な役

割を果たしております。 

このような中、各航路は、人口減少や少子・

高齢化に伴う利用者数の減少などの厳しい状況

に加え、他県からの観光客も多く利用する航路

であることから、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う再三にわたる他県との往来自粛要請の

影響もあり、利用者、運送収入とも減少・減収

が続き、航路事業の継続が危ぶまれるところで

あります。 

県においては、有明航路を含む交通事業者に

対し、昨年度、感染防止対策を講じながら事業

を継続してもらうための奨励金等を交付すると

ともに、今年度は感染防止設備の導入等にかか

る経費への支援や、先日も事業者の実証運航を

基礎とした緊急支援金を5月補正予算として計

上するなど、全国でもトップクラスの支援策を

講じておられ、知事の地域公共交通を守ってい

くという姿勢に敬意を表し、感謝を申し上げる

ところであります。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

影響が長引き、収束が見えない中、しばらくは

この厳しい経営環境が続いていくものと考えて

おります。 

そこで、県として、有明海の半島航路の役割

の認識と今後の航路事業者の事業継続に向けた

取組について、お尋ねをいたします。 

以上で、壇上からの質問を終了し、対面演壇

席から再質問をさせていただきます。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 知事。

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 徳永議員のご質

問にお答えいたします。 

まず、人口減少を克服していくためには、新

たな視点での対策が重要ではないかとのお尋ね

であります。 

人口減少対策については、移住者数や企業誘

致による雇用者数の増加など、一定の成果があ
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らわれておりますが、依然として、若者や女性

の転出超過が続くなど、人口減少に歯止めがか

かるまでには至っていない状況にあります。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る社会環境の変化とともに、本県においては、

まちや産業の大きな変革の時期を迎えており、

新たな視点を加えながら、人口減少対策の深

化・高度化を図ることが重要であると考えてお

ります。 

そのため、今年度から、各市町と共同して転

出入者の移動理由アンケートを実施するなど、

人口減少の要因分析をより深めてまいりますと

ともに、特に、転出超過が大きい若者の声を直

接聞く機会を新たに設け、これらの取組で得ら

れた分析結果や意見を今後の施策の中に反映し

てまいりたいと考えております。 

さらに、市町、大学、金融機関等と連携しな

がら、地域ごとの特性を踏まえた産業振興や雇

用の創出、それを支える人材の確保・育成に一

層注力してまいりますとともに、特に、就職や

進学で県外へ出た若い方々のＵターン対策を強

化するため、雇用創出や就業対策、女性活躍、

子育て環境整備など幅広い視点から、より横断

的な施策の推進に力を注いでまいりたいと考え

ております。 

併せて、本県にとって大きな変革のチャンス

を迎えておりますことから、メッセージ性や話

題性を重視した戦略的な情報発信、未来を担う

若者・女性が主体的に地域のことを考え、行動

する機会創出などに取り組むことによって、 

ＵＩターンや県内定着等をさらに促進し、若

者・女性が夢や希望を持って住み続け、活躍で

きる長崎県づくりを目指してまいりたいと考え

ております。 

次に、現在の財政状況に対する認識、並びに

今後の財政運営についてのお尋ねであります。 

本県の財政は、自主財源に乏しく、歳入の多

くを地方交付税や国庫支出金に依存しておりま

すが、令和2年度最終予算では、コロナ感染症

の影響に伴い、歳入面において、県税や地方譲

与税が、当初予算に比べ約67億円減少するなど、

大幅な減収となる見込みであります。 

そのため、県では、全国知事会等とも連携し

ながら、国に対し緊急的な地方財政措置につい

て要請を重ねた結果、令和2年度に限り、地方

消費税などの税目が、交付税措置がなされる減

収補てん債の対象として拡大されるなど、減収

分にかかる措置が講じられました。 

一方、歳出面では、国からの交付金や補助金

に加えて、財政調整基金も活用しながら、感染

症の予防・拡大防止対策や県内の社会経済活動

の回復・拡大に向けた各種対策に全力を注いで

きたところであります。 

その結果、令和2年度最終予算では、財源調

整のための基金残高が約203億円と、昨年度に

比べ11億円減少しており、今後もコロナ感染症

の影響が長期化することが想定される中、本県

財政を取り巻く環境はさらに厳しさを増してい

るものと認識いたしております。 

こうしたことから、今後の財政運営において

は、国の有利な制度や交付税措置率が高い県債

等を最大限に活用するとともに、国に対しては、

臨時交付金の増額、地方の実情を踏まえた新た

な財源措置など、地方税財源の充実・強化を強

く訴えてまいりたいと考えております。 

次に、振興局の再編についてのお尋ねであり

ます。 

振興局の再編については、平成20年に、県は

より専門的、広域的な機能を発揮していくこと

とし、本土地区を県北と県南の2地区に分けて
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総合地方機関を設置する方針を定めたところで

あり、この間、機会を捉えて県議会や関係市町、

関係団体の皆様方にご説明し、ご意見を伺って

きたところであります。 

今回の再編は、人口減少等によって、県行政

の経営資源がさらに限られてくる中において、

組織を集約することによって、専門性が高く、

柔軟で機動的な組織体制を構築し、各地域の重

要事業の推進や、災害等に確実に対応していこ

うとするものであり、必要なものであると考え

ているところであります。 

再編に当たっては、組織集約の一方で、行政

サービスを大きく低下させることがないよう、

窓口業務や災害対応など必要な機能は地域に残

すこととしているところであります。 

再編後においても、島原半島地域や長崎地域

の振興に対する姿勢にはいささかも変わりがな

いものであり、集約後の組織を最大限活用しな

がらしっかりと施策を推進してまいりたいと考

えております。 

次に、高齢者の接種をどのようにして7月末

までに完了させるのか、一般接種が完了するの

はいつ頃になるのかとのお尋ねであります。 

新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぎ、

県民の皆様に日常生活を取り戻していただくた

めには、多くの方々にワクチンを接種してもら

い、一日も早く集団免疫を獲得することが重要

であると考えております。 

そのため、県医師会、看護協会、長崎大学等

の協力を得て、6月12日から市町の接種を補完

するため、長崎地区と県北地区の2か所に県営

の接種センターを設置して、接種の加速化を図

っているところであります。 

また、市町の接種計画の進捗状況を確認しな

がら、想定より遅れている場合には、必要な助

言を行い、医師や看護師等接種に携わる医療人

材の確保に向けた調整を行っております。引き

続き、市町における接種体制の維持・拡大を支

援しながら、7月末までに希望する高齢者への

接種を完了できるよう、市町と力を合わせて取

り組んでまいりたいと考えております。 

なお、国においては、希望する全ての対象者

への接種を10月から11月末までに完了する方

針であると承知をいたしております。 

現時点における市町の接種計画によりますと、

一部の市町で11月末頃になることが見込まれ

ておりますが、計画の前倒しによる早期完了に

向けて、職域等での接種や市町の進捗状況の把

握に努め、必要な支援に力を注いでまいりたい

と考えております。 

また、新幹線について、対面乗換えを早期に

解消し、全線フル規格を実現するためにどのよ

うに取り組んでいくのかとのお尋ねであります。 

九州新幹線西九州ルートについては、来年秋

に武雄温泉駅での対面乗換方式により開業いた

しますが、対面乗換えは暫定的なものとして合

意したものであり、新大阪まで直通し、全国の

新幹線ネットワークにつながることが、西九州

ルートの本来の姿であると考えております。 

フル規格による整備の早期実現のためには、

佐賀県の理解を得る必要がありますが、佐賀県

は、地方負担や在来線などを課題とされている

ものの、これまでの議論の中では、課題の具体

的な内容は明らかになっていないところであり

ます。 

そうした中、佐賀県は、「在来線が大事であ

る」との考え方を示されており、新鳥栖―武雄

温泉間がフル規格で整備された後の在来線の姿

が明らかでなく、利便性が低下するのではない

かと懸念されているものと考えております。 
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握に努め、必要な支援に力を注いでまいりたい

と考えております。 

また、新幹線について、対面乗換えを早期に

解消し、全線フル規格を実現するためにどのよ

うに取り組んでいくのかとのお尋ねであります。 

九州新幹線西九州ルートについては、来年秋

に武雄温泉駅での対面乗換方式により開業いた

しますが、対面乗換えは暫定的なものとして合

意したものであり、新大阪まで直通し、全国の

新幹線ネットワークにつながることが、西九州

ルートの本来の姿であると考えております。 

フル規格による整備の早期実現のためには、

佐賀県の理解を得る必要がありますが、佐賀県

は、地方負担や在来線などを課題とされている

ものの、これまでの議論の中では、課題の具体

的な内容は明らかになっていないところであり

ます。 

そうした中、佐賀県は、「在来線が大事であ

る」との考え方を示されており、新鳥栖―武雄

温泉間がフル規格で整備された後の在来線の姿

が明らかでなく、利便性が低下するのではない

かと懸念されているものと考えております。 
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こうしたことから、県といたしましては、在

来線に対する考え方を明らかにしていただくよ

う、引き続きＪＲ九州に求めてまいりますとと

もに、与党での議論や国土交通省と関係者との

協議、長崎県が参加する協議の場など、様々な

枠組みを活かして、佐賀県の課題認識を踏まえ

ながら議論を積み重ね、全線フル規格による整

備の実現に全力を注いでまいりたいと考えてお

ります。 

次に、島原道路の事業執行体制についてのお

尋ねであります。 

島原道路については、令和2年度補正予算を

含め、県と国の総額で100億円を超える事業規

模で整備を進めているところであり、本年度内

には、諫早市内の長野栗面工区の完成を目指し

ているところであります。 

大規模な事業を、より円滑に進めてまいりま

すためには、地域の皆様の理解を得ながら、用

地取得や地元との調整を行い、埋蔵文化財調査

や工事を計画的に進めていく必要があります。 

このため、令和2年度から島原振興局におい

て、用地及び工事を担当する職員を6名増員す

るとともに、地元島原市から1名、雲仙市から2

名の派遣協力を受け、執行体制の強化を図って

いるところであります。 

今後とも、早期完成に向けて計画的かつ重点

的な整備に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に、愛野小浜間の国道57号の整備について

のお尋ねであります。 

国が管理する国道57号の愛野から小浜間に

ついては、地域の皆様が交通事故や災害発生時

などにおける救急活動等に対して不安を感じて

おられますことから、これまでも地元関係市と

ともに検討を進めてきたところであります。 

こうした中、昨年度の国、県、地元関係市に

よる検討会での議論の結果、小浜市の富津地区

において、落石や交通事故など防災上、あるい

は安全上の優先的な対策が必要であることが明

らかとなったところであります。 

このため、愛野から小浜間の整備においては、

まずは富津地区における防災対策が早期に事業

化されるよう、政府施策要望に新たに盛り込み、

国に対して要望したところであります。引き続

き、地元関係市とともに国に強く働きかけてま

いりたいと考えております。 

そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長（廣田義美君） 私からは、2点

についてお答えいたします。 

まず、成長分野である半導体関連産業の人材

確保に対し、どのように取り組んでいるのかと

のお尋ねでございます。 

半導体関連産業の発展のためには、人材確保

が極めて重要であり、その担い手となり得る大

学生を中心に、様々な機会を捉えて企業の魅力

を発信しております。 

また、県では、長崎大学と協定を締結し、人

材育成について、大学と企業の連携を強化する

こととしており、工学部内に企業のラボが設置

されるなどの動きも出てきております。 

一方、サプライチェーンを構成する中小企業

からは、中途人材の確保が難しいと伺っており、

県外を含む求職者に対する企業面談会の開催の

ほか、今年度から半導体関連企業等の人材育成

を支援することとしております。 

今後とも、企業の意見を踏まえ、大学等とも

連携した人材の育成・確保に力を注いでまいり

ます。 
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次に、コロナ禍の影響を受けている県内の飲

食店に対し、どのような支援を考えているのか

とのお尋ねでございます。 

コロナ禍が長期化する中、県内の飲食店に大

きな影響が生じており、資金需要に対応するた

め、数次にわたり制度融資の融資枠を拡大した

ほか、金融機関に対して借換えや据置期間延長

など柔軟な対応をお願いいたしております。 

また、県民や観光客などが安心して飲食店を

利用できるよう、感染防止対策にかかる第三者

認証制度を創設したところであります。 

併せて、国の需要喚起策であるＧoＴoＥａｔ

キャンペーンについて、国へ要請し、食事券の

利用期間が12月まで延長されました。 

今後、県内では約70億円分が販売可能であり、

商工団体等と連携して販売強化に努めるなど、

引き続き飲食店を支援してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 私から、振興局の再

編について、お答えを申し上げます。 

島原に残す庁舎の名称をどのように考えてい

るのか、今後、庁舎を取り壊す際に、島原に残

す組織が全て廃止されるようなことはないかと

いうお尋ねをいただきました。 

現時点での仮称という形にはなりますけれど

も、集約後の新たな組織の名称といたしまして

は、「県南振興局」といたしまして、島原地区

に配置する組織のうち、土木施設の維持管理事

務所など建設部関係の組織をはじめとした一部

組織につきましては、現在の島原振興局庁舎に

配置をいたしまして、「県南振興局島原庁舎」

として、地域の拠点として位置づけて活用して

いくことを考えております。 

また、再編に当たりましては、緊急性や現場

性の特に高い業務につきまして、行政サービス

の観点から、必要な機能を地域に残すこととし

ておりまして、将来的にも、そうした機能につ

きましては、庁舎を確保のうえ、しっかりと地

域に存置をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、2点お

答えさせていただきます。 

まず、新型コロナウイルス感染症にかかる現

在の病床確保の状況についてのお尋ねでござい

ます。 

県では、感染ピーク時であるフェーズ４では、

421床の病床を確保しておりましたが、4月から

の「第4波」では、変異株の影響もあり、新規

感染者が急増しました。 

特に、病床が逼迫した長崎医療圏では、圏域

外への広域搬送を行う状況となったため、フェ

ーズ４を超えた場合の「緊急時対応」として、

入院病床を67床追加し、最大確保病床を488床

に拡大するとともに、コロナ回復後の患者を受

入れていただく後方支援医療機関として95施

設、336床を確保するなど、医療提供体制を拡

充して対応したところでございます。 

次に、広域搬送件数と広域入院調整の考え方、

宿泊療養者等への対応についてのお尋ねでござ

います。 

今回の「第4波」では、長崎医療圏からは、

佐世保県北へ12件、県央へ20件、県南へ15件、

合計47件の転院搬送を行いましたが、搬送先の

医療圏の病床利用率が5割以下であるかを目安

に、医療機関や保健所と協議を行いながら調整

しております。 

また、宿泊・自宅療養につきましては、現場

で医療対応できるよう、看護師の常駐や緊急時

の医師の往診体制を整備したところでございま
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次に、コロナ禍の影響を受けている県内の飲

食店に対し、どのような支援を考えているのか

とのお尋ねでございます。 

コロナ禍が長期化する中、県内の飲食店に大

きな影響が生じており、資金需要に対応するた

め、数次にわたり制度融資の融資枠を拡大した

ほか、金融機関に対して借換えや据置期間延長

など柔軟な対応をお願いいたしております。 

また、県民や観光客などが安心して飲食店を

利用できるよう、感染防止対策にかかる第三者

認証制度を創設したところであります。 

併せて、国の需要喚起策であるＧoＴoＥａｔ

キャンペーンについて、国へ要請し、食事券の

利用期間が12月まで延長されました。 

今後、県内では約70億円分が販売可能であり、

商工団体等と連携して販売強化に努めるなど、

引き続き飲食店を支援してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 私から、振興局の再

編について、お答えを申し上げます。 

島原に残す庁舎の名称をどのように考えてい

るのか、今後、庁舎を取り壊す際に、島原に残

す組織が全て廃止されるようなことはないかと

いうお尋ねをいただきました。 

現時点での仮称という形にはなりますけれど

も、集約後の新たな組織の名称といたしまして

は、「県南振興局」といたしまして、島原地区

に配置する組織のうち、土木施設の維持管理事

務所など建設部関係の組織をはじめとした一部

組織につきましては、現在の島原振興局庁舎に

配置をいたしまして、「県南振興局島原庁舎」

として、地域の拠点として位置づけて活用して

いくことを考えております。 

また、再編に当たりましては、緊急性や現場

性の特に高い業務につきまして、行政サービス

の観点から、必要な機能を地域に残すこととし

ておりまして、将来的にも、そうした機能につ

きましては、庁舎を確保のうえ、しっかりと地

域に存置をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、2点お

答えさせていただきます。 

まず、新型コロナウイルス感染症にかかる現

在の病床確保の状況についてのお尋ねでござい

ます。 

県では、感染ピーク時であるフェーズ４では、

421床の病床を確保しておりましたが、4月から

の「第4波」では、変異株の影響もあり、新規

感染者が急増しました。 

特に、病床が逼迫した長崎医療圏では、圏域

外への広域搬送を行う状況となったため、フェ

ーズ４を超えた場合の「緊急時対応」として、

入院病床を67床追加し、最大確保病床を488床

に拡大するとともに、コロナ回復後の患者を受

入れていただく後方支援医療機関として95施

設、336床を確保するなど、医療提供体制を拡

充して対応したところでございます。 

次に、広域搬送件数と広域入院調整の考え方、

宿泊療養者等への対応についてのお尋ねでござ

います。 

今回の「第4波」では、長崎医療圏からは、

佐世保県北へ12件、県央へ20件、県南へ15件、

合計47件の転院搬送を行いましたが、搬送先の

医療圏の病床利用率が5割以下であるかを目安

に、医療機関や保健所と協議を行いながら調整

しております。 

また、宿泊・自宅療養につきましては、現場

で医療対応できるよう、看護師の常駐や緊急時

の医師の往診体制を整備したところでございま
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す。 

今後の「第5波」に向けては、さらなる病床

の確保に努めつつ、入院待機者が発生しないよ

う、病床の効率的、効果的な運用に努めてまい

りたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 今後、県外

からの旅行需要の取組も必要ではないかとのお

尋ねでございますが、今後、観光需要のさらな

る回復を図るためには、県内のみならず県外か

らの誘客を促進することも必要であると認識し

ているところであります。 

ＧoＴoトラベルにつきましては、一日でも早

い再開を期待しておりますが、全国の感染状況

を踏まえますと、再開までには一定程度の時間

を要するのではないかと考えております。

今回のキャンペーンは、国の予算を財源とし

て実施するものでありますが、事業者の皆様か

らは、この予算を活用した九州圏域からの誘客

についてのご要望もいただいているところであ

り、今後、他県とも連携しながら、国への働き

かけについて検討してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長（浦 真樹君） 私から、ＩＲに関し

て、2点お答えをいたします。 

まず、他地域との競争に勝ち抜くためにどの

ような対策を考えているのかとのお尋ねであり

ます。 

我が国におけるＩＲ導入の目的は、国際競争

力の高い、魅力ある滞在型観光の実現でありま

すが、九州・長崎は、海外との交流により発展

してきた独自の歴史があり、豊かな自然や温泉

など質の高い数多くの観光資源を有しておりま

す。 

また、波静かで美しい大村湾に面した候補地

は、成長著しいアジアの大都市に近く、こうし

た優位性を活かして、この地にＩＲという新た

な玄関口を設けることによって、これまでにな

い大きな人の流れを生み出すことができるもの

と考えております。 

さらに、去る4月には、九州並びに本県の経

済界と行政、議会が一体となった「九州ＩＲ推

進協議会」が発足したほか、九州地方知事会等

においても、九州・長崎ＩＲの区域認定を求め

る決議が行われるなど、「オール九州」による

推進体制が構築されているところであります。 

このような体制は、他地域にはない、九州・

長崎ならではの取組であり、こうした点につい

ても国へ強くアピールすることで、区域認定の

獲得につなげてまいりたいと考えております。 

次に、他の候補地よりも優れた区域整備計画

を作成するために、どのような対策を考えてい

るのかとのお尋ねであります。 

区域整備計画の認定につきましては、国の基

本方針において、国際競争力の高い、魅力ある

滞在型観光の実現、経済的・社会的効果、懸念

事項への対応、さらには、ＩＲ事業を安定的か

つ継続的に運営できる能力、体制などの評価基

準の項目が定められており、国の審査委員会で

は、当該項目について評価が行われることとな

っております。 

これらの項目について高い評価を得るために

は、ＩＲ事業者の事業計画が優れていることが

大変重要になってまいります。 

そのため、二次審査に向けて、より優れた提

案をいただくことを目的として、各事業者との

競争的対話を実施したところであり、これを踏

まえ作成された審査書類が全ての事業者から、

先日提出をされたところであります。 

今後、審査委員会の専門的知見も活用しなが
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ら選定手続を進め、本年夏頃には、パートナー

となる事業者を決定し、当該事業者と共に優れ

た区域整備計画を作成することにより、区域認

定の獲得を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、農業振

興について、2点お答えさせていただきます。 

まず、島原半島の農業産地をさらに発展させ

ていくための取組とその予算確保について、ど

のように考えているのかとのお尋ねですが、こ

れまで島原半島では、農業者や関係団体と連携

して、農地の基盤整備やハウス、集出荷施設等

の整備を進めることで、規模拡大や多収化、単

価向上、低コスト化等に取り組み、農業産出額

も増加してきたところです。 

今後は、さらにスマート農業技術の普及拡大

や外国人材の活用などに取り組み、さらなる産

地の発展を図ってまいります。 

また、農業は、人口減少、少子化、地域活性

化対策にも寄与する、本県の重要な基幹産業で

あることから、引き続き農業者の声をお聞きし

ながら、その振興に必要な国・県の予算につい

てもしっかりと確保してまいります。 

次に、次男、三男の就農対策について、県と

してどのように支援していくのかとのお尋ねで

すが、親元に就農できない農家子弟の独立就農

に当たっては、農地や生産施設等を確保する必

要があります。 

一方で、農業が盛んな島原半島においても、

後継者がいない65歳以上の認定農業者は68％

を占めており、こうした方々の農地や生産施設

等の経営資源を将来いかに有効活用していくか

が課題となっております。 

このため、こうした経営資源を独立就農を希

望する農家子弟に円滑に引き継いでいけるよう、

各生産部会が作成する「担い手育成計画」等を

通じて、市町やＪＡ等と一体となってサポート

していきたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、有明

海の航路対策について、お答えいたします。 

有明海の半島航路の役割の認識と今後の航路

事業者の事業継続に向けての取組についてのお

尋ねであります。 

有明海の航路については、主に観光や物資の

輸送等に利用されており、観光振興や産業活動

に欠かすことのできない航路として、九州地域

全体の振興にも貢献しているものと認識してお

ります。 

こうした中、コロナ感染症の拡大によりまし

て、航路事業者の経営に大きな影響が生じてい

ることから、県では、昨年度、運航隻数に応じ

た奨励金等を交付するとともに、今年度は、感

染防止のための設備導入経費や実証運航にかか

る経費を支援しているところであります。 

県としましては、引き続き航路事業者の経営

状況の把握等に努めるとともに、利用促進や安

定運航に向けて、今後ともしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 知事をはじめ部長、答

弁ありがとうございました。 

そういう中で、時間もないですけれども、再

質問に入らせていただきたいと思っております。 

まず、ワクチン接種体制についてですけれど

も、県内で2か所の接種センターを設けておら

れます。この中で空いた枠をどのように活用す

るのかと質問するんですけれども、今日の新聞

で、昨日国の方から、職場接種または大規模接

─ 24 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

ら選定手続を進め、本年夏頃には、パートナー
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種について、ワクチンの配給が心配だというこ

とで、この受付を中止するとかというふうなこ

とを聞いておりますが、そのことも含めて、ま

ず大丈夫なのかと、そして、また、空いた枠を

どうするかということを質問したいと思ってお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 昨日、国の公表

になった件につきましては、今、国が提供して

いるモデルナ社製のワクチン、こちらのワクチ

ンについて、自治体が実施する大規模接種会場

については、即日受付を停止する。また、企業

等の受付につきましては、25日までということ

で承知しております。 

今現在、それによって各市町の計画への影響

の程度について、今、調査を進めているところ

でございます。 

今後は、国に対して、ファイザー社製も含め

た接種スケジュールにつきまして、早急に提示

していただくよう要求したいと考えております。 

また、併せて、今、県で設置しております大

規模接種会場の予約枠の件でございます。 

予約枠に余裕が生じた場合につきましては、

これまで優先接種の考え方に基づき対応してい

るところでございます。これまで高齢者施設や

障害者施設の従事者のほか、保育所・幼稚園の

職員、県警職員等に対して接種を行っておりま

して、今後も優先接種の方針に基づき接種を進

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 続きまして、振興局の

再編について、お尋ねいたします。 

私の地元、島原振興局は、昭和46年から設置

をされ、地域振興の中心的な役割を担った長い

歴史があります。そういう中で再編ということ

で、島原半島の皆様方が大変心配しております。 

そこで、やはり再編後においても、島原半島

の地域振興の責任者となるポストを振興局本所

に設けていただきたいということと、先ほど質

問しました、やはり基幹産業である農業の振興

対策のためにも、一定の農業の基盤整備機能を

島原に配置をして、島原半島地域の振興を推進

していきたいということが一点。 

また、建設部においては、長崎、そしてまた

島原地区においては、主要道路の整備、島原道

路の整備をはじめ多くの公共事業を実施してい

るところでありますので、今後、長崎地区、島

原地区における事業の推進を図るためにも、建

設部門の体制を考えていく必要があると思いま

すけれども、このことについて、ご質問いたし

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 2点、お尋ねをいた

だきました。 

1点目、体制の関係でございます。島原半島

の地域振興の責任者となるポストの関係、ある

いは農業基盤整備の関係でございます。 

今後、具体的な組織の体制を検討してまいる

ことにしております。その検討の中におきまし

て、再編の本来の趣旨も念頭に置きながらでご

ざいますが、島原半島地域の振興に責任を持っ

て目配りができる体制のほか、農業普及部門の

存置に加えまして、農業基盤整備機能を集約し

つつ、普及部門と一体となって重点的に基盤整

備事業を推進できる体制につきまして、改めて

検討してまいりたいと考えております。 

もう一点、建設部門の体制をどのように考え

ているかということにつきましてでございます。 

長崎地区、島原地区におきましては、土木施

設の維持管理、災害対応を行う維持管理事務所
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ですとか、大規模プロジェクトの建設事務所等

を配置するほか、集約後の振興局建設部におい

てもしっかりと現場に伺いながら事業推進や災

害対応を行っていきたいと考えております。 

また、災害発生時におきましては、これまで

と同様、集約後の振興局建設部や本庁を含め、

県として必要な応援体制を整えまして、速やか

に現地での対応を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

引き続き、種々のご意見をいただいておりま

すので、そちらをご参考にさせていただきなが

ら、再編後も災害対応をはじめとして事業推進

に支障がないよう、体制についてさらに検討を

深めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 最後ですけれども、今

後の再編スケジュールについて、お尋ねいたし

たいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 今後、集約後の具体

的な組織体制などを整理した再編の実施計画を

策定予定でございますけれども、こちらにつき

ましては、10月頃の策定を目指しまして検討を

進めまして、実施計画策定後、庁舎のあり方を

示した整備計画を策定のうえ、建設準備を開始

しまして、現段階におきましては、令和8年度

頃の庁舎完成、移転集約を目指してまいりたい

と考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 再編については、粛々

とやっていただいております。そういう中で、

私も島原半島の出身で、島原振興局の存在とい

うのは大きいものでありますので、これはしっ

かりと対応していただきたいと思っております。 

次に、島原半島の振興について、農業振興で

すけれども、やはり厳しい財政の中で県単事業

を国の事業でやるということを、私は一定理解

しておりますけれども、ただ、使い勝手は、生

産者からは、県単事業、特に、ながさき農林業・

農山村構造改善加速化支援事業というのが非常

にいいんだということを聞いております。ただ、

国の事業を活用するということも、私も理解を

するんですけれども、ただ、一方では、生産者

が、やはり県単事業がいいんだと、それはいろ

いろ理由がありますね。それは、部長はよく理

解されていると思います。 

そういう中で、国の事業を活用していただけ

ればいいんですけれども、県単ができなければ、

もういいやということになれば、せっかくやろ

うとしている人が、規模拡大等についてマイナ

スになってしまう。そしてまた、次男、三男に

おいてもこういったものが使えなくなれば、先

ほど質問したように、やる気のある人が出て行

ってしまうという懸念があります。そういうと

ころはどういうふうにお考えなのか、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 議員、ただいまご指

摘いただいたとおり、県単の農業振興の事業を

検討されている農業者の方々から、県単事業の

予算の確保など、様々なご意見があることは私

も承知をしております。 

今後も、変化する農業行政に合わせて、その

対象や要件など適切な見直しをしっかりと図っ

てまいりたいと考えております。 

併せて、国に対しても同様に要件緩和等の働

きかけもしっかりと行ってまいります。 

また、予算につきましても、農業者の皆様の

ニーズにできる限り応え、若い農業者の就農意

欲の芽をつまないよう、市町、関係団体のご意
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検討されている農業者の方々から、県単事業の
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今後も、変化する農業行政に合わせて、その

対象や要件など適切な見直しをしっかりと図っ

てまいりたいと考えております。 

併せて、国に対しても同様に要件緩和等の働
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見をお伺いしながら、必要な国及び県の予算確

保に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 県単予算は、私から見

れば、1億円ぐらいしかないということで、こ

れはもう少し増やせないものかと思っておりま

す。これは知事も大変苦労されておりますけれ

ども、やはり農業が、島原半島では人口減少、

少子化対策に貢献しております。この前の長崎

新聞にも八斗木小学校、川床小学校、そして南

串山第二小学校が増えたという記事を見まして、

やはりここは、私は人口減少対策というのは、

先ほど私は質問しましたけれども、知事も非常

に頑張っておられますけれども、なかなかこれ

が実を結ばないという中で、農業で人口減少対

策の一翼を担っているのではないかなと、効果

が出ておりますので、そういったところを、知

事どう思われますか。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 私もたびたび現地の視察

等の機会をいただいておりますけれども、熱心

に農業に取り組んでおられる方々が、やはり自

立した生活をしっかりと構築をされ、そのこと

によってご家族が増え、地域のコミュニティも

活性化すると、そういう事例を拝見していると

ころでありまして、そのためには、やはり地域

で求められる計画的な基盤整備、こういった事

業に積極的に支援体制を構築していくというの

が非常に重要な視点であると考えているところ

であります。 

大変厳しい財政状況ではありますけれども、

必要な予算額の確保については、引き続き毎年

度の予算編成の中で検討をさせていただきたい

と考えているところであります。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君）ひとつよろしくお願い

したいと思います。 

次に、ＩＲ区域整備の推進について、審査結

果の公表の考え方について、お尋ねをいたしま

す。 

1次審査結果に関しては、通過した3事業者の

グループ名のみが公表されました。今後、2次

審査を経て、最終の事業者が決定されるわけで

すが、事業者選定に当たり、1次審査結果及び2

次審査結果の公表のあり方について、県の考え

方をお伺いします。 

〇議長（瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長（浦 真樹君）ＩＲ事業者の公募選

定に当たりましては、国の基本方針において公

平性及び公正性に加え、透明性の確保が求めら

れていることから、最終の事業者選定後、1次

審査及び2次審査における各事業者の得点を公

表することとしております。 

なお、審査項目ごとの得点の内訳など、公表

する情報の詳細につきましては、公表によって

事業者の経営に与える影響なども考慮しながら、

透明性の確保が図られるよう、総合的に判断し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君）そこはしっかりとやっ

ていただきたいと思っております。 

次に、島原半島の振興についてですけれども、

港湾の整備促進の観点から、多比良港埋立てに

ついて。 

ここは当初、雲仙・普賢岳から発生する土石

流埋立てということで、旧国見町が埋立てに協

力をしたわけですけれども、当初は、平成7年

ぐらいに埋立てが完了するということでありま

したけれども、現在、まだ半分の14ヘクタール

しか完成をしてないと、ここは、雲仙市も早期
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の埋立てを要望しております。これは、やはり

企業誘致にも非常に有利な面もありますので、

こういうところをどういうふうに県の方では考

えているのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 多比良港埋立地は、

雲仙・普賢岳からの堆積土砂や港湾のしゅんせ

つ土の処分地として、港湾事業により整備し、

29ヘクタールのうち約半分の14ヘクタールの

埋立てが完了しています。 

一方、雲仙・普賢岳には、依然として大量の

火山堆積物や不安定な溶岩ドームが存在してお

り、今後、懸念される大規模な土砂流出に対応

するための受入地を確保しておくことが重要で

す。 

このため、埋立ての進捗管理に当たっては、

今後の土砂流出量や確保すべき容量などについ

て、「溶岩ドーム崩壊危険度判定分科会」にお

いて、専門家の意見を聞く必要があります。 

そのうえで、多比良港埋立てのあり方につい

ては、代替施設の候補地なども含め、島原半島

3市の意見を聞きながら検討したいと考えてい

ます。 

また、岸壁整備については、現在の施設に大

型船が接岸できるよう水深を確保するとともに

延長するもので、今年度、全長160メートルの

うち80メートルの地盤改良を完了する予定で

あり、早期完成に向け、順次整備を進めてまい

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 最後に一言、知事、新

幹線の件ですけれども、なかなか佐賀県が、佐

賀県の山口佐賀県知事のおとといの与党ＰＴの

山本委員長との対談が、ちょっとがっかりした

部分もありますけれども、今後、どういった向

きあい方をされるのか、最後にお願いいたしま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 昨日、山本委員長にお越

しいただき、情報交換をさせていただきました

けれども、やはり佐賀県におかれては、フル規

格を求めていないというお立場のもと、厳しい

姿勢を示されたものと考えておりますが、今後

とも、佐賀県との面談の機会等を改めて要請し、

課題認識を踏まえながら議論を進めていかなけ

ればならないと考えているところであります。 

〇議長（瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 
 
 

─ 午前１１時１５分 再開 ─ 

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

山本啓介議員─25番。

〇２５番（山本啓介君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、山本啓介でございます。 

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症に罹患された方々の早期の回復を心からお

祈り申し上げます。 

不幸にもお亡くなりになられた方々に心から

お悔やみを申し上げます。 

また、2年間にわたって、前線で自身の危険

も顧みず、現場に当たっていただいている関係

者の方々に心からの感謝と敬意を申し上げたい

と思います。 

それでは、お支えいただいた方々に心からの

感謝の気持ちを持って、今回も全力で質問をさ

せていただきますので、ご答弁の方、よろしく

お願いいたします。 
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の埋立てを要望しております。これは、やはり

企業誘致にも非常に有利な面もありますので、

こういうところをどういうふうに県の方では考

えているのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 多比良港埋立地は、

雲仙・普賢岳からの堆積土砂や港湾のしゅんせ

つ土の処分地として、港湾事業により整備し、

29ヘクタールのうち約半分の14ヘクタールの

埋立てが完了しています。 

一方、雲仙・普賢岳には、依然として大量の

火山堆積物や不安定な溶岩ドームが存在してお

り、今後、懸念される大規模な土砂流出に対応

するための受入地を確保しておくことが重要で

す。 

このため、埋立ての進捗管理に当たっては、

今後の土砂流出量や確保すべき容量などについ

て、「溶岩ドーム崩壊危険度判定分科会」にお

いて、専門家の意見を聞く必要があります。 

そのうえで、多比良港埋立てのあり方につい

ては、代替施設の候補地なども含め、島原半島

3市の意見を聞きながら検討したいと考えてい

ます。 

また、岸壁整備については、現在の施設に大

型船が接岸できるよう水深を確保するとともに

延長するもので、今年度、全長160メートルの

うち80メートルの地盤改良を完了する予定で

あり、早期完成に向け、順次整備を進めてまい

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番（徳永達也君） 最後に一言、知事、新

幹線の件ですけれども、なかなか佐賀県が、佐

賀県の山口佐賀県知事のおとといの与党ＰＴの

山本委員長との対談が、ちょっとがっかりした

部分もありますけれども、今後、どういった向

きあい方をされるのか、最後にお願いいたしま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 昨日、山本委員長にお越

しいただき、情報交換をさせていただきました

けれども、やはり佐賀県におかれては、フル規

格を求めていないというお立場のもと、厳しい

姿勢を示されたものと考えておりますが、今後

とも、佐賀県との面談の機会等を改めて要請し、

課題認識を踏まえながら議論を進めていかなけ

ればならないと考えているところであります。 

〇議長（瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 
 
 

─ 午前１１時１５分 再開 ─ 

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

山本啓介議員─25番。

〇２５番（山本啓介君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、山本啓介でございます。 

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症に罹患された方々の早期の回復を心からお

祈り申し上げます。 

不幸にもお亡くなりになられた方々に心から

お悔やみを申し上げます。 

また、2年間にわたって、前線で自身の危険

も顧みず、現場に当たっていただいている関係

者の方々に心からの感謝と敬意を申し上げたい

と思います。 

それでは、お支えいただいた方々に心からの

感謝の気持ちを持って、今回も全力で質問をさ

せていただきますので、ご答弁の方、よろしく

お願いいたします。 
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1、新型コロナウイルス感染症対策について。 

令和元年12月から、中国で原因不明の肺炎と

して発生した新型コロナウイルスについて、令

和2年1月7日、加藤厚生労働省大臣の記者会見

での情報は、「中国の湖北省武漢市の発表によ

り、同市内において、原因不明の肺炎患者が発

生し、令和2年1月5日時点で7人の重症者を含む

59人の患者が確認されている」と伝えられてい

ます。 

当時、この肺炎は、人から人への感染は確認

されていないとされ、海鮮市場と関連した症例

が多いことから、動物の関連も疑われていまし

た。この時点では、具体的な原因の特定には至

っておらず、「原因について調査中」となって

おり、「インフルエンザなどとの関係について

は、そうではない」ということが当初の情報で

ありました。 

その後、この新型コロナウイルスは、瞬く間

に世界中に広がりましたが、徐々に当初の情報

不足が補われ、世界中が新たな生活スタイルを

受け入れ、変化をしていきました。日本におい

ては、令和2年2月から拡大がはじまり、約4回

の感染拡大の大きなうねりを経験しました。 

2年目の対応を伺います。 

これまでの新型コロナウイルス感染症との闘

いは、感染拡大防止と経済対策の両立にもがい

てきた1年であり、政府は、その基礎である安

心・安全な暮らしを国民に保障すべく、様々な

対策を進めてきたところであります。 

また、それらの取組の中、我が国の日常にお

ける衛生レベルや医療レベル、国民の意識の高

さなどが繰り返し注目され、私も再認識をした

ところであります。 

本県の対応を顧みると、国と同様、この1年、

感染拡大防止策は、経済活動の制限につながる

ことが多く、その損失補償と支援がセットで可

能な限り行われてきました。 

観光県長崎の要である飲食業や宿泊業などが

疲弊し、大きな打撃を受けております。同時に、

不要不急と自粛を求められてきた人々の心の平

安につながる余暇の活動や、日々の楽しみであ

る娯楽性の高い施設の利用が健全な身心を保つ

ことに、こんなにも重要であったかと感じるほ

どに、その都度訪れる感染拡大の波と波のはざ

まにも、県民の不安や不満は高まる傾向にあり

ます。 

これらの事柄に加えて、私たちの暮らしの何

げない幸せを支えてきたものは、家や仕事場に

おける日常の活動で直接触れるものだけではな

く、エッセンシャルワーカーなどの多くの方々

のひたむきな取組によるところが大きかったと、

いま一度、強く認識しているところです。 

2年目を迎えた今、感染拡大対策と経済対策

を無理なく両立させるためには、制限する側、

される側という関係性を打開し、官民、そして

県民が、ともに同じ方向からコロナウイルスと

向きあい、エッセンシャルワーカーや医療従事

者の方々への感謝と敬意の思いで一つとなって

乗り越えていく体制づくりこそがポイントであ

ると確信をしています。 

共にコロナを乗り越える一つのチームとして

スクラムをつくり、前向きに様々な変化を起こ

していく必要があり、官民の別なく、それぞれ

が自らの意識を変え、新しい時代の歩き方を共

有していくことが求められているのではないで

しょうか。 

このような考え方に基づき、本日は、知事に

対して、この困難を乗り越える意気込み、そし

て、乗り越えた先にある我々長崎県の未来像に

ついて、質問をしてまいりたいと思います。 
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新型コロナウイルス感染症については、2年

目の対応を迫られているところですが、県では、

新型コロナウイルス感染症対策について、これ

まで何を重点的に意識し、今後は、どのような

対策に取り組んでいくのか、知事の見解をお尋

ねします。 

本年度は、「長崎県総合計画チェンジ＆チャ

レンジ2025」のスタートの年でありますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け、計画に

掲げている目標に対する取組の変更を考え、厳

しい現状を一つひとつ分析しながら、総合計画

の見直しを図る必要があるのではないかと考え

るところです。 

そこで、長崎県総合計画のロードマップに変

更があるのか。また、変更するとするならば、

その時期はいつなのか、併せてお尋ねします。 

また、前述のとおり、コロナ禍において、観

光県長崎の要である飲食業や宿泊業などは疲弊

しています。特定の感染拡大地域に対し、行動

を制限するような強いメッセージを発信するこ

とで、そのほかの地域も危機感、不安感があお

られ、必要以上に人々の行動に制限がかかるよ

うな状況にあります。 

知事会見においては、様々な疫学的エビデン

スを示して、県民、事業者に対して制限をかけ

る要請を発信しておられますが、感染が一定落

ち着きつつある局面においては、各地域の感染

状況に応じたメッセージや、県民の安心、経済

の活性化につながるような施策やメッセージも

知事から積極的に発信するべきであると考えま

すが、知事の見解をお尋ねします。 

先般、県では、飲食店、宿泊事業者等への第

三者認証制度が創設されたところです。受け入

れる側は、既に必要な措置の下、受入体制を整

えています。 

一方で、利用者側はどうか。利用者側も自主

的に感染対策に取り組んでいただく必要がある

のではないでしょうか。利用者側の自主的な取

組の方法の一つとしては、例えば、観光地にお

いて、抗原検査キットによる検査を自由にでき

る環境があって、陰性が確認ができれば、受入

側、利用者側、共に安全・安心な旅行を楽しむ

ことができるのではないかと考えます。 

抗原検査キットの活用方法や、そのほかにも

利用者の意識醸成を図る方法は考えられないの

か、県の見解をお尋ねします。 

私は、何よりもワクチン接種を終えることが

新型コロナウイルス感染症に対する明確な切り

札だと考えます。 

本県でも、ワクチン接種がはじまっておりま

すが、国が示す本年11月末というワクチン接種

完了の目標に対して、本県における接種体制、

ワクチン確保の状況について、お尋ねをいたし

ます。 

2、長崎県の近未来像について。 

半導体産業の強化に向けた取組について、お

尋ねします。 

本県においては、基幹産業である造船業の厳

しい状況が続く中、知事は、既存のものづくり

産業のサプライチェーンを活かし、新たな長崎

県の製造業の担い手、造船業と比肩する新たな

産業の集積を図りたいとの目標を表明され、海

洋エネルギー、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット、航空

機関連の3つの成長分野について、ロードマッ

プを作成し、取り組んでおられます。 

こうした中、世界的な新型コロナウイルス感

染症の拡大を契機として、社会基盤やライフス

タイルなど、様々な変革が起きており、テレワ

ークや５Ｇ、ＤＸによる電子機器、通信関連の

需要拡大、さらには、脱炭素社会を目指した次
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新型コロナウイルス感染症については、2年

目の対応を迫られているところですが、県では、

新型コロナウイルス感染症対策について、これ

まで何を重点的に意識し、今後は、どのような

対策に取り組んでいくのか、知事の見解をお尋

ねします。 

本年度は、「長崎県総合計画チェンジ＆チャ

レンジ2025」のスタートの年でありますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け、計画に

掲げている目標に対する取組の変更を考え、厳

しい現状を一つひとつ分析しながら、総合計画

の見直しを図る必要があるのではないかと考え

るところです。 

そこで、長崎県総合計画のロードマップに変

更があるのか。また、変更するとするならば、

その時期はいつなのか、併せてお尋ねします。 

また、前述のとおり、コロナ禍において、観

光県長崎の要である飲食業や宿泊業などは疲弊

しています。特定の感染拡大地域に対し、行動

を制限するような強いメッセージを発信するこ

とで、そのほかの地域も危機感、不安感があお

られ、必要以上に人々の行動に制限がかかるよ

うな状況にあります。 

知事会見においては、様々な疫学的エビデン

スを示して、県民、事業者に対して制限をかけ

る要請を発信しておられますが、感染が一定落

ち着きつつある局面においては、各地域の感染

状況に応じたメッセージや、県民の安心、経済

の活性化につながるような施策やメッセージも

知事から積極的に発信するべきであると考えま

すが、知事の見解をお尋ねします。 

先般、県では、飲食店、宿泊事業者等への第

三者認証制度が創設されたところです。受け入

れる側は、既に必要な措置の下、受入体制を整

えています。 

一方で、利用者側はどうか。利用者側も自主

的に感染対策に取り組んでいただく必要がある

のではないでしょうか。利用者側の自主的な取

組の方法の一つとしては、例えば、観光地にお

いて、抗原検査キットによる検査を自由にでき

る環境があって、陰性が確認ができれば、受入

側、利用者側、共に安全・安心な旅行を楽しむ

ことができるのではないかと考えます。 

抗原検査キットの活用方法や、そのほかにも

利用者の意識醸成を図る方法は考えられないの

か、県の見解をお尋ねします。 

私は、何よりもワクチン接種を終えることが

新型コロナウイルス感染症に対する明確な切り

札だと考えます。 

本県でも、ワクチン接種がはじまっておりま

すが、国が示す本年11月末というワクチン接種

完了の目標に対して、本県における接種体制、

ワクチン確保の状況について、お尋ねをいたし

ます。 

2、長崎県の近未来像について。 

半導体産業の強化に向けた取組について、お

尋ねします。 

本県においては、基幹産業である造船業の厳

しい状況が続く中、知事は、既存のものづくり

産業のサプライチェーンを活かし、新たな長崎

県の製造業の担い手、造船業と比肩する新たな

産業の集積を図りたいとの目標を表明され、海

洋エネルギー、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット、航空

機関連の3つの成長分野について、ロードマッ

プを作成し、取り組んでおられます。 

こうした中、世界的な新型コロナウイルス感

染症の拡大を契機として、社会基盤やライフス

タイルなど、様々な変革が起きており、テレワ

ークや５Ｇ、ＤＸによる電子機器、通信関連の

需要拡大、さらには、脱炭素社会を目指した次
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世代電気自動車の開発など、グリーン産業化の

動きも相まって、あらゆる産業のデジタル化が

急速に進んでおり、それを支える半導体は、世

界的に需要が飛躍的に高まり、巨額の設備投資

による工場新設などの動きが見られるなど、今

後も、さらなる成長が予測されております。 

また、米・中による半導体を巡る駆け引きに

より、半導体の確保が国家の経済安全保障に直

結することが明らかとなり、そのため、我が国

においても、「半導体・デジタル産業戦略」を

策定し、研究開発や製造、インフラ整備などを

国家事業として進めようとされています。 

一方、県内に目を転じれば、ソニーやサムコ

など、世界有数の半導体生産工場が立地し、規

模拡大の動きがあるなど、半導体産業は、既に

本県の基幹産業として存在感あるものとなって

いるのは、承知しておりますが、さらなる半導

体産業の集積を図っていくような具体的な戦略

などは考えておられるのでしょうか。 

また、成長産業の育成については、以前から

ロードマップをもって適切に管理しながら、目

標達成を目指すべきと申し上げてきましたが、

成長3分野のロードマップを作成されてから3

年が経過し、置かれている状況もそれぞれ変わ

ってきているのではないかと思います。 

これからが長崎県が目指すところ、そして、

県内の若い方々が感じることのできる近未来像

を示していくことで、多くの人材や企業が集ま

り、民間投資、経済の活性化を呼び起こすもの

だと思いますので、この際、半導体産業のロー

ドマップ作成と併せて、成長3分野のロードマ

ップについても見直しを行う考えはないか、知

事にお尋ねをいたします。 

小中学校に続き、県立高校においても、7月

末までに一人一台パソコンが整備されるなど、

学校現場において、ＩＣＴの活用が大きく進ん

でいます。 

教育現場における情報通信機器の利活用は、

従前より進められてきましたが、新型コロナウ

イルスによる社会の変化の影響で、ますますそ

の有効性を感じる機会が増えてきました。例え

ば、求められる物理的な距離は保ちつつ、ビデ

オ通話やＳＮＳなどの積極的な活用により、心

理的な距離は縮めることができています。 

また、非接触型アプリによる決済サービスの

利用の必要性が高まるなど、社会は情報技術を

自然に受け入れ、日々の暮らしの中でＩＣＴ機

器の活用が加速しているところです。 

このような社会の変化が教育現場にどのよう

な影響を与え、新しい時代を生きる子どもたち

には、どのような力が求められているか、教育

委員会教育長のお考えをお伺いします。 

県庁舎跡地の活用につきましては、今般、県

より、基本構想の骨子案が示されたところであ

ります。 

私は、この県庁舎跡地は、様々な歴史を持ち、

まちなかの中心に位置する長崎を象徴する場所

であることから、将来の長崎県の発展に資する

ような利活用を図っていただくことはもとより、

その前提として、この地がどういう場所であっ

たのかなど、県庁舎跡地の歴史を十分に踏まえ

たうえで活用策を検討していただきたいという

ことをかねてより申し上げてきたところであり

ます。 

そこで、今回の基本構想の骨子案における利

活用策について、県としての考えをお尋ねしま

す。 

これまでも知事と近未来像を語る中で、まち

の変化、産業の変化など、ハード面の変化の話

はたくさんし、思いを共有することができまし
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た。その一方、コロナ禍を経験する中で、社会

にあふれる人々のひたむきな取組に人の心の強

さを感じ、それらの方々に感謝し、敬意を表す

ることで、日々の暮らしの何げない幸せを改め

て痛感したところです。 

そこで、ハード面の充実だけでなく、今後の

ソフト面での取組を深化させることが必要であ

ると考えております。 

特に、ソフト面での取組を充実させ、地域の

様々な課題の解決を図るためには、施策の対象

となる関係者などの実情を把握することが重要

であります。各種組織・団体と平時から密に意

思疎通を図り、地域の実情を知り、必要な施策

を構築していくことが求められていると思いま

すが、総合的な取組が必要になる統括監の見解

をお尋ねします。 

3、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ

いて。 

九州新幹線西九州ルートの整備の在り方につ

いては、去る5月31日に、国土交通省と佐賀県

の幅広い協議が行われ、佐賀県からの求めによ

り、フル規格で整備する場合のルートについて、

佐賀駅を通るアセスルートだけでなく、佐賀空

港を通る南側のルートや山側を通る北側ルート

についても、国土交通省が比較検討するなど、

引き続き、協議がなされることとされています。 

また、与党プロジェクトチーム（九州新幹線

西九州ルート検討委員会）においては、フル規

格で整備する場合の諸課題について、在来線は、

鉄軌道路線としてＪＲ九州が運行を維持するこ

とが不可欠であり、また、地方負担については、

貸付料の算定期間を現行の30年から延長する

ことなどにより、佐賀県の財源負担の軽減を図

ることが必要であるなど、検討の方向性が示さ

れ、議論の前進に向けた動きが見られています。 

一方で、佐賀県は、「しっかり時間をかけて

議論する」との姿勢を示しており、今後の協議

がどのように進展するのか、心配をしています。 

令和5年度着工を目指す北陸新幹線の敦賀─

新大阪間と一体的に財源議論を行うためには、

早急に議論を前進させることが重要であり、国

がフリーゲージトレイン導入断念の責任を認識

し、積極的に進めようとしている今のタイミン

グを逃してはならないと思いますが、知事の考

えについて、お尋ねをいたします。 

4、特定複合施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて。 

本県が誘致を目指すＩＲに関して、上限3か

所とされている区域認定の獲得ができるのか、

私を含め、多くの県民の皆さんが期待と不安を

抱えて、1月から開始された県の事業者選定手

続を見守っております。 

私は、昨年11月定例会において、長崎ＩＲの

最大の強みは、「オール九州」による一体的な

取組であって、これは他地域にはない九州・

長崎ＩＲならではの取組であり、政府へ強くア

ピールできるポイントだと、九州というスクラ

ムがしっかりと組めているのか、お尋ねをいた

しました。 

知事から、九州経済連合会の麻生会長を代表

とする「九州ＩＲ推進協議会」を発足させ、地

元調達促進につながるようなビジネスセミナー

などの開催や、ビジネスマッチングの検討を行

うオール九州の取組について、ご答弁をいただ

いたところです。 

本年4月に、「九州ＩＲ推進協議会」が発足

し、麻生会長から、「九州へのＩＲ誘致を実現

することで、我々自らの手で九州を元気にし、

そして、次の世代へつないでいく」という非常

に力強い共同宣言が行われたところです。 
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た。その一方、コロナ禍を経験する中で、社会

にあふれる人々のひたむきな取組に人の心の強

さを感じ、それらの方々に感謝し、敬意を表す

ることで、日々の暮らしの何げない幸せを改め

て痛感したところです。 

そこで、ハード面の充実だけでなく、今後の

ソフト面での取組を深化させることが必要であ

ると考えております。 

特に、ソフト面での取組を充実させ、地域の

様々な課題の解決を図るためには、施策の対象

となる関係者などの実情を把握することが重要

であります。各種組織・団体と平時から密に意

思疎通を図り、地域の実情を知り、必要な施策

を構築していくことが求められていると思いま

すが、総合的な取組が必要になる統括監の見解

をお尋ねします。 

3、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ

いて。 

九州新幹線西九州ルートの整備の在り方につ

いては、去る5月31日に、国土交通省と佐賀県

の幅広い協議が行われ、佐賀県からの求めによ

り、フル規格で整備する場合のルートについて、

佐賀駅を通るアセスルートだけでなく、佐賀空

港を通る南側のルートや山側を通る北側ルート

についても、国土交通省が比較検討するなど、

引き続き、協議がなされることとされています。 

また、与党プロジェクトチーム（九州新幹線

西九州ルート検討委員会）においては、フル規

格で整備する場合の諸課題について、在来線は、

鉄軌道路線としてＪＲ九州が運行を維持するこ

とが不可欠であり、また、地方負担については、

貸付料の算定期間を現行の30年から延長する

ことなどにより、佐賀県の財源負担の軽減を図

ることが必要であるなど、検討の方向性が示さ

れ、議論の前進に向けた動きが見られています。 

一方で、佐賀県は、「しっかり時間をかけて

議論する」との姿勢を示しており、今後の協議
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し、積極的に進めようとしている今のタイミン

グを逃してはならないと思いますが、知事の考

えについて、お尋ねをいたします。 

4、特定複合施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて。 
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取組であって、これは他地域にはない九州・

長崎ＩＲならではの取組であり、政府へ強くア

ピールできるポイントだと、九州というスクラ

ムがしっかりと組めているのか、お尋ねをいた

しました。 

知事から、九州経済連合会の麻生会長を代表

とする「九州ＩＲ推進協議会」を発足させ、地

元調達促進につながるようなビジネスセミナー

などの開催や、ビジネスマッチングの検討を行

うオール九州の取組について、ご答弁をいただ

いたところです。 

本年4月に、「九州ＩＲ推進協議会」が発足

し、麻生会長から、「九州へのＩＲ誘致を実現

することで、我々自らの手で九州を元気にし、

そして、次の世代へつないでいく」という非常

に力強い共同宣言が行われたところです。 
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この「九州ＩＲ推進協議会」の取組として、

地元調達促進に向けたビジネスマッチングや広

域周遊観光の実現に向けた議論が進んでいくも

のと期待しています。 

コロナ禍で地域経済が疲弊する中、ＩＲ誘致

による具体的な需要や、そのタイミングがわか

れば、設備投資や事業拡大、あるいは業種転換

を検討する企業も出てくるのではないかと思い

ます。 

農林水産業の一次産業から二次産業、三次産

業まで、幅広い産業がＩＲの開業を見据えて具

体的な準備も進むのではないかと考える次第で

す。 

そこで、ＩＲ誘致が実現することで、県内の

どのような企業や業種がＩＲとの関わりが出て

くるのか、また、それがわかるのはいつ頃なの

か、お尋ねをいたします。 

さらに、県内の民間事業者が、ＩＲがもたら

す多種多様な取引に参入するためには、どのよ

うな準備を行っておく必要があるのか、お尋ね

をいたします。 

5、災害に強い県土づくりについて。 

約一年前、令和2年7月豪雨により、甚大な洪

水被害が発生した球磨川流域では、支流である

川辺川へのダム建設を柱とし、遊水地や河道掘

削などを組み合わせた対策案が示され、自治体

などで構成する「球磨川流域治水協議会」で了

承されたとの報道がされており、ダムを含んだ

治水対策が着実に進められております。 

近年、異常気象により、全国各地で豪雨災害

が頻発している状況の中、川棚川流域における

洪水対策としての石木ダム建設事業の必要性は、

ますます高まっており、地域住民の方々の安全

と安心を守るため、早急にダムを完成させるべ

きであると考えております。 

また、県北地域の中枢都市である佐世保市は、

現在の慢性的な水源不足を解消することで企業

誘致による人口減少対策や隣接する佐賀県との

交流人口の増加による地域の活性化など、県北

全体の浮揚につながる可能性を秘めていると考

えており、利水の面からも、石木ダムは必要不

可欠であります。 

知事は、これまでも、「事業を進めるために

は、反対住民の方々の理解を得る必要がある」

と発言をされており、現在も話し合いの実現を

目指して取り組まれていると伺っておりますが、

反対住民の方々は話し合いの条件として、工事

の中断を強く求められております。 

知事の任期は、来年2月で一つの区切りを迎

えることとなりますが、話し合いの実現に向け

た現在の状況と残る任期の中でどのように取り

組まれていくのか、お考えをお尋ねします。 

さて、様々な予防策などを行いながら、一た

び災害が起こってしまうと、その影響は生活を

直撃し、個々での生活再建には限界がある場合

があると考えます。 

被災された方々に対し、国の制度である被災

者生活再建支援制度について、被災状況によっ

ては、支援を受けられない市町があり、その支

援の在り方について、昨年、外間議員が県の考

え方を尋ねました。国の制度の適用とならない

災害について、本県独自の支援制度の必要性を

含め、県として検討されるとのことでありまし

たので、その結果をご説明ください。 

6、離島の医療体制、人材確保等について。 

コロナのような有事の際には、離島で、場所、

人など、資源確保の問題が生じます。特に、医

療の分野は、平時のうちに地域内外の人材を有

事の際に活用する仕組みが必要だと感じていま

すが、県の見解をお尋ねします。 
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以上で、壇上からの質問を終了し、必要に応

じて再質問をさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 山本啓介議員の

ご質問にお答えいたします。 

これまでのコロナ感染症対策についての考え

方と今後の対応についてのお尋ねであります。 

県といたしましては、新型コロナウイルス感

染症から、県民の皆様の命と健康を守ることを

最重要課題として、検査体制の充実・強化や医

療提供体制の整備、生活に困窮されている方々

への支援など、「感染予防・拡大防止と県民生

活の安全・安心確保対策」に全力を挙げて取り

組んできたところであります。 

そのうえで、厳しい状況が続いている経済・

雇用情勢等を踏まえて、県内の社会経済活動の

回復・拡大を図るため、観光の振興や県産品の

消費拡大、地域交通をはじめ、各分野における

事業者支援など、緊急的な経済対策を講じてい

るところであります。 

さらに、コロナ感染症の収束後、経済構造の

転換と地域の好循環を図ってまいりますため、

県内企業のＤＸ促進など、Society5.0の実現に

向けた施策も積極的に推進することとしている

ところであります。 

このように、本県では地方創生臨時交付金等

の財源を最大限に活用しながら、これまでに

1,900億円を超える感染症対策予算を編成する

とともに、こうした対策の効果ができるだけ早

く実現できるよう、速やかな事業執行に力を注

いできたところであります。 

今後においても、感染状況の変化や各分野に

生じている影響等を見極めながら、市町や関係

機関等と緊密に連携のうえ、円滑なワクチン接

種に対する支援・調整など、感染症の予防・拡

大防止対策に全力を注いでまいりますとともに、

地域経済の活性化や雇用の確保、ポストコロナ

を見据えた環境整備等の施策を積極的に講じて

まいりたいと考えているところであります。 

次に、新型コロナウイルス感染症の影響があ

る中、総合計画のロードマップの変更等につい

て、どう考えているのかとのお尋ねであります。 

今年度からスタートした総合計画では、

Society5.0の実現や2040年問題への対応等に加

え、新型コロナウイルス感染症対策として医療

体制の整備や感染症防止対策、新しい生活様式

への対応に対する支援、さらには、感染症の影

響を踏まえた産業、地域の活性化対策等につい

て盛り込んでいるところであります。 

そのため、まずは総合計画に掲げるこれらの

施策について、これまで以上に市町や民間、大

学等との連携を強化しながら、スピード感をも

って実行することで計画の実現を目指してまい

りたいと考えております。 

そのうえで、毎年度、総合計画の進捗状況を

検証しつつ、本県における感染症の状況や社会

経済情勢を見極めながら、必要に応じて目標値

を含めた計画内容の見直しについて検討を行う

など、柔軟に対応してまいりたいと考えており

ます。 

次に、各地域の感染状況に応じたメッセージ、

県民の安心、経済の活性化につながるような施

策やメッセージを発信すべきではないかとのお

尋ねであります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を早期

に抑え込むためには、疫学調査の内容を詳細に

分析し、いち早く感染拡大の兆候をつかむとと

もに、感染状況に即応した効果的な対策を講じ

ることが重要であります。 
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じて再質問をさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 山本啓介議員の

ご質問にお答えいたします。 

これまでのコロナ感染症対策についての考え

方と今後の対応についてのお尋ねであります。 

県といたしましては、新型コロナウイルス感

染症から、県民の皆様の命と健康を守ることを

最重要課題として、検査体制の充実・強化や医

療提供体制の整備、生活に困窮されている方々

への支援など、「感染予防・拡大防止と県民生

活の安全・安心確保対策」に全力を挙げて取り

組んできたところであります。 

そのうえで、厳しい状況が続いている経済・

雇用情勢等を踏まえて、県内の社会経済活動の

回復・拡大を図るため、観光の振興や県産品の

消費拡大、地域交通をはじめ、各分野における

事業者支援など、緊急的な経済対策を講じてい

るところであります。 

さらに、コロナ感染症の収束後、経済構造の

転換と地域の好循環を図ってまいりますため、

県内企業のＤＸ促進など、Society5.0の実現に

向けた施策も積極的に推進することとしている

ところであります。 

このように、本県では地方創生臨時交付金等

の財源を最大限に活用しながら、これまでに

1,900億円を超える感染症対策予算を編成する

とともに、こうした対策の効果ができるだけ早

く実現できるよう、速やかな事業執行に力を注

いできたところであります。 

今後においても、感染状況の変化や各分野に

生じている影響等を見極めながら、市町や関係

機関等と緊密に連携のうえ、円滑なワクチン接

種に対する支援・調整など、感染症の予防・拡

大防止対策に全力を注いでまいりますとともに、

地域経済の活性化や雇用の確保、ポストコロナ

を見据えた環境整備等の施策を積極的に講じて

まいりたいと考えているところであります。 

次に、新型コロナウイルス感染症の影響があ

る中、総合計画のロードマップの変更等につい

て、どう考えているのかとのお尋ねであります。 

今年度からスタートした総合計画では、

Society5.0の実現や2040年問題への対応等に加

え、新型コロナウイルス感染症対策として医療

体制の整備や感染症防止対策、新しい生活様式

への対応に対する支援、さらには、感染症の影

響を踏まえた産業、地域の活性化対策等につい

て盛り込んでいるところであります。 

そのため、まずは総合計画に掲げるこれらの

施策について、これまで以上に市町や民間、大

学等との連携を強化しながら、スピード感をも

って実行することで計画の実現を目指してまい

りたいと考えております。 

そのうえで、毎年度、総合計画の進捗状況を

検証しつつ、本県における感染症の状況や社会

経済情勢を見極めながら、必要に応じて目標値

を含めた計画内容の見直しについて検討を行う

など、柔軟に対応してまいりたいと考えており

ます。 

次に、各地域の感染状況に応じたメッセージ、

県民の安心、経済の活性化につながるような施

策やメッセージを発信すべきではないかとのお

尋ねであります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を早期

に抑え込むためには、疫学調査の内容を詳細に

分析し、いち早く感染拡大の兆候をつかむとと

もに、感染状況に即応した効果的な対策を講じ

ることが重要であります。 
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「第4波」においては、「第3波」までと大き

く異なり、感染力の強い変異株が主流となった

ことから、これまでにない強い危機感を持って

対応してきたところであり、早い段階から県下

全域に対して、感染リスクの高い行動をお控え

いただくよう、呼びかけるとともに、感染が拡

大している地域に対しては、こうした取組に加

えて、外出自粛や飲食店等への営業時間短縮な

どの、さらに厳しい要請を行ってきたところで

あります。 

特に、飲食の場は、感染リスクが非常に高い

ことから、感染が下降局面に入っても、なお最

大限の危機意識を持って対応してまいりました。 

長期にわたるこうした対策の効果により、県

内の感染状況は徐々に落ち着きを取り戻してき

たことから、今後は、変異株の感染力の強さを

念頭に、感染の再拡大防止に最大限の注意を払

いながら、県内経済の回復に向けた取組を進め

ていく必要があるものと考えております。 

このため、先般の会見におきましては、県民

の皆様に限定する形での宿泊割引キャンペーン

の再開を打ち出すとともに、県民の皆様に安心

して飲食や宿泊等の経済活動を行っていただけ

るよう、第三者認証制度の推進やワクチン接種

の加速化などのメッセージを発信させていただ

いたところであります。 

今後とも、会見等において、必要な施策やメ

ッセージの積極的な発信に努め、感染防止対策

に取り組んでまいりますとともに、感染状況を

見極めながら、県内経済の回復・拡大に向けて

力を注いでまいりたいと考えております。 

次に、半導体産業の集積を図るための戦略、

ロードマップの作成、また併せて、成長3分野

のロードマップの見直しについてのお尋ねであ

ります。 

国際社会において、デジタル化を支える半導

体は、国家の経済安全保障に影響を及ぼす戦略

物資と位置づけられ、世界各国がサプライチェ

ーンの強化を進める中で、我が国においても、

半導体サプライチェーンの強靱化に向け、「半

導体・デジタル産業戦略」が示されたところで

あります。 

このような中、県では、県内の半導体産業に

対して、これまでも工場増設等への積極的な支

援を行ってきたところであり、今後とも、国の

動向や市場の潮流を捉えながら、さらなる規模

拡大や集積に結びつけてまいりたいと考えてお

ります。 

具体的には、規模拡大に向けた立地環境の整

備や人材確保に対し、引き続き支援するととも

に、県内企業の高い金属加工技術が活かせる製

造装置関連についても、現在、世界的に半導体

生産工場への投資が活発化していることから、

関連企業の誘致・育成に力を注いでまいります。 

また、成長3分野のロードマップについては、

コロナ禍など環境が変化する中で改訂する必要

がありますので、年度内をめどに、半導体も含

めたロードマップを策定してまいりたいと考え

ているところであります。 

次に、新幹線について、国がフリーゲージト

レイン導入断念の責任を認識している今のタイ

ミングを逃してはならないのではないかという

お尋ねであります。 

九州新幹線西九州ルートの整備については、

平成31年1月に、佐賀県の山口知事との間で、

「現在の事態は、フリーゲージトレインの導入

断念が原因であり、責任ある立場として、国に

おいてしっかり協議を進め、具体的な整備の方

向性を示していただく必要がある」ということ

で意見が一致したことを踏まえ、これまで政
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府・与党に対して、地方負担や在来線等の課題

の解決に向けた方策を示していただくよう、求

めてきたところであります。 

今般、与党ＰＴ西九州ルート検討委員会で、

課題解決に向けた検討の方向性が示され、議論

が重ねられたことは、大変心強いところであり、

昨日、同検討委員会の山本委員長とお会いした

際にも、改めてお礼を申し上げますとともに、

今後の議論の進展について、一層のお力添えを

お願いしたところであります。 

一方で、整備新幹線の未着工区間は、令和5

年度の着工を目指す北陸新幹線の敦賀─新大阪

間と西九州ルートの新鳥栖─武雄温泉間のみで

あり、今後、財源議論に乗り遅れ、工期約15年

と言われる北陸新幹線の完成まで財源が確保で

きないということになれば、西九州ルートの全

線開業が10年単位で大幅に遅れ、対面乗り換え

が長期化するおそれが生じてまいります。 

このため、一刻も早く議論を前進させる必要

があると考えているところであり、県としては、

国土交通省と情報共有を図りながら、関係者と

の協議を行うなど、フル規格による整備の早期

実現に向けて、引き続き、全力を注いでまいり

たいと考えております。 

次に、石木ダムについてのお尋ねであります。 

反対住民の方々との話し合いについては、昨

年11月の新聞報道において、反対住民の方々は、

事業の白紙撤回は、話し合いの条件ではないと

のことでありましたことから、話し合いの機会

が持てるよう、模索を続けてまいりました。 

一方、石木ダム建設は、住民の安全・安心に

直結する重要な事業であり、限られた時間の中

で着実に工事を進めていく必要があることから、

話し合いだけが長引き、工事の進捗が図られな

いことは避けるべきであると考えております。 

これらを踏まえながら、反対住民の方々が求

められている工事の中断については、これまで

もダム本体工事の着工時期を見合せるなど、話

し合いの実現に向けた環境づくりに配慮すると

ともに、具体的な条件などをお聞きし、検討し

たいと考え、事前協議を提案しておりますが、

現時点で応じていただいていないところであり

ます。  

私としては、静かな環境の下、話し合いの機

会をいただきたいと考えているところであり、

引き続き、協議に応じていただくことができる

ようお願いをし、話し合いの実現に向けて関係

者のご理解をいただけるよう努力してまいりた

いと考えております。 

そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策につきまして、

自主的な感染対策として、抗原簡易キットの活

用についてのお尋ねでございます。 

現在、国が認めている抗原検査キットは、医

師等の管理下で使用するものであり、自己採取

が可能な唾液での検査はできないことから、本

県では、高齢者施設等の従事者を対象に配布し

ておりますが、一般の方が自主的な感染対策と

して活用することには難しいと考えております。 

なお、県では、来月中には、これまでのＰＣ

Ｒ検査と同程度の精度で唾液で検査ができ、よ

り安価に検査が可能となる抗原定量検査機器を

民間検査機関へ導入することとしており、一般

の方が自費で検査を受けやすい環境の整備に努

めていきたいと考えております。 

次に、国が示すワクチンの接種完了の目標に
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めてきたところであります。 
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課題解決に向けた検討の方向性が示され、議論

が重ねられたことは、大変心強いところであり、

昨日、同検討委員会の山本委員長とお会いした

際にも、改めてお礼を申し上げますとともに、

今後の議論の進展について、一層のお力添えを

お願いしたところであります。 

一方で、整備新幹線の未着工区間は、令和5

年度の着工を目指す北陸新幹線の敦賀─新大阪

間と西九州ルートの新鳥栖─武雄温泉間のみで

あり、今後、財源議論に乗り遅れ、工期約15年

と言われる北陸新幹線の完成まで財源が確保で

きないということになれば、西九州ルートの全

線開業が10年単位で大幅に遅れ、対面乗り換え

が長期化するおそれが生じてまいります。 

このため、一刻も早く議論を前進させる必要

があると考えているところであり、県としては、

国土交通省と情報共有を図りながら、関係者と

の協議を行うなど、フル規格による整備の早期

実現に向けて、引き続き、全力を注いでまいり

たいと考えております。 

次に、石木ダムについてのお尋ねであります。 

反対住民の方々との話し合いについては、昨

年11月の新聞報道において、反対住民の方々は、

事業の白紙撤回は、話し合いの条件ではないと

のことでありましたことから、話し合いの機会

が持てるよう、模索を続けてまいりました。 

一方、石木ダム建設は、住民の安全・安心に

直結する重要な事業であり、限られた時間の中

で着実に工事を進めていく必要があることから、

話し合いだけが長引き、工事の進捗が図られな

いことは避けるべきであると考えております。 

これらを踏まえながら、反対住民の方々が求

められている工事の中断については、これまで

もダム本体工事の着工時期を見合せるなど、話

し合いの実現に向けた環境づくりに配慮すると

ともに、具体的な条件などをお聞きし、検討し

たいと考え、事前協議を提案しておりますが、

現時点で応じていただいていないところであり

ます。  

私としては、静かな環境の下、話し合いの機

会をいただきたいと考えているところであり、

引き続き、協議に応じていただくことができる

ようお願いをし、話し合いの実現に向けて関係

者のご理解をいただけるよう努力してまいりた

いと考えております。 

そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策につきまして、

自主的な感染対策として、抗原簡易キットの活

用についてのお尋ねでございます。 

現在、国が認めている抗原検査キットは、医

師等の管理下で使用するものであり、自己採取

が可能な唾液での検査はできないことから、本

県では、高齢者施設等の従事者を対象に配布し

ておりますが、一般の方が自主的な感染対策と

して活用することには難しいと考えております。 

なお、県では、来月中には、これまでのＰＣ

Ｒ検査と同程度の精度で唾液で検査ができ、よ

り安価に検査が可能となる抗原定量検査機器を

民間検査機関へ導入することとしており、一般

の方が自費で検査を受けやすい環境の整備に努

めていきたいと考えております。 

次に、国が示すワクチンの接種完了の目標に
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対する本県の接種体制とワクチンの確保状況に

ついてのご質問でございます。 

ワクチンを接種する医療従事者の確保につき

ましては、県医師会、県看護協会、県歯科医師

会、県薬剤師会の協力を得て、接種に協力いた

だける専門職のリストを作成し、市町の要請に

応じて県が派遣の調整を行う仕組みを構築して

いるところでございます。 

また、ワクチンの確保につきましては、65歳

未満の方々への供給が、7月分については判明

しておりますが、それ以降の具体的なスケジュ

ールが示されていないことから、全国知事会を

通じまして、早急に全体スケジュールをお示し

いただくよう、国に要望しているところでござ

います。 

次に、防災関係につきまして、国の支援制度

の対象とならない災害について、本県独自の支

援制度の必要性の検討結果のお尋ねでございま

す。 

大規模な自然災害により、住宅が全壊するな

どの被害を受けた世帯に対しては、「被災者生

活再建支援法」に基づき、都道府県が拠出した

基金による支援金の給付制度がございます。 

当該制度の適用に当たりましては、市町単位

で被災世帯が一定数以上とするなどの条件があ

り、同一の災害であっても、市町によって制度

が適用されない場合があるといった課題がござ

いました。 

こうした世帯に対しても支援金が給付される

よう、県内市町と協議した結果、県と市町の負

担におきまして、県独自の支援制度を設けるこ

とといたしました。支援制度が効果的に運用さ

れるよう、引き続き、市町と連携し、しっかり

と対応してまいりたいと考えております。 

最後に、医療分野におきまして、有事に備え

た入院患者の受入先や地域内人材を活用する仕

組みづくりについてのお尋ねでございます。 

有事に備えた医療人材の育成につきましては、

未就業の看護師に呼びかけ、再就業のための研

修等を県看護協会において実施するとともに、

医療支援チーム「長崎ＣｏｖＭＡＴ」として、

看護師97名を登録し、クラスター発生時に必要

な支援体制を構築しております。 

また、宿泊療養者や自宅療養者が増えた場合

には、市町の保健師にも応援いただくなど、地

元市町と連携しながら、体制の強化を図ってお

ります。 

引き続き、医療関係団体や市町とも連携しな

がら、医療提供体制の確保に努めてまいりたい

と考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 宿泊施設等

利用者の感染対策に係る意識醸成を図る方法に

ついてのお尋ねでございます。 

県は、これまで業界のガイドラインの遵守や、

「新しい旅のエチケット」の励行など、受入側

及び利用者側の双方に感染防止に向けた注意喚

起を行ってきたところであります。 

受入側につきましては、今回の宿泊施設及び

飲食店の第三者認証制度の創設等により、対策

の強化を図ることとしておりますが、今後は、

利用者側にも、これまで以上に感染対策の徹底

を意識していただくことが重要であると考えて

おります。 

このため、新聞やテレビスポット、「ながさ

き旅ネット」や県の広報媒体などを幅広く活用

して、感染防止行動を具体的に示すなどして利

用者側の意識醸成を図ってまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 社会の変化
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が教育現場に与えた影響や、新しい時代を生き

る子どもたちに求められる力をどのように考え

るかとのお尋ねでございます。 

情報化の進展に加え、新型コロナウイルス感

染の拡大によりまして、社会が加速度的に変化

する中、教育におけるＩＣＴ活用の重要性が高

まっております。 

ＩＣＴの活用により可能となります、これま

でのような時間や空間の制約を超えた児童生徒

の個に応じた質の高い学びや他者との協働的な

学びを通して、新たな時代に必要な資質、能力

の育成が求められております。 

これからのＡＩなどの先端技術が高度化する

社会においては、必要な情報をタイムリーに収

集して活用する能力や、考えを表現し、伝え、

議論する能力を基盤として、さらには、答えの

ない課題に主体的に取り組み、解決に向かう力

や新しい価値を創造する力などが、より重要と

なってくるのではないかというふうに考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、県庁

舎跡地の活用について、お答えいたします。 

「県庁舎跡地整備基本構想」の骨子案の考え

方についてのお尋ねでありますが、今般、取り

まとめた骨子案では、県庁舎跡地の具体的機能

として、憩いや賑わいの場としての広場や、歴

史や本県の魅力を伝える情報発信機能のほか、

隣接する県警本部跡地を含め、産学官の連携な

ど、多様な分野の幅広い交流を促進する交流支

援機能等を配置することとしております。 

また、広場などを先行供用しながら、利用状

況等に応じ、可変性を持った段階的な整備を推

進してまいりたいと考えております。 

検討に当たりましては、様々な歴史を有し、

海外等との交流を通して異文化を融合させ、新

たな価値を創造・発信し、我が国の近代化の先

導的な役割を果たしてきたこの地の歴史を受け

継いで、今後の本県の発展に資するような活用

策となるよう、議論を深めてまいります。 

県としましては、引き続き、県議会をはじめ、

関係の皆様のご意見をお聞きしながら検討を重

ね、今年度中に基本構想を取りまとめてまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 統括監。 

〇統括監（柿本敏晶君） 様々な分野の関係者と

日頃からの関係構築が求められるのではないか

とのお尋ねでございます。 

コロナ禍の影響もあり、社会経済を取り巻く

課題が一層複雑・多様化しており、今まで以上

に現場や地域に目を向け、実情を把握し、総合

的、横断的視点から対策を講じる必要が高まっ

ております。 

こうした中、統括監として、人口減少対策や

産業振興対策等の分野を超えた新たな課題に対

する施策構築や、施策間連携による相乗効果の

発揮などに役割を果たしていく必要があると考

えております。 

そのため、各部局と関係団体等の連携に加え

て、横断的課題へ迅速・適切な対応を図ること

ができるよう、私や補佐官などが関係団体や事

業者等の皆様から直接話を伺い、幅広い視点で

問題を受け止め、課題を整理・抽出しながら、

関係部局へフィードバックし、施策形成につな

げることも必要と考え、4月以降、関係団体等

の皆様と積極的に意見交換を行っております。 

今後とも、関係団体や事業者の皆様が抱える

課題や必要な施策等について、継続的に意思疎

通を図り、関係性の構築に努め、総合的な施策

の提案や構築につなげるとともに、民間におい
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が教育現場に与えた影響や、新しい時代を生き

る子どもたちに求められる力をどのように考え

るかとのお尋ねでございます。 

情報化の進展に加え、新型コロナウイルス感

染の拡大によりまして、社会が加速度的に変化

する中、教育におけるＩＣＴ活用の重要性が高

まっております。 

ＩＣＴの活用により可能となります、これま

でのような時間や空間の制約を超えた児童生徒

の個に応じた質の高い学びや他者との協働的な

学びを通して、新たな時代に必要な資質、能力

の育成が求められております。 

これからのＡＩなどの先端技術が高度化する

社会においては、必要な情報をタイムリーに収

集して活用する能力や、考えを表現し、伝え、

議論する能力を基盤として、さらには、答えの

ない課題に主体的に取り組み、解決に向かう力

や新しい価値を創造する力などが、より重要と

なってくるのではないかというふうに考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、県庁

舎跡地の活用について、お答えいたします。 

「県庁舎跡地整備基本構想」の骨子案の考え

方についてのお尋ねでありますが、今般、取り

まとめた骨子案では、県庁舎跡地の具体的機能

として、憩いや賑わいの場としての広場や、歴

史や本県の魅力を伝える情報発信機能のほか、

隣接する県警本部跡地を含め、産学官の連携な

ど、多様な分野の幅広い交流を促進する交流支

援機能等を配置することとしております。 

また、広場などを先行供用しながら、利用状

況等に応じ、可変性を持った段階的な整備を推

進してまいりたいと考えております。 

検討に当たりましては、様々な歴史を有し、

海外等との交流を通して異文化を融合させ、新

たな価値を創造・発信し、我が国の近代化の先

導的な役割を果たしてきたこの地の歴史を受け

継いで、今後の本県の発展に資するような活用

策となるよう、議論を深めてまいります。 

県としましては、引き続き、県議会をはじめ、

関係の皆様のご意見をお聞きしながら検討を重

ね、今年度中に基本構想を取りまとめてまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 統括監。 

〇統括監（柿本敏晶君） 様々な分野の関係者と

日頃からの関係構築が求められるのではないか

とのお尋ねでございます。 

コロナ禍の影響もあり、社会経済を取り巻く

課題が一層複雑・多様化しており、今まで以上

に現場や地域に目を向け、実情を把握し、総合

的、横断的視点から対策を講じる必要が高まっ

ております。 

こうした中、統括監として、人口減少対策や

産業振興対策等の分野を超えた新たな課題に対

する施策構築や、施策間連携による相乗効果の

発揮などに役割を果たしていく必要があると考

えております。 

そのため、各部局と関係団体等の連携に加え

て、横断的課題へ迅速・適切な対応を図ること

ができるよう、私や補佐官などが関係団体や事

業者等の皆様から直接話を伺い、幅広い視点で

問題を受け止め、課題を整理・抽出しながら、

関係部局へフィードバックし、施策形成につな

げることも必要と考え、4月以降、関係団体等

の皆様と積極的に意見交換を行っております。 

今後とも、関係団体や事業者の皆様が抱える

課題や必要な施策等について、継続的に意思疎

通を図り、関係性の構築に努め、総合的な施策

の提案や構築につなげるとともに、民間におい
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ても一体となって取り組んでいただけるように

働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長（浦 真樹君） 私から、ＩＲに関し

て、2点お答えをいたします。 

まず、県内のどのような企業や業種がＩＲと

の関わりが出てくるのか、また、それがわかる

のはいつ頃かというお尋ねでございます。 

ＩＲは、建設時の工事発注や運営時の各種調

達、さらには、広域周遊による観光消費など、

関連する業種が多岐にわたる裾野が広い産業で

あり、海外の事例で見ますと、施設内で提供さ

れる食材や飲食物、施設を美しく保つための清

掃、園芸サービス、リネン類のクリーニング、

さらに、安全・安心を支える保安・警備など、

多種多様な物品やサービスが地元企業に発注さ

れているところであります。 

九州・長崎ＩＲにおいて必要となる物品やサ

ービスの種類、数量等につきましては、ＩＲ開

業までに、ＩＲ事業者において、段階的に検討

が進められていきますが、当該事業者とともに

区域整備計画を作成する中で、一定の方向性が

見えてくるものと考えております。 

県といたしましては、生産者や県内企業の皆

様に対し、それらの情報をできるだけ早いタイ

ミングで提供してまいりたいと考えており、 

ＩＲがもたらす高い経済効果をしっかりと享受

していただくための事前準備につなげてまいり

たいと考えております。 

次に、県内事業者がＩＲにおける各種取引に

参入するために、どのような準備が必要かとの

お尋ねでございます。 

ＩＲに関連する取引への参入に向けては、県

内企業の皆様が、取引の実態や仕組みに対する

理解を深め、参入意欲を高めていただくことが

重要であると考えております。 

このため、「九州・長崎ＩＲ推進協議会」で

は、地元調達促進に向けたビジネスセミナー等

を順次開催することとしており、去る6月4日に

は、国内外の専門家を講師に迎え、第一弾とな

るオンラインセミナーも開催したところでござ

います。 

また、同協議会では、民間主導による効果的

なビジネスマッチングにつなげるため、経済団

体や金融機関とも連携を図りながら、中小企業

による共同受注や特徴ある地域産品の取引促進

など、多様な発注につながる仕組みについても、

協議、検討を進めているところであります。 

さらに、一部の民間団体におきましては、海

外のＩＲ施設や大型ＭＩＣＥ施設、ホテルにお

ける様々な物品等の調達事例を基に勉強会を開

催されるなど、ＩＲビジネス参入を見据えた主

体的な動きも見られるようになってきておりま

す。 

県といたしましては、県内の生産者や企業の

皆様が、こうした活動へ積極的に参加すること

により、ＩＲビジネスへの参入意欲を高め、大

きなビジネスチャンスをつかんでいただけるよ

う、関係団体とも連携しながら、県内企業の皆

様へ強く働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） ありがとうございまし

た。 

それでは、少し再質問をさせていただきたい

と思います。 

まず、ワクチンの接種について、ご答弁をい

ただきました。ワクチン接種について、今後は

7月末で高齢者への接種が完了し、一般接種に

移行していく中で、社会生活基盤を支える職種
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についての部分をお尋ねしたいんですが、その

前に前提となる、先ほどの徳永議員とのやりと

りの中で、65歳以上の方々の終了のタイミング、

さらには、64歳以下の方々の県内における詳細

なスケジュール、そういったものについてもう

一度押さえたいと思いますので、答弁を求めた

いと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 希望する65歳

以上の方につきましては、7月末をめどに、ま

た、65歳未満の希望する方の終了のめどは、国

の方針では、11月末をめどにという方針となっ

ております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） その中で、不特定多数

の方々と接する機会のある職種や社会生活基盤

を支える職種については、優先的に接種を進め

るべきだと考えます。 

現在、県で設置しているワクチン接種センタ

ーの開設期間は、先日、延長いたしました8月6

日までとのことでありますけれども、さらに、

これを延長して優先接種を実施する考えはない

のか、お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） ワクチン接種セ

ンターにつきましては、高齢者への接種を加速

化する目的でモデルナ社製のワクチンを使用し

て実施しております。 

原則として、高齢者の接種が終了する目標で

ある7月末までとしていたところでございます

が、予備日を活用して8月6日まで延長といたし

たところでございます。 

8月からは、65歳未満の方を対象としたワク

チン接種も本格的に開始されることから、市町

におきましても、接種会場の増加、また、職域

等の接種も拡充するものと考えております。 

一方、市町で使用しているファイザー社製ワ

クチンの供給量が、これまでよりも減少してい

ることから、できるだけモデル社製のワクチン

も活用した接種会場も必要と考えております。 

県といたしましては、これらの状況も踏まえ

ながら、市町の接種体制を補完し、特に、高齢

者施設等の優先接種を加速化していくことが必

要であると考えておりまして、県接種センター

の今後の活用方法について検討を進めてまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） まさに、各市町がよう

やく加速しはじめた。すなわち、今後、さらな

るアイデアによっては、さらに社会基盤を支え

る方々や感染の可能性が高い職種にある方々、

そういった方々を先に優先的にという発想も市

民の方々やまちの方々の了承を得られる、そん

な雰囲気も各市町から聞こえてきます。 

そして、地域によっては、個別接種には、や

はりファイザー社製の方がとか、集団接種にお

いてはモデルナ社製の方がとか、そういったい

ろんなところも医師会の方々や関係者の協力を

得て柔軟に対応ができはじめている。そういっ

た事柄について、県としては、国との関係の中

で市町の柔軟な対応に対しての取組をぜひ支え

る、先々に話を聞いて、しっかりとした対応を

していただきたいと思います。 

また、現在、新型コロナワクチンの接種に関

する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図る

ため、賛同する企業や大学等において、職域単

位での接種を可能とする職域接種が始まってお

ります。 

職域接種では、医療従事者や会場などは、企

業や大学などが自ら確保し、自治体の接種事業

─ 40 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

についての部分をお尋ねしたいんですが、その

前に前提となる、先ほどの徳永議員とのやりと

りの中で、65歳以上の方々の終了のタイミング、

さらには、64歳以下の方々の県内における詳細

なスケジュール、そういったものについてもう

一度押さえたいと思いますので、答弁を求めた

いと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 希望する65歳

以上の方につきましては、7月末をめどに、ま

た、65歳未満の希望する方の終了のめどは、国

の方針では、11月末をめどにという方針となっ

ております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） その中で、不特定多数

の方々と接する機会のある職種や社会生活基盤

を支える職種については、優先的に接種を進め

るべきだと考えます。 

現在、県で設置しているワクチン接種センタ

ーの開設期間は、先日、延長いたしました8月6

日までとのことでありますけれども、さらに、

これを延長して優先接種を実施する考えはない

のか、お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） ワクチン接種セ

ンターにつきましては、高齢者への接種を加速

化する目的でモデルナ社製のワクチンを使用し

て実施しております。 

原則として、高齢者の接種が終了する目標で

ある7月末までとしていたところでございます

が、予備日を活用して8月6日まで延長といたし

たところでございます。 

8月からは、65歳未満の方を対象としたワク

チン接種も本格的に開始されることから、市町

におきましても、接種会場の増加、また、職域

等の接種も拡充するものと考えております。 

一方、市町で使用しているファイザー社製ワ

クチンの供給量が、これまでよりも減少してい

ることから、できるだけモデル社製のワクチン

も活用した接種会場も必要と考えております。 

県といたしましては、これらの状況も踏まえ

ながら、市町の接種体制を補完し、特に、高齢

者施設等の優先接種を加速化していくことが必

要であると考えておりまして、県接種センター

の今後の活用方法について検討を進めてまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） まさに、各市町がよう

やく加速しはじめた。すなわち、今後、さらな

るアイデアによっては、さらに社会基盤を支え

る方々や感染の可能性が高い職種にある方々、

そういった方々を先に優先的にという発想も市

民の方々やまちの方々の了承を得られる、そん

な雰囲気も各市町から聞こえてきます。 

そして、地域によっては、個別接種には、や

はりファイザー社製の方がとか、集団接種にお

いてはモデルナ社製の方がとか、そういったい
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得て柔軟に対応ができはじめている。そういっ

た事柄について、県としては、国との関係の中

で市町の柔軟な対応に対しての取組をぜひ支え
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に影響を与えないこととされていますが、県庁

職員の職域接種について、お尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 新型コロナのワクチ

ン接種につきましては、現在、高齢者等の接種

完了に向けまして、市町、県が一丸となって取

り組んでいるところでございます。 

県庁の職域接種につきましては、今後、企業

等における職域接種が進み、あるいは65歳未満

の方々の接種も始まりますことから、議員ご指

摘のとおり、これらの円滑な実施に支障となら

ないということが前提となってまいりますので、

そういった医療人材の確保等の課題というもの

もございますので、そういった整理を進めると

ともに、ただいま申し上げました県内の職域接

種や､65歳未満の方々の接種の進捗、こちらも

見極めながら判断をしてまいりたいというふう

に考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） 行政の方々ももちろん

でございます。先ほどの飲食業や観光業など、

さらにはエッセンシャルワーカーの方々もそう

です。飲食業や観光業は、特に、今回、第三者

認証制度という新たな制度も県は設けて市町と

連携しようとしています。 

これらに対して、じゃ、ワクチンもしっかり

と接種したうえで、そういった対応を図ってい

ただくというセットだと、外していけないこと

だというふうに理解していますので、ぜひとも

市町の取組をしっかりと支えていただきたいと

いうふうに思います。 

先ほど、ＩＣＴの学校教育の充実について、

やりとりをさせていただきました。ＩＣＴの活

用により、今後、学びの形が大きく変化すると

予測され、その一つが遠隔教育であると言われ

ています。 

遠隔教育については、これまで県立高校にお

いて、壱岐高校や対馬高校を中心に実践的な研

究が進み、成果も上がっていると聞いています。 

県立高校において、今後、これまでの遠隔教

育に関する研究の成果をさらに活かすような取

組などはあるのか、お伺いをします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 県の教育委

員会では、平成25年度からオンラインによる授

業の配信や国内外の大学との連携など、遠隔教

育に適した指導の在り方等について、研究を続

けてきております。 

今年度から、さらに3年間、文部科学省の指

定を受けまして宇久高校、奈留高校及び北松西

高校において、遠隔システムの新たな活用法に

関する実践研究を行うこととしております。 

具体的に申し上げますと、3校に対して、例

えば、壱岐高校から歴史学や考古学の専門的な

授業を配信したり、小規模校では、それぞれ個

別に開設することが難しいような科目の授業を、

3校がそれぞれ相互に配信することで共有する

というようなこと、また、オンラインで島外の

生徒と交流したり、大学や企業等との外部講師

の指導を受けたりするなど、生徒に多様な学び

の場、機会を提供したいというふうに考えてお

ります。 

このような実践を通しまして、離島の小規模

校において、生徒の視野を広げ、主体的な進路

選択につなげるとともに、将来的には、他の高

校においても遠隔教育のメリットを積極的に活

用し、学校の枠を超えた教育活動の充実を図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） まさしく、今回のコロ
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ナ禍においては、こういった情報通信の技術と

いうものが、社会に、いや応なしに浸透してき

ました。それらのいい部分をしっかりと享受し

ながら、我々は生活水準の向上を果たしている

最中でありますけれども、そういったものが当

たり前になる社会に出て行く高校生の方々や、

また、小中学生の方々、こういった方々の教育

の現場にしっかりと、目新しい技術ではなくて、

スタンダードな標準のものとして早く落とし込

む、そのためには指導される教員の方々のご努

力というものが必要となってますが、そういっ

たものも含めて環境整備に常に目を配りながら

取り組んでいただきたいというふうに思います。 

最後にいたしますが、知事に改めて県庁舎の

跡地についての質問を少しさせていただきたい

と思います。 

県庁舎跡地における今後の利活用の在り方を

考えていくのであれば、やはりこれまでの歴史

を踏まえての検討をお願いしたいというふうに

思っています。 

今回、私は、2年目を迎える新型コロナウイ

ルス感染症の拡大、それらについての取組につ

いて、県民が官民問わず一丸となって取り組ん

でいくことが必要であると、先ほど知事の方か

らも、総合計画や様々な取組においても、大学

や研究機関、そして、官民問わずの取組が必要

であるというご答弁をいただきました。 

しかし、その「一丸となる」というのが非常

に難しいところであって、それぞれの事情や都

合というものを互いに理解できないまでも、目

的に向かって取り組んでいくスタイルをつくっ

ていくのか、それとも何とかそれらを理解して

いこうとするのか、行政としては難しいところ

があろうかと思います。 

1945年の原爆投下から59日目に、諏訪神社で

今行われている「おくんち」が行われたそうで

す。原爆投下後59日目で「おくんち」が行われ

たというのは、どういう歴史だったのか。話を

聞いた時に、私は非常に心が震えました。 

県庁舎跡地の歴史については、これまで岬の

教会や長崎奉行所、幕末の各伝習所などが働い

てきております。 

関係者の話によりますと、この地には、諏訪

神社のご神体の一つである森崎社の源流となる

森崎神社があったとされ、こうした神社は、当

時の人々の心の拠り所であったと考えるところ

です。 

県におかれては、このような森崎神社を含め、

県庁舎跡地がたどった歴史を特定の時代を切り

取ることなく、しっかりと発信していただきた

いと考えます。 

県としての考え方をお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 県庁舎跡地は、皆様、ご

承知のとおり、様々な歴史が刻み込まれた場所

であります。 

例えば、出島に象徴されますように、様々な

交流を通して異文化を融合させ、新しい価値を

創造・発信してきた場所でもあり、あるいはま

た、医学伝習所、海軍伝習所などが設けられた

場所でもあり、また、今、議員がお触れになら

れたように、森崎神社の歴史もお聞きしている

ところであります。 

そういった意味で、これまで当地に関わって

こられた人々の様々な思いが、今に受け継がれ

てきているものと認識しているところであり、

こうした県庁舎跡地の歴史等については、これ

はしっかりと発信をしていかなければいけない

と、そういった機能も跡地に設けていく必要が

あるものと考えております。 
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こられた人々の様々な思いが、今に受け継がれ

てきているものと認識しているところであり、

こうした県庁舎跡地の歴史等については、これ

はしっかりと発信をしていかなければいけない

と、そういった機能も跡地に設けていく必要が

あるものと考えております。 
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また、具体的な機能整備等については、そう

した方々の思いも大切にしながら、引き続き、

ご意見等もお伺いしながら、十分な検討を進め

てまいりたいと考えているところであります。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） 原爆投下から59日目

に、このまちでお祭りが行われたことは、恐ら

く非常に様々なやりとりが暮らしている人たち

の中にはあったんだと想像します。 

私は、長崎のまちに暮らす人間ではありませ

ん。けれども、この長崎というまちは、この「お

くんち」という祭りによって、まちの組織や仕

組みというものが非常に整った部分があろうか

と思います。 

宗教の心や様々な考え方、そういったことに

言及するつもりはありませんけれども、そうい

った方々が一つの「森崎神社」というところに

心を寄せていた。これは、まさしく明確な文章

や記述による歴史というよりも、人々が、この

地に暮らす方々の心の歴史、そういったものを

あらわすところであって、それが現在も「おく

んち」や諏訪大社の社に残っているというとこ

ろに、私は、本県の県庁所在地であるこの長崎

市の重要な、大事な部分があるのかなというふ

うに思っています。 

このコロナにおける大変な状況を乗り越える

には、知事がリーダーシップを発揮し、県民の

心を一つにまとめていく、様々な価値観や歩い

てきた道は違うかもしれないけれども、そうい

ったこともしっかりとのみ込んだうえで一つに

まとめていく、そういったことが必要であろう

かと思います。 

ぜひ知事には、このコロナ禍を乗り越える部

分、さらには、長崎に暮らす方々の「森崎神社」

に対する思いも含めて、再度、締めくくりのご

答弁をいただきたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 長崎がこれまで体験した

様々な歴史、その裏にある、あるいはそれを支

えてこられた多くの方々の思い、これが非常に

大切なものであり、そうした延長線上に今があ

るというのは、事実であると考えておりまして、

そうした思いをこれからのまちづくり、様々な

施策の推進に活かしていかなければいけないと

考えているところであります。 

今後とも、様々な施策を推進するに当たって

は、幅広い県民の皆様方の、そうした思いを一

つにまとめることができるような形で、さらに

努力を重ねていきたいと考えているところであ

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） できましたら「森崎神

社」という言葉でお言葉を賜りたかったんです

けれども、最後にお願いできますか。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 県庁舎跡地の歴史につい

ては、様々な文献等も存在するところであり、

岬の教会等が建立される前から、この地に、森

崎に設けられていたという資料もありますし、

あるいは歴史の専門家の方々の調査によると、

実は、その後ではないかというようなご意見も

あるやに聞いているところであります。 

したがって、史実がどうであるのかというの

は、判断いたしかねるところでありますけれど

も、結局、県庁舎跡地が、そうした歴史を踏ま

えてきた、長崎を象徴するような場所であると

いうことには変わりがないものと、こう考えて

おりますので、跡地の整備、活用に当たっては、

そうした歴史も大切にしながら、そしてまた、

地域の皆様方が寄せる思いも尊重しながら、今
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後の整備の在り方を検討していく必要があるも

のと考えているところであります。 

〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） ありがとうございまし

た。 

終わります。 

〇議長（瀬川光之君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１８分 休憩 ―

 
 

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇副議長（松本洋介君）会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党・県民会議、南島原市選出の中村一三で

ございます。 

議長のお許しをいただきましたので、令和3

年6月定例会の県政一般質問を行います。 

質問の前に、昨年の12月に、私の不注意によ

り新型コロナウイルス感染症に罹患をし、県議

会議員各位、県当局、県民の皆様に多大なるご

迷惑をおかけいたしましたことに対しまして、

心よりお詫びを申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症により、お

亡くなりになられた方に謹んでお悔やみを申し

上げますとともに、感染された方々、その家族、

関係者の皆様、感染拡大により日常生活に影響

を受けておられる全ての皆様に、衷心よりお見

舞いを申し上げます。 

さらに、医療の最前線で日夜、患者への対応

やワクチン接種など新型コロナウイルス感染症

に立ち向かっていただいている医師の先生、看

護師をはじめとする医療従事者の皆様に、心か

ら深く感謝を申し上げます。 

それでは、質問に入ります。 

分割質問、分割答弁でお願いをいたします。 

1、本県財政について。 
（1）コロナ禍の財政状況と今後の財政運営

について。 
①本県の財源調整基金の状況について。 
午前中に徳永議員の一般質問で答弁があっ

たように、本県財政は、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて県税収入が減少となる

など大変厳しい状況であると認識をしました。 
このような中、昨年度の財政運営にも影響

が出ていると考えるが、財源調整のための3
基金について、令和2年度における減少額は幾

らで、このうちコロナ関係の影響はどの程度

あるのか、併せて令和3年度以降の取崩しの見

込みを立てているのか、お尋ねをいたします。 
②財政健全化の取組について。 
今後の人口減少や2040年問題など将来の

ことを考えると、コロナ禍であっても一定の

行財政改革の取組は必要であると思います。 
このような中、本県では、昨年度に策定し

た「長崎県行財政運営プラン」に基づいて、

その柱の一つである財政健全性の維持を目指

し、引き続き、歳入・歳出両面から収支改善

にかかる取組を進めていくこととされており、

それ自体は一定は評価しております。 
しかしながら、今回のプランでは、これま

での行財政改革推進計画のように期間中の収

支改善目標が示されておらず、実効性にやや

不安を覚える部分があります。 
そこで、今回のプランにおける収支改善目

標額の設定にかかる県の考え方をお伺いいた

します。 
あとは、対面演壇席で質問をいたします。 
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〇議長（瀬川光之君） 山本啓介議員─25番。 

〇２５番（山本啓介君） ありがとうございまし

た。 

終わります。 

〇議長（瀬川光之君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１８分 休憩 ―

 
 

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇副議長（松本洋介君）会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党・県民会議、南島原市選出の中村一三で

ございます。 

議長のお許しをいただきましたので、令和3

年6月定例会の県政一般質問を行います。 

質問の前に、昨年の12月に、私の不注意によ

り新型コロナウイルス感染症に罹患をし、県議

会議員各位、県当局、県民の皆様に多大なるご

迷惑をおかけいたしましたことに対しまして、

心よりお詫びを申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症により、お

亡くなりになられた方に謹んでお悔やみを申し

上げますとともに、感染された方々、その家族、

関係者の皆様、感染拡大により日常生活に影響

を受けておられる全ての皆様に、衷心よりお見

舞いを申し上げます。 

さらに、医療の最前線で日夜、患者への対応

やワクチン接種など新型コロナウイルス感染症

に立ち向かっていただいている医師の先生、看

護師をはじめとする医療従事者の皆様に、心か

ら深く感謝を申し上げます。 

それでは、質問に入ります。 

分割質問、分割答弁でお願いをいたします。 

1、本県財政について。 
（1）コロナ禍の財政状況と今後の財政運営

について。 
①本県の財源調整基金の状況について。 
午前中に徳永議員の一般質問で答弁があっ

たように、本県財政は、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて県税収入が減少となる

など大変厳しい状況であると認識をしました。 
このような中、昨年度の財政運営にも影響

が出ていると考えるが、財源調整のための3
基金について、令和2年度における減少額は幾

らで、このうちコロナ関係の影響はどの程度

あるのか、併せて令和3年度以降の取崩しの見

込みを立てているのか、お尋ねをいたします。 
②財政健全化の取組について。 
今後の人口減少や2040年問題など将来の

ことを考えると、コロナ禍であっても一定の

行財政改革の取組は必要であると思います。 
このような中、本県では、昨年度に策定し

た「長崎県行財政運営プラン」に基づいて、

その柱の一つである財政健全性の維持を目指

し、引き続き、歳入・歳出両面から収支改善

にかかる取組を進めていくこととされており、

それ自体は一定は評価しております。 
しかしながら、今回のプランでは、これま

での行財政改革推進計画のように期間中の収

支改善目標が示されておらず、実効性にやや

不安を覚える部分があります。 
そこで、今回のプランにおける収支改善目

標額の設定にかかる県の考え方をお伺いいた

します。 
あとは、対面演壇席で質問をいたします。 
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〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 私から、2点ご答弁

申し上げます。 

1点目、財源調整基金の状況についてという

ことで、その基金の減少額についてのお尋ねで

ございます。 

本県の令和2年度末における財源調整のため

の基金の残高は約203億円でありまして、前年

度末と比較いたしまして約11億円の減少とい

う形でございます。 

このうち新型コロナウイルス感染症対策につ

いては、感染症の行政検査にかかる公費負担な

ど、国と地方の負担割合が法律等で定められて

いるために、一般財源での対応が必要な事業等

の財源といたしまして約7億円取り崩しをいた

しております。 

また、令和3年度におきましても、感染症の

影響の長期化によりまして、先ほどご紹介いた

だいた県税をはじめ収入の大幅な減収が見込ま

れる中におきまして、様々な対策を講じる必要

がございますので、本県財政を取り巻く環境は

不透明さを増しているという状況にございます。 

そのため現時点におきましては、令和3年度

以降の最終的な基金取崩し額の見通しを立てる

ことは困難であると言わざるを得ないというふ

うに考えています。 

次に、財政健全化の取組といたしまして、今

回の行革プランにおける収支改善目標額設定の

考え方についてというお尋ねでございます。 

県におきましては、限られた財源を最大限に

活用いたしまして、持続可能で安定的な財政運

営を目指すため、累次の行財政改革に積極的に

取り組んできたところでございまして、令和2

年度までの「行財政改革推進プラン」におきま

しても、計画期間中338億円の収支改善目標額

に対しまして、約459億円の実績となっていま

す。 

こうした中、今般の感染症拡大は、県民生活

や県内経済に多大な影響を及ぼしておりまして、

県税等の大幅な減収が見込まれる一方で、迅速

かつ的確な対策を構築することが求められてい

ることから、国からの緊急的な財源措置を活用

しながら対応してきたということでございます。 

このように本県財政を取り巻く環境が不透明

な状況であることから、令和3年度からの「行

財政運営プラン」におきましては、収支改善目

標額の設定を行っておりませんけれども、引き

続き、財政状況等を十分に注視しつつ、施策の

重点化、業務の効率化による歳出の見直しや、

県税の徴収率の向上による歳入の確保など、歳

入・歳出両面からしっかりと取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君）ありがとうございまし

た。

基金の状況について、再質問をさせていただ

きます。 

先ほど総務部長から答弁がありましたように、

令和2年度の減少額は11億円で、そのうちコロ

ナ感染症関連経費が7億円という状況であり、

本県財政にも非常に影響を及ぼしております。 

このように大きな影響が出ている現状におい

て、行財政改革の重要性は先ほど申し上げまし

たとおりでありますが、そのような努力をした

うえで、新型コロナウイルス感染症や自然災害

対応など県民の命や財産を守る施策については、

今後も基金を取り崩しながらでも実施すべきで

あると思いますが、知事の見解をお伺いいたし

ます。

〇副議長（松本洋介君） 知事。
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〇知事（中村法道君） 長期化する新型コロナウ

イルス感染症の影響によりまして、県民生活、

あるいは県内の経済・雇用情勢は大変厳しい状

況が続いております。 

また、そうした一方で、台風等の自然災害に

ついても近年激甚化、頻発化する傾向にあり、

本県においても大きな被害が生じているところ

であります。 

こうした感染症や自然災害への対策は、県民

の命や生活に直結するものであり、行政に求め

られる最も重要な役割の一つであると考えてい

るところであり、これまでも迅速かつ的確に対

策を講ずる必要がありますことから、国に対し

て地方税財源の緊急的な確保を要請するととも

に、財政調整基金も活用しながら各種対策に力

を注いでいるところであります。 

本県の財政につきましては、これまで着実に

収支改善を図ってまいりましたものの、今般の

感染症拡大の影響に伴い、一段と厳しさが増し

ているものと受け止めているところであります

が、今後とも、こうした感染症や自然災害に備

えて、一定水準の基金残高の確保に努めてまい

りますとともに、コロナ禍における国の地方財

政措置、あるいは本県の財政状況等を十分に見

極めながら、効果的な対策を講じることができ

るよう柔軟な財政運営に努めてまいりたいと考

えているところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 財政健全化の取組につ

いて、再質問をいたします。 

行財政改革については、適切な時期がくれば

目標額を設定するなど、その実効性が高まるよ

うな取組をお願いしたい。 

しかしながら、こうした努力の一方で、地方

が現行制度の中でできる取組に限界があるのも

事実であり、当然国の支援が必要になってきま

す。 

例えば、本県の令和3年度当初予算において

は、県税の税減収分を地方交付税や臨時財政対

策債の増額でカバーすることにより、財源調整

基金の取崩し額を昨年並みの141億円程度に抑

えることができたとのことで、安堵はしており

ます。 

しかしながら、経済情勢がコロナ前の状況に

回復するまでにはしばらく時間を要するとされ

ており、本県の安定的な財政運営のためには、

次年度以降においても、地方で自由に使える一

般財源を充実、確保する必要があると考えてお

ります。 

そこで、一般財源の充実、確保を図るために、

国への要望や県独自の歳入確保対策など、どの

ように取組を行っていくのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）地方が持続可能で安

定的な財政運営を行うためには、地方交付税を

はじめといたします一般財源総額の確保が重要

となってくることから、県では、これまでも政

府施策要望など様々な機会を捉えまして、国へ

の要請を重ねてまいりました。 

その結果、去る6月18日に閣議決定をされま

した「骨太の方針2021」におきましては、来年

度から3年間、地方の一般財源総額につきまし

て、「2021年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう、実質的に同水準を確保する」という旨

が明記をされていまして、来年度予算におきま

しても、一般財源総額が確保されるものという

ふうに認識をしております。 

本県といたしましては、引き続き全国知事会

等と連携をしながら、一般財源の充実、確保を
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〇知事（中村法道君） 長期化する新型コロナウ

イルス感染症の影響によりまして、県民生活、

あるいは県内の経済・雇用情勢は大変厳しい状

況が続いております。 

また、そうした一方で、台風等の自然災害に

ついても近年激甚化、頻発化する傾向にあり、

本県においても大きな被害が生じているところ

であります。 

こうした感染症や自然災害への対策は、県民

の命や生活に直結するものであり、行政に求め

られる最も重要な役割の一つであると考えてい

るところであり、これまでも迅速かつ的確に対

策を講ずる必要がありますことから、国に対し

て地方税財源の緊急的な確保を要請するととも

に、財政調整基金も活用しながら各種対策に力

を注いでいるところであります。 

本県の財政につきましては、これまで着実に

収支改善を図ってまいりましたものの、今般の

感染症拡大の影響に伴い、一段と厳しさが増し

ているものと受け止めているところであります

が、今後とも、こうした感染症や自然災害に備

えて、一定水準の基金残高の確保に努めてまい

りますとともに、コロナ禍における国の地方財

政措置、あるいは本県の財政状況等を十分に見

極めながら、効果的な対策を講じることができ

るよう柔軟な財政運営に努めてまいりたいと考

えているところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 財政健全化の取組につ

いて、再質問をいたします。 

行財政改革については、適切な時期がくれば

目標額を設定するなど、その実効性が高まるよ

うな取組をお願いしたい。 

しかしながら、こうした努力の一方で、地方

が現行制度の中でできる取組に限界があるのも

事実であり、当然国の支援が必要になってきま

す。 

例えば、本県の令和3年度当初予算において

は、県税の税減収分を地方交付税や臨時財政対

策債の増額でカバーすることにより、財源調整

基金の取崩し額を昨年並みの141億円程度に抑

えることができたとのことで、安堵はしており

ます。 

しかしながら、経済情勢がコロナ前の状況に

回復するまでにはしばらく時間を要するとされ

ており、本県の安定的な財政運営のためには、

次年度以降においても、地方で自由に使える一

般財源を充実、確保する必要があると考えてお

ります。 

そこで、一般財源の充実、確保を図るために、

国への要望や県独自の歳入確保対策など、どの

ように取組を行っていくのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 地方が持続可能で安

定的な財政運営を行うためには、地方交付税を

はじめといたします一般財源総額の確保が重要

となってくることから、県では、これまでも政

府施策要望など様々な機会を捉えまして、国へ

の要請を重ねてまいりました。 

その結果、去る6月18日に閣議決定をされま

した「骨太の方針2021」におきましては、来年

度から3年間、地方の一般財源総額につきまし

て、「2021年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう、実質的に同水準を確保する」という旨

が明記をされていまして、来年度予算におきま

しても、一般財源総額が確保されるものという

ふうに認識をしております。 

本県といたしましては、引き続き全国知事会

等と連携をしながら、一般財源の充実、確保を
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国に対して強く求めるとともに、「行財政運営

プラン」に基づきまして、県税徴収率の向上と

か県有施設の売却・有効活用といった独自の歳

入確保対策につきましてもしっかりと取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） コロナ禍において、い

ろんな事態に柔軟に対応できるように、本県の

財政運営についてもしっかり行えることを願い、

次の質問に移ります。 

2、新型コロナウイルス感染症対策について。 
（1）新型コロナウイルス感染症対策等につ

いて。 
①宿泊施設における新型コロナウイルス感

染症対策等への支援について。 
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、観

光客が減少をし、宿泊施設等に大きな経済的

影響が出ています。 
コロナの感染状況は予断を許さないものの、

今のコロナ禍、そして将来、コロナが収束し

た後の観光客の誘客を見据えた時、観光客が

安心して宿泊できる受入環境の整備は、新し

い生活様式の実践と同様、積極的に取り組む

べきと考えております。 
そのような中で、先月の県議会で予算が承

認された宿泊施設の感染防止等に関する補助

金については、1件でも多くの宿泊施設、事業

者の方々に活用してもらいたいと考えており

ます。 
次の点を質問いたします。 
どのような取組が今回の補助金の対象とな

るのか、補助金の取扱いスケジュールはどの

ように考えているのか、お尋ねをいたします。 
②コロナ禍における雇用情勢について。 
先般、令和3年4月の全国労働力調査の結果

が公表されまして、完全失業率は2.8％で、前

月比0.2ポイント上昇するとともに、完全失業

者数は209万人で、前月比21万人増加するな

ど、コロナ禍による影響が大きい結果である

と思われます。 
また、完全失業率を詳しく見ますと、若い

世代の失業率が高年齢者層より高くなってお

り、多くの働き盛りの方が職を失っているの

ではないかと懸念をされるところです。 
一方、県内を見ると、長崎労働局発表の4

月の有効求人倍率は1.04倍となっており、こ

こ数か月では緩やかに上昇傾向にありますが、

完全失業率は2.5％と高止まりの状態が続い

ております。 
また、雇用調整助成金を活用して従業員の

雇用維持を図る県内企業が急増しており、昨

年度は約2万件、153億円、今年4月の1か月間

で約2,800件、21億円もの支給実績があるな

ど、厳しい状況が続いているのではないかと

分析をします。雇用調整助成金は、倒産防止

対策として企業の命綱でもあります。 
現在のコロナ禍における本県の雇用情勢に

ついて、県はどのように考えているのか、お

尋ねをいたします。 
また、この厳しい雇用情勢の中、国におい

ては雇用調整助成金の特例措置をはじめ様々

な支援を行うとともに、県においても雇用の

維持に向けた対策が進められていることは承

知しております。 
しかしながら、新型コロナウイルスの影響

により離職せざるを得ない方々がいらっしゃ

るということも聞いており、希望する仕事へ

の再就職を後押しする取組も必要ではないか

と考えております。 
やむなく離職された方々をはじめ、県はど
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のような雇用対策を進めていくのか、お尋ね

をいたします。 
〇副議長（松本洋介君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 宿泊施設に

かかる感染防止等への補助金についてのお尋ね

でございます。 

今回の補助金につきましては、旅館業法上の

許可を得た宿泊施設を対象といたしまして、感

染拡大防止に必要な設備、機器等の導入に加え、

安全・安心やワーケーションのための施設改修

など、新たな需要に対応することとしておりま

すが、さらに、昨年度の実施経費につきまして

も対象とするなど、宿泊施設の実情に寄り添っ

た幅広い支援内容となっております。 

補助申請の受付開始は、6月28日を予定して

おりますが、多くの宿泊施設にご活用いただけ

るよう、県内各地域において事業者向けの説明

会を開催しているところでございます。 

コロナの影響が長期化する中、これまで安

全・安心対策に取り組むことができなかった宿

泊事業者の皆様にも、今回の補助金をご活用い

ただき、県下全域における受入環境の底上げを

図ってまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（廣田義美君） 私からは、2点

お答えいたします。 

まず、雇用調整助成金の実績などから、本県

の雇用情勢をどのように考えているのかとのお

尋ねでございます。 

県内企業に対する雇用調整助成金の支給件数

は、令和2年度で約2万件であり、例年より大幅

に多くなっております。 

職種別に見ますと、宿泊業・飲食サービス業

が最も多く、全体の約4分の1を占めるとともに、

次いで食料品をはじめとした製造業、卸売・小

売業の順で多くなっており、これらの業種にお

いては、新型コロナウイルス感染症の影響が特

に大きく、厳しい状況にあるものと考えており

ます。 

また、令和3年4月の新規求人数は、前年同月

より増加しておりますが、宿泊業・飲食サービ

ス業をはじめとする幅広い業種において、コロ

ナ前である一昨年度の水準までには回復してい

ない状況にあり、引き続き県内の雇用情勢を注

視していく必要があるものと考えております。 

次に、今後どのような雇用対策を進めていく

のかとのお尋ねでございます。 

離職を余儀なくされた方々に対しては、長崎

労働局など関係機関との連携を図りながら、再

就職に向けたキャリアコンサルティングや職業

訓練を行うとともに、離職者を雇用する事業者

に対する支援を行うことといたしております。 

また、雇用の維持に向けては、雇用調整助成

金への本県独自の上乗せ助成を行うほか、アフ

ターコロナを見据えた人材育成などを図る「在

籍型出向」に取り組む県内中小企業を支援して

まいります。 

なお、国の雇用調整助成金の特例措置につき

ましては、今年の8月まで延長されることとな

っておりますけれども、今後も国の動向等に注

視しながら、必要な対策を適時、適切に講じて

まいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 厳しい雇用情勢は今後

しばらくの間は続くのではないかと考えており

ます。引き続き、関係機関と連携しながら、時々

の情勢に合った対策を講じていただきます。 

午前中に知事から答弁がありましたけれども、

飲食店、観光業者等が非常に今、苦悩をしてお

ります。 
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のような雇用対策を進めていくのか、お尋ね
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かかる感染防止等への補助金についてのお尋ね

でございます。 

今回の補助金につきましては、旅館業法上の

許可を得た宿泊施設を対象といたしまして、感

染拡大防止に必要な設備、機器等の導入に加え、

安全・安心やワーケーションのための施設改修

など、新たな需要に対応することとしておりま

すが、さらに、昨年度の実施経費につきまして

も対象とするなど、宿泊施設の実情に寄り添っ

た幅広い支援内容となっております。 

補助申請の受付開始は、6月28日を予定して

おりますが、多くの宿泊施設にご活用いただけ

るよう、県内各地域において事業者向けの説明

会を開催しているところでございます。 

コロナの影響が長期化する中、これまで安

全・安心対策に取り組むことができなかった宿

泊事業者の皆様にも、今回の補助金をご活用い

ただき、県下全域における受入環境の底上げを

図ってまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（廣田義美君） 私からは、2点

お答えいたします。 

まず、雇用調整助成金の実績などから、本県

の雇用情勢をどのように考えているのかとのお

尋ねでございます。 

県内企業に対する雇用調整助成金の支給件数

は、令和2年度で約2万件であり、例年より大幅

に多くなっております。 

職種別に見ますと、宿泊業・飲食サービス業

が最も多く、全体の約4分の1を占めるとともに、

次いで食料品をはじめとした製造業、卸売・小

売業の順で多くなっており、これらの業種にお

いては、新型コロナウイルス感染症の影響が特

に大きく、厳しい状況にあるものと考えており

ます。 

また、令和3年4月の新規求人数は、前年同月

より増加しておりますが、宿泊業・飲食サービ

ス業をはじめとする幅広い業種において、コロ

ナ前である一昨年度の水準までには回復してい

ない状況にあり、引き続き県内の雇用情勢を注

視していく必要があるものと考えております。 

次に、今後どのような雇用対策を進めていく

のかとのお尋ねでございます。 

離職を余儀なくされた方々に対しては、長崎

労働局など関係機関との連携を図りながら、再

就職に向けたキャリアコンサルティングや職業

訓練を行うとともに、離職者を雇用する事業者

に対する支援を行うことといたしております。 

また、雇用の維持に向けては、雇用調整助成

金への本県独自の上乗せ助成を行うほか、アフ

ターコロナを見据えた人材育成などを図る「在

籍型出向」に取り組む県内中小企業を支援して

まいります。 

なお、国の雇用調整助成金の特例措置につき

ましては、今年の8月まで延長されることとな

っておりますけれども、今後も国の動向等に注

視しながら、必要な対策を適時、適切に講じて

まいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 厳しい雇用情勢は今後

しばらくの間は続くのではないかと考えており

ます。引き続き、関係機関と連携しながら、時々

の情勢に合った対策を講じていただきます。 

午前中に知事から答弁がありましたけれども、

飲食店、観光業者等が非常に今、苦悩をしてお

ります。 
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この間の6月の某新聞に山口県の酒造会社の

社長が一面に出しておりました。非常にこの一

面が反響を呼んで、何か感染元が飲食店だとい

うような感じが今しているわけでございまして、

第三者認証制度等を使えばですね。今後におい

ても飲食店は生き残っていかなければいけない

というようなことで、私が要約しましたので、

ちょっと読んでみます。 

「このままでは飲食店がコロナ禍の最大の犠

牲者に、現代日本を支えるローカル経済圏の一

員である飲食業界、その飲食業界で、多くの働

く人たちが、コロナウイルス感染拡大防止のか

け声に押され、なすすべもなく仕事を追われ、

人知れず苦しみを募らせています。度重なる営

業時間制限などにより全国の飲食店は疲弊し、

破滅の淵に立たされています。ひいては、卸納

入業者の疲弊や連鎖倒産、そしてそこに関わる

人たちの失業や困窮、長年にわたる関係者のた

ゆまざる努力のたまものが、急速に破綻し崩れ

始めています。食を通じて日本の魅力を世界に

伝えてきた飲食店が、声も挙げられないまま

次々と店をたたんでいく、何とも耐え難いこと

です。医療従事者の負担を少しでも和らげるた

めに感染対策が喫緊の課題であることは言うま

でもなく、私たちも、前線で戦っている医療従

事者の皆様に対して敬意と感謝をもち続けなく

てはなりません。しかしながら、飲食店を守る

ことも命を守ることにつながります。地域経済

を支えている人々の雇用を守りながら感染対策

を進めることも、命を守るという点で重要性に

変わりはありません。コロナ禍における経営破

綻と生活破綻の連鎖を何とか防ぎたい。地域社

会を支えている声は、多くの人たちの命を救い

たい」という文面でございました。 

とにかく、長崎も一緒ですけれども、本当に

飲食業・店は苦悩しております。今度、「第5

波」がくると思いますが、その辺、第三者認証

制度を十分に活用して、できれば時短、そして

酒の提供等も考えて行っていただきたいと思い

ます。 

3、島原半島の振興について。 
（1）南島原市の諸課題について。 
①道路網の整備について。 
島原半島においては、島原道路の整備が

着々と進められており、昨年度の有明瑞穂バ

イパスへの着手をもって、半島内の全線が事

業化となったことから、地元としては、将来

の発展や地域の活性化に大きな期待を寄せて

います。 
一方で、南島原市においては、島原・天草・

長島連絡道路が平成6年に候補路線となって

27年経過しているが、いまだ計画路線にさえ

なっていないのが現状である。 
そうした中、口之津から小浜の半島西回り

のネットワークが、今回の計画で構想路線に

位置づけられると聞いており、地元としては

大変喜ぶべきと思っていますが、これにより

深江から口之津間の計画が遅れることを心配

しており、これまでの経過を考えると、まず

は島原道路の南進を優先すべきと考えている。 
そこで、今回どのような目的で半島西回り

の道路を構想に位置づけたのか、お尋ねしま

す。 
また、前回の議会において、深江から口之

津間の道路整備について、今後、島原道路の

事業進捗を見極めながら検討を進め、地元関

係市と意見交換を実施するとの答弁がありま

した。どのような状況か、お尋ねをいたしま

す。 
②主要地方道小浜北有馬線、大亀矢代工区
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について。 
小浜北有馬線は、沿道地域の生活道路とし

てだけではなく、島原半島南部の主要な観光

である世界文化遺産の「原城跡」、国指定史

跡の「日野江城跡」や雲仙国立公園の「諏訪

の池」を結ぶ重要な道路となっております。 
こうした中、当初、平成32年に完成の予定

だったが、着手から10年たとうとしています

が、現場は目に見えた進捗が図られていない

状況となっております。 
地元は、大亀矢代工区の整備に対する期待

は高く、一日も早い完成を望んております。

大亀矢代工区の進捗状況について、お尋ねを

いたします。 
②俵石展望台下の太陽光発電事業について。 
昨年6月定例会の一般質問で、南島原市の雲

仙天草国立公園のふもと、俵石展望台下の太

陽光発電事業については、事業区域が27ヘク

タールと大規模な林地開発であることから、

県としての事業者や指導内容及び洪水や土砂

災害などの影響を懸念する中、下流域の住民

の不安解消について、お尋ねをしたところで

あります。 
その際、県から、防災施設の先行実施や土

砂流出防止対策が適正に施工されているかな

ど、工種、段階ごとに適期に確認し、必要に

応じ事業者を指導する旨の回答がありました。 
その後、県においては、令和3年度中の工事

完了に向け、適切な指導を行っておられると

理解していますが、そのような中、昨年11月
に、当開発地から下流域の蒲河川への土砂流

出があったと聞いております。 
そこで、まず昨年11月の土砂流出はどのよ

うな状況で起きてしまったのか、また、それ

に対し県はどのような指導を行っていたのか、

お尋ねをいたします。 
③堂崎港埋立地の整備。 
昨年6月の一般質問において、埋立地につい

ては、全体の完成までにはあと数年かかるこ

とから、南島原市から要望があった箇所の部

分の竣工を進め、平成3年度末に売却する予定

旨の説明がありました。現在の進捗状況と今

後の見通しについて、お伺いたします。 
また、埋立地内の道路整備を予定されてい

ると思うが、道路整備の進捗について、お伺

いをいたします。 
④休暇村「雲仙」の撤退について。 
世界文化遺産に登録され、多くの観光客が

当該地を訪れる中、地域内における宿泊施設

が不足をしているのが現状であります。この

ような状況で、地域の宿泊施設として重要な

役割を果たしていた休暇村「雲仙」が、3月を

もって終了しましたが、どのように県として

は考えているのか、お尋ねします。 
⑤河川の維持管理・防災減災対策について。 
昨年7月、九州を中心に記録的な大雨となり、

西日本、東日本と広範囲にわたり各地で甚大

な被害をもたらし、本県においても、県央地

区を中心に多くの住居・建物の浸水、倒壊、

多くの河川堤防の決壊、土砂崩れを引き起こ

し、併せて農作物にも甚大な被害を及ぼしま

した。 
防災対策として、河川堆積土砂の撤去や河

川内の巨大雑草の除去など適切な河道確保が

必要であることから、国において緊急浚渫推

進事業が創設されておりますが、この事業は

令和2年度から令和6年度までの5年間に限っ

たものであります。財政措置として充当率

100％、交付税措置率が70％と有利な地方債

となっており、この地方債を大いに活用し、
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な被害をもたらし、本県においても、県央地

区を中心に多くの住居・建物の浸水、倒壊、

多くの河川堤防の決壊、土砂崩れを引き起こ

し、併せて農作物にも甚大な被害を及ぼしま
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防災対策として、河川堆積土砂の撤去や河

川内の巨大雑草の除去など適切な河道確保が

必要であることから、国において緊急浚渫推
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河川の堆積土砂の撤去など防災・減災対策に

積極的に取り組むべきだと考えますが、その

取組の現状と今後の課題について、お伺いし

ます。 
また、南島原市には二級河川有馬川及び深

江川が流れております。土砂の堆積が著しく、

沿岸住民は、入梅も早く、いつ発生するかわ

からない洪水被害に対し心配な毎日を過ごし

ております。浸水対策として、本事業におけ

る取組状況をお伺いいたします。 
〇副議長（松本洋介君） 知事。

〇知事（中村法道君） 島原半島西回り道路の構

想及び深江から口之津間の検討状況についての

お尋ねであります。 

島原半島の広域道路ネットワークについては、

交流人口の拡大や企業立地の促進、物流の効率

化などに大きく貢献する島原道路の整備を重点

的に進めているところであります。 

こうした中、島原半島南部においては、島原

道路につながる「島原・天草・長島連絡道路」

が整備された場合においても、緊急搬送や防災

対策などの面で課題が残りますことから、今回

新たな広域道路交通計画において、島原半島西

回り道路を構想路線に位置づけたところであり

ます。 

また、深江から口之津間及び島原半島西回り

道路につきましては、今年度から整備の方向性

について検討を進めるため、近く地元関係市と

意見交換をはじめることとしているところであ

ります。 

私からは、以上でございます。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 大亀矢代工区の進捗

状況についてのお尋ねですが、主要地方道小浜

北有馬線の大亀矢代工区1.4キロメートルにつ

いては、ルート検討や構造物の設計に時間を要

したものの、これまでに地元の同意を得て用地

取得が完了しました。 

現在、雲仙市側では土工事、南島原市側では

橋梁工事を進めていますが、今後、約900メー

トルのトンネル工事に必要な予算が課題であり

ます。 

このため、令和2年度の補正予算からはじま

った「防災・減災、国土強靭化のための5か年

加速化対策」の別枠予算を積極的に活用しなが

ら、着実に整備を進めてまいりたいと考えてい

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 蒲河川への土砂流出

の原因と、県の指導内容はどのようなものだっ

たのかとのお尋ねですが、昨年11月20日の蒲河

川への土砂流出は、雨水等の流出量を調整する

調整池の施工が完了する前に豪雨に見舞われま

して、排水管の継ぎ目が破損をし、調整池の底

に堆積をしていた土砂が雨水とともに流出して

しまったことが原因となっております。 

県におきましては、当日のうちに南島原市と

ともに現地調査を行い、事業者に対し、早急に

土砂流出を止める応急措置を行うとともに、太

陽光発電の開発工事を一時中断し、防災工事を

先行して完成させるよう指導したところです。 

その後、本年1月15日に防災工事の完成を確

認いたしまして、開発工事の再開を認めたとこ

ろであり、工事完成まで引き続き適切に指導監

督を行ってまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 河川関係と港湾関係

について、まとめて、お答えいたします。 

まず、堂崎港埋立地の売却手続及び道路整備

の進捗状況についてのお尋ねですが、当該埋立
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地は、全体22ヘクタールのうち約6,8ヘクタール

について、令和2年度に部分竣工を行い、現在、

登記手続や土地鑑定評価の準備を進めており、

令和3年度末に南島原市へ売却を行う予定とし

ています。 

道路については、県において、国道からの取

付部及び場内幹線部を、その他の場内道路を南

島原市が整備することとしています。 

県が整備する道路は、詳細設計を行っており、

警察等との協議が整い次第、今年度中に工事を

発注する予定としています。 

また、南島原市においても、場内道路の工事

に向けた設計を進めていると聞いています。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 休暇村「雲

仙」が終了したことを、県としてどのように考

えているのかとのお尋ねでございます。 

昭和49年に雲仙・天草国立公園の諏訪の池地

区で営業を開始した宿泊施設の休暇村「雲仙」

は、近年の経営状況や新型コロナウイルス感染

症拡大の影響等により経営維持が困難との結論

に至り、この3月で営業を終了いたしました。 

昨年12月には、宿泊施設及びレストハウス等

の附帯施設の譲渡にかかる説明会が一般財団法

人休暇村協会によって実施され、現在、地元雲

仙市も協力して譲渡先を探していると伺ってお

ります。 

また、昨年度まで休暇村協会が管理運営を請

け負っていた環境省の諏訪の池ビジターセンタ

ーにつきましては、本年度から新たに環境省、

雲仙市等によって構成される協議会により管理

運営が継続されているところであります。 

今後、環境省及び雲仙市が中心となって、当

該地区の利活用について検討する協議会の設置

が予定されておりますことから、県といたしま

しても、これまでのように当該諏訪の池地区で

豊かな自然環境を身近に利用できることが望ま

しいと考えておりますので、今後の関係者間の

議論に加わるなど、できる限りの協力をしてま

いりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 大変失礼いたしまし

た。 

緊急浚渫推進事業を活用した取組の現状と今

後の展開についてのお尋ねですが、県としては、

令和2年度から創設された緊急浚渫推進事業の

予算を積極的に活用しているところであり、令

和2年度は約5億円で治水安全上、支障となる65

河川の掘削を実施しています。 

また、令和3年度は、昨年度の2倍を超える約

12億円の予算を確保し、84河川の掘削工事など

を進めています。令和4年度以降も引き続き、

必要な予算の確保に努めてまいります。 

次に、二級河川有馬川、深江川の取組の状況

についてのお尋ねですが、二級河川有馬川につ

いては、治水安全度を確保するため、令和2年

度から、堆積の著しい有馬小学校付近から緊急

浚渫推進事業を活用し、伐採、掘削に着手して

います。 

また、二級河川深江川についても、堆積状況

を把握し、南島原市の意見を伺いながら、治水

安全上支障となる箇所から優先的に実施してま

いります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） それぞれ答弁をありが

とうございました。 

諏訪の池の休暇村の撤退ですが、南島原市小

浜にあそこは位置しますけれども、道の駅等も

非常に営業が苦しくなっているところもあるし、

観光面を目的とした道の駅は非常に苦しんでい
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に至り、この3月で営業を終了いたしました。 

昨年12月には、宿泊施設及びレストハウス等

の附帯施設の譲渡にかかる説明会が一般財団法

人休暇村協会によって実施され、現在、地元雲

仙市も協力して譲渡先を探していると伺ってお

ります。 

また、昨年度まで休暇村協会が管理運営を請

け負っていた環境省の諏訪の池ビジターセンタ

ーにつきましては、本年度から新たに環境省、

雲仙市等によって構成される協議会により管理

運営が継続されているところであります。 

今後、環境省及び雲仙市が中心となって、当

該地区の利活用について検討する協議会の設置

が予定されておりますことから、県といたしま

しても、これまでのように当該諏訪の池地区で

豊かな自然環境を身近に利用できることが望ま

しいと考えておりますので、今後の関係者間の

議論に加わるなど、できる限りの協力をしてま

いりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 大変失礼いたしまし

た。 

緊急浚渫推進事業を活用した取組の現状と今

後の展開についてのお尋ねですが、県としては、

令和2年度から創設された緊急浚渫推進事業の

予算を積極的に活用しているところであり、令

和2年度は約5億円で治水安全上、支障となる65

河川の掘削を実施しています。 

また、令和3年度は、昨年度の2倍を超える約

12億円の予算を確保し、84河川の掘削工事など

を進めています。令和4年度以降も引き続き、

必要な予算の確保に努めてまいります。 

次に、二級河川有馬川、深江川の取組の状況

についてのお尋ねですが、二級河川有馬川につ

いては、治水安全度を確保するため、令和2年

度から、堆積の著しい有馬小学校付近から緊急

浚渫推進事業を活用し、伐採、掘削に着手して

います。 

また、二級河川深江川についても、堆積状況

を把握し、南島原市の意見を伺いながら、治水

安全上支障となる箇所から優先的に実施してま

いります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） それぞれ答弁をありが

とうございました。 

諏訪の池の休暇村の撤退ですが、南島原市小

浜にあそこは位置しますけれども、道の駅等も

非常に営業が苦しくなっているところもあるし、

観光面を目的とした道の駅は非常に苦しんでい
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ると思うんです。私たちのところの深江にある

道の駅、これも今年度中に事業を継続か、あと

は廃業するというようなことで、この間、市の

全員協議会であったんですが、そういった面も

十分注視をしながら、情報を入れて、今後、県

政運営に臨んでいただきたいと思います。 

道路の整備についてですが、知事から答弁が

ありましたけれども、まずは、協議をするとい

うことは、やはりトップとトップがするべきで

あると思います。後からは事務レベルでしても

いいんじゃないかと私は思いますけれども、そ

の辺の考え方をお聞かせください。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） まずは実務担当者間

での率直な意見交換を早期にはじめたいと考え

ており、県においては所管課長、関係市からは

建設部長の参加を想定しており、今後、時期を

含め関係者間で調整を図ることとしております。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） それは十分わかるんで

す。でも、最初は大まかな路線を決めてからす

るのが本筋じゃないんですか。どこをするつも

りなんですか。関係レベルで、事務レベルでど

こをどうこうしようと、トップがどこをしよう

かというのはわからない中で、事務レベルで話

はできないんじゃないですかね。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 地域における課題、

あるいは道路を取り巻く課題について、技術的

なところの整理等を踏まえて、どこから整備を

していくか含めて検討していくことになります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 前回の2月定例会にお

いて、知事は、中島浩介議員に、南進に向けて

地元と協議すると言われたんです。その話は違

うですよ。知事、そう言われていましたよね。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。

〇知事（中村法道君） 島原道路に続く南部地域

への新たな展開については、やはり地域にとっ

て長年の要望であり、そういった事業計画をも

って、これからも取り組んでいく必要があるも

のと考えております。 

一方、先ほど申し上げましたけれども、いわ

ゆる西回り道路を新たに候補路線に位置づけま

したのは、議員ご承知のとおり、赤間権田間あ

たりについては、雨が降る都度、交通遮断を余

儀なくされるというような状況もありまして、

そういった要素等も踏まえて新たな課題の分析、

そういった課題にどう向きあっていくかという

ことを検討する必要があるものと考えていると

ころであります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） わかりました、堂々巡

りかもしれませんけれども。時間がちょっと過

ぎていますので。 

南島原市としては、毎年、県知事へ要望をし

ております。まず第一に、道路の問題と、県道、

国道のその道が、ほとんど時間を要しているん

ですよ。そこの中で毎回、毎回、県当局も一生

懸命頑張っておられる姿はわかりますけれども、

この予算面を見た時に、南島原市はものすごく

低いんですよ。 

令和元年度から令和3年度までの3年間の状

況ですが、島原市は県交付金事業が11億4,000

万円、島原道路関係61億円、これで72億1,000

万円。雲仙は県交付金事業13億3,000万円、交

付金事業、国の島原道路関係57億6,000万円、

合計71億円。南島原市は、県交付金事業、3年

間で9億8,000万円しか事業はしていないんで

すよ。そういうのが、今後、南島原市じゃなく
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て島原半島3市の均衡ある発展を目指す意味に

おいては、あまりにも予算計上ができてない、

非常に憂慮すべきことであります。 

時間がありませんけれども、この分も十分踏

まえて、今後、来年度から予算執行に、予算を

つけていただくようにお願いをいたします。 

4、農林業の振興について。 
（1）農業における担い手の確保と農地の流

動化対策について。 
①担い手の確保対策について。 
本県の令和元年度の農業産出額は、1,513

億円と10年前より10％増加しておりました

が、これは農地の基盤整備により優良な農地

を確保したことや、園芸ハウスや畜舎、集出

荷施設の整備など産地対策に取り組んできた

成果であると考えます。 
しかしながら、「2020年農林業センサス」

によりますと、長崎県の基幹的農業従事者は2
万5,107人で、5年前より約2割減少し、その

うち65歳以上が約6割を占めるなど高齢化が

進行しています。 
そして、団塊の世代が75歳を超える2025年

以降は離農をされる方がさらに増えることが

予想され、いわゆる2025年問題が目の前に迫

っており、まさしく本県農業担い手の高齢化

への対策は待ったなしであります。 
こうした農業の2025年問題に対応するた

めには、新たな担い手の確保に取り組む必要

があると考えますが、県は、この課題にどう

取り組んでいるのか、お尋ねをします。 
②農地の流動化対策について。 
本県の耕地面積は、令和2年で4万6,100ヘ

クタールと5年前より6％、3,000ヘクタール

減少し、南島原市でも4,740ヘクタールと同じ

く6％、310ヘクタール減少しており、今後は

中山間地域での耕作放棄地がさらに拡大する

ことが懸念されます。 
長崎県の農業振興を図るに当たっては、生

産基盤となる農地を可能な限り利用すること

が必要であり、担い手に対して農地の集積と

集約化を進めることで、農業生産を維持、拡

大することが重要であると考えますが、県は

どういった取組を進めているのか、お尋ねを

いたします。 
③スマート農業の推進について。 
南島原市では、所得の向上による農業生産

者の定着、事業継承や新規就農者の増加に伴

う農業の持続的発展を目的として、生産現場

における省力化や効率化の実現に向けたスマ

ート農業に対する支援を行っております。 
具体的には、データ専門企業を誘致し、施

設栽培の栽培管理技術の実証支援や施設栽培

のモニタリング機器の導入支援、さらに農業

用ドローンの活用支援や、南島原市スマート

農業推進協議会の設置など、スマート農業の

普及促進や現場に応じたＩＣＴ技術の開発、

実証に向けた活動の支援をすることとしてお

ります。 
県においても、このスマート農業の取組に

ついては、新しい長崎県総合計画においても、

農林業の振興に必要不可欠な技術としてスマ

ート農林業技術の推進が掲げられており、県

内各地域において、この取組を加速していく

ためには、生産者や企業などとの連携や関係

機関が一体となって支援等が必要であるが、

多くの生産者等に広く知って使ってもらうよ

うな機会を提供することが大切であると思い

ます。 
そこで、今後、長崎県はスマート農業につ

いてどのように推進していくのか、お尋ねを
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て島原半島3市の均衡ある発展を目指す意味に

おいては、あまりにも予算計上ができてない、

非常に憂慮すべきことであります。 

時間がありませんけれども、この分も十分踏

まえて、今後、来年度から予算執行に、予算を

つけていただくようにお願いをいたします。 

4、農林業の振興について。 
（1）農業における担い手の確保と農地の流

動化対策について。 
①担い手の確保対策について。 
本県の令和元年度の農業産出額は、1,513

億円と10年前より10％増加しておりました

が、これは農地の基盤整備により優良な農地

を確保したことや、園芸ハウスや畜舎、集出

荷施設の整備など産地対策に取り組んできた

成果であると考えます。 
しかしながら、「2020年農林業センサス」

によりますと、長崎県の基幹的農業従事者は2
万5,107人で、5年前より約2割減少し、その

うち65歳以上が約6割を占めるなど高齢化が

進行しています。 
そして、団塊の世代が75歳を超える2025年

以降は離農をされる方がさらに増えることが

予想され、いわゆる2025年問題が目の前に迫

っており、まさしく本県農業担い手の高齢化

への対策は待ったなしであります。 
こうした農業の2025年問題に対応するた

めには、新たな担い手の確保に取り組む必要

があると考えますが、県は、この課題にどう

取り組んでいるのか、お尋ねをします。 
②農地の流動化対策について。 
本県の耕地面積は、令和2年で4万6,100ヘ

クタールと5年前より6％、3,000ヘクタール

減少し、南島原市でも4,740ヘクタールと同じ

く6％、310ヘクタール減少しており、今後は

中山間地域での耕作放棄地がさらに拡大する

ことが懸念されます。 
長崎県の農業振興を図るに当たっては、生

産基盤となる農地を可能な限り利用すること

が必要であり、担い手に対して農地の集積と

集約化を進めることで、農業生産を維持、拡

大することが重要であると考えますが、県は

どういった取組を進めているのか、お尋ねを

いたします。 
③スマート農業の推進について。 
南島原市では、所得の向上による農業生産

者の定着、事業継承や新規就農者の増加に伴

う農業の持続的発展を目的として、生産現場

における省力化や効率化の実現に向けたスマ

ート農業に対する支援を行っております。 
具体的には、データ専門企業を誘致し、施

設栽培の栽培管理技術の実証支援や施設栽培

のモニタリング機器の導入支援、さらに農業

用ドローンの活用支援や、南島原市スマート

農業推進協議会の設置など、スマート農業の

普及促進や現場に応じたＩＣＴ技術の開発、

実証に向けた活動の支援をすることとしてお

ります。 
県においても、このスマート農業の取組に

ついては、新しい長崎県総合計画においても、

農林業の振興に必要不可欠な技術としてスマ

ート農林業技術の推進が掲げられており、県

内各地域において、この取組を加速していく

ためには、生産者や企業などとの連携や関係

機関が一体となって支援等が必要であるが、

多くの生産者等に広く知って使ってもらうよ

うな機会を提供することが大切であると思い

ます。 
そこで、今後、長崎県はスマート農業につ

いてどのように推進していくのか、お尋ねを
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いたします。 
〇副議長（松本洋介君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、農業振

興について、3点お答えをいたします。 

まず、農業の2025年問題に対応するため、新

たな担い手の確保にどのように取り組むのかと

のお尋ねですが、県では、これまで就農希望者

に対する技術習得支援研修や受入団体等登録制

度により、産地と一体となった新たな担い手の

確保対策に取り組んできた結果、令和2年度の

新規就農者は266名と、5年前と比べ100名以上

増加をし、年々増加傾向にあるところです。 

しかしながら、高齢化の進行に伴い、それで

もなお地域農業の担い手である認定農業者は減

少しているため、今後もさらに若い農業者の確

保、育成に力を入れていく必要があると考えて

おります。 

そのため県では、これまでの取組に加え、就

農希望者が栽培管理技術等を実践的に学び、習

得できるよう、産地自らが就農希望者を受け入

れるＪＡの研修機関の立ち上げを支援すること

で、担い手の確保、育成に取り組んでまいりま

す。 

次に、担い手に対して農地の集積と集約化を

進めるため、県はどういった取組を進めていく

のかとのお尋ねですが、中山間地域が多い本県

においては、近年、高齢化等に伴い、条件が厳

しい農地から荒廃するケースが多くなっており

ます。 

このような中、県としましては、「第3期な

がさき農林業・農山村活性化計画」において、

将来にわたり現在と同水準の経営耕地面積3万

ヘクタールを維持していくとともに、その8割

を認定農業者や集落営農組織などの担い手に集

約していくことを目指しております。 

そのため、地域農業の将来像を明確化する

「人・農地プラン」に基づく集落内の話し合い

を通じて、活用できる優良農地については、担

い手と規模縮小農家とのマッチングを進めると

ともに、条件が不利な農地については、必要に

応じて狭地直しや排水対策等の条件整備を実施

することで、担い手への農地の集積、集約化に

つなげてまいります。 

また、条件が不利な農地であっても、いんげ

んや小菊等、一定の所得を得られる品目の栽培

や、肉用牛の放牧等での活用を進めることで農

地をフルに活用し、産地の維持、発展と農家の

所得向上に取り組んでまいります。 

次に、今後、県はスマート農業について、ど

のように推進していくのかとのお尋ねですが、

スマート農業の推進については、農業者の所得

向上や産地の維持拡大を図るための重要な施策

と考えており、本年3月に「長崎県スマート農

業推進方針」を策定し、スマート農業技術の開

発、実証、普及に向けて、まずは県や地域段階

における推進体制の整備や、各振興局で農業者

が相談できるように窓口担当を配置したところ

であります。 

現地への導入に当たっては、地形や自然条件

に合致した技術開発やスマート機器導入コスト

の低減化等が課題となっております。 

そのため、本年度から、本県の生産条件に合

ったレタスや菊の生育予測システム等の開発の

ほか、びわやみかん等の生育予測データ等を生

産者、ＪＡ、流通業者等と共有し、有利販売に

つなげるシステムの実証を行っているところで

あります。 

また、導入コストの低減化等へ向けては、安

価な長崎型環境制御機器の実証のほか、地域内

シェアリング、レンタルなどを検討することで、
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県下全域への普及を図ってまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） ありがとうございまし

た。再質問も2、3、考えていたんですけれども、

割愛をさせていただきます。 

5、水産業の振興について。 
（1）有明海の水産業の振興について。 
①漁場保全の促進について。 
有明海は、陸域からの負荷により富栄養化

や汚染が進行しやすく、閉鎖性が高い海域で

す。 
これまで関係県においては、それぞれの海

域特性に応じて環境改善のための大規模な漁

場保全事業を実施いただいておりましたが、

これらの事業は、有明海特措法や公害財特法

に基づく特例措置を受けて実施しており、適

用期限がそれぞれ令和3年度及び令和2年度

の末までとなっておりました。これらの特例

措置がなくなれば、各県では財源の確保が困

難となることから、必要な事業に取り組むこ

とができなくなるおそれがありました。 
関係選出の国会議員の先生方のご尽力もあ

って、本年4月に有明海特措法が改正され、令

和13年度まで施行されることとなり、各県が

行う大規模な漁場事業の実施に当たっては、

有明海特措法の補助率の特例が引き続き適用

されるとともに、公害財特法に規定されてい

た地方債の特例も適用されることとなり、安

心するとともに大変ありがたく思っておりま

す。 
そこで、事業の目的である有明海の漁場保

全の促進を、長崎県として、今後どのように

進めていくのか、お尋ねをいたします。 
②栽培漁業の推進について。 
有明海は、閉鎖性が高い反面、潮位の干満

が大きく、湾奥部の広大な干潟に二枚貝や小

型のエビ・カニ類など生物が豊富に生息し、

漁場として利用されるだけでなく、海域全体

が多くの魚介類の産卵場や雑魚の育成場とな

っております。 
しかしながら、海底の泥化や有機物の堆積

などにより海域の環境が悪化し、海面漁業生

産は減少を続けており、漁家経営は厳しい状

況であります。 
漁家経営の安定に向けては、漁獲を支える

水産資源の回復が必要であり、そのためには、

漁場保全の取組に加えて種苗放流により水産

資源を増やし、海域全体の漁業生産力を高め

ていくことが必要であると考えております。 
これまでも有明海では、重要資源であるク

ルマエビやカサゴ、オニオコゼなど種苗放流

が継続して実施されており、漁業関係者から

は一定の効果が上がっていると伺っておりま

す。有明海の漁業生産量をさらに回復させる

ためには、魚種ごとに海域の特性に応じた効

果的な放流に取り組むことも重要と考えます。

これらについて、県の考え方をお尋ねいたし

ます。 
〇副議長（松本洋介君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） まず、有明海の漁場

保全促進をどのように進めていこうと考えてい

るのかとのお尋ねでございます。 

有明海においては、二枚貝をはじめといたし

ます漁業資源の減少が進む中、その回復のため

には、漁場の保全対策が重要と考えており、本

県では、効果が実感でき、漁業者から要望が強

い、海底耕うんを実施しているところでござい

ます。 

今回の改正によりまして、有明海特措法に新

たに設けられた地方債の特例を含め、国の支援
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制度を活用しながら、引き続き、海底耕うんに

しっかり取り組んでまいります。 

さらに、国や関係県と連携しつつ、有明海の

特産であるタイラギの母貝団地の造成など、漁

場環境の改善対策を進めてまいります。 

次に、有明海における効果的な種苗放流につ

いて、県はどのように取り組もうと考えている

のかとのお尋ねであります。 

有明海の水産振興のためには、水産資源の早

期の回復が重要であると認識しており、そのた

め県では、国の有明海漁業振興技術開発事業を

活用し、有明海の特産魚介類について、海域の

特性に応じた放流技術開発に取り組んでおりま

す。 

具体的には、ガザミ、ホシガレイ、トラフグ、

ヒラメについて、最適な放流サイズや手法、放

流に適した場所や時期の調査を行い、これまで

に得られた成果を踏まえ、クルマエビ、トラフ

グ、ガザミについては、放流効果の高い湾奥部

での放流を実施しているところであります。 

県といたしましては、漁獲が減少している有

明海の重要資源の回復、増大に向け、当該事業

を活用し、今後も海域特性に応じた栽培漁業の

推進に積極的に取り組んでまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） 栽培漁業について、再

質問をいたします。 

放流技術については、高い放流効果が得られ

る場所を特定して放流が実施されるなど現場で

の応用がなされるとのことでありましたが、種

苗生産や中間育成ではどのような技術開発が進

められているのか、お尋ねをいたします。 

〇副議長（松本洋介君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） これまでの試験によ

り、ホシガレイの稚魚の成長促進に緑色光の照

射が有効との知見が得られておりますので、今

年度はヒラメ、トラフグを加えて、成長促進と

育成機関の短縮を検証するとしております。 

また、タイラギにつきましては、卵を産む親

貝を増やすため、各県において稚貝を育成して

おりますが、豪雨時の低塩分化を要因とした減

耗が課題のため、今年度は、河川の影響を受け

にくい熊本県海域で育成し、その後、各県に移

殖する試験を予定しているところでございます。 

〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） ありがとうございまし

た。 

6、教育行政について。 
（1）教育行政について。 
①新教育長の目指す教育について。 
まずは教育委員会教育長、就任おめでとう

ございます。 
7年ぶりに教育委員会教育長が交代となっ

たわけですが、前教育長は、その任期中、直

面する不登校やいじめ問題、多発する教職員

の不祥事といった問題の解決に向け力を注い

でこられたものと認識をしております。 
新たに本県教育行政のトップとしてかじ取

り役を担うこととなった平田教育委員会教育

長は、産業労働部長、総務部長、統轄監とい

った経験を活かし、どのような教育を目指し

ていくのか、お尋ねをいたします。 
また、教育委員会教育長が代われば、特に、

力を入れていく施策も変わってくると思いま

すが、どのような課題に重点的に取り組もう

と考えているのかを含め、平田教育委員会教

育長ならではの抱負をお聞かせいただきます。 
②学校における新型コロナウイルス感染症

への対応について。 
新型コロナウイルス感染症は、いまだに収
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束する兆しが見えません。学校現場において

は、今後も感染拡大防止対策を徹底しながら、

学びの保障の視点から教育活動を継続してい

かなければならないと思っております。 
そこで、学校における感染症対策にどのよ

うに取り組んでいくのか、また、学校で陽性

者が確認された場合どのように対応するのか、

そのような状況下で、どのような工夫により

学校教育活動を継続し学びの保障に努めてお

られるのかをお尋ねいたします。 
加えて、感染者及び関係者等に対する誹

謗・中傷、差別、偏見等の防止に向けて、学

校でどのように取り組まれているのか、併せ

てお伺いいたします。 
〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） まず、どの

ような課題に重点的に取り組もうとしているの

かというお尋ねでございます。 

前教育長の任期中から重点的に取り組まれて

おります、いじめや不登校児童・生徒への対応、

あるいは学力向上対策の充実といった点につき

ましては、引き続きしっかりと対応させていた

だきたいと考えております。 

そのほか、小規模校が多い本県におきまして

は、確かな学力を育むための「学びの機会」の

確保、「教育の質」の確保という観点が極めて

重要だと考えております。 

このために、現在整備が進んでおります一人

一台の端末等、ＩＣＴを最大限に活用した教育

の推進ということが大変重要だろうと考えてお

ります。 

加えまして、人口減少が進む中で、若者の地

元定着に向けた支援についても、これまで以上

に取り組んでいく必要があります。 

そのため、地域の強みや課題を主体的、探究

的に学ぶふるさと教育を一層充実させるととも

に、学校と地元企業などとの連携を強化するな

ど、次世代の産業人材の育成にも力を入れたい

と考えます。 

子どもたちの夢や進路の実現に向けて、個々

の能力を最大限に引き出す教育にしっかりと取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

2点目に、学校における新型コロナウイルス

感染症への対応についてのお尋ねでございます。 

新型コロナウイルスの感染防止対策につきま

しては、国の対応マニュアル等も踏まえまして、

本県の感染ステージに応じて具体的に学校がと

るべき対策を定めており、これに基づいて学校

で感染防止に取り組んでおります。 

感染者が発生した場合には、保健所と協力を

いたしまして、まず接触者などの影響の範囲を

早期に特定し、臨時休業の範囲を最小限にとど

めるとともに、学びの保障の観点から、一定期

間通学できない児童生徒に対しては、本人の状

況を見ながら課題を与えるなど、学習の遅れが

生じないよう配慮をしているところでございま

す。 

誹謗中傷等の防止に向けた取組といたしまし

て、日頃から偏見や差別につながる行為は断じ

て許されないというような教育について、機会

を捉えて児童生徒に指導徹底をしておりますと

ともに、感染者が発生した場合には、改めて感

染者やその家族等に対して感染を理由とした偏

見や差別が生じないように、児童生徒及び保護

者に周知、啓発を行うことといたしております。 

また、このほか心のケア等に関しましても、

きめ細やかな観察、面談、スクールカウンセラ

ー等と連携し、丁寧な支援に努めているところ

でございます。 
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また、このほか心のケア等に関しましても、

きめ細やかな観察、面談、スクールカウンセラ

ー等と連携し、丁寧な支援に努めているところ

でございます。 
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〇副議長（松本洋介君） 中村一三議員―15番。 

〇１５番（中村一三君） ありがとうございまし

た。 

平田教育委員会教育長は、今後、長崎県の教

育界のリーダーとして教育行政を担うわけでご

ざいますが、今まで培った行政経験をもとに、

教育現場あるいは学校の先生等の指導に当たっ

ていただきたいと願い、私の一般質問をこれで

終わります。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。

― 午後 ２時２９分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開― 

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君）（拍手）〔登壇〕 改革

21、佐世保市・北松浦郡選挙区選出の山田朋子

でございます。 

質問に入ります前に、このたびの新型コロナ

ウイルス感染症により、お亡くなりになられた

方々、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上

げます。 

本県においても、新型コロナウイルス感染症

対策の切り札とされるワクチン接種がはじまっ

てはおりますが、あらためて、新型コロナウイ

ルス感染症の一刻も早い収束をお祈り申し上げ

る次第でございます。 

それでは、通告に従い質問に入りますが、知

事、教育委員会教育長、選挙管理委員会委員長、

関係部局長からの明確なご答弁をお願いいたし

ます。 

1、必要な人に必要な支援が届く取り組みに

ついて。 

（1）ヤングケアラーについて。 

ヤングケアラーの問題に対する見解について。 

ヤングケアラーは、病気の家族の介護や兄弟

の世話などを担う18歳未満の子どもたちが、年

齢や成長の度合いに見合わない責任や負担を負

うことで、本人の育ちや通学、就職などへの影

響があるといった課題があり、支援が必要なヤ

ングケアラーに対しては、関係機関等が連携を

して早期発見をし、適切な支援につなげる取組

が求められております。 

この4月には、国によるヤングケアラーの調

査結果が出され、公立中学校2年生の約17人に1

人、公立の全日制高校2年生の約24人に1人が、

世話をしている家族がいるとの回答をしたこと

が明らかになったところでありますが、あらた

めて、こうしたヤングケアラーの問題に対する

見解をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 山田朋子議員の

ご質問にお答えいたします。 

ヤングケアラーの問題に対する見解について、

お尋ねであります。 

4月に公表されました厚生労働省と文部科学

省の合同による調査では、先ほど議員がお触れ

になられましたように、中学2年生の5.7％、全

日制高校2年生の4.1％が、「世話をしている家

族がいる」と回答されております。 

そのうち、「家族への世話をほぼ毎日してい

る」中高生が3割から6割程度、「一日平均7時

間以上世話をしている」中高生が1割程度存在

することが明らかになっております。 

ヤングケアラーと言われる子どもは、長時間

にわたるケアなど、年齢や成長の度合いに見合
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わない過重な負担を担うことで、心身の健やか

な育ちや教育等に影響を受けるなどの問題があ

るものと認識しているところであります。 

こうしたヤングケアラーの問題は、本人や家

族に自覚がない場合や、家族の状況を知られた

くないとの思いから潜在化しやすいため、まず

は実態把握に努めたうえで、必要な対策を講じ

ていく必要があるものと考えているところであ

ります。 

以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、知事にご答弁をい

ただきましたが、答弁の中でもありましたよう

に、一日7時間家族の世話をしている18歳未満

の子どもたちがいるという現状は、寝る時間だ

ったり、学校に通う時間、場合によっては部活

をしたりとか、そういった時間等も本当に削り

ながら、そういう環境にいる子がいるというこ

とでありますし、ヤングケアラーの特性上、本

人が、それが当たり前と思っている状況にあり

ますので、これから様々な対策を提案させてい

ただきますが、しっかりと取組をしていただき

たいということをお願い申し上げます。 

次に、具体的な取組についてです。 

私は、本県のヤングケアラーの実態をしっか

りと調査していただきたいと思っており、学校

において、広くヤングケアラーの周知を図りな

がら実態調査を実施するようお願いしてきまし

たが、その取組状況について、お尋ねをいたし

ます。 

また、ヤングケアラーは、まだまだ認知度が

低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自

身や周りの大人が気づくことができないという

のが現状であると思われます。 

ヤングケアラーを早期に発見し、支援してい

くためには、子どもへの周知をはじめ、ヤング

ケアラーの認知度の向上と、支援する側の取組

として、福祉、介護、医療、学校など、関係機

関におけるヤングケアラーに関する研修の実施

が急務だと考えておりますが、今後どのように

取り組んでいくのか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）県といたし

ましては、本年5月中旬に、県内の小中学校、

高等学校に対して実態調査への協力をお願いし

たところです。 

調査は、各学校が実施している既存のアンケ

ートにヤングケアラーに関する項目を追加して

実施することとし、併せて、早期発見のための

アセスメントシートや発見した場合の対応につ

いてもお示ししたところであり、対応結果につ

いては、本年10月末までに回答していただくこ

とにしております。 

また、潜在化しがちなヤングケアラーを早期

に発見するため、福祉、介護、教育をはじめと

する関係機関等に対する研修等を通じて、ヤン

グケアラーの特性や必要な支援について理解を

深めてもらうとともに、市町をはじめ関係機関

と連携して、子ども自身の認知度向上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 10月末までというこ

とで実施をいただくことは、とても感謝を申し

上げたいと思っております。 

実は、鳥取県も同様に調査をしておりますが、

高齢化率が高い中、祖父母の介護をしている状

況もあるのではないかという懸念から、調査結

果を待たずして相談窓口を設置されております。

私は、ぜひそのような形で、子どもを取り巻く
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わない過重な負担を担うことで、心身の健やか

な育ちや教育等に影響を受けるなどの問題があ

るものと認識しているところであります。 

こうしたヤングケアラーの問題は、本人や家

族に自覚がない場合や、家族の状況を知られた

くないとの思いから潜在化しやすいため、まず

は実態把握に努めたうえで、必要な対策を講じ

ていく必要があるものと考えているところであ

ります。 

以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、知事にご答弁をい

ただきましたが、答弁の中でもありましたよう

に、一日7時間家族の世話をしている18歳未満

の子どもたちがいるという現状は、寝る時間だ

ったり、学校に通う時間、場合によっては部活

をしたりとか、そういった時間等も本当に削り

ながら、そういう環境にいる子がいるというこ

とでありますし、ヤングケアラーの特性上、本

人が、それが当たり前と思っている状況にあり

ますので、これから様々な対策を提案させてい

ただきますが、しっかりと取組をしていただき

たいということをお願い申し上げます。 

次に、具体的な取組についてです。 

私は、本県のヤングケアラーの実態をしっか

りと調査していただきたいと思っており、学校

において、広くヤングケアラーの周知を図りな

がら実態調査を実施するようお願いしてきまし

たが、その取組状況について、お尋ねをいたし

ます。 

また、ヤングケアラーは、まだまだ認知度が

低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自

身や周りの大人が気づくことができないという

のが現状であると思われます。 

ヤングケアラーを早期に発見し、支援してい

くためには、子どもへの周知をはじめ、ヤング

ケアラーの認知度の向上と、支援する側の取組

として、福祉、介護、医療、学校など、関係機

関におけるヤングケアラーに関する研修の実施

が急務だと考えておりますが、今後どのように

取り組んでいくのか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）県といたし

ましては、本年5月中旬に、県内の小中学校、

高等学校に対して実態調査への協力をお願いし

たところです。 

調査は、各学校が実施している既存のアンケ

ートにヤングケアラーに関する項目を追加して

実施することとし、併せて、早期発見のための

アセスメントシートや発見した場合の対応につ

いてもお示ししたところであり、対応結果につ

いては、本年10月末までに回答していただくこ

とにしております。 

また、潜在化しがちなヤングケアラーを早期

に発見するため、福祉、介護、教育をはじめと

する関係機関等に対する研修等を通じて、ヤン

グケアラーの特性や必要な支援について理解を

深めてもらうとともに、市町をはじめ関係機関

と連携して、子ども自身の認知度向上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 10月末までというこ

とで実施をいただくことは、とても感謝を申し

上げたいと思っております。 

実は、鳥取県も同様に調査をしておりますが、

高齢化率が高い中、祖父母の介護をしている状

況もあるのではないかという懸念から、調査結

果を待たずして相談窓口を設置されております。

私は、ぜひそのような形で、子どもを取り巻く
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様々な相談窓口というのは多くありますが、ヤ

ングケアラーに関しても、ぜひ相談窓口の設置

をお願いしたいと思います。 

それと、併せて行政や教育、医療機関職員、

児童相談所の職員などでヤングケアラーに関す

る対策会議等を設けて、しっかりと支援の在り

方を検討いただきたいということを申し上げて

おきます。 

（2）生理の貧困について。 

①生理の貧困問題に対する見解について。 

現在のコロナ禍において、多くの国民がその

影響を受けているところですが、その中で、生

理用品を買うことができない生理の貧困が社会

的な問題となっております。 

民間団体が3月に発表した調査では、高校生

や大学生の5人に1人が、過去一年で金銭的な理

由により生理用品の購入に苦労したり、節約の

ため交換頻度を減らし、不衛生な状況に強いら

れていると答えております。私は、感染症や妊

娠、出産に影響が及ぶのではないかと心配をし

ております。 

自治体や民間団体による支援の動きが全国で

はじまっておりますが、知事は、この問題をど

のように認識しておられるのかを伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 生理の貧困問題につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響が長

期化する中、女性特有の問題が顕在化し、国に

おいては、「女性活躍・男女共同参画の重点方

針2021」において、その背景や事情に丁寧に向

きあい、寄り添った相談支援の充実に努めるな

どとされているところであります。 

県としては、不適切な養育環境にある子ども

やその家庭、また就業や生活面で困難や不安を

抱える女性に対する支援は重要であると考えて

いるところであり、市町と十分連携を図りなが

ら対応していく必要があるものと認識している

ところであります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 知事から、十分に認識

をいただいたうえで、市町と連携をして取り組

んでいただくという答弁をいただきました。あ

りがとうございます。 

それでは、次に、県として、生理の貧困に対

してどのように取り組むのかを伺いたいと思い

ます。 

私は、生理用品を買うことができない女性へ

の無料配布等による支援も当然大事であります

が、このような状況にある方を、生理用品の配

布等をきっかけに相談支援につなげることが重

要であると考えておりますが、県の具体的な取

組をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）県といたし

ましては、住民に身近な市町が、国の交付金制

度を活用してＮＰＯ等の民間団体と協力し、生

理用品の提供等を通じて、支援を要する子ども

や女性を各種の支援制度につなぐ取組ができる

よう、市町への情報提供や関係団体との調整等

を行い、事業実施に向けて働きかけをしてまい

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、局長の方からご答

弁いただきました。市町や関係団体と協議をし

て、実施に向けてご努力をいただくということ

でありますが、実は、これは国の地域子供の未

来応援交付金を活用するというふうに聞いてお

ります。これは行政ではなく、社協とかＮＰＯ、

そういった団体じゃないと、この事業が補助金

を使うことができません。それで、1つの市に2
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つでも3つでもいいんですけれども、1団体が

125万円いただけるようになっております。 

それで、私はぜひお願いをしたいのが、なか

なか県内各21市町で、そのようなことができる

ＮＰＯとかが少ないと思いますが、こういった

福祉のサービス提供に差があってはいけないと

思いますので、ぜひそのあたりをしっかりと各

市町にも理解を得て、ＮＰＯ等の協力を得るよ

うにしていただきたいということを強く申し上

げたいと思います。 

これは今からこの事業がうまくいけば、学校

等で生理用品の配布等もいただけるやに聞いて

おります。そういったことで、県内の21市町、

暮らすまちによって、生理用品が学校で提供さ

れるところと、できないところというような不

平等が生じるおそれがあると思って私は心配を

しております。ぜひ、このような内容も理解を

いただいて、積極的に、必ず21市町でこの対応

ができるようにお願いをしたいと思っておりま

す。 

また、今回の取組、今申し上げた交付金です

けれども、未来永劫あるものじゃないと私は心

配をしております。 

そこで、このような形で社会的な問題となり

ました生理の貧困をきっかけに、企業とか団体

に寄附を募る仕組みもぜひ検討をいただいて、

しっかりと子どもや女性に届く仕組みというも

のをつくっていただきたいし、先ほど申し上げ

ましたように、これがきっかけとして、必要な

方に必要な支援が届くようにお願いをしたいと

思います。 

（3）シングルマザーへの支援について。 

ひとり親世帯の状況や支援ニーズの把握・対

策について。 

もともと経済的に厳しい状況にあるひとり親

世帯は、新型コロナウイルスの影響が長期化す

る中、さらに経済面をはじめとした様々な困難

に直面しているのではないかと危惧しておりま

す。そのため、不安や困難を抱えるひとり親世

帯の状況や支援ニーズをより積極的に把握をし、

寄り添っていく対応が必要ではないかと考えて

おります。 

そこで、私からの提案になりますが、児童扶

養手当を受給している世帯には、毎年8月頃に

現況届を提出していただくことになっておりま

す。その際に、例えば、困りごとを相談できる

相談票を提出できるようにするなどして、ひと

り親世帯の状況を確認してはいかがかと思いま

すが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）県におきま

しては、ひとり親世帯等に対して、「長崎県ひ

とり親家庭等自立促進センター」における就業

相談をはじめとした支援に加え、昨年6月には、

ＳＮＳによる相談ができ、ひとり親等と支援者

の双方を支援する「長崎県子どもの貧困総合相

談窓口」を新たに設置し、相談支援の充実に取

り組んできたところであります。 

しかしながら、コロナ禍が長期化する中での

ひとり親世帯の状況をより積極的に把握する必

要があると考えておりますので、市町の協力も

得ながら調査を実施してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 調査を実施いただくと

いうことでありますが、ぜひこの現況届の機会

を活かしてやっていただければと思っておりま

す。 

国立医療研究センターの調査によりますと、

シングルマザーの9人に1人が心の不調を訴え

ており、そのうえ、女性はパートやアルバイト
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つでも3つでもいいんですけれども、1団体が

125万円いただけるようになっております。 

それで、私はぜひお願いをしたいのが、なか
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る中、さらに経済面をはじめとした様々な困難

に直面しているのではないかと危惧しておりま

す。そのため、不安や困難を抱えるひとり親世

帯の状況や支援ニーズをより積極的に把握をし、

寄り添っていく対応が必要ではないかと考えて

おります。 
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談窓口」を新たに設置し、相談支援の充実に取

り組んできたところであります。 

しかしながら、コロナ禍が長期化する中での

ひとり親世帯の状況をより積極的に把握する必

要があると考えておりますので、市町の協力も

得ながら調査を実施してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 調査を実施いただくと

いうことでありますが、ぜひこの現況届の機会

を活かしてやっていただければと思っておりま

す。 

国立医療研究センターの調査によりますと、

シングルマザーの9人に1人が心の不調を訴え

ており、そのうえ、女性はパートやアルバイト
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などの非正規で働く人が多く、コロナで雇い止

めに遭ったり、シフトの減少などで収入減にな

ったり、追い詰められて孤立をしているのでは

ないかととても心配をしております。 

今回、しっかり調査をいただくということで

ありますが、そういった方々の声をちゃんと拾

い上げて、市町の必要な支援につなげていただ

きたいということをお願い申し上げたいと思い

ます。 

今回、女性がこのコロナ禍の中で影響を受け

ております。「ウーマンズジョブほっとステー

ション」という女性に特化した県の就労の相談

機関では、令和元年に88件だった電話相談が、

令和2年、まだ期の途中でありますが、652件と

非常に相談が増えております。 

こういった状況もよく理解をしていただいた

うえで、特に、ひとり親の厳しい状況にいる女

性の支援、そして子どもの支援をしていただき

たいということをお願い申し上げます。 

②養育費不払い解消支援について。 

厚生労働省が行っている平成28年度全国ひ

とり親世帯等調査によると、養育費の取決めを

行っている母子世帯の割合は約43％でありま

すが、実際に養育費を受け取っている母子世帯

の割合は約24％となっております。 

養育費の確保や不払いを解消することは、離

婚後のひとり親家庭の自立のための入り口の支

援であり、養育費が確保されることにより、子

どもの貧困やネグレクトなどの虐待リスクの軽

減にもつながるのではないかと考えております。 

今年度から佐賀県においては、養育費の履行

確保を促進するモデル事業を開始され、養育費

の確実な取決め等を促進するために、公正証書

等の作成費用や養育費を支払わない場合に備え

て、保険契約を締結する際の保険料の補助など

を行っていると聞いております。 

本県においても、離婚後、養育費を受け取っ

ていないひとり親が多い状況にあることから、

養育費不払い解消に向けた取組が必要ではない

かと考えますが、長崎県において、どのように

取り組んでいくのか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君） 昨年度、県

が実施した児童扶養手当受給者アンケートにお

いて、養育費を受け取っている母子家庭は全体

の4分の1程度であり、子どもの健やかな成長の

ためにも、養育費の不払いが解消されることが

必要であると認識しております。 

現在、法務省において、養育費に関する制度

の見直しや在り方などの検討が進められている

ところであり、県といたしましては、国の制度

検討の動向を踏まえながら検討してまいりたい

と考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 国の方で動きがあるこ

とも存じておりますが、取り巻く環境が本当に

厳しくなっています。そういった中で、私は取

組を進めていただきたいと思っております。佐

賀県は、弁護士の相談会とかも開いたりしてい

るようでありますので、ぜひお願いをしたいと

思います。 

2、性の多様性について。 

（1）パートナーシップ制度とファミリーシ

ップ制度について。 

パートナーシップ制度とは、公式な定義では

ありませんが、一方、または双方が性的少数者

である2人がお互いを人生のパートナーとし、

相互の協力により、継続的な共同生活を行う関

係であることを自治体が証明書を交付、または

そうした内容の宣誓書の受領書を交付したりす
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ることをいいます。最近では、パートナーシッ

プ制度に加えて、パートナーと同居する未成年

の子どもも含めて家族として証明するファミリ

ーシップ制度もあります。 

性的少数者の方の人権が尊重される社会の実

現のためには、行政が率先してパートナーシッ

プ制度やファミリーシップ制度を創設し、住民

等への啓発に取り組む必要があると考えます。 

本県では、長崎市において、令和元年9月、

「長崎市パートナーシップ宣誓制度」がスター

トをされておりますが、他市町においては進ん

でおらず、ファミリーシップ制度は設けられて

おりません。 

県が導入することで市町への取組の牽引にな

るかと思いますが、どのように考えているのか、

伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）自治体にお

けるパートナーシップ制度につきましては、性

の多様性に関する住民意識の状況や制度の適用

範囲等に留意しながら検討を進めていく必要が

あると考えております。 

このようなことから、その導入に当たりまし

ては、地域における住民の意識を具体的に把握

し、また福祉や子育てなど多様な住民サービス

を所管する市町において検討をされることが望

ましいのではないかと考えております。 

県といたしましては、性の多様性について、

県民の皆様への教育、啓発を進めてまいります

とともに、市町に対し、先進自治体の情報共有

などを行い、制度の普及促進に努めてまいりた

いと考えております。 

なお、ファミリーシップ制度につきましては、

まだ広く認知されているという状況にはないも

のと考えており、県といたしましては、全国の

状況をしっかりと注視するとともに、まずは導

入に当たっての課題等について、研究をしてま

いりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 自治体、県レベルで行

っているのが群馬県、茨城県、大阪府、そして

三重県というように聞いております。もちろん

住民生活に近い市町で実施が望ましいところで

ありますが、今、長崎市が令和元年にスタート

されて以後、進んでいない状況にもあります。

しっかりと市町にも声をかけていただきたいと

思います。 

アンケート結果が出ています。性的少数者

555人と、それ以外の方5,685人にアンケートを

した結果で、カミングアウトしやすくなったか、

あまりしやすくなっていない、これを両方合わ

せますと70.2％と、まだまだそういった方々に

厳しい社会であります。 

私は、こういったことを広くみんながもっと

もっと理解をして、誰もが暮らしやすい長崎県

をつくるべきだというふうに思っておりますの

で、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。 

また、ファミリーシップに関してですが、実

は、私と私の同性パートナーがいるとします。

そうしたら、今、里親、特別養子縁組とかで、

子どもを自分の子どもとして育てることができ

ますが、戸籍上は、私か私のパートナーの戸籍

にしか入ることができません。そういったこと

でも、家族として生活をするうえで、ファミリ

ーシップという考え方は、これからはもう絶対

必要になっていると私は思っておりますので、

ぜひそこも含めて、しっかり検討いただき、進

めていただきたいと、お願いを申し上げます。 

（2）公営（県営）住宅の入居について。 

県営住宅に入居できるのは、60歳以上の高齢
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おりません。 

県が導入することで市町への取組の牽引にな
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を所管する市町において検討をされることが望
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県といたしましては、性の多様性について、

県民の皆様への教育、啓発を進めてまいります

とともに、市町に対し、先進自治体の情報共有

などを行い、制度の普及促進に努めてまいりた

いと考えております。 

なお、ファミリーシップ制度につきましては、
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555人と、それ以外の方5,685人にアンケートを

した結果で、カミングアウトしやすくなったか、

あまりしやすくなっていない、これを両方合わ

せますと70.2％と、まだまだそういった方々に

厳しい社会であります。 

私は、こういったことを広くみんながもっと

もっと理解をして、誰もが暮らしやすい長崎県

をつくるべきだというふうに思っておりますの

で、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。 

また、ファミリーシップに関してですが、実

は、私と私の同性パートナーがいるとします。

そうしたら、今、里親、特別養子縁組とかで、

子どもを自分の子どもとして育てることができ

ますが、戸籍上は、私か私のパートナーの戸籍

にしか入ることができません。そういったこと

でも、家族として生活をするうえで、ファミリ

ーシップという考え方は、これからはもう絶対

必要になっていると私は思っておりますので、

ぜひそこも含めて、しっかり検討いただき、進

めていただきたいと、お願いを申し上げます。 

（2）公営（県営）住宅の入居について。 

県営住宅に入居できるのは、60歳以上の高齢
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者を除けば、同居親族のある世帯のみとなって

おります。しかしながら、公営住宅の性質上、

多くの県民に幅広に入居していただくべきでは

ないかと私は思います。 

例えば、パートナーシップの宣誓をした方や

宣誓はされていないが親族と同様の関係にある

方、例えば非婚とかいう形もあると思いますが、

そういった方々を親族とみなし、入居を認める

べきではないかと考えますが、ご見解をお聞か

せください。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 県営住宅の入居資格

については、条例で、同居親族があることを要

件の一つと定め、この親族には、「婚姻の届出

をしないが、事実上、婚姻関係と同様の事情に

ある者」も含むとしています。 

現在は、婚姻の届出をしていない事実婚の方

について入居を認めていますが、長崎市におい

て「パートナーシップ宣誓制度」が開始された

ことを受けて、同市内の県営住宅において、宣

誓したことを確認できる方についても、入居申

込みを受け付けたいと考えています。 

また、パートナーシップ宣誓制度のない市町

にお住まいの方や宣誓を行っていないものの、

事実上、婚姻関係と同様の事情にある方からご

相談をいただいた場合には、他県の状況や個別

の事情などをお聞きしながら対応を検討してま

いりたいと考えています。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 長崎市でパートナーシ

ップ宣誓をされている方々は、今後は県営住宅

に入居ができるということであります。また、

宣誓はしていないけれども、そういう関係の

方々がご相談があった場合は、きちんと対応を

して、入居ができるようにしてくださるという

答弁だというふうに理解をいたしました。 

県営住宅は、誰にもやさしい、言わずと知れ

た県民のための住宅でありますので、しっかり

とどなたでも入居ができる形、新しいいろいろ

な形が今はありますので、ぜひ理解をして進め

ていただきたいと思っております。 

これを併せて、県営住宅は既に高い入居率で

あります。市町によっては、旧合併町とか、そ

ういったところにはまだまだ結構空きがあるよ

うでありますので、長崎県の県営住宅が一歩進

めば、市町の公営住宅も私は進むと思いますか

ら、しっかりとこういった情報提供をいただい

て、誰もが入居できる公営住宅というものをし

っかりつくっていただきたいと思います。 

（3）行政文書における性別欄の見直しにつ

いて。 

自分の体の性と心の性が異なっていたり、違

和感を持つ人の中には、公的機関に提出する文

書に性別記載欄がある場合、男女のいずれかを

記載することに抵抗感や精神的苦痛を感じる人

もいます。 

このような方々に配慮をし、生きづらさを軽

減する取組として、行政文書における性別記載

欄の有無、その必要性の精査が必要と思います

が、県の文書において、どのように取扱いをな

されているのか、現状をお聞きします。 

また、市町においても県と同じように行政文

書の性別記載欄の見直しを進めてほしいと思い

ますが、県として働きかけができないのか、伺

います。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）本県の行政

文書で性別欄の記載があるもののうち、法令等

により様式が指定されたものを除く117件の申

請書等につきまして、67件の見直しを進めてき
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たところであります。 

見直しを行わないとしている文書は、入院申

込書など身体の性別確認がどうしても必要な書

類、統計上必要がある書類などでございます。 

このような文書につきましても、記載方法を

工夫するなどの見直しができないか、引き続き、

各部局に検討を働きかけてまいりたいと考えて

おります。 

また、市町に対しましても、性的少数者の人

権尊重の観点から、性別欄見直しの必要性や県

の取組状況をお伝えするなどして、それぞれの

市町による見直しが進みますよう促してまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 県においては、さらに

もっと進めていただきたいと思いますし、市町

に情報提供いただいて、より住民の方が窓口と

して利用する市町ですので、行政文書の方に配

慮をいただくように、ぜひしっかりと声をかけ

ていただきたいと思います。 

3、教育行政について。 

（1）ＬＧＢＴ対策について。 

ＬＧＢＴは、今日的な人権に係る課題であり、

当該児童生徒が相談できる環境づくりや個別の

対応が必要であると考えております。 

学校における支援としては、当該児童生徒も

使用可能な多目的トイレの設置や自認する性別

の制服の着用を認めるなど、当該児童生徒が安

心して通学できる環境づくりや相談体制の充実

が求められております。 

そこで、学校でのＬＧＢＴに係る具体的な対

応について、県としてどのように取り組んでい

るのか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）県教育委員

会では、文部科学省の通知に基づきまして、 

ＬＧＢＴに係る児童生徒の配慮については、き

め細やかな対応に努めております。 

具体的に申し上げますと、個別に相談があっ

た場合には、児童生徒に対して、職員トイレ、

多目的トイレの利用でありますとか、あるいは

自認する性に応じた制服の着用を認めた例も聞

いております。 

そのほかに、女子制服のスラックス等につい

ても導入が進んでいるところでございます。具

体的に環境、状況を言いますと、女子の制服に

関しましては、スラックスを導入している公立

高校が57校中で19校ありまして、さらに来年度

からが2校、現在検討中が15校となっておりま

す。中学校では、165校中の9校が導入しており、

来年度からの導入が22校、検討中が41校となっ

ております。 

また、環境面として、多目的トイレの設置状

況ですけれども、小中学校では約4割、県立学

校では約9割となっております。この点は、バ

リアフリー化の促進ということもありますので、

小中学校での整備の促進も図ってまいりたいと

考えております。 

今後も、各学校での相談状況ですとか、対応

事例について、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーの研修会においても、よ

く研さんを深めまして、児童生徒一人ひとりの

多様性を尊重しながら、きめ細やかな支援に努

めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、ご答弁いただきま

した制服の件ですけれども、スラックスを選ん

だり、スカートを選んだり、誰もが自由に選べ

るような環境をつくっていただきたいと本当に

思っております。スラックスを選ぶからどうの
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たところであります。 

見直しを行わないとしている文書は、入院申

込書など身体の性別確認がどうしても必要な書

類、統計上必要がある書類などでございます。 

このような文書につきましても、記載方法を

工夫するなどの見直しができないか、引き続き、

各部局に検討を働きかけてまいりたいと考えて

おります。 

また、市町に対しましても、性的少数者の人

権尊重の観点から、性別欄見直しの必要性や県

の取組状況をお伝えするなどして、それぞれの

市町による見直しが進みますよう促してまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 県においては、さらに

もっと進めていただきたいと思いますし、市町

に情報提供いただいて、より住民の方が窓口と

して利用する市町ですので、行政文書の方に配

慮をいただくように、ぜひしっかりと声をかけ

ていただきたいと思います。 

3、教育行政について。 

（1）ＬＧＢＴ対策について。 

ＬＧＢＴは、今日的な人権に係る課題であり、

当該児童生徒が相談できる環境づくりや個別の

対応が必要であると考えております。 

学校における支援としては、当該児童生徒も

使用可能な多目的トイレの設置や自認する性別

の制服の着用を認めるなど、当該児童生徒が安

心して通学できる環境づくりや相談体制の充実

が求められております。 

そこで、学校でのＬＧＢＴに係る具体的な対

応について、県としてどのように取り組んでい

るのか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）県教育委員

会では、文部科学省の通知に基づきまして、 

ＬＧＢＴに係る児童生徒の配慮については、き

め細やかな対応に努めております。 

具体的に申し上げますと、個別に相談があっ

た場合には、児童生徒に対して、職員トイレ、

多目的トイレの利用でありますとか、あるいは

自認する性に応じた制服の着用を認めた例も聞

いております。 

そのほかに、女子制服のスラックス等につい

ても導入が進んでいるところでございます。具

体的に環境、状況を言いますと、女子の制服に

関しましては、スラックスを導入している公立

高校が57校中で19校ありまして、さらに来年度

からが2校、現在検討中が15校となっておりま

す。中学校では、165校中の9校が導入しており、

来年度からの導入が22校、検討中が41校となっ

ております。 

また、環境面として、多目的トイレの設置状

況ですけれども、小中学校では約4割、県立学

校では約9割となっております。この点は、バ

リアフリー化の促進ということもありますので、

小中学校での整備の促進も図ってまいりたいと

考えております。 

今後も、各学校での相談状況ですとか、対応

事例について、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーの研修会においても、よ

く研さんを深めまして、児童生徒一人ひとりの

多様性を尊重しながら、きめ細やかな支援に努

めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、ご答弁いただきま

した制服の件ですけれども、スラックスを選ん

だり、スカートを選んだり、誰もが自由に選べ

るような環境をつくっていただきたいと本当に

思っております。スラックスを選ぶからどうの
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こうのではなく、両方選べるとか、そういった

仕組みをしてほしいと思いますし、中学校に至

っては、まだまだ165校中9校だけという状況に

あるようでございます。検討もいただいている

ようではありますが、ぜひ子どもたちがストレ

スなく学校に通える環境を整えていただきたい

と、お願いを申し上げます。 

あと、男女混合名簿の件です。 

私の方から申し上げたいと思いますが、男女

混合名簿といいますと、男子が先に名前を呼ば

れて、女子が後という、私たちが子どもの時は

そういう状況だったと思いますが、今は、あい

うえお順で男女混合で名簿を作成しています。

県立高校に至っては100％していただいており

ますが、公立小学校では79.8％、中学校では

73.8％、この中には、21市町で、いまだに男女

混合名簿をされているところがあります。私は、

教育委員会にもお聞きをしましたが、今、体育

の授業も家庭科の授業も、何でも男女共学、一

緒に学ぶというのが基本になっていると聞いて

おります。私は、ぜひこのあたりもしっかりと

取り組んでいただきたいことをお願い申し上げ

ます。 

（2）「フェーズフリー」の学校現場への導

入について。 

近年、日本各地では、台風や地震等による災

害が多発をしており、学校においても、教職員

が、これまで以上に高い防災意識を持って防災

教育を行うことが重要であると考えております。 

災害は特別なこととして、避難訓練など、防

災に特化した教育だけを行うのではなく、日常

の教育活動の中に、非常時に役立つ要素を取り

入れるフェーズフリーの考え方を学校現場に取

り入れることが、災害に対応する力や判断力が

身につくのではないかと思います。 

そこで、フェーズフリーの考え方に基づく教

育を学校現場に導入することについての県とし

ての考えをお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）子どもたち

が、災害時にも自らの命を自分で守り、たくま

しく生き抜いていく力を育てるうえで、日常の

教育活動から非常時にも役に立つ要素を取り入

れた防災教育を展開することは有効であるとい

うふうに考えております。 

県教育委員会としましては、平成24年度から、

文部科学省の委託事業であります学校安全総合

支援事業において、主体的に危機を回避する態

度や行動力の育成に取り組み、教職員をはじめ、

児童生徒の防災意識の向上に努めているところ

であります。 

今後、さらに本事業を中心としまして、気象

台や長崎河川国道事務所などとも連携、協力し

ながら、日常時も非常時も役に立つ防災教育の

視点やその実践について、市町教育委員会や各

学校へも周知していきたいというふうに考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひフェーズフリーの

考え方を学校現場に導入いただきたいというこ

とをお願い申し上げます。 

（3）新教育長の抱負について。 

ＬＧＢＴやフェーズフリーについては、児童

生徒が安全・安心な学校生活を送るうえで非常

に重要なものであると認識をしております。 

県教育委員会においても積極的に対応を進め

るべきと思いますが、あらためて教育委員会教

育長としての抱負を聞かせていただきたい。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）まず第一に、
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子どもたちが長い時間を過ごします学校が子ど

もたちにとって安全・安心な居場所であるとい

うことが最も重要なことであると考えておりま

す。 

さらに申し上げますと、これからの教育にお

きましては、子どもたちが自ら課題を考え、主

体的に解決する力を育むことや「多様性」、あ

るいは「包摂性」といった観点、重視した教育

を進めていくことが重要であるというふうに考

えております。 

ＬＧＢＴに係る児童生徒への対応であります

とか、防災教育の推進につきましても、そうい

った観点からしっかりと取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 4、コロナ感染症から

県民を守る取り組みについて。 

（1）誹謗中傷対策について。 

相談窓口の充実について。 

新型コロナウイルス感染症において、感染者

だけではなく、その家族や周辺の方々、医療や

介護に従事されている方や運送業など社会機能

の維持に貢献されている方などに対して、誹謗

中傷、偏見や差別等の事案が発生をしておりま

す。 

本年では、昨年8月に新型コロナウイルス感

染症関連の人権専門相談窓口を設置されました

が、現在までの相談件数は何件あるのか、また

県として、そのことをどのように評価している

のかをお聞きします。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）新型コロナ

ウイルス感染症関連の人権相談窓口に寄せられ

た相談は、5月31日現在で162件、そのうち人権

に係る相談は53件となっております。 

相談件数の多い、少ないについて客観的に評

価することはなかなか難しいと思いますが、九

州各県と比較して、特に少ないという状況では

ございません。 

県としましては、今後とも、テレビＣＭや県

のホームページ、ＳＮＳ等を活用し、様々な広

報媒体等を活用して、広く相談窓口の案内に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 県では、相談窓口の設

置後、テレビや新聞などで周知、広報に努めら

れておりますが、相談件数だけを見ると、相談

したくても相談ができない人がいるのではない

かと思います。誹謗中傷や差別がなく、相談が

寄せられないことが望ましいわけではあります

が、一方では、相談したくても相談できない方

もいるのではないかと思っております。 

毎週水曜日には午後8時まで対応していると

お聞きをしておりますが、土日しか連絡ができ

ない方もいらっしゃると思いますので、土日も

含めた相談しやすい体制づくりを検討いただき

たいと思いますが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）相談体制に

つきましては、現在、相談員2名により、平日

の9時から17時45分に加え、議員ご指摘のとお

り、水曜日には20時まで延長して対応している

ところでございます。 

一方、土日の相談対応につきましては、新型

コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえま

して、その必要性について、総合的に判断して

まいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 必要性に関しては総合

的に判断するということでありますが、やはり
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子どもたちが長い時間を過ごします学校が子ど

もたちにとって安全・安心な居場所であるとい

うことが最も重要なことであると考えておりま

す。 

さらに申し上げますと、これからの教育にお

きましては、子どもたちが自ら課題を考え、主

体的に解決する力を育むことや「多様性」、あ

るいは「包摂性」といった観点、重視した教育

を進めていくことが重要であるというふうに考

えております。 

ＬＧＢＴに係る児童生徒への対応であります

とか、防災教育の推進につきましても、そうい

った観点からしっかりと取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 4、コロナ感染症から

県民を守る取り組みについて。 

（1）誹謗中傷対策について。 

相談窓口の充実について。 

新型コロナウイルス感染症において、感染者

だけではなく、その家族や周辺の方々、医療や

介護に従事されている方や運送業など社会機能

の維持に貢献されている方などに対して、誹謗

中傷、偏見や差別等の事案が発生をしておりま

す。 

本年では、昨年8月に新型コロナウイルス感

染症関連の人権専門相談窓口を設置されました

が、現在までの相談件数は何件あるのか、また

県として、そのことをどのように評価している

のかをお聞きします。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）新型コロナ

ウイルス感染症関連の人権相談窓口に寄せられ

た相談は、5月31日現在で162件、そのうち人権

に係る相談は53件となっております。 

相談件数の多い、少ないについて客観的に評

価することはなかなか難しいと思いますが、九

州各県と比較して、特に少ないという状況では

ございません。 

県としましては、今後とも、テレビＣＭや県

のホームページ、ＳＮＳ等を活用し、様々な広

報媒体等を活用して、広く相談窓口の案内に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 県では、相談窓口の設

置後、テレビや新聞などで周知、広報に努めら

れておりますが、相談件数だけを見ると、相談

したくても相談ができない人がいるのではない

かと思います。誹謗中傷や差別がなく、相談が

寄せられないことが望ましいわけではあります

が、一方では、相談したくても相談できない方

もいるのではないかと思っております。 

毎週水曜日には午後8時まで対応していると

お聞きをしておりますが、土日しか連絡ができ

ない方もいらっしゃると思いますので、土日も

含めた相談しやすい体制づくりを検討いただき

たいと思いますが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）相談体制に

つきましては、現在、相談員2名により、平日

の9時から17時45分に加え、議員ご指摘のとお

り、水曜日には20時まで延長して対応している

ところでございます。 

一方、土日の相談対応につきましては、新型

コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえま

して、その必要性について、総合的に判断して

まいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 必要性に関しては総合

的に判断するということでありますが、やはり
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平日お仕事をしている方とかは、土日しか相談

できない方はいると思います。 

感染者の数の動向とかではなく、私は、多く

の方が相談をしやすい環境づくりは必要だと思

っておりますので、ぜひやっていただきたいと

いうことをお願い申し上げておきます。 

あと、ネットでの誹謗中傷等を受けた方の支

援のため、現在、相談員が相談業務と県のネッ

トパトロールを実施しておられますが、人によ

る個々の検索作業ではなく、専門家などに委託

をするなど、幅広く検索することで抑止効果が

高められ、また効率化により、相談業務の充実

も図られると思いますので、ぜひ相談体制の見

直しと併せて検討いただきたいということをお

願い申し上げておきます。 

（2）コロナ労災・傷病手当金の状況につい

て。 

あらためて、医療・介護従事者の皆様に、日

頃からの献身的な取組に心から感謝を申し上げ

ます。 

様々な感染防止対策を打ちながら従事をいた

だいておりますが、それでも感染する場合があ

るかと思います。そのような場合、労災の認定

を受ければ、治療費や休業補償の給付が受けら

れるということではありますが、本県における

コロナ労災の申請と認定の状況について、伺い

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長（廣田義美君） 本県における新

型コロナウイルス感染症による労災保険の適用

状況につきましては、6月17日現在、申請が92

件、うち審査を終えて認定されたものが66件と

なっております。その中で、医師や看護師など

の医療従事者からの申請は71件、認定は53件と、

全体の8割を占めている状況でございます。 

長崎労働局におきましては、各医療機関や事

業所に対し、コロナ感染防止対策の徹底を図る

よう指導するとともに、感染者が発生した場合

には、労災保険の申請を適切に行うよう働きか

けを行っており、県といたしましても、労働関

係の説明会や職場環境改善のために派遣する社

会保険労務士等を通じて、今後とも制度の周知

に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今後、周知に努めてい

ただきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症に感染した国民健

康保険の被用者に対し、昨年から、傷病手当金

が支給できるようになっておりますが、飲食店

などの個人事業主は対象になっておりません。 

私のところには、県内各地の飲食店を中心と

した個人事業主から、コロナに自らが感染した

時の補償がなく不安だ、心配だとの声が多数寄

せられております。私は、対象を個人事業者に

も拡大すべきだと考えております。 

本年1月現在、傷病手当金や見舞金の名目で

個人事業主も支給対象としている自治体が全国

で幾らかあるようであります。長崎県内の市町

で支給しているところはあるのか、また新型コ

ロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

た被保険者に係る国民健康保険料の減免が行わ

れていると思いますが、令和2年度分の県内市

町の状況も併せてお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 国民健康保険制

度における新型コロナウイルス感染症等に対す

る傷病手当金は、労働者が休みやすい環境を整

備するため、被用者保険の傷病手当金に準じて、

緊急的、特例的な措置として国が財政支援を行

うこととしたものであり、事業主は対象となっ
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ておりません。 

なお、市町独自の支援策といたしまして、個

人事業主にも支給している事例につきましては、

県内では西海市が実施しております。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入が減少するなど、国民健康保険料・税の

納付が困難となった世帯に対し、減免を行った

のは、全21市町で2,192世帯となっております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 経営者の方々も対象と

している市町も全国にはあるようでありますの

で、21市町のニーズもしっかりと聞いていただ

いたうえで、国に、対象にするように要望いた

だきたいと思います。 

あわせて、先ほどからの減免の件ですけれど

も、私がお話をしましたら、この減免制度を知

らない方も多くいらっしゃいました。市町の方

では、滞納があると電話をかけられます。その

際に、よかったら一声かけていただいて、もし

コロナの影響があるようでしたら、こういった

制度があるということも、市町は多忙ではある

かと思いますが、そのあたりもお願いをしてい

ただきたいと思います。 

5､県民のいのちと健康を守る取り組みにつ

いて。 

（1）福祉避難所の増設について。 

福祉避難所については、市町において指定が

進められておりますが、県内の要支援者に対し

ては、まだまだ不足をしている状況にあります。

昨年の台風10号の際には、県内10市町で27か所

の福祉避難所が開設をされ、244人が避難をさ

れたとお聞きしております。 

昨年9月定例会の一般質問において、福祉避

難所については、バリアフリーの環境が整った

特別支援学校など、新たな施設を検討してはど

うかと提案をしましたが、さらなる確保を図る

ため、今後どのように取り組んでいくのかを伺

います。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君）福祉避難所につ

きましては、令和3年5月1日現在、県内全市町

におきまして、448施設が指定され、6,648人分

を確保しており、年々増加傾向にありますが、

県全体の要支援者6万4,293人に対しまして、依

然として不足していることから、さらなる拡充

が必要と考えております。 

県といたしましては、幅広い施設での指定が

必要であることから、既にバリアフリー化され

た県有施設である特別支援学校につきまして、

昨年度、県教育委員会と協議を行った結果、「県

立学校の避難所指定に関する要綱」が改正され、

市町から福祉避難所としての指定要請があった

場合には、原則的に承認するものとされたとこ

ろであり、現在、市町へ情報提供を行い、指定

に向けた取組を推進しております。 

引き続き、バリアフリー化された施設を中心

に、福祉施設の候補となる施設を選定し、市町

に対しまして、積極的な福祉避難所の指定を働

きかけて、さらなる充実に努めてまいりたいと

考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひ施設の新たな指定

を進めていただきたいと思いますが、さらに一

般避難所に併設する形で設置をすることで、市

町の担当者の負担も幾分か軽減をされ、より効

率的な運用ができるものではないかと考えてお

ります 

一般避難所に併設する場合、バリアフリーの

ための改修などの費用が必要になるかと思いま

す。他県においては、改修費用などに対し補助
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ておりません。 

なお、市町独自の支援策といたしまして、個

人事業主にも支給している事例につきましては、

県内では西海市が実施しております。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入が減少するなど、国民健康保険料・税の

納付が困難となった世帯に対し、減免を行った

のは、全21市町で2,192世帯となっております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 経営者の方々も対象と

している市町も全国にはあるようでありますの

で、21市町のニーズもしっかりと聞いていただ

いたうえで、国に、対象にするように要望いた

だきたいと思います。 

あわせて、先ほどからの減免の件ですけれど

も、私がお話をしましたら、この減免制度を知

らない方も多くいらっしゃいました。市町の方

では、滞納があると電話をかけられます。その

際に、よかったら一声かけていただいて、もし

コロナの影響があるようでしたら、こういった

制度があるということも、市町は多忙ではある

かと思いますが、そのあたりもお願いをしてい

ただきたいと思います。 

5､県民のいのちと健康を守る取り組みにつ

いて。 

（1）福祉避難所の増設について。 

福祉避難所については、市町において指定が

進められておりますが、県内の要支援者に対し

ては、まだまだ不足をしている状況にあります。

昨年の台風10号の際には、県内10市町で27か所

の福祉避難所が開設をされ、244人が避難をさ

れたとお聞きしております。 

昨年9月定例会の一般質問において、福祉避

難所については、バリアフリーの環境が整った

特別支援学校など、新たな施設を検討してはど

うかと提案をしましたが、さらなる確保を図る

ため、今後どのように取り組んでいくのかを伺

います。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 福祉避難所につ

きましては、令和3年5月1日現在、県内全市町

におきまして、448施設が指定され、6,648人分

を確保しており、年々増加傾向にありますが、

県全体の要支援者6万4,293人に対しまして、依

然として不足していることから、さらなる拡充

が必要と考えております。 

県といたしましては、幅広い施設での指定が

必要であることから、既にバリアフリー化され

た県有施設である特別支援学校につきまして、

昨年度、県教育委員会と協議を行った結果、「県

立学校の避難所指定に関する要綱」が改正され、

市町から福祉避難所としての指定要請があった

場合には、原則的に承認するものとされたとこ

ろであり、現在、市町へ情報提供を行い、指定

に向けた取組を推進しております。 

引き続き、バリアフリー化された施設を中心

に、福祉施設の候補となる施設を選定し、市町

に対しまして、積極的な福祉避難所の指定を働

きかけて、さらなる充実に努めてまいりたいと

考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひ施設の新たな指定

を進めていただきたいと思いますが、さらに一

般避難所に併設する形で設置をすることで、市

町の担当者の負担も幾分か軽減をされ、より効

率的な運用ができるものではないかと考えてお

ります 

一般避難所に併設する場合、バリアフリーの

ための改修などの費用が必要になるかと思いま

す。他県においては、改修費用などに対し補助
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をされている事例があります。本県でも検討で

きないか、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 福祉避難所の改

修に係る経費等につきましては、関係市町とも

よく意見を伺いながら検討していきたいという

ふうに思っております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひお願いをしたいと

思います。 

先ほど部長の答弁にありました、まだまだ必

要数、今448か所ですが、要支援者の方々が全

て安心して避難をするためには、約10倍の

4,500か所が必要であります。そういった意味で

も、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

（2）個別避難計画の策定について。 

本年5月、「災害対策基本法」が改正をされ、

福祉避難所について、受入れ対象者とその家族

のみが避難する施設として指定がなされること

になったとお聞きをしております。また、避難

行動要支援者の個別支援計画の作成が努力義務

化されました。 

こうした制度改正の趣旨を踏まえ、県として、

市町がまず避難行動要支援者名簿をしっかりと

整備し、個別避難計画を策定するための支援を

行う必要があると思いますが、県の考えを伺い

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 災害時に自ら避

難することが困難な高齢者、障害者等の「避難

行動要支援者」につきましては、県内で6万

4,293名の名簿が作成されているところであり

ます。 

この名簿を活用し、避難支援の実効性を高め

るためには、避難行動要支援者の心身の状況や

生活実態の変化の把握に努め、名簿情報を最新

の状態に保つとともに、避難行動要支援者ごと

の個別避難計画の作成を進めることが重要であ

ると考えております。 

法改正に合わせまして、避難行動支援に関す

る国の「取組指針」も改定され、地域における

ハザードの状況等を踏まえ、優先度の高い方か

ら計画を作成することや福祉専門職等との連携

などが盛り込まれたところであります。 

県といたしましては、今年度、国の個別避難

計画作成モデル事業を実施することとしており、

専門家による研修会を実施し、計画作成の中核

的な役割を担う人材を育成するほか、介護支援

専門員等の福祉専門職の参画について、関係団

体を通じて協力を求めるなど、市町の取組を支

援してまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） （3）避難所における

ＬＧＢＴ対策について。 

避難所におけるＬＧＢＴ対策をどう進めてい

くのか、戸籍上の性別と異なる性で暮らす避難

者が避難所の受付で性別を聞かれ返事に窮した

り、男女別のトイレが設置されておらず、生物

学的性別のトイレを利用するように言われ、仕

方なく倒壊のおそれのある自宅に戻った事例な

ど、いまだに避難所におけるＬＧＢＴ対策につ

いては道半ばの状況にあります。 

そこで、私は去年の9月定例会で、ＬＧＢＴ

に対する配慮を県が作成している避難所開設・

運営のチェックリストに盛り込むように要望し

ましたが、その後の状況について、伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君）避難所のＬＧＢＴ

対策については、本県の地域防災計画において、
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避難所の運営に当たり、性的少数者の視点に配

慮するよう定めております。 

また、避難所の感染症対策に当たって、市町

の参考としていただくために作成した「避難所

開設・運営における新型コロナウイルス感染症

対策チェックリスト」の改訂を行い、要配慮者

として性的少数者を追加し、避難所開設の際に

はＬＧＢＴ等への配慮に留意いただくようお願

いしております。 

避難所における性的少数者の方への具体的な

対応については、市町の人権担当課と連携を図

り、避難所開設を担う防災担当課への助言や調

整を行うようお願いするとともに、避難行動要

支援者に係る市町との会議等を活用し、性的少

数者への対応の必要性や方策について、普及啓

発を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） （4）サポートながさ

きの推進体制及び今後の予定について。 

性被害、性暴力被害者を支援するワンストッ

プ支援センターとして、本県では「サポートな

がさき」が設置をされております。 

昨年6月、国において、「性犯罪・性暴力対

策の強化の方針」が決定をされ、私が9月定例

会において、国の対策強化に合わせ、人員を増

やすなど、体制を強化する必要があるのではな

いかとお尋ねをした際、状況に応じ体制の強化

を検討するとの答弁がありました。 

加えて、12月には、国において策定された「第

5次男女共同参画基本計画」の中では、女性に

対するあらゆる暴力の根絶ということで、その

成果目標の一つとして、2025年までにワンスト

ップ支援センターなどで365日緊急対応ができ

る都道府県数を47都道府県と掲げており、また

他県では、民間に委託してコールセンターを設

置するなど、夜間・休日対応の取組が行われて

おります。 

本県においても、国の方針や計画に合わせて

夜間・休日における緊急時の対応を考える必要

があると思いますが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）本県におき

ましては、国における「性犯罪・性暴力対策の

強化方針」を踏まえ、本年度から、「サポート

ながさき」の専門相談員を1名増員し、2名体制

で運用いたしております。 

現在、国において、夜間・休日に対応できる

コールセンターの設置が進められていることに

伴い、各自治体には、緊急性の高い相談の支援

を引き継げるよう、緊急連絡体制の整備が求め

られ、国と各自治体の調整がはじまったところ

であります。 

県及び「サポートながさき」では、急性期の

医療相談や支援に対応するために、県内各地区

の医療機関と協定を結び、連携して支援を行っ

ておりますが、今後、国や「サポートながさき」

を委託している長崎犯罪被害者支援センターと

協議を重ねていく必要があります。 

県といたしましては、必要な支援を速やかに

行うことができるよう、今後の国やセンターと

の協議、調整を踏まえたうえで、引き続き、県

内各地の医療機関と連携していくとともに、長

崎犯罪被害者支援センターの協力を受けながら、

適切に対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） （5）アピアランスケ

アについて。 

がんやその治療により、脱毛や肌色の変化、

爪の変化、手術痕、部分欠損などが生じ外見に

変化が起こることがあります。そして、外見が
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変化をすることで、他人と関わりを避けたくな

ったり、外出を控えたりと、今までどおりの生

活が送りにくくなるとの声をお聞きしておりま

す。 

アピアランスケアとは、そういった方々に対

し、医学的あるいは心理的支援を用いて外見の

変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者

の苦痛を軽減するケアのことを指し、その一環

として、他県においては、ウイッグや補装具の

購入経費の一部を助成している自治体がありま

す。 

特に、脱毛は、男女に共通するがん患者の外

見の変化の一つであります。九州においても、

福岡県などで助成制度をスタートしております

が、本県も同様の支援ができないかをお尋ねい

たします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 現在、国におき

ましては、アピアランスケアによる生活の質の

向上に向けた取組について検討を進めており、

具体的には、がん患者や医療者におけるアピア

ランスケアの認知度が低いことから、適切な情

報提供の在り方や医療者による適切な介入の在

り方などについて議論が行われております。 

県といたしましても、引き続き、国の検討状

況を注視しながら、支援の在り方について検討

をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひお願いをしたいと

思います。 

（6）夫婦で不妊検査について。 

現在、不妊治療の保険適用化が検討されてお

り、保険適用までの間、特定不妊治療費助成事

業は大幅な拡充がなされたところではあります。 

高額である不妊治療費の負担軽減を図られる

ことで、不妊治療を受けやすい環境が整いつつ

ありますが、男性が、自分には原因がないと思

い込み、不妊の原因を調べる検査すら受けない

ケースもあると聞いております。しかしながら、

ＷＨＯの統計では、不妊のうち、男性側に何ら

かの原因があるものが48％であり、ほぼ半数に

上るという事実があります。 

そのため、本県では、リーフレットを活用し

た周知に取り組んでこられていることは存じて

おりますが、一歩進めて、夫婦そろって不妊検

査を受けてもらう取組を行ってはいかがかと思

いますが、ご見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）不妊につい

ては、夫婦そろって検査を受けることが重要で

あり、本県では、ホームページやリーフレット

を通じて周知を図っているところです。 

国においては、来年4月からの不妊治療の保

険適用を見据え、本格的な協議が行われる予定

であり、不妊検査費の助成につきましては、保

険適用の制度内容をはじめ、治療と仕事の両立

など、不妊治療に関する環境整備の状況を踏ま

えたうえで検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） ぜひ検討いただきたい

と思います。 

これは私の友人が子どもができなくて離婚を

された事案がありました。明治の時代の話でも

ないのに、その子は、再婚をしたら、すぐ子ど

もが2人できました。 

こういったことで、いまだにこういったこと

で差別を受けたり、つらい思いをしている方が

いるので、ぜひ夫婦での不妊検査、取り組んで

いただきたいということをお願い申し上げます。 
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6、長崎県における更生保護の取り組みにつ

いて。 

（1）協力雇用主を増やす取り組みについて。 

刑務所などを出所した方が更生を目指すうえ

で、働く場所があることは、社会復帰に向け、

大きな力になります。このため、国では、出所

者を雇用するなど就労支援を行う協力雇用主を

募集しており、全国で2万3,000事業者が登録を

されています。 

本県においても、184事業者が登録をされて

おりますが、雇用の実績は11事業者、15名にと

どまっている状況にあります。 

国の調査によると、刑務所再入所者の約7割

が再犯時に無職の状態にあり、再犯防止の観点

からも、こうした協力雇用主を増やしていく必

要があるかと思いますが、県では、受皿になる

中小企業に対し、どのように取り組んでいくの

か、産業労働部長に伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長（廣田義美君） 刑務所を出所し

た方が自立した生活を送り、円滑に社会に復帰

するためには、働く場の提供や職場への定着に

取り組んでいただく事業主の協力が大変重要で

あり、多くの事業者の方々に協力雇用主として

登録いただきたいと考えております。 

また、登録された事業主を業種別に見ますと、

建設業、医療福祉業、サービス業で全体の7割

を占める状況にあり、適切なマッチングを行う

ためにも、より幅広い業種に登録いただくこと

が必要であると考えております。 

協力雇用主の拡大につきましては、法務省及

び厚生労働省において積極的に推進しており、

県内でも年々増加している状況ではありますが、

県といたしましても、国の関係機関と協力して

経済団体や企業に働きかけるなど、今後、制度

の普及に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 関係団体に対して、来

月7月1日から、「社会を明るくする運動強化月

間」であります。皆様の胸についています黄色

の羽根が、まさにこの更生保護に関するもので

あります。ぜひ産業労働部におかれましては、

企業、団体等に、こういった制度の周知をして

いただくようにご協力をいただきたいと、お願

いを申し上げておきます。 

（2）住宅確保対策について。 

国によると、刑務所満期出所者などのうち約

5割が、適切な帰住先がないまま出所した方は、

再犯に至るまでの期間が短いと言われておりま

す。出所後の住まいを確保することは、誰一人

取り残さないやさしい社会の実現や安全・安心

な社会をつくるために必要だと考えております。

県では、どのように取組を進めていくのか、伺

います。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 更生保護の取組とし

て、再犯防止のため、安定した帰住先としての

住居確保が大変重要であると認識しています。 

平成28年に「再犯の防止等の推進に関する法

律」が施行され、翌年の国土交通省から各県に

対する通知では、犯罪をした者等への公営住宅

入居について、優先入居など、一定の配慮を求

められているところです。 

本年3月に制定された「長崎県再犯防止推進

計画」の中で、土木部では、公営住宅に加え、

セーフティーネット住宅の登録促進による民間

賃貸住宅への受入れ拡大について取り組むこと

としています。 

今後、福祉部局や県地域生活定着支援センタ

─ 74 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

6、長崎県における更生保護の取り組みにつ

いて。 

（1）協力雇用主を増やす取り組みについて。 

刑務所などを出所した方が更生を目指すうえ

で、働く場所があることは、社会復帰に向け、

大きな力になります。このため、国では、出所

者を雇用するなど就労支援を行う協力雇用主を

募集しており、全国で2万3,000事業者が登録を

されています。 

本県においても、184事業者が登録をされて

おりますが、雇用の実績は11事業者、15名にと

どまっている状況にあります。 

国の調査によると、刑務所再入所者の約7割

が再犯時に無職の状態にあり、再犯防止の観点

からも、こうした協力雇用主を増やしていく必

要があるかと思いますが、県では、受皿になる

中小企業に対し、どのように取り組んでいくの

か、産業労働部長に伺います。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長（廣田義美君） 刑務所を出所し

た方が自立した生活を送り、円滑に社会に復帰

するためには、働く場の提供や職場への定着に

取り組んでいただく事業主の協力が大変重要で

あり、多くの事業者の方々に協力雇用主として

登録いただきたいと考えております。 

また、登録された事業主を業種別に見ますと、

建設業、医療福祉業、サービス業で全体の7割

を占める状況にあり、適切なマッチングを行う

ためにも、より幅広い業種に登録いただくこと

が必要であると考えております。 

協力雇用主の拡大につきましては、法務省及

び厚生労働省において積極的に推進しており、

県内でも年々増加している状況ではありますが、

県といたしましても、国の関係機関と協力して

経済団体や企業に働きかけるなど、今後、制度

の普及に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 関係団体に対して、来

月7月1日から、「社会を明るくする運動強化月

間」であります。皆様の胸についています黄色

の羽根が、まさにこの更生保護に関するもので

あります。ぜひ産業労働部におかれましては、

企業、団体等に、こういった制度の周知をして

いただくようにご協力をいただきたいと、お願

いを申し上げておきます。 

（2）住宅確保対策について。 

国によると、刑務所満期出所者などのうち約

5割が、適切な帰住先がないまま出所した方は、

再犯に至るまでの期間が短いと言われておりま

す。出所後の住まいを確保することは、誰一人

取り残さないやさしい社会の実現や安全・安心

な社会をつくるために必要だと考えております。

県では、どのように取組を進めていくのか、伺

います。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 更生保護の取組とし

て、再犯防止のため、安定した帰住先としての

住居確保が大変重要であると認識しています。 

平成28年に「再犯の防止等の推進に関する法

律」が施行され、翌年の国土交通省から各県に

対する通知では、犯罪をした者等への公営住宅

入居について、優先入居など、一定の配慮を求

められているところです。 

本年3月に制定された「長崎県再犯防止推進

計画」の中で、土木部では、公営住宅に加え、

セーフティーネット住宅の登録促進による民間

賃貸住宅への受入れ拡大について取り組むこと

としています。 

今後、福祉部局や県地域生活定着支援センタ
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ーをはじめとする関係機関との連携を図り、公

営住宅や民間賃貸住宅への円滑な入居を推進し、

帰住先の確保が進むよう対応してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 今、土木部長から答弁

がありました。公営住宅の入居をぜひ進めてい

ただきたいと思っております。 

その中で、協力雇用主から要望がありました、

公営住宅を社宅として利用できないかというこ

とでありました。これは例えば、ほかの住民の

方も、そういったことがあると安心もするんで

すけれども、今の法律では、社会福祉法人か、

ＮＰＯ法人、非営利の団体にしか貸せないとい

うことでありました。絶対公立、公営住宅とか

で、社宅とかで使えるような仕組みができてい

けば、私は、そういった刑務所等を出所された

方々の住まいと就労はセットであります。更生

保護の基本に、居場所と出番という言葉があり

ます。必ずこの2つがセットじゃないと更生が

できません。ぜひ長崎県は国よりも進めた取組

をしてほしいと思います。 

あと、「長崎県再犯防止推進計画」の中で、

関係機関・団体等との連携体制の構築がありま

す。福祉保健部、産業労働部、土木部をはじめ、

庁内横断的に取組を進めていただき、長崎県保

護観察所や保護司会、協力雇用主などと意見交

換、情報共有を行い、居場所と出番をぜひつく

っていただきたいということをお願い申し上げ

ます。 

7、投票率向上対策について。 

（1）投票所閉鎖時刻の繰り上げについて。 

令和元年参議院選挙においては、本県では

53％、459か所の投票所で閉鎖時間の繰上げを

行っております。同選挙の時間別投票状況では、

7％、約2万人の選挙人が18時以降に投票してお

ります。投票所が早く閉まれば、当然、投票が

できない人が出てきますが、投票率を上げるた

めに、閉鎖を早めないように市町に働きかける

べきだと思いますが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（葺本昭晴君） 投票所

閉鎖時刻は、公職選挙法において、選挙人の投

票に支障を来さないと認められる特別の事情が

ある場合等に限り、繰り上げることができると

されております。 

この決定は、市町選挙管理委員会が行うもの

とされており、県選挙管理委員会が執行する選

挙においても、県選挙管理委員会へ届出がなさ

れるのみとなっております。 

県選挙管理委員会としましては、引き続き、

市町選挙管理委員会に対して、地域の実情を精

査し、十分な検討を行ったうえで、適切に判断

するよう助言を行ってまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） 令和元年の参議院選挙

では、20時まで開けていなかったところがかな

りの市町であります。私は、投票率を上げるた

めには、朝と夕方は結構集中するので、ぜひ各

市町においては、各市町の判断ということはわ

かっておりますが、20時まで投票ができるよう

にしていただきたいということをお願い申し上

げます。 

（2）投票済証明書について。 

全国では、1,147の団体が投票済証明書を発行

しておりますが、本県では1団体にとどまって

おります。この投票済証明書は、商店における

割引サービスなどで活用をし、投票率向上に寄

与するものと私は思っておりますが、この発行

をするように選挙管理委員会からぜひ働きかけ
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をしてほしいと思いますが、見解を求めます。 

〇議長（瀬川光之君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（葺本昭晴君） 投票済

証明書の発行につきましては、公職選挙法等に

規定がなく、市町村選挙管理委員会の判断で発

行されるものとなっております。 

このため、県選挙管理委員会としては、今後

の検討材料として活用していただくため、各市

町選挙管理委員会に対し、引き続き、全国の状

況等の情報提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番（山田朋子君） （4）トランスジェン

ダー対策について。 

大変申し訳ありませんが、時間がなくなって

しまいましたので、要望をさせていただきたい

と思います。 

参議院選挙でトランスジェンダーの対策をし

た市町は、松浦市と雲仙市の2市でした。先ほ

どから話をしていますＬＧＢＴとかに関わって

ですけれども、投票所の入場券に、そもそも男

女別の記載が必要かどうか、私は、要らないと

いうふうに思っております。 

誰もが投票に行きやすい環境づくりを県選挙

管理委員会といたしましては、先ほどの投票時

間の繰上げも含めて、ぜひ関係団体と協議をい

ただき、お願いをしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（瀬川光之君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。 

明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

本日は、これをもって散会いたします。 

─ 午後 ３時４７分 散会 ─
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─ 午前１０時 ０分 開議 ─ 

〇議長（瀬川光之君） ただいまから、本日の会 

議を開きます。 

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い 

ます。 

近藤智昭議員─21番。

〇２１番（近藤智昭君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。

自由民主党、南松浦郡選出の近藤智昭でござ

います。 

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症により、お亡くなりになられた方々、ご遺

族の皆様に、お悔やみ申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の克服に向けたワ

クチン接種も始まりましたが、改めて、一刻も

早い新型コロナウイルス感染症の収束をお祈り

申し上げる次第であります。 

本日は、私の質問に際しまして、上五島の課

題を多く取り上げることをお知らせしたところ、

町長さんをはじめ、100人を超える多くの町民

の皆様から激励の言葉をいただきました。 

それでは、通告に従いまして質問に入ります

ので、知事はじめ、関係各位の適切なご答弁を

お願いします。 

1、離島振興法の改正・延長について。 

離島地域の振興をいかに図っていくかという

ことは、本県の最重要課題の一つであります。 

この離島振興に関しましては、昭和28年に

「離島振興法」が制定されて以来、6次にわた

る改正・延長とともに、離島振興施策の充実を

図られてきました。 

加えて、平成28年に自民党離島振興委員会の

谷川弥一委員長の多大なるご尽力により成立し

た「有人国境離島法」においては、雇用機会の

拡充や、航路・航空路の運賃低廉化など、国境

離島地域社会の維持に取り組むため、国の手厚

い交付金制度が創設され、毎年度、50億円もの

国費が当初予算で措置されております。 

こうした施策、制度を最大限に活用すること

により、離島地域においては、産業基盤や生活

基盤の整備が図られるとともに、基幹産業であ

る第一次産業の振興や観光の振興などの面で、

一定の成果を上げてきたものと思います。 

しかしながら、離島の地理的特性に由来する

本土との格差は、依然として大きく、若年層を

はじめとする人口の島外流出と少子・高齢化の
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進行により、離島地域は大変厳しい状況に置か

れております。 

このような中で、現行の離島振興法が令和5

年3月末で期限を迎えることから、全国一の離

島県として、離島の実情を踏まえた今後の離島

振興の在り方について議論を深め、離島振興法

のさらなる充実・延長について、県、県議会、

離島の市町が一体となって、その実現に向けて

全力で取り組んでいかなければならないと思い

ます。 

県におかれましては、離島の実情を踏まえた

新たな離島振興法の改正・延長の実現に向けて、

関係市町と議論を重ねたうえで意見書を取りま

とめ、国に対して要望活動を行っていくと聞い

ております。 

そこで、知事にお尋ねします。 

今後の離島振興法について、どのような視点

を持って意見書を策定していこうとしているの

か、見解をお伺いします。 

2、土木行政について。 

（1）国土強靱化対策について。 

本県では、平成30年度からの「防災・減災、

国土強靱化のための3か年緊急対策」を活用す

ることで、特に、緊急に実施すべき強靱化対策

が大幅に進捗し、被害の軽減、抑制が図られ、

大きな整備効果が確認されておりますが、平成

30年度以降、3年連続で大雨特別警報が発令さ

れるなど、気候変動が顕在化しており、災害に

対する備えは、まだまだ不足していると考えて

います。 

このため、昨年10月には、県議会から政府・

国会に対し、「大規模災害に対する備えの充実

を求める意見書」を提出し、昨年度限りの3か

年緊急対策終了後も、引き続き、別枠として安

定的な予算確保を求めてまいりました。 

県当局においても、同じように要望を行って

きたと聞いておりますが、そのような取組の結

果、昨年12月に、国が、今年度から15兆円規模

の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加

速化対策」を閣議決定し、国土強靱化の取組を

加速化・深化していくことになります。  

近年、本県の豪雨災害は、頻発化・激甚化す

る中、今年の梅雨入りは、例年より1か月早く

なるなど、豪雨災害のリスクがさらに高まる傾

向にあることから、今後、予定される大規模自

然災害から県民生活や地域社会を守り、活力あ

る地域づくりを進めるためには、この5か年加

速化対策の予算を最大限確保し、災害に強い強

靱な県土づくりをさらに推進していく必要があ

ると考えております。 

そこで、今後の国土強靱化に対する県の認識

をお伺いします。 

（2）公共土木施設災害復旧工事の進捗につ

いて。 

くどいようですが、近年の気候変動により、

災害は激甚化・頻発化しております。昨年は、

本県においても災害被害が県内各地で発生し、

特に7月豪雨においては、県内4市3町に大雨特

別警報が発令されるなど記録的な豪雨となり、

大村市を流れる2級河川の佐奈河内川において、

護岸決壊被害により、20戸以上の浸水被害が発

生するなど、県民の生活に深刻な影響を与えて

おります。 

さらに、9月には、台風9号、台風10号がたて

続けに本県に接近し、暴風雨や高波により、海

岸施設などに大きな被害をもたらしました。 

地域の守り手である建設業に携わる方々や行

政機関の努力により、現在も復旧工事に当たら

れていることに感謝申し上げます。 

当然のことでありますが、災害復旧工事は、
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今後の離島振興法について、どのような視点
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れるなど、気候変動が顕在化しており、災害に

対する備えは、まだまだ不足していると考えて
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このため、昨年10月には、県議会から政府・
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いて。 

くどいようですが、近年の気候変動により、

災害は激甚化・頻発化しております。昨年は、

本県においても災害被害が県内各地で発生し、

特に7月豪雨においては、県内4市3町に大雨特

別警報が発令されるなど記録的な豪雨となり、

大村市を流れる2級河川の佐奈河内川において、

護岸決壊被害により、20戸以上の浸水被害が発

生するなど、県民の生活に深刻な影響を与えて

おります。 

さらに、9月には、台風9号、台風10号がたて

続けに本県に接近し、暴風雨や高波により、海

岸施設などに大きな被害をもたらしました。 

地域の守り手である建設業に携わる方々や行

政機関の努力により、現在も復旧工事に当たら

れていることに感謝申し上げます。 

当然のことでありますが、災害復旧工事は、
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一日も早く工事を完成させ、平穏な県民生活を

取り戻すことが強く望まれるところですが、令

和2年に発生した災害に対する県の公共土木施

設災害復旧工事の進捗状況について、お伺いし

ます。 

3、教育行政について。 

（1）ふるさと教育のあり方について。 

本県の人口は、1960年の176万人をピークに

減少が続き、2060年には78万5,000人になると

予想されます。言うまでもなく、人口減少は本

県が抱える喫緊の課題であります。特に、離島

地域は非常に厳しい状況であり、人口減少が及

ぼす様々な問題が生じております。 

この人口減少の対策として、ふるさとを担う

人材を育成することが必要不可欠であり、教育

の力に大きく期待をするところでございます。 

県教育委員会においては、このような課題を

踏まえ、地域の良さを知り、地域の絆を実感で

きるよう、創意工夫しながら、ふるさと教育を

推進していることは、承知しております。また、

その教育活動を地域全体で推進している市町が

あることも聞いております。 

ふるさとの未来を担う子どもたちの成長は、

その地域の人たちの希望であります。また、ふ

るさとは、心の支えであります。本県の未来、

そして、子どもたちの未来のためにも、今後も

持続して、発達段階に応じ、ふるさと教育を推

進していくことを強く求められていると考えて

います。 

そこで、ふるさと教育を充実させるために、

県教育委員会におかれましては、どのような取

組をされているのか、お尋ねします。 

（2）統合した学校の指導体制について。 

本県では、少子化により、離島部だけではな

く、本土においても、小中学校の統廃合が進ん

でいます。確かに、子どもたちは、集団の中で

多様な考えに触れ、認めあい、協力しあい、切

磋琢磨することを通じて、一人ひとりが成長し

ていくものです。 

そのような学校の特性を踏まえれば、学校は、

一定の集団規模を確保することが望ましいこと

は承知しているところです。 

しかし、実際、統合する学校の子どもたち、

保護者の方々は、新しい学校の生活に期待する

反面、不安を抱いていることも事実です。 

市町の小学校の設置者は市町であり、統廃合

については、市町が主体となって、地域住民の

意向も反映しながら、計画的に進めていくもの

ですが、県教育委員会には、統合後も子どもた

ちが安心して学びを進められる学校の体制づく

りに努めていただくことを大いに期待しており

ます。 

そこで、県教育委員会においては、統合した

学校の指導体制の充実のために、どのような手

だてを講じているのか、お尋ねします。 

（3）学力の向上について。 

学力向上は、言うまでもなく、学校教育の重

要な柱であり、本県の児童生徒たちの学力向上

のために、日々、ご尽力いただいている教職員

の皆様、また、県や市の教育委員会の皆様に対

しまして、まずもって謝意と敬意を表したいと

思います。 

人工知能やビッグデータ、ＩｏＴ、また、ロ

ボティクスなどの先端技術が、あらゆる産業や

社会生活に取り入れられたSociety5.0と言われ

る新しい時代が到来しつつある今、これからの

時代を担う子どもたちに必要な資質、能力の育

成が求められています。 

今年1月に初めて実施された大学入学共通テ

ストにおいても、従来の大学入試センター試験
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と比較して、思考力や判断力、表現力、また、

読解力などが、より一層求められ、多くの知識

を丸暗記して解けるような問題は、随分影をひ

そめたような印象を受けました。 

また、令和2年度から、小学校において新し

い学習指導要領が実施され、本年度は中学校、

来年度は高等学校において、新学習指導要領が

実施されています。 

その中で、児童生徒の育成を目指す資質、能

力として、知識や技能、思考力、判断力、表現

力、また、学びに向かう力、人間性等の3つの

柱で整理されており、今後、その育成に向けた

授業改善が求められていると思います。 

さらに、児童生徒一人ひとりの興味や関心、

また、学習内容の習熟の程度は、多様であり、

それぞれの個性に応じた学びを引き出しながら、

一人ひとりの学力を向上させていくことも必要

ではないかと考えております。 

県教育委員会においては、従来から県独自の

学力審査を実施し、その結果を分析して授業改

善に活かしたり、令和元年度からの新しい学習

指導要領の導入に先駆けて義務教育課に学力向

上推進班を設置するなど、学力向上に力を入れ

ておられることは、私もよく承知しているとこ

ろですが、今後、県教育委員会として、児童生

徒の学力向上にどのように取り組んでいかれる

のか、お尋ねします。 

（4）県立高校における新しい学科の設置に

ついて。 

本県における高校の進学率は、約99％までに

達し、高校は、中学校を卒業したほとんどの生

徒が進学する状況となっており、社会の形成に

主体的に参画するために必要な資質、能力を育

成し、大学や社会との接続機能を果たす重要な

役割を担っております。 

先日、県教育委員会においては、県立高校に

新たな学科の設置を示した「長崎県高等学校教

育改革第9次実施計画」が策定、公表されまし

た。 

県立高校の魅力化を進めるため、社会の変化

や生徒の多様な学習要望、進路希望等に対応す

るとともに、国における高等学校教育改革の方

向性を踏まえながら、学科の教育内容を改善し、

さらなる特色化や新たな学びの導入等について

検討がなされていると思います。 

そこで、今回、新たに設置しようとする「地

域科学科」、「文理探究科」の導入目的や特色

ある教育内容について、お尋ねします。 

4、上五島地域の港湾・道路を活用した観光

振興について。 

（1）釣り文化振興モデル港を活用した観光

振興について。 

長崎県の離島地域は、釣りのメッカであり、

釣り人憧れの地であります。新上五島の青方港

は、昨年8月、県内及び全国の離島として初め

て国土交通省から「釣り文化振興モデル港」の

指定を受け、県、町、漁協が連携して、青方港

を拠点とした釣り観光の促進に取り組んでいる

と聞いております。 

今回、青方港では、釣りを趣味としている、

いわゆる釣り人ではなく、観光客や家族連れと

いった釣り初心者が対象となっていることから、

防波堤で釣りをしてもらう際には、転落防止な

ど安全対策が最も重要になると考えています。 

また、釣り客に来てもらい、釣りを楽しんで

もらうためには、トイレや休憩所などの設備が

整っている必要があると思いますが、青方港に

は、そういった設備が整備されていないのが現

状です。 

来てもらった釣り客に満足してもらい、また
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令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２５日）

釣りに行きたいと思ってもらえるような受入れ

環境づくりが必要と考えます。 

この点について、どのような検討がなされて

いるのか、お伺いします。 

（2）サイクルツーリズムの推進について。 

県では、平成31年3月に、「長崎県自転車活

用推進計画」を策定し、自転車を活用した観光

としてサイクルツーリズムを推進しています。 

サイクルツーリズムは、自転車で地域を回り、

沿岸の魅力を楽しむ体験型・交流型旅行や、サ

イクルイベントの開催等を通じた観光地域づく

りを促進し、自転車を活用した地域の活性化を

目的に、県内で上五島地区を含む4地区で取り

組んでいます。 

この取組は、上五島の魅力を肌で感じる体験

型・交流型観光につながり、地域の活性化が図

られると認識しています。しかし、観光として

活用できる乗りものは、昨今、自転車以外でも

多様化しており、例えば、次世代モビリティー

として公道でも走行可能な電動キックボードな

どがあり、それらがサイクリングルートを走行

する機会が出てくると想定されます。 

このため、自転車や、このような電動キック

ボードがサイクリングルートを安全に、迷わず、

快適に走行できるための現在の取組状況につい

て、お伺いします。 

5、新型コロナウイルス感染症の拡大による

沿岸漁業者への影響について。 

水産業においては、飲食店の時短営業要請な

どの影響を受け、外食向けを中心とした水産物

の需要が落ち込み、価格が低迷していると伺っ

ております。 

こうした中、国や県においては、これまで主

に量販店向けの販売促進など各種施策を実施し
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入が落ち込み、生活がいよいよ逼迫した状態の

方が多く見られます。 

地域の担い手である若い沿岸漁業者は、子育

てや漁業の将来への不安を抱き、夢を持って漁

業を続けることが厳しい状況にあります。 

そこで、県におかれましては、こうした浜の

実情をしっかり把握するとともに、国と連携し

ながら、漁獲対策を含む販売促進や経営支援と

いった取組を進め、特に、若い沿岸漁業者が将

来の夢を持って安心して漁業を続けられるよう、

しっかり支えていく必要があると考えています

が、県の見解と今後の取組について、お尋ねし

ます。 

6、ながさき森林環境税について。 

ながさき森林環境税は、水源涵養、国土の保

全、地球温暖化防止などの様々な公益的な機能

を有するかけがえのない森林を、守り、育て、

公益的機能を保全するための森林整備等に必要

な地方財源を確保するために、平成31年3月に、

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法

律」が成立しました。 

そこで、まず、今年度が3期目の最終年度に

当たる、ながさき森林環境税のこれまでの取組

と成果について、お尋ねします。 

そして、これまでの取組の検証に加え、国に

おいて、新たに森林環境譲与税が創設されたこ

とを踏まえた、ながさき森林環境税の今後の方

向性についてどのように考えているのか、お尋

ねします。 

以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

たいと思います。（拍手） 
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〇議長（瀬川光之君） 知事。

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 近藤議員のご質

問にお答えいたします。 

まず、離島振興法の改正・延長に向けて、ど

のような視点で意見書を策定していこうとして

いるのかとのお尋ねであります。 

県では、これまで離島振興法に基づき、離島

地域の産業、交通基盤や生活基盤の整備を図る

とともに、基幹産業である農林水産業の振興や

交流人口の拡大による観光産業の振興など、各

種施策に取り組んでまいりました。 

また、平成29年4月に施行された「有人国境

離島法」における雇用機会拡充事業など、国の

支援制度を積極的に活用することにより、社会

減の改善など、具体的な成果があらわれてきて

いるものの、人口減少に伴う地域活力の低下、

産業の停滞など、離島を取り巻く環境は、依然

として大変厳しい状況であり、離島地域の振興

は、極めて重要な課題であると考えております。 

こうしたことから、令和5年3月末をもって期

限を迎える離島振興法の改正・延長については、

次の時代に合った離島振興に向けて関係市町と

議論を重ね、県議会のご意見もお聞きしながら、

「新たな離島振興法に関する意見書」を取りま

とめ、秋頃を目途に国に対して提案を行ってま

いりたいと考えております。 

意見書の策定に当たっては、離島の医療、介

護、教育の充実や交通の確保など、本土との格

差や不利条件を克服するためのさらなる支援策

に加え、離島の特性を活かした新たな日常の実

現や、関係人口の創出、離島が抱える課題を新

しい情報技術などを活用して解決するスマート

アイランドの推進など、10年前の法改正時には

なかった新しい視点を盛り込んでまいりたいと

考えております。 

今回の法改正・延長においては、本県の離島

の実情を踏まえた実効ある施策が数多く盛り込

まれるよう、県議会の皆様はもとより、各市町

や関係団体と一体となって、その施策充実に全

力を注いでまいりたいと考えているところであ

ります。 

次に、今後の国土強靱化に対する県の認識に

ついてのお尋ねであります。 

本県は、多くの離島・半島を有し、また、土

砂災害警戒区域の指定数は3万2,000か所を超

え、全国で2番目に多いなど、地理的、地形的

に不利な条件を抱えております。 

昨年度、このような本県の実情とともに、必

要な予算の確保を国に重ねて要望した結果、「国

土強靱化5か年加速化対策」の初年度となる令

和2年度補正予算においては、国土交通省関係

で、市町事業を含めて九州で2番目の規模とな

る約462億円の配分をいただいたところであり

ます。 

しかしながら、毎年のように発生する大規模

災害から人命を守っていくための強靱な県土づ

くりは、まだまだ道半ばであり、3か年緊急対

策で効果を実感した斜面崩壊防止など局所対策

に加えて、高規格道路のミッシングリンクの解

消など、県民の安全・安心の確保のため、引き

続き、しっかりと取り組んでいく必要があると

考えております。 

このため、県では、今月実施した政府施策要

望において、重点項目として要望したほか、今

月10日には、「骨太方針」の閣議決定を前に、

国土交通省及び財務省に対して、強靱な県土づ

くりのための予算確保に関する要望をオンライ

ン方式で行ったところであります。 

今後も、補正予算の円滑な執行に努めるとと

もに、コロナ禍で対面による要望活動が困難な
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状況にあっても、あらゆる機会を捉えて必要な

予算確保を国に強く訴えてまいりたいと考えて

おります。 

そのほかのご質問については、関係部局長か

らお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私から、3点お答え

いたします。 

まず、公共土木施設災害復旧工事の進捗につ

いてのお尋ねですが、令和2年の7月豪雨や、台

風9号、台風10号などにより、県が管理する公

共土木施設が受けた被害は、147件に及び、復

旧費は約47億円です。 

県では、災害査定後、速やかな工事発注に努

めており、現在の発注件数は101件で、全体の

約7割になります。残る3割についても、用地取

得など地元調整が整い次第、速やかな発注に努

め、一日も早い安心・安全の確保に取り組んで

まいります。 

次に、釣り文化振興モデル港を活用した観光

振興についてのお尋ねですが、青方港における

安全対策については、本年度、看板やラインな

どによる注意喚起や救命浮き輪など、安全施設

の設置を予定しています。 

施設設置後、安全訓練を実施し、安全性を確

認したうえで、来年度の受入れ開始に向けて準

備を進めてまいります。 

トイレや休憩所については、当面、漁協など

の既存施設の活用を考えていますが、今後の利

用状況を見据えながら、さらなる受入れ環境の

充実について、新上五島町や関係団体と意見交

換を図ってまいりたいと考えています。 

次に、サイクルツーリズムの推進についての

お尋ねですが、サイクルツーリズムの推進につ

いては、現在、上五島地域、下五島地域、大村

湾南部地域及び島原半島地域の4地域において、

国や関係市町及び観光協会等と連携し、取り組

んでいるところです。 

そのうち、上五島地域では、自転車の走行環

境の整備として、路面の段差や、わだちの補修、

サイクリストなどが迷わず快適に走行できるブ

ルーラインなどの路面標示や案内標識の整備を

行っており、これらは電動キックボードなどの

安全な走行にも対応できるものと考えています。 

併せて、受入れ環境の整備として、休憩施設

の充実や地域の魅力を活用した取組が重要であ

ることから、「釣り文化振興モデル港」である

青方港と連携した取組についても検討してまい

ります。 

なお、電動キックボードについては、原動機

付き自転車に該当することから、公道を走行す

るためには運転免許やヘルメットの着用及びナ

ンバープレートなどが義務づけられていますが、

「産業競争力強化法」に基づく「新事業特例制

度」の認定を受けることにより、ヘルメット着

用が任意となるなど規制緩和が進められており、

全国的にも注目されているところです。 

今後も、サイクルツーリズムの推進について、

次世代モビリティも含めた走行環境の整備や安

全教育等について、関係者と一体となって取り

組んでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） ふるさと教

育について、さらに充実させるために今後どの

ような取組を行っていくのかというお尋ねでご

ざいます。 

これまでも、小学校におきましては、自然体

験や人々との関わりを通して、ふるさとへの愛

着や誇りを育み、そのうえに中学校では、文化

や産業などについて学ぶ中で、チャレンジ精神
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や探究心など、ふるさとを担おうとする実践力

を身に付けるふるさと教育を展開してまいりま

した。 

さらに、今年度からは、県内の9市町11の中

学校を指定しまして、地元企業や関係部局等と

連携しながら、生徒が地域の課題を解決するな

どの教育活動を実践する、ふるさとの新たな魅

力を創出するキャリア教育実践事業に取り組ん

でおります。 

また、高校においては、中学校での取組を踏

まえ、地域の課題をさらに掘り下げ、自分ごと

として捉えながら、その解決に向けて主体的に

行動できる生徒を育てるために、地域をフィー

ルドとした課題探求型学習を行っています。 

加えて、県教育委員会としましては、希望す

る高校生に対して、起業家精神を育む研修を実

施するととともに、ＳＤＧｓの視点から優れた

課題研究を行っているグループの取組を県立高

校生に紹介することで、ふるさと教育の質の向

上を図りたいと考えております。 

今後とも、発展段階に応じたふるさと教育の

充実に向け、地域や関係機関と連携しながら取

り組んでまいります。 

2点目に、統合した学校の指導体制充実のた

め、どのような手だてを講じているのかとのお

尋ねでございます。 

学校の統合に際しては、新しい学校生活に期

待する一方で、子どもや保護者の中には、友達

と良好な関係をつくることができるのか、きめ

細かな指導を受けることができるのかといった

様々な不安が生じることがあるというふうに聞

いております。 

県教育委員会としましては、市町教育委員会

と綿密に連携を図りながら、統合を考慮して教

員を配置するとともに、統合支援のための加配

教員を一定期間、配置しているところでありま

す。 

今後も、統合した学校において、子どもたち

が安心して学校生活を送ることができるよう、

指導体制の充実に努めてまいります。 

3点目に、今後の学力向上について、県教育

委員会として、どのように取り組んでいくのか

というお尋ねでございます。 

小中学校では、新学習指導要領の実施を受け、

児童生徒が主体的に考え、課題を解決しながら

学力を身に付ける授業の工夫を重ねており、県

としましては、授業改善の指針を市町と連携し

て作成しております。 

また、この指針には、学力調査の分析から見

えた課題でもあります、読解力の育成に関する

内容も盛り込んでおります。 

今後は、本指針を活用した教育研修等を通じ

て、学力向上の取組の充実を図ってまいります。 

一方、高等学校におきましては、自ら学びに

向かう生徒の育成が課題だと認識しております。

教員主導の受け身の学習だけではなく、生徒自

身が自分の関心や課題に基づいて、主体的に学

んだり、生徒同士が議論を交わしながら学びを

深めていくなど、いわゆる主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善を行っていると

ころでございます。 

今後は、一人一台端末を活用することで、個

に応じた主体的な学びと児童生徒同士の協働的

な学びの充実が一層図られることが期待されま

す。 

端末導入後におきましては、県教育委員会の

職員が授業を参観し、助言を与えたり、成果を

上げている他校の教員の指導を紹介するなど、

授業や指導改善の支援に努め、児童生徒の学力

向上を図ってまいりたいと考えております。 
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最後に、県立高校における新しい学科の設置
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目的や特色は何かというお尋ねでございます。 
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新しい知識・技能を求めて学び、困難に果敢に

挑戦する意欲、態度を育むことにより、急激に

変化している社会に対応できる人材の育成を目

指した学科改編を行うことにいたしております。 

松浦高校に令和4年度から全国で初めて新し

い普通科の形として導入する「地域科学科」で

は、普通教育を基盤としながらも、地域社会の

課題や魅力に着目した科学的・実践的学びの充

実を図ります。 

それにより、社会の変化に対応できる「課題

解決能力」や「ふるさとを大切にする姿勢」を

身に付けさせ、地域や社会の未来を担うリーダ

ーの育成を目指してまいります。 

また、長崎北陽台高校、佐世保南高校、島原

高校、大村高校、猶興館高校の各高校に、令和

5年度から導入する予定の「文理探究科」では、

大学や国際機関等と連携・協働し、理系、文系

の枠を超えて、教科横断的な探究型学習の充実

を図ります。 

 それにより、多彩な学問分野を学ぶ大学への

進学に必要な基盤的、総合的学力を身に付けさ

せ、ふるさと長崎や世界の未来を拓くリーダー

の育成を目指してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斎藤 晃君） コロナ禍の影響によ

る販売促進や経営支援に係る県の見解と今後の

取組はとのお尋ねでありますが、新型コロナの

感染拡大に伴う需要の低迷により、様々な魚種

で価格が下落するなどの影響が出ていることは、

十分承知しております。 

このため、流通販売対策として学校給食等へ

の食材提供、水産物のＰＲやネットを利用した

取引の送料無償化などに取り組みつつ、さらに、

今年度からは、地元や都市部において天然魚を

中心とした販売促進キャンペーンなど、商流確

保の取組を支援しているところでございます。 

また、経営安定や所得向上を図る経営計画の

作成と設備投資への支援、併せて計画実現に向

けてのフォローアップを実施しております。 

金融面では、貸付利子の無利子化、貸付限度

額の引上げ、無担保化等の措置が講じられてお

り、さらに、漁業者も活用可能な新たに創設さ

れた「月次支援金」の制度についても、幅広く

周知してまいります。 

今後とも、漁業者の実情を国へ伝えるととも

に、コロナ禍にあっても、安心して漁業を続け

られるよう、国と連携して各種施策の十分な活

用や情勢を踏まえた新たな施策の検討を進めて

まいります。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、ながさ

き森林環境税について、2点お答えをさせてい

ただきます。 

まず、ながさき森林環境税のこれまでの取組

と成果はどのようになっているのかとのお尋ね

ですが、ながさき森林環境税の主な取組として、

まず、森林環境の保全のため、荒廃した人工林

の間伐を実施することで、太陽光が地表に届き、

下草を育て、土砂流出防止や水源涵養などの森

林の持つ公益的機能の回復・維持を図るととも

に、間伐材を山から運び出すための森林作業道

の開設を行いました。 

この成果として、2万1,000ヘクタールの手入

れされていない人工林のうち、62％に当たる 

1万3,000ヘクタールを整備し、令和元年度の木

材生産量も、森林環境税導入前の約3倍となる
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16万8,000立方メートルに拡大するなど、森林

保全が図られるとともに、林業振興にもつなが

っているところです。 

次に、県民参加による森林づくりとして、児

童による椿などの植樹や木工体験、学校や公民

館への地元のヒノキを活用した机や本棚の設置

など、地域の森林づくりや県産材の利用促進に

つながる市町の様々な取組を支援してまいりま

した。 

また、平成21年度からは、「長崎県森林ボラ

ンティア支援センター」を設置し、ボランティ

ア団体の人材育成や相互の連携強化、企業の社

会貢献活動のサポートを行っているところです。 

この成果として、ボランティア団体の登録数

は、森林環境税導入前の約3倍となる42団体に

増加するとともに、企業と地域住民とのマッチ

ングによる森林づくりなど、取組の裾野も広が

り、イベントも含めた森林ボランティアの参加

者は、延べ18万4,000人となるなど、森林保全

に対する県民参加と理解促進につながっている

ところです。 

次に、国の森林環境譲与税の創設を踏まえ、

ながさき森林環境税の今後の方向性について、

どのように考えているのかとのお尋ねですが、

国の森林環境譲与税は、所有者や境界が不明と

なり、手入れがされず、荒廃した人工林を対象

に、市町が間伐等を実施し、森林資源として適

切に整備等を行うための財源として創出された

ところです。 

県のながさき森林環境税におきましても、こ

れまでは荒廃した人工林を対象として間伐等を

実施してきたところですが、今後は、国の譲与

税の対象とならない県民に身近な里山林整備の

拡大や、先ほど答弁をいたしました県民参加の

森林づくりの取組など、国の制度とのすみ分け

を行う必要があると考えております。 

令和4年度以降のながさき森林環境税の方向

性につきましては、現在、関係者、関係団体な

どのご意見を伺いながら、基本方針案を取りま

とめているところであり、今後、県議会をはじ

め、外部の有識者やパブリックコメントを通じ

た県民の皆様のご意見を賜りながら、その在り

方を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） 答弁、ありがとうござ

いました。 

再質問に入らせていただきたいと思います。 

1点目の離島振興法の改正・延長についてで

すけれども、先ほど、「新たな離島振興法の改

正・延長に向けた意見書の新たな視点として、

離島が抱える課題を新しい情報・技術を活用し

たスマートアイランドの取組を積極的に推進す

る」という答弁がありました。 

上五島町においても、人口減少と少子・高齢

化の進行により、公共交通サービスの維持・確

保が厳しさを増す中、持続可能な公共交通サー

ビスの提供を確保するために、世界的な自動車

メーカーと相互に連携し、効率的な送迎サービ

スの提供や高齢者の介護支援などの地域課題の

解決に取り組んでいます。 

意見書の中では、こうした取組が新たな雇用

の受け皿として地元に根づくよう、国との支援

策の充実を図るとともに、こうした夢や希望が

ある先進的な施策が様々な離島地域で展開され

るようにしていかなければならないと考えます

が、県の見解はどうでしょうか。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（村上弘司君） スマートア

イランドにつきましては、人口減少や高齢化が

進む中で、公共交通や医療人材の確保など、離
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島が抱えます課題を民間企業等と連携しながら、
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通信システム（５Ｇ）等の情報通信基盤の整備
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民と地域住民とが継続的に多様な形で関わる関

係人口を生み出すような取組の促進のほか、洋

上風力発電等の再生可能エネルギーの推進など、

今後の成長が期待される先進的な取組を離島で

積極的に展開できるような施策の提案を盛り込

んでおります。 

このほか、離島の不利条件を克服するため、

生活環境、インフラの整備のほか、離島の医療、

介護、教育のさらなる充実や離島航路・航空路

の交通の確保、小規模離島に対します支援の充

実などの施策を掲げているところであります。 

今後、意見書の具体的な内容等につきまして

は、関係市町、県議会の皆様のご意見等もいた

だきながら、幅広く検討してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） よろしくお願いします。 

2点目の土木行政についてですけれども、上

五島においては、令和元年にも大きな被害を受

け、山本内閣府特命大臣の現地調査も行われて

おります。 

令和2年度も公共土木施設に被害を受けたた

め、住民は復旧状況に強い関心を寄せておりま

す。私にも進捗状況について、いろいろと尋ね

られます。 

そこで、上五島の令和2年の県公共土木施設

災害復旧工事の進捗状況について、お伺いしま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 上五島支所管内で県

が管理する公共土木施設の被害は、一般県道佐

尾港線の道路のり面崩壊など、合計3件で、復

旧費は約3,100万円となっており、既に3か所全

ての発注を終えています。 

このうち、道路災害の2か所については、復

旧を完了しており、残る港湾施設についても、

令和3年8月の完了を目指しているところです。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） 上五島の海の玄関口で

ある奈良尾漁港も、令和2年9月の台風により被

害を受けたため、島民の方々は不便に感じ、早

期復旧を強く求めておりますが、復旧工事の進

捗状況についてもお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斎藤 晃君） 奈良尾漁港では、昨

年の台風10号により、ジェットフォイルが利用

している浮き桟橋の連絡橋の屋根が飛散するな

ど、漁港施設の被害は3件で、復旧費は約9,700

万円になっております。 

現在、被害を受けた施設の復旧工事に着手し
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ており、このうち防波堤及び護岸の工事につい

ては、9月末の完了を、また、浮き桟橋につい

ては、令和4年1月末に工事を完了する予定であ

り、引き続き、工事関係者と調整を図り、一日

も早い復旧が可能となるよう、努めてまいりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） どうもありがとうござ

います。よろしくお願いします。 

次に、教育委員会の方にですけれども、県教

育委員会においては、「ふるさと教育をさらに

推進していく」との答弁がありましたが、離島

における人口減少の状況を考えると、特に、離

島の学校におけるふるさと教育の重要性を感じ

ております。 

しかしながら、ふるさと教育を推進するため

の児童生徒の交通費や講師謝金などの経費を生

み出すことに苦慮している離島の市町もあると

聞いております。 

そこで、離島の学校において、ふるさと教育

に十分取り組むことができるよう、これらの地

域の学校へ財政的な支援はできないものか、お

尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 県教育委員

会といたしましては、人口減少が著しい離島部

におけるふるさと教育の推進の重要性について

は、認識しております。 

そのため、離島振興法の改正に向けた意見書

におきまして、離島部でのふるさと教育の推進

体制の財政支援の拡充を盛り込み、今後、財政

支援につきましても国に対して要望してまいり

たいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） 先ほど、教育委員会教

育長から義務教育及び高等学校段階の学力向上

に係る取組について、ご答弁いただきました。 

本県の児童生徒たちが学校教育において、そ

れぞれの能力や可能性を伸ばす中で、適性を磨

き、将来、社会で活躍してほしいと願っており

ます。 

そのためには、これからは個々の適性や能力

に応じた学習が一層大事になるのではないかと

考えています。 

現在、各高等学校においては、卒業後の就職

や進学など、それぞれの進路希望に応じた学力

の向上に取り組んでいただいておりますが、

個々の能力に応じた学習の観点からも、いわゆ

る難関大学等に進学を希望する生徒の進路実現

も重要であると考えます。 

大学入試の内容も大変変化している中で、難

関と言われる大学進学を希望する生徒に対する

学力向上の取組について、県教育委員会にお尋

ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 高等学校に

おきましては、従前から生徒の進路目標の実現

に向けて、習熟度別授業や個人添削指導などを

行っております。 

生徒の学力向上には、教員の指導力向上が不

可欠であり、教育研修の一例として、県教育委

員会の職員と県立高校の教員が各教科ごとに集

まり、授業を参観したり、教材や指導法を研究

したりなど、学校を超えた研修を行っておりま

す。 

さらに、今後、一人一台端末の導入により、

従来の指導法や指導力に加え、情報技術を活か

した教育サービスを活用し、習熟度に応じた指

導の充実を図るなど、教員には新たな指導力が

求められます。 
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県教育委員会としましては、学校と一体とな

って端末を有効活用した指導法などについて研

さんを重ね、個々の生徒の習熟度や進路目標に

応じた質の高い学びを提供することで進路実現

を図り、生徒や保護者、また、地域の期待にも

応えてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） どうもありがとうござ

います。 

多様化した学校現場では、各先生たちがいろ

んな面でご苦労されていると思います。ここか

らエールを送らせてもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

次に、上五島地域の港湾道路を活用した観光

振興について。 

魚を釣って楽しむだけではなく、例えば、釣

った魚を自宅へ配送するサービスであるとか、

釣った魚を料理して食べさせるサービスの提供

など、付加価値のある取組も必要ではないかと

思います。 

また、釣り以外でも、例えば、釣り場近くの

浮き桟橋から観光船を発着させ、夕焼けや普段

見ることのできない島の断崖を見ることができ

れば滞在時間の延長にもつながると思います。 

島の特性である海を活かした体験メニューに

対する県の見解と支援について、お尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） ご提案にあ

りました海を活かした体験メニューなどの付加

価値を上げる取組は、お客様の満足度向上につ

ながるだけでなく、地元にお金を落とす仕組み

という観点からも大変有益であると考えており

ます。 

現在、青方港では、地元漁協が主体となりま

して、港に水揚げされた魚を料理して提供する

サービスが実施されておりますが、今後は、釣

った魚を自宅へ配送するサービスなど、釣り人

向けの商品開発についても検討が進められてお

ります。 

県といたしましても、こうした地元の取組を

後押ししていくこととしておりまして、今年度

は旅行会社を招聘したツアーや先進地視察など

の取組を支援することとしております。 

今後も、地域の魅力を最大限に活かした体験

型のコンテンツの充実など、地域が主体となっ

て消費単価の増加につなげる取組につきまして、

引き続き、支援してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番（近藤智昭君） これは要望ですけれど

も、観光振興の観点からもう一点ですね。 

ヨット愛好者は、風光明媚な地方の港を拠点

として周辺地域を周遊することを楽しみにして

おります。関東や関西の愛好者の間では、長崎

港から五島や平戸に寄港するコースがよく知ら

れています。 

寄港地では、食事や観光、物資補給などによ

る地域への経済効果が期待されることから、こ

うしたヨットの誘致を進めていくことで、今後、

長崎県の観光産業の活性化につながってくるも

のと私は考えております。 

長崎港には、ヨットを保管係留できる施設と

して長崎サンセットマリーナ、長崎出島ハーバ

ーがありますが、両施設は既に満杯に近い状態

となっています。 

また、50フィートを超えるヨットを係留させ

ることができない、施設が整ってないんですね、

「これまで以上にヨットの受入れを行うことが

難しい」とヨットハーバーは言っております。 

長崎県の自然環境を活かし、ヨットを受け入
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れるための取組が地域活性化につながると考え

ますので、今後のヨット受入れ環境の向上につ

いて、要望しておきます。 

もう一つ、要望しておきます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による沿岸

漁業者への影響についてですけれども、県にお

かれましては、販売促進や融資制度の緩和など

の各種取組のほか、国の支援金の活用促進など

にも取り組まれているとのことですが、コロナ

禍において、市場の魚価が低迷する中、沿岸漁

業者から、私が直接聞く言葉ですけれども、一

定以下に魚価が下落した際、例えば、1キロ当

たり500円から1,000円ぐらいの価格保障がで

きないものかという声が寄せられているんです

ね。 

なかなか難しいと思います。市場価格の保障

については、非常に難しい問題です。県単独で

は困難かと思いますが、こうした生産者の声を

国に伝えていただき、困っている漁業者、つま

り小型、普通いう小漁師です。こういう方々が

本当に困った状況の中で、毎日を、天気がよく

ても漁に行けるのか、行けないのか、いろんな

葛藤の中で魚を捕っても、それが赤字になるよ

うな魚価だったら、もう夢も希望もないと思い

ます。（発言する者あり） 

そういうことについて国と県が連携して何ら

かの対策を検討していただきたいと思っており

ます。ぜひよろしくお願いします。これは要望

でいいです、難しい問題です。 

最後に要望して、これで私の質問を終わらせ

ていただきます。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ―

 
 

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇副議長（松本洋介君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。 

千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君）（拍手）〔登壇〕 13

番、自由民主党・県民会議、諫早市選出の「い

さはや愛が原動力」、千住良治でございます。 

今回、貴重な一般質問の機会をいただきまし

て、先輩議員をはじめ、皆様方に大変感謝いた

しております。 

また、画面を通じて多くの皆様にご覧いただ

いており、この機会を大変ありがたく思ってお

ります。 

3月に行われました諫早市補欠選挙におきま

して、多くの皆様にお力添えをいただき、この

県議会に送り出していただきました。県民の皆

様の負託と信頼に全身全霊をかけて応えていく

覚悟でございます。 

先輩議員の皆様をはじめ、職員の皆様、また

県民の皆様とも力を合わせ、子や孫に明るく、

希望のある長崎を、誇れる長崎を目指し、長崎

愛が原動力で頑張ってまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは、議長にお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして、一括質問にて進めさせ

ていただきます。 

知事、教育委員会教育長、関係部局長の皆様、

今回、はじめての質問ということで欲張り過ぎ

まして、質問が多く、浅くなっておりますが、

答弁の方は、深く、熱い答弁をよろしくお願い

いたします。（発言する者あり） 

1、2025年・2040年問題について。 

（1）見込まれる問題点とこれからの取り組
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れるための取組が地域活性化につながると考え

ますので、今後のヨット受入れ環境の向上につ

いて、要望しておきます。 

もう一つ、要望しておきます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による沿岸

漁業者への影響についてですけれども、県にお
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の各種取組のほか、国の支援金の活用促進など

にも取り組まれているとのことですが、コロナ

禍において、市場の魚価が低迷する中、沿岸漁

業者から、私が直接聞く言葉ですけれども、一

定以下に魚価が下落した際、例えば、1キロ当

たり500円から1,000円ぐらいの価格保障がで

きないものかという声が寄せられているんです

ね。 

なかなか難しいと思います。市場価格の保障

については、非常に難しい問題です。県単独で

は困難かと思いますが、こうした生産者の声を

国に伝えていただき、困っている漁業者、つま

り小型、普通いう小漁師です。こういう方々が

本当に困った状況の中で、毎日を、天気がよく

ても漁に行けるのか、行けないのか、いろんな
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うな魚価だったら、もう夢も希望もないと思い
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そういうことについて国と県が連携して何ら
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さはや愛が原動力」、千住良治でございます。 

今回、貴重な一般質問の機会をいただきまし

て、先輩議員をはじめ、皆様方に大変感謝いた

しております。 

また、画面を通じて多くの皆様にご覧いただ

いており、この機会を大変ありがたく思ってお

ります。 

3月に行われました諫早市補欠選挙におきま

して、多くの皆様にお力添えをいただき、この

県議会に送り出していただきました。県民の皆

様の負託と信頼に全身全霊をかけて応えていく

覚悟でございます。 

先輩議員の皆様をはじめ、職員の皆様、また

県民の皆様とも力を合わせ、子や孫に明るく、

希望のある長崎を、誇れる長崎を目指し、長崎

愛が原動力で頑張ってまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは、議長にお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして、一括質問にて進めさせ

ていただきます。 

知事、教育委員会教育長、関係部局長の皆様、

今回、はじめての質問ということで欲張り過ぎ

まして、質問が多く、浅くなっておりますが、

答弁の方は、深く、熱い答弁をよろしくお願い

いたします。（発言する者あり） 

1、2025年・2040年問題について。 

（1）見込まれる問題点とこれからの取り組
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みについて。 

2025年問題とは、皆様がご存じのとおり、第

一次ベビーブームの年代、いわゆる団塊の世代

が後期高齢者の年齢に達し、医療や介護などの

社会保障費の急増など、多くの懸念がされる問

題です。 

2025年には、後期高齢者人口が約2,200万人

となり、国民4人に1人が75歳以上となると言わ

れております。65歳以上の老年人口においては、

国が2040年にピークを迎えるのに対し、長崎県

においては、さらに15年も早く、2025年にピー

クを迎えると言われております。 

2040年には、私たち年代の団塊ジュニアの世

代が65歳以上となり、1人の高齢者を1.5人の現

役世代が支えることとなり、医師や介護士の不

足、高齢者の貧困化、インフラの老朽化など、

言われております。 

そこで、長崎県として、2025年、2040年に現

段階で見込まれる問題点とこれからの取組につ

いて、知事にお聞きします。 

（2）介護事業における人材確保の取り組み

について。 

介護事業者の方のお話では、介護サービスを

利用する高齢者の方は増えてきておりますが、

なかなか介護職に就く方も少なく、また職に就

いたとしても離職する方も多く、人材の確保が

大変だということをお聞きします。現場からは、

人手が足りない、賃金が低い、精神的にも肉体

的にもつらいなど、多くの声を聞きます。介護

事業における人材確保はもちろんですが、現在

働いている方にも長く勤めていただけることも

重要ではないでしょうか。 

そこで、介護事業に関して、これからの人材

確保並びに支援についての取組をどのように行

っていくのか、お聞きします。 

（3）民生委員・児童委員について。 

超高齢化社会、加速する核家族化、地域住民

の生活課題や福祉課題が変化していく中で、地

域の方々に寄り添い、人と人、人と地域をつな

ぎ、地域住民の身近な相談相手として必要な支

援を行っておられ、地域の皆さんの暮らしを見

守る重要な役を担う民生委員・児童委員の皆さ

んがおられます。 

民生委員の皆さんは、「民生委員法」及び「児

童福祉法」に基づき、厚生労働大臣から委嘱さ

れて、非常勤の地方公務員であり、地域福祉を

担うボランティアとして活動され、地域の要と

も言える存在であります。 

長崎県の人口は、ここ10年で約10万人減少し

ているものの、世帯数は、約1万3,000世帯増え

ております。私の地元諫早市では、ここ10年で

人口が6,200人減少しているものの、世帯数は約

3,800世帯増えております。核家族化や地域のつ

ながりの希薄化など、顕著に出てきており、ま

すます民生委員・児童委員の役割は大きなもの

となるのではないでしょうか。 

そこで、お聞きします。 

民生委員・児童委員は、地域の重要な要職で

あると考えますが、県として、民生委員・児童

委員に対して、どのような見解を持っているの

か、お聞きします。 

2、新型コロナウイルスによる影響と今後の

取り組みについて。 

ようやくワクチン接種がはじまり、一筋の光

が見えてきたと、私だけでなく、多くの方が感

じているのではないでしょうか。今回、3つの

分野における影響と今後の取組について、お尋

ねします。 

（1）農林水産業への昨年度の影響と今後の

対策について。 

─ 93 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２５日）

感染拡大状況により、緊急事態宣言の発出、

学校の休校、各種行事やイベントの中止、飲食

店の時間短縮営業、不要不急の外出自粛、県を

またぐ移動の制限など、あらゆるところで影響

が出ており、多くの業種が経済的なダメージを

受けております。 

農林水産業においては、これまでどおりの販

売ができず価格が下がった、売上げの減少など、

多くの声を聞きます。 

そこで、新型コロナウイルスによる農林水産

業への昨年度の影響と、今後の対策をどのよう

に行っていくのか、特に、影響を受けた品目な

どに対して、今後どのように取り組んでいくの

かをお聞きします。 

（2）ワクチン接種の状況並びに課題と今後

のスケジュールについて。 

集団接種、職域接種もはじまり、ワクチン接

種は広がってきております。 

しかしながら、若い世代は、いつ接種ができ

るのか、ワクチンを接種した後の生活スタイル

はどうなるのかなど、まだまだ見えない部分も

多くあります。また、ワクチン接種の副反応を

心配され、接種をちゅうちょされている方や、

既往症や持病で接種を迷われている方なども多

くいらっしゃいます。そして、ワクチンを2回

打てば感染しないと思われている方もおられる

など、正確な情報発信が求められていると思い

ます。 

そこで、ワクチン接種の状況、並びに皆さん

の不安や接種後の行動などの情報発信と今後の

スケジュールについて、どうなっているのか、

お聞きします。 

（3）これからの公共交通について。 

以前、自家用車は一家に一台であった時代も

ありましたが、現在は、一人に一台の時代とも

言われ、公共交通の利用の低下による縮小、利

便性の低下から利用者が減るという悪循環の部

分も見えるのではないかと思います。 

各自治体は、住民の足を存続させるために、

多くの補助金を出し、何とか存続させている中

で、新型コロナウイルスにより、公共交通機関

にも大きな影響が出ているのではないでしょう

か。 

先日より、長崎市内における県営バスと長崎

バスによる共同運行、島原市においては、路線

廃止によるコミュニティバスの導入など、公共

交通ネットワークの縮小やサービス水準の低下

が懸念されております。 

そこで、お聞きします。 

大変厳しい状況下で、公共交通においても大

きな影響を受け、今後、縮小や廃止も考えられ

ます。今後、公共交通をどのように維持し、県

民の足を確保していくのか、その取組をお尋ね

します。 

3､再生可能エネルギーの活用について。 

今年、長崎県は、「2050年二酸化炭素排出実

質ゼロ」を表明し、「第2次長崎県地域温暖化

対策実行計画」の中で、長期目標として、2050

年度までの脱炭素社会の実現を明記し、その計

画に基づき、まずは2030年度までに温室効果ガ

スを2013年度比で45.2％削減とし、それを達成

するために、従来からの省エネ推進等の取組に

加え、電動車の導入の促進、アプリやＳＮＳな

どを活用した普及啓発など、新たな取組を進め

ていくとしております。 

また、県は、34の自治体と約200社が参加し

ている自然エネルギー協議会にも加盟いたして

おり、先日、その自然エネルギー協議会は、2050

年カーボンニュートラルを達成するために、自

然エネルギーの最大限導入をし、2030年には、
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感染拡大状況により、緊急事態宣言の発出、

学校の休校、各種行事やイベントの中止、飲食

店の時間短縮営業、不要不急の外出自粛、県を

またぐ移動の制限など、あらゆるところで影響

が出ており、多くの業種が経済的なダメージを

受けております。 

農林水産業においては、これまでどおりの販

売ができず価格が下がった、売上げの減少など、

多くの声を聞きます。 

そこで、新型コロナウイルスによる農林水産

業への昨年度の影響と、今後の対策をどのよう

に行っていくのか、特に、影響を受けた品目な

どに対して、今後どのように取り組んでいくの

かをお聞きします。 

（2）ワクチン接種の状況並びに課題と今後

のスケジュールについて。 

集団接種、職域接種もはじまり、ワクチン接

種は広がってきております。 

しかしながら、若い世代は、いつ接種ができ

るのか、ワクチンを接種した後の生活スタイル

はどうなるのかなど、まだまだ見えない部分も

多くあります。また、ワクチン接種の副反応を

心配され、接種をちゅうちょされている方や、

既往症や持病で接種を迷われている方なども多

くいらっしゃいます。そして、ワクチンを2回

打てば感染しないと思われている方もおられる

など、正確な情報発信が求められていると思い

ます。 

そこで、ワクチン接種の状況、並びに皆さん

の不安や接種後の行動などの情報発信と今後の

スケジュールについて、どうなっているのか、

お聞きします。 

（3）これからの公共交通について。 

以前、自家用車は一家に一台であった時代も

ありましたが、現在は、一人に一台の時代とも

言われ、公共交通の利用の低下による縮小、利

便性の低下から利用者が減るという悪循環の部

分も見えるのではないかと思います。 

各自治体は、住民の足を存続させるために、

多くの補助金を出し、何とか存続させている中

で、新型コロナウイルスにより、公共交通機関

にも大きな影響が出ているのではないでしょう

か。 

先日より、長崎市内における県営バスと長崎

バスによる共同運行、島原市においては、路線

廃止によるコミュニティバスの導入など、公共

交通ネットワークの縮小やサービス水準の低下

が懸念されております。 

そこで、お聞きします。 

大変厳しい状況下で、公共交通においても大

きな影響を受け、今後、縮小や廃止も考えられ

ます。今後、公共交通をどのように維持し、県

民の足を確保していくのか、その取組をお尋ね

します。 

3､再生可能エネルギーの活用について。 

今年、長崎県は、「2050年二酸化炭素排出実

質ゼロ」を表明し、「第2次長崎県地域温暖化

対策実行計画」の中で、長期目標として、2050

年度までの脱炭素社会の実現を明記し、その計

画に基づき、まずは2030年度までに温室効果ガ

スを2013年度比で45.2％削減とし、それを達成

するために、従来からの省エネ推進等の取組に

加え、電動車の導入の促進、アプリやＳＮＳな

どを活用した普及啓発など、新たな取組を進め

ていくとしております。 

また、県は、34の自治体と約200社が参加し

ている自然エネルギー協議会にも加盟いたして

おり、先日、その自然エネルギー協議会は、2050

年カーボンニュートラルを達成するために、自

然エネルギーの最大限導入をし、2030年には、
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自然エネルギー発電比率を約40％超とするな

ど、意欲的な導入目標を設定することを国に要

望しております。 

2030年までは残り10年を切り、スピード感を

持って県が先頭に立ち進めることで、企業だけ

でなく、県民の皆さんの意識も高まっていくも

のと思います。「第2次長崎県地球温暖化対策

実行計画」が実現されることを願い、質問をい

たします。 

（1）2050年二酸化炭素排出実質ゼロの取り

組みについて。 

「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を長崎県

も表明しておりますが、現状と今後の取組はど

のようになっているのか、お尋ねします。 

（2）太陽光発電について。 

再生エネルギーの太陽光発電に絞ってお聞き

します。 

これまでの再生可能エネルギーの推進につい

ては、売電価格も高く、ビジネスとして利用で

きるほどの売電価格でしたが、現在は、かなり

低くなってきております。 

そこで、売電ではなく、自家消費を考えた取

組がなされております。ＰＰＡモデル（第三者

所有モデル）と言われるものや耕作放棄地の利

用、農業地へ取り入れるソーラーシェアリング

など、多岐にわたって行われています。 

また、今年3月には、営農型太陽光発電の規

制緩和も行われ、荒廃農地を活用する事業者に

は8割要件が適用されなくなりました。また、

農林水産省は、再生可能エネルギーの導入を促

すため、農地転用の規制緩和にも動いておりま

す。 

先日、政府は、2030年までに、国や自治体が

持つ建物や土地の50％に太陽光パネルを設置

するという方針を出しました。2040年には

100％に導入を目指し、2030年度の温暖化ガス

排出を2013年度比で46％削減するには、短期間

で設置できる太陽光パネルの大量導入が欠かせ

ないと見て、公共部門が率先して設置するとい

うことを6月9日に「国・地方脱炭素実現会議」

で示した「地域脱炭素ロードマップ」に盛り込

みました。建物の屋根であれば、立地の制約が
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発電エネルギーについて、県有施設への導入に
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お聞きします。 

（3）民間活用について。 

その取組段階の一つとして、脱炭素社会の実

現に向けた再生可能エネルギー等の利用の促進

を趣旨として、自治体と民間企業が協定を結び、

民間企業の力を借りて、何が有効で、何ができ

るのかなど、共同検討も多く行われております。 

長崎県においても、脱炭素化のスピードアッ

プ、効率化につながると思いますが、民間企業

を活用した取組についての見解をお聞きします。 

4､諫早駅周辺整備における県所有施設の今

後について。 

（1）県営バスターミナル跡地利用について。 

（2）県央振興局移転に関して現状と今後の

スケジュールについて。 

昭和48年11月に、「全国新幹線鉄道整備法」、

整備計画路線として決定され、いよいよ来年、

令和4年秋、九州新幹線西九州ルート（西九州

新幹線）が開業いたします。 

西九州新幹線開業は、暫定開業とはいえ、長

崎県だけでなく、佐賀県にとっても大きなメリ

ットがあるのではないでしょうか。 

諫早市においては、百年の大計と位置づけ、

駅周辺整備も含めて、西九州新幹線と在来線、

島原鉄道、県営バスと、交通結節機能の強化と

して、バスターミナルの機能を再開発ビル内に

移転させ、今後の地域活性に大きな役割が期待

されております。 

そこで、西九州新幹線開業に合わせ、諫早駅

周辺整備における県営バスターミナル跡地利用

と、県央振興局移転については、諫早駅周辺の

活性化に大きく影響し、地元から、ともに早期

の利活用が求められています。地元だけでなく、

長崎県内に大きな起爆剤として地域活性化を担

っていると思います。 

諫早駅は、島原半島の玄関口としても多くの

来県者をお迎えする重要な拠点となります。昨

年11月定例会において、八江議員から、県営バ

スターミナル移転後の跡地利用についての質問

の中で、2022年春の新駅ビル移転に向け、早期

に活用できるよう検討を進めるという答弁があ

っておりました。 

そこで、お聞きします。 

1点目、県営バスターミナル跡地利用につい

て、2点目、県央振興局移転に関して、それぞ

れ現状と今後のスケジュールについて、今回は、

まちのにぎわいという視点からご質問します。 

（3）整備に伴う民間活用について。 

まちのにぎわいを創出するために、地元では、

にぎわいを呼び込むような施設整備を望んでお

られますが、民間活力を最大限に活かした整備

計画をそれぞれできないものか、お尋ねいたし

ます。 

5、学校教育について。 

4月に教育委員会教育長に就任されました平

田教育委員会教育長の記事を新聞で拝見させて

いただきました。学びの機会と教育の質の保障

が第一、現場の意見をしっかり聞き、課題や目

指すイメージを共有していく、組織としては、

慎重になり過ぎず、チャレンジしていきたいと、

抱負が述べられていました。 

また、大事なのは、やはり先生方の働き方改

革、今の先生たちが、やりがいや幸福感を持て

なければ、なり手は増えない。部活動に関して

は、一人の先生が抱え込む状況をなくすため、

学校と地域の役割分担を時間をかけて話してい

く必要があるということでした。 

また、令和3年度の教育行政制度の概要には、

本県の子どもたちが自らの力で人生を切り拓き、

ふるさと長崎に誇りを持って、新たな価値を創
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造していける教育を目指すためには、市町教育

委員会や学校、そして保護者及び地域の皆様と

緊密に連携することが不可欠、互いに、育てた

い子どもの姿や教育に対する思いを共有しなが

ら、教育県長崎の確立を目指してまいりますと、

大変力強い言葉がうたわれており、大変共感い

たしました。 

そこで、私も、小学校の教員免許を持ち、教

壇に立たせていただいた経験から、そして3人

の子を持つ親として、また現在、中学校部活動

の外部指導者としての立場から、教育県長崎の

確立に向けて、質問をさせていただきます。 

（1）特別支援教育について。 

先日、「第二期長崎県特別支援教育推進基本

計画（素案）」が出されました。全国的にも、

少子化により児童生徒数が減少する中、特別支

援教育に関する理解や知識の高まりによって、

特別支援学校に在籍する児童生徒は増加してお

り、県内においても、義務教育段階の児童生徒

数は、平成22年度の626人が、令和2年度には

903人へ約1.4倍に増加、特別支援学級において

は、同じく平成22年度1,100人から、令和2年度

には2,878人へと2.6倍増加、また通級による指

導を受けている児童生徒は、917人から2,708人

と、約3倍となっております。 

通常学級に在籍する発達障害の可能性のある

児童生徒は7.6％程度在籍していると言われて

おり、特別支援教育の対象となる児童生徒は

年々増加し、現場の先生方は、その対応にも大

変苦慮されております。マンパワーが足りない

ということをお聞きします。 

そのような状況の中において、先生方と連携

しながら、支援が必要な子どもの学習活動や学

校生活上の支援を行う特別支援教育支援員の配

置が今まで以上に必要であると思います。また、

同時に、支援が必要な子どもの保護者の理解も

大変重要であります。 

そこで、特別支援教育において、特別支援教

育支援員の増員について教育委員会の見解と、

並びに支援が必要と思われる子どもの保護者の

理解を深めるための親への取組状況と今後の方

向性について、お聞きします。 

（2）教員の人材確保について。 

教員のなり手が減少している中、教員の確保

の問題、同時に質の問題が出てきます。 

そこで、小中学校において、全学年35人学級

の実施に向け動いておりますが、教員の人材確

保について、今後どのように取り組むのか、ま

た代替教員、臨時教員も不足していると聞きま

すが、現状はどうなっているのでしょうか。 

また、その課題を今後どのように打開してい

くのかをお聞きします。 

（3）中学校部活動について。 

私は、中学校の外部指導者として約17年間、

それ以前は、小学生のソフトボールの指導に8

年間、トータル25年間、子どもたちの指導に現

在も携わらせていただいております。 

ここ数年、先生方の働き方改革はよく言われ

ており、それに伴ってか、部活動のガイドライ

ンが出され、平日には一日、土日どちらか一日

は休養日となり、活動時間にも制限がかかって

おります。しかしながら、中総体をはじめ、各

種大会においては、土日を含んで数日間続けて

大会はなされており、大変矛盾を感じておりま

す。 

少子化により部員の確保に苦労している部分

もある中、部活動をやめ、規制のない地域スポ

ーツクラブへ移籍するなどの影響が出てきてお

ります。このままでは、現在の在り方が子ども

たちの部活動にいい影響を与えるとは到底思え
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ません。 

今後、部活動自体、地域クラブにシフトして

いくのか、あくまでも学校教育の一環として行

っていくのか、この先の部活動について、大変

心配しております。 

そこで、中学校部活動の今後の在り方をお聞

きします。 

部活動については、子どもたちの人間形成に

とても大事なものであると私自身考えておりま

すけれども、教育委員会としては、部活動の意

義をどのように考えているのか、お聞きします。 

（4）地域の力を活用した教育について。 

学校教育活動を充実させていくためには、部

活動だけでなく、授業など、その他活動におい

ても、地域の力を活用した教育を行っていく必

要を強く感じますが、今後、県教育委員会とし

て、どのように推進を図ろうとしているのか、

お聞きします。 

（5）工業高校の新設について。 

先日、「長崎県立高等学校教育改革第9次実

施計画」が発表されました。 

先ほどの質問にもありましたとおり、松浦高

校に新しい学科の改編、また5つの高校に教科

横断的な探求型学習に協働的に取り組む学科の

設置がありました。地元への丁寧な説明は不可

欠ですが、社会情勢の変化や未来に向けての取

組として、大変いいことだと私は思っておりま

す。 

そこで、諫早市には、県内有数の工業団地を

構え、新たな産業団地整備も現在進んでおりま

す。高校の進学に当たり、工業高校への進学の

希望者も多く、諫早では、隣接する市の大村工

業や長崎工業高校に通っている生徒も多く、入

試の競争率も大変高いものがあります。 

そこで、高校卒業後、多くの人材が県外へ流

出している現状を踏まえ、地元に残る取組とし

て、各地区に合わせた学科の新設や編成がもっ

とあってもいいのではないかと思います。諫早

地区に工業高校の新設または学科の新設をでき

ないか、お聞きします。 

以上、一回目の質問とし、答弁を求めます。

（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 千住議員のご質

問にお答えいたします。 

2025年、2040年に見込まれる問題点と県の取

組についてのお尋ねであります。 

離島や半島地域を多く抱え、人口減少や少

子・高齢化が全国よりも早く進む本県において

は、2025年頃には高齢人口がピークを迎え、さ

らに2040年頃には生産年齢人口が県人口の5割

を切ることが予想されております。 

このままの状況が続いてまいりますと、労働

力不足に伴う経済・産業活動の縮小を招くとと

もに、公共交通や地域コミュニティの維持・確

保が困難になるなど、深刻な事態に直面するの

ではないかとの強い危機感を抱いているところ

であります。 

このため、今年度からスタートいたしました

総合計画においても、この2040年問題を見据え、

健康長寿対策の推進や様々な産業分野の人材育

成・確保などの施策を盛り込んだところであり

ます。 

今後は、さらに市町や関係団体と連携を図り

ながら、ＩＣＴの積極的な利活用により諸課題

の解決を図るSociety5.0の実現を目指すととも

に、高齢者の社会参加による活躍促進や外国人

材の受入れ、活用、そういった施策を強化し、

持続可能な社会の構築に全力を注いでまいりた

いと考えております。 
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業や長崎工業高校に通っている生徒も多く、入

試の競争率も大変高いものがあります。 

そこで、高校卒業後、多くの人材が県外へ流

出している現状を踏まえ、地元に残る取組とし

て、各地区に合わせた学科の新設や編成がもっ

とあってもいいのではないかと思います。諫早

地区に工業高校の新設または学科の新設をでき

ないか、お聞きします。 

以上、一回目の質問とし、答弁を求めます。

（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 千住議員のご質

問にお答えいたします。 

2025年、2040年に見込まれる問題点と県の取

組についてのお尋ねであります。 

離島や半島地域を多く抱え、人口減少や少

子・高齢化が全国よりも早く進む本県において

は、2025年頃には高齢人口がピークを迎え、さ

らに2040年頃には生産年齢人口が県人口の5割

を切ることが予想されております。 

このままの状況が続いてまいりますと、労働

力不足に伴う経済・産業活動の縮小を招くとと

もに、公共交通や地域コミュニティの維持・確

保が困難になるなど、深刻な事態に直面するの

ではないかとの強い危機感を抱いているところ

であります。 

このため、今年度からスタートいたしました

総合計画においても、この2040年問題を見据え、

健康長寿対策の推進や様々な産業分野の人材育

成・確保などの施策を盛り込んだところであり

ます。 

今後は、さらに市町や関係団体と連携を図り

ながら、ＩＣＴの積極的な利活用により諸課題

の解決を図るSociety5.0の実現を目指すととも

に、高齢者の社会参加による活躍促進や外国人

材の受入れ、活用、そういった施策を強化し、

持続可能な社会の構築に全力を注いでまいりた

いと考えております。 
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そのほかのご質問については、関係部局長か

らお答えをさせていただきます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、3点お

答えさせていただきます。 

まず、介護人材の確保についてのお尋ねでご

ざいます。 

介護職員の確保につきましては、過重労働で、

処遇が低いというイメージが強いこともあり、

職員の確保は困難な状況となっております。 

そのため、昨年度には、約180事業所に対し

まして介護ロボットの導入を支援しており、今

年度は、事業効果の検証を進めているところで

ございます。 

また、介護職員の処遇向上のため、介護報酬

の加算取得を支援しており、令和2年度の月額

平均賃金は21万5,100円で、令和元年度から

9.5％増加しております。 

引き続き、外国人材の確保のほか、若者等へ

の介護事業の魅力の発信なども行い、介護人材

の確保に努めてまいりたいと考えております。 

次に、民生委員・児童委員の役割について、

どう認識しているのかとのお尋ねでございます。 

民生委員・児童委員の皆様には、高齢者の見

守り、子育てや生活困窮の相談支援などの活動

を通して、住民と行政のかけ橋となって地域住

民の生活を支える重要な役割を担っていただい

ております。 

また、訪問による相談支援や各種調査などに

多くの時間を要することや住民のプライバシー

に深く関わることから、精神的な負担も大きい

とお聞きしております。 

県といたしましては、地域福祉の推進に欠か

せない担い手である民生委員・児童委員の活動

を地域住民に周知するとともに、研修実施によ

る資質の向上など、引き続き、その活動を支援

してまいりたいと考えております。 

最後に、新型コロナウイルスのワクチン接種

の状況と今後のスケジュール、またワクチンの

副反応、接種後の行動などの情報発信をしてい

く必要があるのではないかとのお尋ねでござい

ます。 

全体の接種計画につきましては、7月末まで

に、希望する高齢者への接種を完了する予定で

あり、65歳未満の方に対しましては、国は、10

月から11月末までに完了する方針を示してお

ります。 

県は、各市町に対しまして、65歳未満の方へ

の接種券の発送時期や追加での会場の確保を検

討し、接種をさらに加速化するよう依頼してお

り、今後、各市町におきまして、住民に対する

周知をお願いしたいと考えております。 

また、副反応につきましては、県のコールセ

ンターで看護師等が適切に対応しており、接種

後でも適切な感染管理の継続は必要であること

から、接種会場におきまして、パンフレットも

活用して周知を行っており、引き続き、正確な

情報提供に努めたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 新型コロナウイルス

による農林業への昨年度の影響と今後の対策を

どのように考えているのかとのお尋ねですが、

昨年は、緊急事態宣言等の発出による外出自粛、

イベント等の中止や縮小による国内外の需要の

落ち込みなどから、和牛枝肉や花卉、木材の価

格が大幅に下落するなど、本県農林業にも大き

な影響が出たところであります。 

そのため、県としましては、国の臨時交付金

等を活用し、事業継続・転換に必要な機械、設

備の導入支援や県内での消費拡大対策等に取り
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組んでまいりました。 

その結果、現時点では、昨年、大きく影響を

受けた子牛、枝肉、木材、草花類など、多くの

品目においては、家庭消費の拡大や競合相手で

あった輸入品の減少などもありまして、生産量

や単価は新型コロナウイルス感染症拡大前の水

準まで回復したところであります。 

しかしながら、葬儀等の縮小などにより、い

まだに輪菊の需要低迷が続いていることから、

今後も引き続き、生産者団体とも連携をして、

県産菊の需要喚起等を支援してまいります。 

また、他の品目についても、依然として新型

コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない

ことから、継続して今後の動向を注視し、生産

者が安心して事業継続できるよう、早期に対応

してまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長（斎藤 晃君） 私からは、新型コロ

ナの影響における水産業についての品目に対す

る取組ですとか、回答させていただきます。 

新型コロナ感染拡大に伴う輸出の停滞や外食

需要の衰退により、養殖魚については、昨年春

頃から在庫の滞留が見られたため、学校給食へ

の食材提供やネット通販等の販売促進対策、需

要が回復するまでの調整保管に係る経費への支

援などを行い、生産者の努力も相まって、在庫

の滞留といったものが概ね解消されてきたとこ

ろでございます。 

一方、天然魚につきましては、再度の緊急事

態宣言以降、荷動きが悪化したということでご

ざいまして、漁協等が行う県内外の量販店等に

おける販促キャンペーンなど、商流確保の取組

を支援するとともに、アカムツなど高級魚の消

費者ニーズを把握し、新たな販路を見出すため

の販売実証を進めているところでございます。 

今後も引き続き、需要の動向や本県生産者へ

の影響を十分注視しながら、新型コロナの影響

を乗り越えていくため、国事業の活用や新たな

施策を検討してまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、これ

からの公共交通の取組について、お答えいたし

ます。 

今後の公共交通をどのように実施し、県民の

足を確保していくのかとのお尋ねでありますが、

交通事業者においては、人口減少や少子・高齢

化等に伴う利用者数の減少により、厳しい経営

状況にあるとともに、コロナ感染症の影響によ

る外出自粛等により、厳しい環境に置かれてい

るものと認識しております。 

このような中、県においては、交通事業者の

利用者数や運送収入等について定期的に情報収

集を行うとともに、運行を継続していただくた

めの事業者への奨励金や、感染防止対策に係る

環境整備のための補助金等による支援を行って

いるところであります。 

また、こうした一方で、令和2年11月の「地

域公共交通活性化再生法」の改正に伴いまして、

地方自治体による「地域公共交通計画」の策定

が努力義務化され、今後、市町におかれては、

通勤や通学、買物等の利用状況に応じた路線バ

スと乗合タクシーの役割分担など、持続可能な

公共交通ネットワークの形成が求められており

ます。 

そのため、県としましては、計画策定に向け

た地域公共交通会議に参画いたしますとともに、

事業者を含めた意見交換や専門家の派遣支援な

ど、県民の皆様の移動手段の確保に力を注いで

まいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 
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者が安心して事業継続できるよう、早期に対応

してまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 水産部長。 
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ナの影響における水産業についての品目に対す

る取組ですとか、回答させていただきます。 
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需要の衰退により、養殖魚については、昨年春

頃から在庫の滞留が見られたため、学校給食へ
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要が回復するまでの調整保管に係る経費への支

援などを行い、生産者の努力も相まって、在庫

の滞留といったものが概ね解消されてきたとこ

ろでございます。 

一方、天然魚につきましては、再度の緊急事

態宣言以降、荷動きが悪化したということでご

ざいまして、漁協等が行う県内外の量販店等に

おける販促キャンペーンなど、商流確保の取組

を支援するとともに、アカムツなど高級魚の消

費者ニーズを把握し、新たな販路を見出すため
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ます。 

今後の公共交通をどのように実施し、県民の

足を確保していくのかとのお尋ねでありますが、

交通事業者においては、人口減少や少子・高齢

化等に伴う利用者数の減少により、厳しい経営

状況にあるとともに、コロナ感染症の影響によ

る外出自粛等により、厳しい環境に置かれてい

るものと認識しております。 

このような中、県においては、交通事業者の

利用者数や運送収入等について定期的に情報収

集を行うとともに、運行を継続していただくた

めの事業者への奨励金や、感染防止対策に係る

環境整備のための補助金等による支援を行って

いるところであります。 

また、こうした一方で、令和2年11月の「地

域公共交通活性化再生法」の改正に伴いまして、

地方自治体による「地域公共交通計画」の策定

が努力義務化され、今後、市町におかれては、

通勤や通学、買物等の利用状況に応じた路線バ

スと乗合タクシーの役割分担など、持続可能な

公共交通ネットワークの形成が求められており

ます。 

そのため、県としましては、計画策定に向け

た地域公共交通会議に参画いたしますとともに、

事業者を含めた意見交換や専門家の派遣支援な

ど、県民の皆様の移動手段の確保に力を注いで

まいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 
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〇県民生活環境部長（貞方 学君） 私からは、

再生可能エネルギーの活用について、3点お答

えをさせていただきます。 

まず、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」の

取組について、長崎県の現状と今後の取組はど

のようになっているかとのお尋ねでございます

が、本県における2017年度の温室効果ガス排出

量は924.6万トンであり、2012年度以降は5年連

続で減少しております。 

排出部門別に見ると、家庭部門及び運輸部門

がそれぞれ全体の20％及び22.4％を占めてお

り、これらの部門における排出量削減が大きな

課題となっております。 

本年3月に策定いたしました「第2次長崎県地

球温暖化対策実行計画」では、従来から取り組

んでおります節電やエコドライブ、スマートム

ーブなどの省エネ対策のほか、洋上風力発電を

はじめ、本県の特性に合わせた再生可能エネル

ギーの導入促進を部門横断的対策と位置づけ、

推進をしていくことといたしております。 

また、2050年脱炭素社会の実現に向けては、

国の「グリーン成長戦略」や地域脱炭素ロード

マップ等を踏まえ、本県の実情に即した新たな

取組を市町や関係機関とも連携しながら進めて

まいりたいと考えております。 

次に、太陽光発電について、県有施設への導

入に向け、今後どのように取り組んでいくのか

とのお尋ねでございますが、公共施設への太陽

光発電の導入につきましては、平成26年度から

平成28年度にかけ、県立高校や県立保健所など

の県有施設24か所、市町の施設27か所の計51

か所に、グリーンニューディール基金事業を活

用して設置してまいりました。 

太陽光発電は、自家消費として活用するほか、

蓄電池と併用することにより、避難所や防災拠

点における非常用電源としての活用が期待でき

ることから、今後、国の財政支援制度が示され

た段階で、さらなる導入を検討してまいりたい

と考えております。 

一方で、初期投資を抑えて設置ができる、い

わゆるＰＰＡモデルにつきましては、県内にも

事業化に興味を示す企業もありますことから、

関係部局ともしっかり情報共有を図りながら、

まずは導入に向けた課題を整理してまいりたい

と考えております。 

次に、脱炭素社会の実現のためには、民間企

業を活用することが必要であり、県も協定等を

結んで進めていくべきではないかとのお尋ねで

ございますが、脱炭素社会の実現は、自治体や

家庭部門の取組だけでは困難であり、産業界の

お力添えが非常に重要になってくるものと考え

ております。 

国の「グリーン成長戦略」に掲げる14の産業

分野の取組においても、絶え間ない技術革新が

必要なものが数多く含まれていることから、民

間企業の有する技術や知見が脱炭素化の推進に

大きく寄与するものと期待されています。 

本県における脱炭素化の推進に当たっても、

このような民間企業の協力を得ることが重要で

あることから、民間企業との協定締結も含め、

民間企業との連携、協働の在り方について、研

究をしてまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 交通局長。 

〇交通局長（太田彰幸君） 私の方から、2点お

答えいたします。 

諫早駅周辺整備における県営バスターミナル

跡地利用の現状と今後のスケジュールはとのお

尋ねでございます。 

県営バス諫早ターミナルは、令和4年春の新

駅ビルへの移転を予定しており、移転後のター
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ミナル跡地活用につきましては、県営バスの収

益源として、コロナ禍からの再建計画に大きな

影響を持つことから、慎重に検討を進めており

ます。 

これまで、民間事業者へのサウンディング調

査や地歴調査などを実施し、検討を進めてまい

りましたが、現在、新型コロナウイルス感染症

の影響による企業の参入意欲の変化などを見定

めるため、改めて、サウンディング調査に回答

いただいた事業者からヒアリング調査を行って

おります。 

コロナ禍による社会情勢や経済活動への影響

はいまだ見定めることが難しい状況であります

が、今年度中に具体的な活用策をお示しできる

よう、早急に検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

2点目、整備に伴う民間活用について、民間

活用を活かした整備は考えられないかとのお尋

ねでございます。 

県営バス諫早ターミナル跡地活用における整

備手法につきましては、定期借地方式や売却方

式といった民間の力を活用した方法で活用して

いくことを検討しております。 

令和元年度に行ったサウンディング調査では、

用途として、商業系テナント施設、医療系テナ

ント施設、ホテルなどの提案をいただいており

ますが、現在行っている再調査の結果を踏まえ、

民間の活力を活かせるよう、検討を進めてまい

ります。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 私から、諫早駅周辺

整備における県所有施設の今後について、2点

ご答弁申し上げます。 

1点目、県央振興局移転の現状とスケジュー

ルについてというお尋ねをいただいております。 

県南地区の振興局の移転・集約に伴う新庁舎

の建設につきましては、現在、諫早市との間に

おきまして、市の先行取得用地のうち、県が取

得する具体の面積などにつきまして協議を進め

ているという状況にございます。それとともに、

具体的なその建設の手法の検討に入っていると

いう状況にございます。 

今後は、振興局集約後の体制や機能を整理し

た実施計画ですとか、あるいは庁舎の在り方を

示した整備計画、こちらを策定のうえ、できる

限り早期に建設準備を開始いたしまして、現段

階におきましては、令和8年度頃の庁舎完成、

移転を目指してまいりたいというふうに考えて

おります。 

もう一点、整備に伴う民間活用について、に

ぎわいの観点からというお尋ねをいただいてお

ります。 

新庁舎の建設を予定しております先ほどの先

行取得用地、こちらにつきましては、諫早市に

おきまして、例えば、にぎわいにつながるよう

な商業施設の建設の一部を制限するような独自

の地区計画の決定を推進するなど、この土地自

体を行政施設等の公共公益サービス機能の確保

を目的としたまちづくりという形で位置づけて

進めておられるところでございます。 

県といたしましても、県南地区の公共サービ

ス提供の拠点となる庁舎整備を計画していると

ころでございます。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）特別支援教

育支援員の増員についてのお尋ねでございます。 

通常の学級で学ぶ特別な支援が必要な子ども

の学校生活を支えるうえで、特別支援教育支援

員の配置の必要性は高まってきており、県内の

小中学校の支援員の配置人数は年々増加してお
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ります。 

県教育委員会としては、支援が必要な児童生

徒のニーズに応じた支援員の適切な配置を市町

教育委員会に促しており、今後も安定した配置

ができるよう、政府施策要望において、必要な

財源の措置を国に要望しているところです。 

また、支援を必要とする児童生徒の特性や教

育的ニーズに沿った支援方法についての研修会

を実施するなど、教職員の専門性の向上も図っ

ているところであり、今後も、支援員と教員が

連携しながら、一人ひとりに応じた適切な指導

や支援が行われるよう努めてまいります。 

また、支援が必要な子どもの保護者に対して、

障害への理解を深めるための取組についてのお

尋ねでございます。 

支援が必要な子どもの保護者に対して、各学

校では、特別支援教育に関する研修会や外部の

専門家を交えた面談を実施するなど、保護者の

障害に対する理解を促す取組を行っております。 

また、保護者が子どもの発達の状況を適切に

理解し、学校と共通理解するため、各発達段階

に見られる特徴や目安を示したチェックシート

を作成したところであります。 

今後、様々な研修会を通して、このチェック

シートの活用事例等を発信し、さらなる活用の

促進を図りながら、保護者の障害に対する理解

を深める取組の充実に努めてまいります。 

次に、教員の人材確保についてのお尋ねでご

ざいます。 

教員採用選考試験における志願者の減少や臨

時的任用者の不足など、教員の人材確保は本県

小中学校における喫緊の課題となっております。 

県教育委員会では、年度当初の21市町の教育

長との合同会議において、この課題を共有した

対策を進めるため、大学と連携して、高校生に

教職の魅力を伝える取組や学校における働き方

改革の推進など、幅広く意見を交換しました。 

特に、臨時的任用職員に受験を促したり、他

県で勤務する教員にＵターンを呼びかけるなど、

教員採用選考試験における志願者を増やすこと、

また教員として資質、能力がある人材を掘り起

こし、臨時免許状を発行して任用することなど、

県と市町が協働して推進する取組を確認いたし

ました。 

今後も、市町教育委員会や大学等と連携し、

教員の人材確保に努めてまいります。 

次に、部活動についてのお尋ねでございます。 

部活動は、学校教育の一環として学習指導要

領に位置づけられた活動で、生徒の自主的、自

発的な参加により行われるものであります。 

個人や集団としての目的や目標を持ち、切磋

琢磨することを通じて、学力や技能の向上のみ

ならず、人間形成や健全育成において大きな意

義を有するものであると考えております。 

このような部活動の教育的意義を踏まえたう

えで、今後、部活動指導員の効果的な活用や多

様な目的を持つ生徒の受け皿となる体制づくり

など、本県の実情に応じた、生徒にとって望ま

しい部活動の実現を図っていく必要があるとい

うふうに考えております。 

4点目は、地域の力を活用した教育活動をど

のように推進するのかとのお尋ねでございます。 

これからの学校教育には、地域住民や様々な

専門性を有する民間の方々と効果的に連携する

など、社会総がかりで子どもたちの教育活動を

推進することが求められます。 

そこで、県教育委員会では、保護者や地域が

学校経営に参画するコミュニティ・スクールの

導入を積極的に推進しているところです。 

令和2年度末において、県内17市町、48校の
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小中学校で導入されておりますが、今年度末に

は、20市町、73校で導入される予定です。 

コミュニティ・スクールは、学校が地域の産

業や民間企業とのつながりをつくるうえで有効

であり、また学校と地域それぞれの役割を明確

にすることで、学校の働き方改革という視点に

おいても、大いに期待できる仕組みであります。 

県教育委員会としましては、今年度、市町の

担当者を対象とした研修会を新たに立ち上げ、

さらなる導入促進に努めてまいります。 

最後に、諫早地区に工業高校の新設ができな

いかとのお尋ねでございます。 

高校や学科の適正な配置については、今後の

中学校卒業者数のさらなる減少が見込まれる中

で、高校への入学の動向、交通事情や地理的条

件、産業構造などの地域の実情など、総合的か

つ多角的に勘案したうえで、全県的な視点から

検討する必要がございます。 

諫早地区に工業高校、あるいはその学科を新

たに設置することについては、大村工業高校や

島原工業高校をはじめ、周辺の高校の小規模化

を招くことが懸念されることに加えまして、教

員の確保や新設のための施設整備等に多額の費

用が必要になるというようなことを考えますと、

難しいものというふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ご答弁ありがとうござ

いました。 

最後の工業高校の新設については、急にはで

きないとは思いますけれども、地元では、工業

高校に進学したいという子がたくさんいますの

で、ぜひ今後もお伝えしながら、検討していた

だけるように頑張っていきたいと思っておりま

す。 

それでは、まず新型コロナウイルス感染症に

関しては、本当に様々な業種がありますので、

適宜、すぐ対応できるように、政策をお願いし

たいと思います。 

農業、漁業に関しては、売上げがどうしても

上下しますので、例えば農業でいけば、収入保

障保険というのがありますので、それを農業の

皆様、水産業の皆様にもあるということなので、

そのあたりの活用を今後ぜひお願いしていって

いただけたらと。自治体によっては、そこの補

助金も出していただけるというような自治体も

出てきておりますので、そのあたりも参考にし

ていただいて、収入保障についてもきっと取り

組んでいただけたらというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

それでは、再質問なんですけれども、民生委

員についてです。 

来年、民生委員・児童委員の改選に向けて、

県は定数の見直しを行っているということをお

聞きしております。それについて、地元の民生

委員さんから声を聞いてきておりますので、こ

こでお伝えしたいと思います。 

高齢化の進展など、地域の現状を考えれば、

県の予算がないから民生委員を減らすという県

の考え方は間違っている。民生委員の役割が増

す状況とも矛盾する。各自治会に最低1人は民

選委員を置かないと、自治会活動など、地域の

活動に支障が出る。 

もう一人の方、定数を削減すると、1人当た

りの受け持ち世帯数が増えることになる。民生

委員に求められる役割はだんだん多方面になっ

てきている中で、民生委員のなり手の不足の問

題が出てくるのではないでしょうかと。自らな

りたく民生委員になっている方ばかりでなく、

多くの方は頼まれて引き受けている現状であり

ます。このような状況で、県は、今後、民生委
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いました。 

最後の工業高校の新設については、急にはで

きないとは思いますけれども、地元では、工業
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ていただいて、収入保障についてもきっと取り

組んでいただけたらというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

それでは、再質問なんですけれども、民生委

員についてです。 

来年、民生委員・児童委員の改選に向けて、

県は定数の見直しを行っているということをお

聞きしております。それについて、地元の民生

委員さんから声を聞いてきておりますので、こ

こでお伝えしたいと思います。 

高齢化の進展など、地域の現状を考えれば、

県の予算がないから民生委員を減らすという県

の考え方は間違っている。民生委員の役割が増

す状況とも矛盾する。各自治会に最低1人は民

選委員を置かないと、自治会活動など、地域の

活動に支障が出る。 

もう一人の方、定数を削減すると、1人当た

りの受け持ち世帯数が増えることになる。民生

委員に求められる役割はだんだん多方面になっ

てきている中で、民生委員のなり手の不足の問

題が出てくるのではないでしょうかと。自らな

りたく民生委員になっている方ばかりでなく、
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ます。このような状況で、県は、今後、民生委
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員の人数を確保できると思っているのかという

厳しいご意見もいただいております。 

民生委員は、昔から集落から選出されており、

ほかの地区から民生委員が訪問に来ても、警戒

をされる。民生委員の仕事ができなくなるよう

なことを県が進めようとしており、このことか

らも、県は民生委員が要らないと思っていると

感じていると、民生委員が要らないというので

あれば、全員で辞めようと周りは話していると。 

あるいは、同じ自治会の近所に住む間柄だか

らこそ民生委員に相談をしてもらえると、地域

活動を行ううえでも、各自治会に最低1人の民

生委員が必要である。訪問する際、自分のまち

ですら「何しに来たのか」という感じで警戒さ

れたので、ほかの町の訪問は難しく、各町に最

低1人の民生委員は必要だと感じる。 

あるいは、民生委員活動は対面での活動が基

本であるため、ほかの町の民生委員が訪問する

ことに対して抵抗がすごくあると、活動に支障

が出るのではないか。担当地区では、昼間、留

守の方が多いため、夕方に訪問している。どの

時間にいるのかというのは、近所に住んで、ふ

だんから顔を合わせているから把握できる話で

ある。定数が削減されることで、ほかの町から

訪問されることになっても、緊急時には、とて

も対応できない。 

最後に、緊急時は、夜中に訪問して救急車を

呼ぶこともありますと、そういう民生委員の苦

労を県は全然把握してくれていないと思う。近

くだから安心して相談してくれているので、見

守りは、近くで顔を合わせるつながりがあるか

らこそできるということを理解してほしいと。 

もっとたくさんあるんですけれども、一部紹

介させていただきました。 

この声なんかは、きちんと地域の声というこ

とで届いているのか、また、その声をどのよう

に今後反映させていくのかをお聞きします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 民生委員・児童

委員の定数につきましては、国が地域の実情に

応じて定めるものとして示した世帯数に応じた

配置基準を踏まえまして、全国と同様、3年に

一度の改選が行われる時に、県が市町ごとに決

定しております。 

現在、令和4年度の改選に向けまして、関係

市町及び「民生委員児童委員協議会」と協議を

行っているところでございます。 

市町からは、世帯数だけではなく、高齢化の

状況や活動面積などの地理的条件等も総合的に

考慮するように強く求められておりますので、

定数の設定に当たりましては、市町のご意見も

十分お聞きし、住民サービスが適切に提供でき

るよう、地域の実情を尊重して協議を進めてま

いりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） 最後、確認なんですけ

れども、今回の定数の見直しというのは、3年

に一回の見直しということで、あくまでも削減

目的ではないということでよろしいですか。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） まずは、住民サ

ービスが適切に提供できるという観点をしっか

りと重視して検討していきたいと考えておりま

す。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ぜひ、地域の声という

のを大事にしていただいて、見直しとなれば、

やっぱり基準はどこにあるのか、見直しはどこ

になるのかというのも心配になりますので、そ

うではなくて、地域の実情をしっかりと聞いて
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いただいて、民生委員の方が安心して地域の方

と見守り活動ができるように、ぜひお願いした

いというふうに思います。 

次に、再生エネルギーの活用について、ご質

問させていただきます。 

ご答弁の中で、グリーンニューディール基金

事業を使って、県立高校、あるいはその他地域

に太陽光発電を導入したということ、約50か所

あるということでしたが、その太陽光発電の導

入をしたということで、設置したうえで、どの

ようなメリット、デメリット、あるいは問題点

などがあったのかをお聞きします。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 平成26年

度から平成28年度にかけまして、県有施設24か

所及び市町の施設27か所の計51か所に導入さ

れた太陽光発電設備や蓄電池等は、災害時の非

常用電源として活用することを目的としており

ます。 

メリットといたしましては、これまでの台風

や集中豪雨等による停電発生時において、全て

の設備が適正に稼働していることから、防災力

の向上に寄与したこと、また発電された電力を

自家消費することで、二酸化炭素の排出削減に

つながっていることなどが挙げられます。 

なお、デメリット、問題点につきましては、

今までのところ、特にご報告はございません。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ありがとうございます。 

今年度も国は、補助金のメニューをたくさん

つくっております。例えば、今ご答弁ありまし

た防災に関しても、大変役立っていると、非常

用電源として役立っていると。例えば、建築物

等の脱炭素化、レジリエンス強化促進事業とか、

たくさん補助金のメニューがあるんですけれど

も、その補助金がたくさん、幾つもある中で、

今年採用する予定はあるんですか。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）各部局にお

いて、それぞれ必要に応じ活用されていると思

いますが、その詳細については、把握をいたし

ておりません。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） 今回、質問に当たり、

たくさん意見交換をさせていただきました。そ

の中で、例えば、脱炭素化に関して、あるいは

再生エネルギーに関してなんですけれども、複

数の課に関係しておりまして、なかなか話が進

まないということを大変感じました。 

2030年までに10年を切っております。カーボ

ンニュートラルに向けて、強力に先導していく

部局、特化した部署をつくってみてはどうかと

思いますが、いかがですか。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）地球温暖化

対策につきましては、これまで県民生活環境部

が主体となって、関係部局と連携するとともに、

国や市町、関係団体等と協働しながら取組を進

めてきております。 

今後の脱炭素社会の実現のためには、様々な

産業分野において、これまで以上に関連事業者

と連携した専門的な対策が必要となってくるこ

とから、各部局がそれぞれの立場で取組を進め

つつ、必要に応じ相互に連携することで、より

効果的な温暖化対策の実践活動につながるもの

と考えております。 

このため、引き続き当部が主体となって、関

係部局や国、市町、関係団体等との連携を深め

ながら、脱炭素社会の実現に向け、取組を推進

してまいりたいと、こういうふうに考えており
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いただいて、民生委員の方が安心して地域の方

と見守り活動ができるように、ぜひお願いした

いというふうに思います。 

次に、再生エネルギーの活用について、ご質

問させていただきます。 

ご答弁の中で、グリーンニューディール基金

事業を使って、県立高校、あるいはその他地域

に太陽光発電を導入したということ、約50か所

あるということでしたが、その太陽光発電の導

入をしたということで、設置したうえで、どの

ようなメリット、デメリット、あるいは問題点

などがあったのかをお聞きします。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 平成26年

度から平成28年度にかけまして、県有施設24か

所及び市町の施設27か所の計51か所に導入さ

れた太陽光発電設備や蓄電池等は、災害時の非

常用電源として活用することを目的としており

ます。 

メリットといたしましては、これまでの台風

や集中豪雨等による停電発生時において、全て

の設備が適正に稼働していることから、防災力

の向上に寄与したこと、また発電された電力を

自家消費することで、二酸化炭素の排出削減に

つながっていることなどが挙げられます。 

なお、デメリット、問題点につきましては、

今までのところ、特にご報告はございません。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ありがとうございます。 

今年度も国は、補助金のメニューをたくさん

つくっております。例えば、今ご答弁ありまし

た防災に関しても、大変役立っていると、非常

用電源として役立っていると。例えば、建築物

等の脱炭素化、レジリエンス強化促進事業とか、

たくさん補助金のメニューがあるんですけれど

も、その補助金がたくさん、幾つもある中で、

今年採用する予定はあるんですか。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）各部局にお

いて、それぞれ必要に応じ活用されていると思

いますが、その詳細については、把握をいたし

ておりません。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） 今回、質問に当たり、

たくさん意見交換をさせていただきました。そ

の中で、例えば、脱炭素化に関して、あるいは

再生エネルギーに関してなんですけれども、複

数の課に関係しておりまして、なかなか話が進

まないということを大変感じました。 

2030年までに10年を切っております。カーボ

ンニュートラルに向けて、強力に先導していく

部局、特化した部署をつくってみてはどうかと

思いますが、いかがですか。 

〇副議長（松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）地球温暖化

対策につきましては、これまで県民生活環境部

が主体となって、関係部局と連携するとともに、

国や市町、関係団体等と協働しながら取組を進

めてきております。 

今後の脱炭素社会の実現のためには、様々な

産業分野において、これまで以上に関連事業者

と連携した専門的な対策が必要となってくるこ

とから、各部局がそれぞれの立場で取組を進め

つつ、必要に応じ相互に連携することで、より

効果的な温暖化対策の実践活動につながるもの

と考えております。 

このため、引き続き当部が主体となって、関

係部局や国、市町、関係団体等との連携を深め

ながら、脱炭素社会の実現に向け、取組を推進

してまいりたいと、こういうふうに考えており
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ます。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） 横断的な組織運営とい

うのもすごく大事だと思います。今後、関係を

深めていくということですので、ぜひそれを実

践していただいて、県が民間も県民も引っ張っ

ていけるような取組をぜひお願いしたいという

ふうに思います。 

この質問に関しては、今後またしていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

次に、県営バスターミナルの跡地利用につい

て、お聞きしたいと思います。 

サウンディング調査をというお話がありまし

たが、これまで応募をしてきた方々にお話をも

う一度聞くということですか。もし、それであ

れば、もっと幅広く募集をかけて、もっと民間

を活用していただけたらと思うんですが、いか

がですか。 

〇副議長（松本洋介君） 交通局長。 

〇交通局長（太田彰幸君） ご質問にありました

再調査につきましては、令和元年度のサウンデ

ィング調査に回答がありました6事業者に、今

聞き取りをしております。これはコロナ禍によ

る企業の参入意欲の変化を見定める目的という

ことで実施をしております。 

広く、さらに再調査をするということにつき

ましては、その再調査の結果も踏まえまして、

検討してまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ぜひ、今後幅広くまた

意見を聞いていただいて、地域に喜ばれるもの

にしていただけたらというように思います。 

それでは、部活動について、お聞きしたいと

思います。 

国が示した学校の働き方改革を踏まえた部活

動改革における休日の部活動の段階的な地域移

行を進めていくということになっておりますが、

県は、どのように考えているのか、お聞きしま

す。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）先ほど申し

上げましたように、本県の実情に応じた形で、

生徒にとって望ましい部活動の形ということを

検討していく必要があると思っておりまして、

まずそのために、「長崎県部活動の在り方検討

委員会」というものを関係者の意見交換会を設

けて検討しております。 

さらに、部活動の地域移行を進めるためには、

民間のスポーツクラブなどの運営の主体や指導

者等の確保などの課題がありますので、学校と

地域が一体となって検討を進めていくというこ

とで必要があると思っておりますので、そうい

う形で今後も進めていきたいというふうに考え

ております。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） 部活動の在り方検討委

員会というようなお話があったんですが、そこ

には外部指導者とかいうのも入るのでしょうか。 

先生方の働き方改革において、部活動指導員

や外部指導者など、地域の人材活用が今後は重

要になってくると思います。その部活動の在り

方検討委員会の中でも、現在の部活動の外部指

導者の声なんかもぜひ広げて入れていただきた

いと思いますが、いかがですか。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）様々な方の

意見を取り入れてまいりたいというふうに考え

ております。 

〇副議長（松本洋介君） 千住議員―13番。 

〇１３番（千住良治君） ありがとうございます。 
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私も部活動の指導をやっておりまして、なか

なか話が進まないところも多くあって、もどか

しいところもあります。子どもたちは、中総体

あるいは大きな大会を通じて、すごく成長しま

す。その中で、練習等も制限がかかるというこ

とに対しては、子どもたちにとってもプラスに

なることはないというふうに私は思っています。

過度な練習も言われておりますけれども、そう

いった指導者には、ちゃんと指導すればいいだ

けの話であって、ぜひそういった指導者の声も

聞いていただけたらというふうに思います。 

以上で、一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君）午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 
 
 

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君）（拍手）〔登壇〕 皆

様、こんにちは。

自由民主党、久保田将誠でございます。

今日は、このような機会を与えていただきま

して、まことにありがとうございます。

お昼休み後で、大変お疲れのところだと思い

ますが、どうか最後までおつきあいいただきま

すようお願いを申し上げます。

それでは、質問通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。 

1、地球温暖化対策と県内経済への影響につ

いて。 
（1）地球温暖化対策の取組について。 

地球温暖化問題につきましては、大型台風

や豪雨災害などの自然災害が毎年のように報

道されるなど、私たちを取り巻く環境が確実

に変化していると感じています。 
世界各地では温暖化により海水面の上昇、

生態系への影響が懸念されるほか、日本にお

いても、昨年7月の豪雨など東日本や西日本で

記録的な大雨が観測され、県内では大村市を

中心に甚大な被害が発生しておりますが、こ

れらの昨今の異常気象については温暖化の影

響であるとも言われています。 
こうした影響に対し、ＥＵをはじめ国際的

にも脱炭素化の動きが加速しており、日本に

おいても、昨年、「2050年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、すなわち

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現を目指す」ことが宣言されました。 
また、今年4月にアメリカが主催した「気候

変動サミット」において、日本の温室効果ガ

ス排出量を2030年度までに2013年度比で

46％削減することが表明され、従来の26％削

減から大幅に目標が引き上げられました。 
こうした世界的潮流を成長の機会と捉え、

国において、「2050年カーボンニュートラル

に伴うグリーン成長戦略」が策定され、今後

の産業として成長が期待される14の重点分

野を選定し、その一つに洋上風力産業を掲げ

ています。 
この洋上風力産業の工程表では、2040年に

は最大で4,500万キロワットという高い導入

目標が示されたところであり、魅力的な国内

市場の創出を投資の呼び水に、競争力があり

強靭なサプライチェーンの形成を官民が一体

となって推進することとしています。 
また、県では、次なる基幹産業として海洋
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私も部活動の指導をやっておりまして、なか

なか話が進まないところも多くあって、もどか

しいところもあります。子どもたちは、中総体

あるいは大きな大会を通じて、すごく成長しま

す。その中で、練習等も制限がかかるというこ

とに対しては、子どもたちにとってもプラスに

なることはないというふうに私は思っています。

過度な練習も言われておりますけれども、そう

いった指導者には、ちゃんと指導すればいいだ

けの話であって、ぜひそういった指導者の声も

聞いていただけたらというふうに思います。 

以上で、一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君）午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 
 
 

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君）（拍手）〔登壇〕 皆

様、こんにちは。

自由民主党、久保田将誠でございます。

今日は、このような機会を与えていただきま

して、まことにありがとうございます。

お昼休み後で、大変お疲れのところだと思い

ますが、どうか最後までおつきあいいただきま

すようお願いを申し上げます。

それでは、質問通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。 

1、地球温暖化対策と県内経済への影響につ

いて。 
（1）地球温暖化対策の取組について。 

地球温暖化問題につきましては、大型台風

や豪雨災害などの自然災害が毎年のように報

道されるなど、私たちを取り巻く環境が確実

に変化していると感じています。 
世界各地では温暖化により海水面の上昇、

生態系への影響が懸念されるほか、日本にお

いても、昨年7月の豪雨など東日本や西日本で

記録的な大雨が観測され、県内では大村市を

中心に甚大な被害が発生しておりますが、こ

れらの昨今の異常気象については温暖化の影

響であるとも言われています。 
こうした影響に対し、ＥＵをはじめ国際的

にも脱炭素化の動きが加速しており、日本に

おいても、昨年、「2050年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、すなわち

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現を目指す」ことが宣言されました。 
また、今年4月にアメリカが主催した「気候

変動サミット」において、日本の温室効果ガ

ス排出量を2030年度までに2013年度比で

46％削減することが表明され、従来の26％削

減から大幅に目標が引き上げられました。 
こうした世界的潮流を成長の機会と捉え、

国において、「2050年カーボンニュートラル

に伴うグリーン成長戦略」が策定され、今後

の産業として成長が期待される14の重点分

野を選定し、その一つに洋上風力産業を掲げ

ています。 
この洋上風力産業の工程表では、2040年に

は最大で4,500万キロワットという高い導入

目標が示されたところであり、魅力的な国内

市場の創出を投資の呼び水に、競争力があり

強靭なサプライチェーンの形成を官民が一体

となって推進することとしています。 
また、県では、次なる基幹産業として海洋
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エネルギー関連産業を推進しており、洋上風

力発電は今後有望な成長産業として期待され

ています。 
このように、国において温室効果ガスの新

たな削減目標が表明されるとともに、洋上風

力発電の導入促進による大幅な市場の創出が

図られる中、県として、地球温暖化対策にど

のように取り組んでいくのか、また、海洋エ

ネルギー関連産業を新たな基幹産業とするた

めにどのように取り組んでいくのかをお尋ね

いたします。 
（2）石炭火力発電所について。 
我が国が目指す2050年カーボンニュート

ラルの実現や本県の産業振興に向けた取組に

ついては大変期待しているところであります

が、一方で、本県は、西海市と松浦市に石炭

火力発電所が所在しており、長年の間、国の

エネルギー政策のもと、電力の安定供給とい

う国民の生活を支える大事な役割を担ってき

たところであります。 
そのような中、昨年7月に政府が、二酸化炭

素排出量が多い非効率な石炭火力発電につい

て、2030年度までに休・廃止する方針を表明

されました。 
これは、石炭火力発電が電力の安定供給に

貢献してきたという点においても、さらに、

地域における雇用や経済を支えてきたという

点においても非常に影響が大きいものと考え

ております。 
県におかれても、「脱炭素社会を実現する

ため、海洋・再生可能エネルギーの導入拡大

を進めていくに当たっては、出力の増減を調

整可能な火力発電についても一定容量の確保

が必要」として国に対し要望されていますが、

この脱炭素社会を実現していく中で、石炭火

力発電の確保が必要であることが、一般の方

には少しわかりにくいのではないかと思って

おります。 
この際、県民の皆様にも広くご理解いただ

けるよう、石炭火力発電について、県が今後

どのように取り組んでいかれるのか、お尋ね

をいたします。 
2、新型コロナウイルス感染症について。 
（1）新型コロナ対策の振り返りと今後の対

応について。 
新型コロナウイルス感染症については、昨

年4月の「第1波」以降、4度にわたって大き

な波が到来し、特に、今年4月以降、現在も続

いている「第4波」においては、従来株に比べ

て高い感染力を持つ変異株が主流となり、5
月には1日の感染者数が過去最多となる65人
を記録するなど感染が急速に拡大したところ

であります。 
特に、長崎市においては、医療提供体制に

も支障が生じるなど県民生活にも大きな影響

が生じました。 
知事は、「第4波」における感染症の予防や

拡大防止を図るため、「第3波」までの経験や

「第4波」の特徴等を踏まえたうえで、県民の

行動変容を求めるためのメッセージや、医療

提供体制の充実など様々な対策を講じてこら

れたことと思います。 
そうした対策の中には、効果の上がったも

のもあれば、なかなか効果に結びつかず、課

題が残ったものもあると思います。 
そこで、「第4波」はいまだ収束には至って

いない状況ではありますが、この間のコロナ

対策の振り返りと、感染予防、拡大防止に向

けた今後の対応について、知事のお考えをお

尋ねいたします。 
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（2）コロナ禍における出勤者の半減につい

て。 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

として、これまで国の緊急事態宣言が発令さ

れた地域を中心に、出勤者の7割削減などの対

策が求められてきたところであります。 
本県においては、1月の「第3波」の際、及

び5月の「第4波」の際に、感染拡大を防止す

るため、県内の事業所に対し、在宅勤務等の

推進による出勤者の半減について協力を求め

たところであります。 
そこで、どのような考えにより事業者に対

して出勤者の半減の協力を求めてきたのか、

お尋ねをいたします。 
3、県庁のデジタル化について。 
（1）ペーパーレス化について。 
コロナ感染症に対応した新たな日常を通じ

た質の高い経済社会の実現を目指し、長崎県

内のデジタル社会化を実現していくためには、

まず県自らが担う行政分野のデジタル化が必

要と考えます。 
これまで県庁内部においては、その一端と

して、電子決済をはじめとしたペーパーレス

化を推進されており、このほど、県民の豊か

で質が高い生活及び産業振興、地域活性化が

図られるSociety5.0の実現を基本理念として

策定された「長崎Society5.0推進プラン」や、

施策の質や行政サービスの向上を目的とし、

新たな行財政改革の基本的な方向性を示した

「長崎県行財政運営プラン2025」においても、

行政のデジタル改革を加速度的に進めていく

こととされていますが、現在の県の電子決済

などペーパーレス化への取組状況について、

お尋ねいたします。 
（2）押印の見直し状況について。 

県民に対する行政サービスを維持・向上さ

せていくためには、県庁内部の業務効率化だ

けでなく、行政手続のオンライン化が必要で

あり、その前提として押印の見直しを早急に

進める必要があるとの考えから、昨年11月定

例会の一般質問において、取組状況をお聞き

したところです。 
その際、昨年末までに45％程度の手続で見

直しが進む見込みとの答弁をいただいており

ましたが、その後、半年が経過しており、現

在はどの程度まで進んでいるのか、改めて進

捗状況をお聞きいたします。 
4、移動理由アンケートについて。 
国では、近年、統計データの利活用やエビ

デンスに基づく政策立案、いわゆるＥＢＰＭ、

Evidens-baseed Policy Making（エビデンス

ベイスト・ポリシー・メイキング）の必要性

が指摘されているところであります。 
県では、経済・社会構造が複雑化する中に

あって、人口減少をはじめ様々な課題の解決

に向けて取り組んでおられますが、そのため

には統計データ、エビデンスに基づく正確な

現状把握を行う必要があると考えています。 
令和3年3月から、県内全21市町と共同で、

転入・転出の手続の際に「移動理由アンケー

ト」という調査を開始されましたが、それも

EBPMの一環だと認識しています。 
現状把握のために県が独自の調査を行うこ

とは有効な取組だと思っていますが、移動理

由アンケートをどのような経緯からはじめた

のか、また、移動理由アンケートの結果を今

後どのように活用するのか、お尋ねします。 
5、職員の採用試験について。 
これから2040年頃にかけて、人口減少や少

子・高齢化の進行、インフラの老朽化、地域
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（2）コロナ禍における出勤者の半減につい

て。 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

として、これまで国の緊急事態宣言が発令さ

れた地域を中心に、出勤者の7割削減などの対

策が求められてきたところであります。 
本県においては、1月の「第3波」の際、及

び5月の「第4波」の際に、感染拡大を防止す

るため、県内の事業所に対し、在宅勤務等の

推進による出勤者の半減について協力を求め

たところであります。 
そこで、どのような考えにより事業者に対

して出勤者の半減の協力を求めてきたのか、

お尋ねをいたします。 
3、県庁のデジタル化について。 
（1）ペーパーレス化について。 
コロナ感染症に対応した新たな日常を通じ

た質の高い経済社会の実現を目指し、長崎県

内のデジタル社会化を実現していくためには、

まず県自らが担う行政分野のデジタル化が必

要と考えます。 
これまで県庁内部においては、その一端と

して、電子決済をはじめとしたペーパーレス

化を推進されており、このほど、県民の豊か

で質が高い生活及び産業振興、地域活性化が

図られるSociety5.0の実現を基本理念として

策定された「長崎Society5.0推進プラン」や、

施策の質や行政サービスの向上を目的とし、

新たな行財政改革の基本的な方向性を示した

「長崎県行財政運営プラン2025」においても、

行政のデジタル改革を加速度的に進めていく

こととされていますが、現在の県の電子決済

などペーパーレス化への取組状況について、

お尋ねいたします。 
（2）押印の見直し状況について。 

県民に対する行政サービスを維持・向上さ

せていくためには、県庁内部の業務効率化だ

けでなく、行政手続のオンライン化が必要で

あり、その前提として押印の見直しを早急に

進める必要があるとの考えから、昨年11月定

例会の一般質問において、取組状況をお聞き

したところです。 
その際、昨年末までに45％程度の手続で見

直しが進む見込みとの答弁をいただいており

ましたが、その後、半年が経過しており、現

在はどの程度まで進んでいるのか、改めて進

捗状況をお聞きいたします。 
4、移動理由アンケートについて。 
国では、近年、統計データの利活用やエビ

デンスに基づく政策立案、いわゆるＥＢＰＭ、

Evidens-baseed Policy Making（エビデンス

ベイスト・ポリシー・メイキング）の必要性

が指摘されているところであります。 
県では、経済・社会構造が複雑化する中に

あって、人口減少をはじめ様々な課題の解決

に向けて取り組んでおられますが、そのため

には統計データ、エビデンスに基づく正確な

現状把握を行う必要があると考えています。 
令和3年3月から、県内全21市町と共同で、

転入・転出の手続の際に「移動理由アンケー

ト」という調査を開始されましたが、それも

EBPMの一環だと認識しています。 
現状把握のために県が独自の調査を行うこ

とは有効な取組だと思っていますが、移動理

由アンケートをどのような経緯からはじめた

のか、また、移動理由アンケートの結果を今

後どのように活用するのか、お尋ねします。 
5、職員の採用試験について。 
これから2040年頃にかけて、人口減少や少

子・高齢化の進行、インフラの老朽化、地域
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コミュニティの衰退など、これまで経験した

ことがないような社会の大きな変化が予想さ

れます。 
長期的な視点で計画的に県政の推進を図る

うえでは、様々な課題を解決し、県民に具体

的な成果を還元していくことのできる、優秀

かつ多様な人材を確保していくことが大変重

要であると考えます。 
今年度の県職員採用試験では、大学卒業程

度の事務職試験に「行政Ｂ」の枠を設けると

ともに、筆記試験に民間企業で広く利用され

ているＳＰＩ試験を導入し、さらに、試験の

実施時期や合格発表の時期を2か月程度前倒

しするなど様々な変更がなされたとお聞きし

ております。 
このような変更をどのような目的で行い、

また、どのような成果があったのかについて、

お尋ねをいたします。 
6、ＩＣＴの利活用について。 
（1）デジタル格差の解消について。 
本年3月に「デジタル改革関連法」が成立、

9月には「デジタル庁」が設置され、国の情報

システム、地方共通のデジタル基盤、マイナ

ンバー、データ利用活用等の業務を強力に推

進することとされており、今後、行政手続の

オンライン化など社会全体のデジタル化が進

められていくことになります。 
デジタル化については、世代を問わず誰も

がその恩恵を享受できることが極めて重要で

あり、昨年12月に閣議決定された「デジタル

社会の実現に向けた改革の基本方針」におい

ても、「誰一人取り残さない、人にやさしい

デジタル化」が掲げられているところです。 
そのような中、新型コロナウイルスのワク

チン接種のインターネット予約において、全

国各地において、スマートフォンを持たず、

代わりに予約してくれる家族もいない高齢者

が予約できないといった事態なども発生して

いると聞いております。 
県におかれましては、ＩＣＴ関連の取組を

展開していくものと思いますが、県民におい

て、デジタル技術を使いこなせる方々とそう

でない方々のデジタル格差、いわゆるデジタ

ルデバイドが生じるのではないかと懸念して

いるところであります。 
そこで、県において、県民におけるデジタ

ル格差の解消に向け、どのように取り組もう

とされているのかをお尋ねいたします。 
7、東京オリンピック・パラリンピックにつ

いて。 
（1）事前キャンプの受入れについて。 
東京大会の開幕まで1か月を切りましたが、

県内の各自治体では、海外チームの事前キャ

ンプ受け入れに向けて、鋭意準備が進められ

ていることと思います。 
報道によると、他県では既に事前キャンプ

の受け入れが始まっている自治体もあるよう

ですが、一方で、事前キャンプを中止する国

や、受け入れを断念する自治体も出てきてい

るようです。 
事前キャンプの受け入れは、相手国との友

好を深め、今後の国際交流の推進に資するも

のであると私は考えます。 
来県した選手たちが安心してトレーニング

を行い、長崎県でキャンプを実施してよかっ

たと思ってもらえるよう、県の方でも、受入

れ自治体と連携し万全を期して取り組んでも

らいたいと思います。 
そこで、県内の事前キャンプ受入れ予定と、

事前キャンプを受け入れるための新型コロナ
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ウイルス感染症対策、並びにキャンプ後の取

組について、県のお考えをお尋ねいたします。 
8、水産業の振興について。 
昨年度までの前水産業振興基本計画では、

海面漁業生産量など達成できなかった基本目

標があるものの、漁業者への経営支援体制の

構築や県産水産物の輸出拡大、新規漁業就業

者の増加など成果が確実にあらわれているも

のもあり、引き続きしっかりと取り組んでい

ただきたいと思います。 
さて、今年度からの新たな水産業振興基本

計画においては、「多様な人材が活躍し、環

境変化に強い持続的な水産業と賑わいのある

漁村づくり」を基本理念に、6つの基本目標を

掲げ、様々な取組を行うこととしています。 
私は、地球温暖化や近年の大型台風接近な

どの気候変動に加え、新型コロナウイルス感

染症の影響など社会情勢が大きく変化し、さ

らには資源管理の取組が強化される中、本県

水産業の振興を図っていくためには、環境変

化にしっかりと対応できる漁業者を育ててい

くことが重要と考えています。 
そこで、今後5か年の新たな水産業振興基本

計画のもと、環境変化に強い経営体を育成す

るために、具体的にどのように対策を講じて

いくのか、お尋ねをいたします。 
9、園芸の振興について。 
本県農業におきまして、野菜、果樹、花卉

などの園芸部門は主要な部門であり、農林水

産省が公表している農業産出額の統計による

と、本県の園芸部門の産出額は、この10年間

で増加傾向となっています。 
その一方で、農業従事者の高齢化により産

地の担い手や栽培面積が年々減少し、産地の

縮小が懸念される状況にあり、また、近年は

台風や局地的な豪雨により園芸農家が被災さ

れるケースも多くなっているように感じます。 
そこで、県では、「チャレンジ園芸1,000

億」として園芸部門の産出額1,000億円を目標

に掲げておられますが、農業を取り巻く厳し

い環境が続く中、園芸振興にどのように取り

組んでいくのかをお尋ねいたします。 
10、長崎南北幹線道路について。 
長崎南北幹線道路は、県内の広域的な道路

ネットワークを形成する高規格な道路であり、

長崎と佐世保間の1時間圏内の実現による地

域の活性化、産業や観光の発展に大きく寄与

するとともに、災害時のダブルネットワーク

の確保、さらには長崎市北部の国道206号の

交通混雑の抜本的対策としても大変重要な道

路であります。 
私も、令和元年11月定例会において一般質

問をし、その当時の私自身の考えとして、市

街地の西側をトンネルで通るルートが地域へ

の影響を抑えられるのではとの考えを述べさ

せていただき、土木部長からも、ルート選定

委員会において、同様のルートが最適として

議論が進められているとの答弁がありました。 
その後、令和2年3月にルート選定委員会か

ら提言があり、その提言を基に道路計画の詳

細な検討が進められているところだと思いま

す。 
このように長崎南北幹線道路は、大変重要

な道路であるとの認識であり、早期事業化が

必要だと考えていますが、現在の状況につい

て、お尋ねをいたします。 
11、教育行政について。 
（1）小学校教員の採用について。 
文部科学省から、令和2年度採用の教員採用

選考試験の公立小学校における倍率が2.7倍
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となり、調査が始まって以降で最も低くなっ

たと公表されました。 
とりわけ本県は、佐賀県と並び全国で最も

低い1.4倍であり、教育の質の低下が懸念され

るところであります。 
倍率低下の背景としては、定年者の大量退

職に伴う採用数の増加や、文部科学大臣が「教

員は大変でブラック職場という染みついたイ

メージ」と述べられているが、このような教

職に対する負のイメージにより敬遠されてい

ることがあるものと推測されます。 
令和3年度からは、小学校の35人学級が段

階的に始まり、Society5.0時代に生きるため

の資質、能力を子どもたちに確実に育成する

ためのＩＣＴ活用も本格化するため、優秀な

教員の確保は、全国的にも喫緊の課題となっ

ているところであります。 
そこで、本県小学校教員の採用選考試験に

おける受験者を増加させるための取組と、現

在の状況について、お尋ねをいたします。 
（2）ＧＩＧＡスクール構想の前倒しに対す

る学校への支援について。 
コロナ禍で、国のＧＩＧＡスクール構想が

大きく前倒しされ、小・中学校においては、

児童生徒が使用する一人一台端末が整備され

たと伺っております。 
このことにより先生方には、紙と黒板を使

った授業といった従来の授業スタイルに加え

て、一人一台端末を活用した授業の実施等が

求められております。急速な前倒しにより十

分な準備期間が取れなかったこと、そして教

職員のＩＣＴ活用の知識や経験の差という課

題がある中、学校は様々な対応に追われてい

る状況にあるのではないかと危惧をしており

ます。 

そこで、教育委員会におかれましては、今

後どのように学校を支援しようとしているの

か、お尋ねいたします。 
以上で、演壇からの質問を終わらせていた

だき、以降は、対面演壇席で答弁を聞かせてい

ただき、内容によっては再質問をさせていただ

きます。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 久保田議員のご

質問にお答えいたします。 

県として、地球温暖化対策と海洋エネルギー

関連産業の振興に向け、どのように取り組んで

いくのかとのお尋ねであります。 

本県においては、国が平成28年度に策定した

「地球温暖化対策計画」及び昨年10月の「カー

ボンニュートラル宣言」を踏まえ、本年3月、

「第2次長崎県地球温暖化対策実行計画」を策

定し、2030年までの温室効果ガス排出量45％削

減を目標として、各種対策に取り組んでいると

ころであります。 

一方、国においては、昨年12月、当該宣言を

国内産業の成長につなげる「グリーン成長戦略」

を策定し、洋上風力産業をはじめ、今後、成長

が期待される14の産業分野を重点的に支援す

る方針が示されるとともに、現行のエネルギー

基本計画の電源構成における再生可能エネルギ

ーの割合を大幅に引き上げることとして検討が

進められております。 

県としては、こうした国の動きをチャンスと

捉え、これまで進めてまいりました海洋エネル

ギー産業分野における県内企業の参入支援や、

アンカー企業の誘致によるサプライチェーン構

築に向けた取組をさらに強化するなど、洋上風

力発電を中心とする海洋エネルギー関連産業の

基幹産業化を目指して全力を注いでまいりたい
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と考えております。 

次に、石炭火力発電について、今後どのよう

に取り組んでいくのかとのお尋ねであります。 

国においては、2050年カーボンニュートラル

を見据え、次期エネルギー基本計画の策定を進

める中で、「気象条件によって出力が増減する

再生可能エネルギーを拡大していくうえでは調

整能力が大事であり、火力発電を脱炭素化して

いくことが重要である」といった議論が交わさ

れているところであります。 

こうした考えは県も同様であり、出力調整に

優れ、電力の安定供給の役割を担える石炭火力

発電の低炭素化が必要であると考え、これまで

国に対して、西海市の松島火力発電所の高効率

設備への更新等について要望を重ねてまいりま

した。 

その結果、去る4月には、電源開発株式会社

から、二酸化炭素が発生しない水素発電の実現

に向けた第一歩として、松島火力発電所2号機

にガス化設備を付加し、高効率化を図る旨の発

表がなされたところであります。 

県としては、再生可能エネルギーの導入拡大

に併せて石炭火力発電の低炭素化を促進するこ

とによって、カーボンニュートラルの先進県の

実現を目指してまいりたいと考えているところ

であります。 

次に、「第4波」におけるコロナ対策の振り

返りと、今後に向けた対応についてのお尋ねで

あります。 

「第4波」では、感染力が強い変異株を中心

に、全国的に急速な感染拡大の傾向が見られた

ことから、本県ではステージ1の段階から県外

との不要不急の往来自粛を呼びかけるとともに、

ゴールデンウィークにおける人流の拡大を見越

し、市中まん延の兆候が見られはじめたステー

ジ3の段階から、前倒しして外出自粛要請や飲

食店等への営業時間短縮要請などの対策を実施

してきたところであります。 

こうした対策への幅広い県民の皆様方のご協

力により、当時長崎大学において、ピーク時に

は120人を超えると予測されておりました1日

の感染者数も、ほぼ「第3波」並みの60人台に

とどまるとともに、人口当たり感染者の総数も、

九州各県の中で少ない方から2番目となってい

るところであります。 

一方、医療面では、「第3波」において医療

提供体制が危機的な状況となったことなどを踏

まえ、医療圏域を越えた転院調整や後方支援病

院の拡大、宿泊療養施設での医療体制の強化な

どを図ったところでありますが、感染ピーク時

には、長崎医療圏の病床使用率が実質100％を

超え、また、県全体の病床使用率も6割を超え

るなど医療提供体制が危機的な状況に陥ったと

ころであります。 

こうした状況については、緊急的な病床の確

保や医療従事者のご努力により何とか乗り切れ

たところでありますが、今後、さらなる医療提

供体制の強化について検討を進める必要がある

ものと考えております。 

いずれにいたしましても、まずは「第4波」

の収束が最優先の課題となっておりますが、引

き続き、市町や医療関係者等と連携し、ワクチ

ン接種の加速化はもとより、抗原簡易キットに

よる感染者の早期発見、感染拡大地域での包括

検査の実施、飲食店等における第三者認証制度

の推進、積極的疫学調査等による感染源の特定

や封じ込めの強化などに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。 

そのほかのご質問に対しては、各担当部局長

からお答えをさせていただきます。 
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の収束が最優先の課題となっておりますが、引

き続き、市町や医療関係者等と連携し、ワクチ

ン接種の加速化はもとより、抗原簡易キットに

よる感染者の早期発見、感染拡大地域での包括

検査の実施、飲食店等における第三者認証制度

の推進、積極的疫学調査等による感染源の特定

や封じ込めの強化などに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。 

そのほかのご質問に対しては、各担当部局長

からお答えをさせていただきます。 
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〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 私から、新型コロナ

ウイルス感染症について、県庁デジタル化につ

いて、2点お答えをいたします。 

まず、新型コロナウイルス感染症に関しまし

て、出勤者の半減について、どのような考え方

によって協力を求めてきたのかというお尋ねで

ございます。 

本県におきましては、「第3波」、「第4波」

におきまして感染が急速に拡大する中で、人の

流れを抑制し、感染拡大に歯止めをかけるため

に、外出自粛要請や飲食店等に対する時短要請

に加えまして、在宅勤務や休暇取得の促進等に

より出勤者を半減していただくよう要請を行っ

たところでございます。 

出勤者の半減は、非常に高い目標ではありま

すけれども、国の基本的対処方針において、緊

急事態宣言地域やまん延防止等重点措置地域に

おきましては、出勤者の7割削減が求められた

ことを参考としつつ、他県におけます出勤者削

減の取組も踏まえながら、高く目標を設定する

ことによりまして事業者の皆様のご協力を促し、

感染者の減少につなげることを意図したもので

ございます。 

次に、県庁デジタル化のうちペーパーレス化

について、現在の県の電子決済などペーパーレ

ス化の取組状況はというお尋ねをいただいてい

ます。 

県におきましては、県民の利便性の向上と業

務効率化のため、行政のデジタル改革に取り組

んでいるところでございます。 

取組の一つであります電子決済の近年の利用

件数につきましては、本庁各所属の巡回指導や

電子決済の利用目標設定、こういった取組を継

続的に行うことによりまして、令和元年度が前

年比1.25倍、令和2年度が前年比1.27倍の、現在

約13万件と増加してきている状況でございま

す。 

このほか、会議時のパソコン活用による紙資

料の削減とか、あるいはＷeb会議の推進、収録

映像を用いたパソコンによる研修会の実施とい

ったペーパーレス化の取組を積極的に行ってい

るところでございます。 

今後も、行政におけるデジタル改革推進の一

端を担うこれらの取組について推進をしてまい

りたいというふうに考えております。 

最後に、県庁のデジタル化のうち押印の見直

し状況について、どの程度進んでいるのかとい

うお尋ねをいただいております。 

県では、各種申請のオンライン化を積極的に

進めることといたしておりまして、その前提と

なります押印の見直しを推進するため、昨年の

夏から、県独自で見直しが可能な手続を洗い出

し、順次見直しを進めてきたところでございま

す。 

現在の進捗状況といたしましては、5月末ま

でに、押印を必要としてきた手続は約1,600種類

ございますけれども、このうち90％程度となる

約1,460種類で、押印がなくても申請等が可能と

なっている状況でございます。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 移動理由ア

ンケートをどのような経緯からはじめたのか、

また、その結果を今後どのように活用するのか

とのお尋ねでございます。 

人口減少対策は、県、市町共通の最重要課題

であり、一部においては対策の効果があらわれ

てきているものの、依然として人口減少に歯止

めをかけるまでには至っておりません。 

このような中、近年のＥＢＰＭの重要性の高
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まりを捉え、社会減の状況やその要因、いわゆ

るエビデンスを正確に把握、分析することで効

果的な人口減少対策につなげるため、県や市町

の担当部局とも協議のうえ、本年3月から新た

に、転入、転出理由や移動先での仕事の内容な

どを調査する移動理由アンケートを市町と共同

で実施しております。 

今回の調査結果につきましては、県の関係部

局や市町とも情報共有を図りながら様々な角度

から分析を行うことで、ＵＩターンや大学生の

県内就職促進をはじめ、これまでの人口減少対

策の重点化や深化、足らざる取組の企画立案な

ど、より効果的な施策の構築につながるよう活

用してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 人事委員会委員長。 

〇人事委員会委員（中牟田真一君） 職員採用試

験に「行政Ｂ」の枠を設けた目的と、その成果

についてのお尋ねですが、社会情勢が大きく変

化する中、多様化、高度化する県民ニーズに的

確に対応していくためには、優秀かつ多様な人

材の確保が重要であります。 

これまでも大学卒業程度の行政職の採用試験

については、通常枠のほかに「特別枠」を設け、

法律や経済などを専攻していない方も受験しや

すい試験内容とすることにより、多様な人材の

確保に取り組んでまいりました。 

今年度からは、「特別枠」の名称を「行政Ｂ」

に改めるとともに、試験内容を民間企業が広く

導入しているＳＰＩ試験に変更し、併せて試験

の実施と合格発表の時期を2か月早めることに

よって、民間企業を志望する学生にも、より一

層受験しやすい試験といたしました。 

その結果、応募者が昨年度の59名から444名

へと大幅に増加し、また、薬学、工学、生命科

学、看護等様々な分野で学んだ方に受験してい

ただくなど、多様な人材の確保に大きな成果が

あったものと考えております。 

今後も採用試験のあり方について研究を深め、

優秀かつ多様な人材の確保に努めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君） 県民に対するデジタ

ル格差の解消に向けた取組についてのお尋ねで

あります。 

新型コロナウイルスの感染拡大等により、社

会のデジタル化が急速に進む中、誰もがデジタ

ル化の恩恵を享受できる社会の実現が求められ

ております。 

そのため国においては、デジタル活用支援推

進事業により、主に高齢者の方々を対象として、

スマートフォンの使い方やスマートフォンによ

る行政手続方法などに関する講習会を、全国約

2,200か所で開催するとともに、この夏に策定予

定の「自治体デジタル・トランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）推進手順書」では、行政手続のオ

ンライン化やデジタル格差対策などに先進的に

取り組む自治体の事例なども紹介し、横展開を

図ることとされております。 

県といたしましては、こうした国のデジタル

活用支援推進事業の県内での実施について、通

信事業者と連携を図りますとともに、県内の市

町が取り組む住民向けの情報リテラシー向上対

策に対し、県情報戦略アドバイザーを派遣する

などの支援を行っていくこととしております。 

さらに、本年12月に開催予定の「ながさき

ＩＣＴフェア2021」におきましても、高齢者の

方々を対象としたセミナーを開催するなど、各

種取組を通して県民のデジタル格差の解消に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 東京オリン
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まりを捉え、社会減の状況やその要因、いわゆ

るエビデンスを正確に把握、分析することで効

果的な人口減少対策につなげるため、県や市町

の担当部局とも協議のうえ、本年3月から新た

に、転入、転出理由や移動先での仕事の内容な

どを調査する移動理由アンケートを市町と共同

で実施しております。 

今回の調査結果につきましては、県の関係部

局や市町とも情報共有を図りながら様々な角度

から分析を行うことで、ＵＩターンや大学生の

県内就職促進をはじめ、これまでの人口減少対

策の重点化や深化、足らざる取組の企画立案な

ど、より効果的な施策の構築につながるよう活

用してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 人事委員会委員長。 

〇人事委員会委員（中牟田真一君） 職員採用試

験に「行政Ｂ」の枠を設けた目的と、その成果

についてのお尋ねですが、社会情勢が大きく変

化する中、多様化、高度化する県民ニーズに的

確に対応していくためには、優秀かつ多様な人

材の確保が重要であります。 

これまでも大学卒業程度の行政職の採用試験

については、通常枠のほかに「特別枠」を設け、

法律や経済などを専攻していない方も受験しや

すい試験内容とすることにより、多様な人材の

確保に取り組んでまいりました。 

今年度からは、「特別枠」の名称を「行政Ｂ」

に改めるとともに、試験内容を民間企業が広く

導入しているＳＰＩ試験に変更し、併せて試験

の実施と合格発表の時期を2か月早めることに

よって、民間企業を志望する学生にも、より一

層受験しやすい試験といたしました。 

その結果、応募者が昨年度の59名から444名

へと大幅に増加し、また、薬学、工学、生命科

学、看護等様々な分野で学んだ方に受験してい

ただくなど、多様な人材の確保に大きな成果が

あったものと考えております。 

今後も採用試験のあり方について研究を深め、

優秀かつ多様な人材の確保に努めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君） 県民に対するデジタ

ル格差の解消に向けた取組についてのお尋ねで

あります。 

新型コロナウイルスの感染拡大等により、社

会のデジタル化が急速に進む中、誰もがデジタ

ル化の恩恵を享受できる社会の実現が求められ

ております。 

そのため国においては、デジタル活用支援推

進事業により、主に高齢者の方々を対象として、

スマートフォンの使い方やスマートフォンによ

る行政手続方法などに関する講習会を、全国約

2,200か所で開催するとともに、この夏に策定予

定の「自治体デジタル・トランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）推進手順書」では、行政手続のオ

ンライン化やデジタル格差対策などに先進的に

取り組む自治体の事例なども紹介し、横展開を

図ることとされております。 

県といたしましては、こうした国のデジタル

活用支援推進事業の県内での実施について、通

信事業者と連携を図りますとともに、県内の市

町が取り組む住民向けの情報リテラシー向上対

策に対し、県情報戦略アドバイザーを派遣する

などの支援を行っていくこととしております。 

さらに、本年12月に開催予定の「ながさき

ＩＣＴフェア2021」におきましても、高齢者の

方々を対象としたセミナーを開催するなど、各

種取組を通して県民のデジタル格差の解消に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 東京オリン
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ピック・パラリンピックの事前キャンプ受入状

況についてのお尋ねでございます。 

本県では、長崎市でポルトガルの水泳、佐世

保市でスペインのハンドボール、島原市でドイ

ツのパラリンピック陸上競技、諫早市でフィリ

ピンの陸上競技、大村市でポルトガルのトライ

アスロンと、4か国、5競技の事前キャンプを受

け入れることとしております。 

受け入れに当たりましては、国による「感染

防止ガイドライン」に基づき、選手団には、入

国前の徹底した体調管理や複数回のウイルス検

査、さらに滞在中には毎日のＰＣＲ検査を実施

するほか、バブル方式と呼ばれる移動制限や行

動制限により、選手の皆さんと県民の皆さんが

直接接触しないよう万全の受入体制を講じてま

いります。 

キャンプ後におきましては、これまでに得ら

れたノウハウや友好関係をもとに、関係自治体

と連携しながら、残念ながら今回、予定どおり

実施できなかったベトナムやラオスを含む相手

国との人的、経済的、文化的な交流を継続して

行ってまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） 新たな水産業振興基

本計画のもと、環境変化に強い経営体を育成す

るため、どのような対策を講じていくかとのお

尋ねでございますが、新たな水産業振興基本計

画においては、「環境変化に強く収益性の高い

魅力ある漁業経営体の育成」を基本目標の一つ

に掲げ、各種施策に取り組んでいるところであ

ります。 

具体的には、地域ごとに経営状況の把握や課

題分析を行い、重点施策の対象を明確化した「地

域別施策展開計画」を策定しており、この計画

に基づき、今年度からは新たに収益性の高いス

マートな経営モデルの確立のための経営指導と

最先端の漁労機器の導入支援を行うとともに、

ＩＣＴを活用した漁労機器活用の学習会を開催

し、地域を担う中核的な漁業経営体の育成を図

ることとしております。 

併せて、コロナ禍にも対応した高品質水産物

の新たな販路を見出すため、県内外の量販店で

販売実証を行い消費者ニーズを把握することで、

流通対策の強化を推進してまいります。 

このような取組をはじめ、地域の実態に応じ

た効果的な施策を展開することにより、環境変

化に強い経営体の育成に力を注いでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県として、「チャレ

ンジ園芸1,000億」の達成に向けて、どのように

取り組むのかとのお尋ねですが、県では、これ

まで農地や園芸用ハウス、集出荷施設といった

生産基盤の整備などにより規模拡大や多収化、

高品質化、低コスト化の取組を支援してきた結

果、令和元年の園芸産出額は835億円となり、

10年前と比較して9％増加をしております。 

県といたしましては、令和7年の園芸産出額

1,000億円の達成に向けて、生産・流通・販売対

策を強化していくこととしており、具体的には、

これまでの取組に加え、環境制御技術やドロー

ンなどスマート農業技術の導入による品質や生

産性の向上、外国人材の活用による労力不足へ

の対応、輸出先国の基準に適合した産地の育成

による輸出額の増加、生育・出荷予測や品質保

証による消費者に選ばれる産地づくり等につき

まして、市町、関係団体と一体となり推進を図

ってまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 長崎南北幹線道路に

ついてのお尋ねですが、長崎南北幹線道路のう
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ち未整備区間である長崎市茂里町から時津町野

田郷までについては、令和2年3月のルート選定

委員会からの概略ルート等の提言を踏まえ、こ

れまで詳細なルートや構造の検討を重ねてまい

りました。 

このたび、事業化の前提となる都市計画決定

に向け、県としての計画案を取りまとめました

ので、地元説明会を6月14日から20日まで、長

崎市で5回、時津町で2回開催したところです。 

説明会には、多くの方にご参加いただき、早

期の事業化を求めるご意見があった一方、工事

に伴う影響や建物移転などについて心配するご

意見もいただいており、引き続き、関係する皆

様方には丁寧に対応してまいります。 

今後、ご意見を踏まえながら都市計画の案を

作成し、都市計画案の縦覧、関係市町への意見

聴取、都市計画審議会での審議等を経たうえで、

早期に都市計画決定できるよう必要な手続を進

めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 小学校教員

の採用試験における受験者数を増加させるため

の対策と現況についてというお尋ねでございま

す。 

本年度の教員採用選考試験の対策といたしま

しては、受験できる年齢の上限を、これまでの

49歳から59歳までに引き上げました。また、大

学と連携した取組として、大学から推薦された

者に対して、一次試験を免除する制度を新たに

導入いたしました。 

その結果、現時点での志願状況は、小学校で

1.,5倍となっており、全国的に厳しい状況が続

く中で、一定の歯止めをかけることができたも

のではないかと考えております。 

また、他県等で勤務している小学校教員を対

象とした試験について、これまで関東会場のみ

で実施していたものを、今年度からは関西会場

を追加し、9月に実施をいたします。この試験

の出願期限は8月となっておりますので、さら

に志願者が増えてくるのではないかというふう

に考えております。 

2点目に、ＧＩＧＡスクール構想について、

学校にどういう支援をしていくのかというお尋

ねでございます。 

県教育委員会としましては、ＧＩＧＡスクー

ル構想の実現に取り組む市町や小・中学校を支

援するために、昨年度から市町、学校、大学等

による教育の情報化推進協議会を設置し、県内

の推進状況や全国の先進事例の共有に努めてい

るところです。 

併せて、ＧＩＧＡスクール構想の目的や内容、

端末の使い方などを解説した動画を配信し、先

生方の意識啓発や基本的な操作技術の研修を支

援してまいりました。 

また、今年度は、年度当初に一人一台端末の

活用についての手引きを全ての先生方に配布い

たしました。 

さらに、現在、県内の22会場において、端末

の効果的な活用方法等にかかる研修会を実施し

ております。なお、本研修会の内容については、

各学校で伝達し、県内全ての先生方の授業実践

につなげていくことができるよう、市町と連携

して取り組んでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） それぞれご答弁いた

だき、ありがとうございました。 

それでは、残りの時間を使わせていただきま

して幾つか再質問等をさせていただきますので、

引き続きよろしくお願いします。 

まず、地球温暖化対策、脱炭素社会について
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ち未整備区間である長崎市茂里町から時津町野

田郷までについては、令和2年3月のルート選定

委員会からの概略ルート等の提言を踏まえ、こ

れまで詳細なルートや構造の検討を重ねてまい

りました。 

このたび、事業化の前提となる都市計画決定

に向け、県としての計画案を取りまとめました

ので、地元説明会を6月14日から20日まで、長

崎市で5回、時津町で2回開催したところです。 

説明会には、多くの方にご参加いただき、早

期の事業化を求めるご意見があった一方、工事

に伴う影響や建物移転などについて心配するご

意見もいただいており、引き続き、関係する皆

様方には丁寧に対応してまいります。 

今後、ご意見を踏まえながら都市計画の案を

作成し、都市計画案の縦覧、関係市町への意見

聴取、都市計画審議会での審議等を経たうえで、

早期に都市計画決定できるよう必要な手続を進

めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 小学校教員

の採用試験における受験者数を増加させるため

の対策と現況についてというお尋ねでございま

す。 

本年度の教員採用選考試験の対策といたしま

しては、受験できる年齢の上限を、これまでの

49歳から59歳までに引き上げました。また、大

学と連携した取組として、大学から推薦された

者に対して、一次試験を免除する制度を新たに

導入いたしました。 

その結果、現時点での志願状況は、小学校で

1.,5倍となっており、全国的に厳しい状況が続

く中で、一定の歯止めをかけることができたも

のではないかと考えております。 

また、他県等で勤務している小学校教員を対

象とした試験について、これまで関東会場のみ

で実施していたものを、今年度からは関西会場

を追加し、9月に実施をいたします。この試験

の出願期限は8月となっておりますので、さら

に志願者が増えてくるのではないかというふう

に考えております。 

2点目に、ＧＩＧＡスクール構想について、

学校にどういう支援をしていくのかというお尋

ねでございます。 

県教育委員会としましては、ＧＩＧＡスクー

ル構想の実現に取り組む市町や小・中学校を支

援するために、昨年度から市町、学校、大学等

による教育の情報化推進協議会を設置し、県内

の推進状況や全国の先進事例の共有に努めてい

るところです。 

併せて、ＧＩＧＡスクール構想の目的や内容、

端末の使い方などを解説した動画を配信し、先

生方の意識啓発や基本的な操作技術の研修を支

援してまいりました。 

また、今年度は、年度当初に一人一台端末の

活用についての手引きを全ての先生方に配布い

たしました。 

さらに、現在、県内の22会場において、端末

の効果的な活用方法等にかかる研修会を実施し

ております。なお、本研修会の内容については、

各学校で伝達し、県内全ての先生方の授業実践

につなげていくことができるよう、市町と連携

して取り組んでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） それぞれご答弁いた

だき、ありがとうございました。 

それでは、残りの時間を使わせていただきま

して幾つか再質問等をさせていただきますので、

引き続きよろしくお願いします。 

まず、地球温暖化対策、脱炭素社会について
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でございますが、先般、イギリスで開催されま

した「Ｇ７サミット」でも、この地球温暖化対

策、ＣＯ2問題というのは、参加国の共通問題と

して認識された非常に重要な課題であります。 

本県においては、地球温暖化対策と経済成長

の両立、この一見相反する2つの事柄をどうい

うふうに折り合いというかバランス、両立させ

ていくのかというのが重要になってくると思い

ますが、産業分野など様々な分野への影響が懸

念されることでもありますので、県においては、

そうした影響にも十分配慮をいただきながら、

引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

次に、コロナ禍における出勤者の半減につい

て質問をさせていただきたいんですが、先ほど、

出勤者の半減の考え方については答弁がござい

ましたが、県内の事業者の状況を踏まえれば、

出勤者を半減することは難しい、そう簡単では

ないと、非常に高い目標ではないかと私は感じ

ています。 

事業者は出勤者半減を達成することができた

のか、事業者の取組結果をお尋ねするとともに、

それをどのように受け止め、今後同様の事態が

生じた場合に備えて、どのように取り組んでい

くのか、考えをお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（廣田義美君） 県内企業を対象

に行いましたアンケート調査結果によりますと、

出勤者を半減できた企業は、本年1月の調査で

は全体の約3％、6月の調査でも約4％にとどま

っており、企業全体として出勤者半減の目標を

達成することはできませんでした。 

一方、工場での作業が必要な製造業や、対面

サービスが必要な医療・福祉など在宅勤務が難

しい業種もある中で、出勤者を減少させた企業

の割合は、1月が16％であったのに対し、6月は

約30％となっており、感染防止対策としての出

勤者削減への理解が一定得られてきているもの

と受け止めております。 

こうした中、県といたしましては、働き方改

革の一環として取り組んでいるテレワーク等に

ついて、引き続き企業への導入を促進してまい

りたいと考えているところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） どうもありがとうご

ざいました。 

確かに民間事業者で出勤者の半減というのは、

私も高いハードルだなと。ただ、知事のお考え

としては、あえて高いハードルを掲げることで、

それに少しでも近づいていただきたいと、人流

を抑制したいという考えから高い目標を設定さ

れたものというふうに私も考えておりました。 

そして、今の部長の答弁にありましたように、

1月が16％、6月がその倍ということで、県民の

皆様も、そういう県のお声かけというか、啓発

というか、そういったものにも非常に協力をし

ていただいたということで、大変ありがたいと

思っております。 

それで、出勤者の半減という点では達成でき

なかったんですけれども、民間企業ではコロナ

禍で業績が落ち込む中、本当に芳しくない売上

げとか、そういった数字がずっと続く中で3割

の事業者に協力をいただいたということは、私

個人としては、大変ありがたいというふうに受

け止めております。 

そして、出勤者半減については県庁でも同様

に取り組んでいますが、事業者にお願いをした

立場として目標を達成できたのか、県庁におけ

る取組結果とその受け止め、今後同様の事態が

生じた場合にどのように取り組んでいくのか、

考えをお尋ねいたします。 
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〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）県庁におきましては、

出勤者半減の目標を掲げまして、在宅勤務とか

年次有給休暇の取得促進などに取り組みました

が、出勤者の削減率といたしましては、新型コ

ロナウイルス感染症に従事している職員を除き

まして、令和3年1月が約33％、5月が約40％と

いうことで、目標を達成するには至りませんで

した。 

出勤者の半減を達成するためには、在宅勤務

のさらなる推進が必要であるというふうに受け

止めておりまして、年度内に職員用パソコンの

入れ替え時期を迎えることから、テレワーク用

の対応のパソコンを3,000台程度導入すること

といたしております。 

引き続き、職員の出勤回避や時差出勤の推進

など感染防止対策に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） ありがとうございま

した。民間業者もなかなか厳しいのであります

が、県は楽かというと、県も通常業務もありま

すし、またコロナ対応で大変忙しい状況であっ

て、そういう忙しい中をやりくりしながら、1

月が33％、5月が40％ということで、できるだ

け50％に近づけるような努力をしていただい

ていると、そこも大変評価をできるところであ

りますが、今回のことで一つのノウハウができ

たと思いますので、また同様なことが、ないの

が一番いいんですが、何が起こるかわかりませ

んので、こういった出勤者の半減については、

県、そしてまた民間事業者の方々も協力してい

ただけるような取組をしていただきたいと思い

ます。 

次に、押印の見直し状況についてでございま

す。 

押印の見直しについてはしっかりと取り組ん

でいるものと理解をいたしました。 

先ほどの部長の答弁で90％ができていると

いうことですが、残りの10％についてはどうい

った理由で押印を必要としているのか、お尋ね

をいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）現在も押印を必要と

している手続といたしましては、例えば県税の

納税義務について第三者が保証する場合など実

印の押印と印鑑証明書の提出を求める手続、あ

るいは入札書や一部の補助金の申請書など押印

に代わる本人確認方法を検討中の手続、こうい

ったものがございます。 

引き続き、国の取組等も参考としながら、見

直し可能な手続につきましては、随時、見直し

を進めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） 総務部長、もう一つ

お尋ねしたいんですが、押印見直しについて、

着実に進めていただきたいとは思うんですけれ

ども、今後、行政サービスをさらに向上させて

いくためには、押印が不要となった行政手続に

ついて、着実にオンライン化していくことが重

要と考えます。この点について、今後どのよう

に取り組んでいこうとされているのか、お尋ね

いたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）行政手続のオンライ

ン化につきましては、今後、見直し効果が大き

い手続とか見直しに取り組みやすい手続、こう

いったところから電子申請等の活用を進めてい

くことにしています。

これによりまして、県民の皆様の利便性向上
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〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）県庁におきましては、

出勤者半減の目標を掲げまして、在宅勤務とか

年次有給休暇の取得促進などに取り組みました

が、出勤者の削減率といたしましては、新型コ

ロナウイルス感染症に従事している職員を除き

まして、令和3年1月が約33％、5月が約40％と

いうことで、目標を達成するには至りませんで

した。 

出勤者の半減を達成するためには、在宅勤務

のさらなる推進が必要であるというふうに受け

止めておりまして、年度内に職員用パソコンの

入れ替え時期を迎えることから、テレワーク用

の対応のパソコンを3,000台程度導入すること

といたしております。 

引き続き、職員の出勤回避や時差出勤の推進

など感染防止対策に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） ありがとうございま

した。民間業者もなかなか厳しいのであります

が、県は楽かというと、県も通常業務もありま

すし、またコロナ対応で大変忙しい状況であっ

て、そういう忙しい中をやりくりしながら、1

月が33％、5月が40％ということで、できるだ

け50％に近づけるような努力をしていただい

ていると、そこも大変評価をできるところであ

りますが、今回のことで一つのノウハウができ

たと思いますので、また同様なことが、ないの

が一番いいんですが、何が起こるかわかりませ

んので、こういった出勤者の半減については、

県、そしてまた民間事業者の方々も協力してい

ただけるような取組をしていただきたいと思い

ます。 

次に、押印の見直し状況についてでございま

す。 

押印の見直しについてはしっかりと取り組ん

でいるものと理解をいたしました。 

先ほどの部長の答弁で90％ができていると

いうことですが、残りの10％についてはどうい

った理由で押印を必要としているのか、お尋ね

をいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 現在も押印を必要と

している手続といたしましては、例えば県税の

納税義務について第三者が保証する場合など実

印の押印と印鑑証明書の提出を求める手続、あ

るいは入札書や一部の補助金の申請書など押印

に代わる本人確認方法を検討中の手続、こうい

ったものがございます。 

引き続き、国の取組等も参考としながら、見

直し可能な手続につきましては、随時、見直し

を進めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） 総務部長、もう一つ

お尋ねしたいんですが、押印見直しについて、

着実に進めていただきたいとは思うんですけれ

ども、今後、行政サービスをさらに向上させて

いくためには、押印が不要となった行政手続に

ついて、着実にオンライン化していくことが重

要と考えます。この点について、今後どのよう

に取り組んでいこうとされているのか、お尋ね

いたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 行政手続のオンライ

ン化につきましては、今後、見直し効果が大き

い手続とか見直しに取り組みやすい手続、こう

いったところから電子申請等の活用を進めてい

くことにしています。

これによりまして、県民の皆様の利便性向上
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に加えまして、取りまとめ、分析、回答などに、

これはデータとして管理できますので、こうい

ったところにＲＰＡ等を活用することで、さら

なる業務効率化にもつなげてまいりたいという

ふうに考えています。

その際、今年度から庁内の各部局にデジタル

改革推進員というものを配置させていただいて

おりますので、こういった方々とも連携しなが

ら、全庁一丸となって取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） ありがとうございま

す。 

次に、ＩＣＴの利活用に関連してお尋ねした

いんですが、本県におけるマイナンバーカード

の取得率はどれくらいで、全国他県と比較して

どうなのか、また、どのようにして、今後、取

得を促進していくのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）マイナンバー

カードの交付率は、令和3年6月1日現在で、全

国が31.8％、本県が31.1％となっておりまして、

本県の交付率はおおよそ全国平均の水準となっ

ております。 

マイナンバーカードの交付は、市町の事務で

ありますが、県としましても、市町と共同でカ

ードの交付率向上を目的といたします研究会を

立ち上げておりまして、優良事例の情報共有や

交付率促進策の研究、協議等を行ってきたとこ

ろであります。 

今後とも、この研究会などを活用しながら、

市町における交付率向上に向けた取組を支援し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） 続いて、ＩＣＴに関

連してもう一つ、リモートワーク移住について

お尋ねいたします。 

このコロナ禍で人々のライフスタイルが大き

く変わってきております。場所にとらわれない

働き方が可能となってきております。 

先般、新聞で読んだんですが、リモートワー

クを活用し東京での仕事を継続しながら県内へ

移住された方の取材記事が掲載されておりまし

た。県内でＩＣＴを活用して働く環境が整って

くると、このような移住へつながっていくケー

スも出てくると思われます。 

県では、昨年度からリモートワーク受入体制

に取り組んでおりますが、現在の取組状況につ

いて、お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）新型コロナウ

イルス感染症によるリモートワークの拡大等を

契機といたしまして、地方移住への関心が高ま

っており、こうした地方回帰の流れを県内に呼

び込むことが重要であると考えております。 

そのため昨年度から、県と市町が連携し「リ

モートワークｉｎ長崎」プロジェクトの推進に

力を注いでおり、多くの市町でリモートワーク

の受入体制づくりなどが進むほか、県におきま

しては、県内の受入れ環境や魅力等を発信する

ための専用サイトの構築や動画の作成等に取り

組んできたところであります。 

現在、都市部向けの情報発信や相談対応を担

う人材を配置し、企業との関係構築等を進めて

いるところであり、今後、動画を活用した情報

発信のほか、都市部でのマッチングイベントや

県内ツアー等にも取り組みながら、本県への新

しい人の流れの創出につなげてまいりたいと考

えております。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 
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〇１１番（久保田将誠君） それでは、水産部長

に、水産物の輸出について、お尋ねします。 

本県水産物の輸出の動向はどうなっているの

か、そして、今後、輸出拡大に向けて県はどの

ように取り組んでいくのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） 本県の輸出につきま

しては概ね順調に増加しているところでござい

まして、平成30年に過去最高の33億円を記録し

たところでございます。 

ただ、令和元年、令和2年で新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けまして、やや減少した

ものの、今年に入りまして回復の兆しが見え始

めたといったところでございます。 

今後につきましては、最大輸出先でございま

す中国市場での長崎鮮魚のブランドの維持とシ

ェア拡大を図るため、上海などの既存市場での

販売強化を図るとともに、中国南部、内陸部な

どの販路開拓に取り組むほか、輸出先国のニー

ズに対応した施設の整備などについても、国の

事業を活用しながら進めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） 漁業就業者の確保に

ついて、お尋ねします。 

県として、漁業就業者の確保に向けてこれま

でどのように取り組んできたのか、また、今後

どのような対策を講じていくのか、お尋ねをい

たします。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） 県では、ＳＮＳでの

漁業の魅力の情報発信や、就業者支援フェアの

開催、就業前後の技術取得研修など、市町や関

係団体と連携して切れ目のない就業者確保対策

を展開しており、昨年度は180人の新規就業者

を確保したところでございます。 

今年度から、新たに農業との兼業など多様な

働き方も対象にして、漁村に人を呼び込むため、

技術取得研修に「兼業漁師コース」を創設する

など内容の充実を図ったところであり、今後も

漁村地域の生産力を支える新規就業者の確保・

育成を推進してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） どうもありがとうご

ざいます。 

残りあと数分ですけれども、最後に、東京オ

リンピック・パラリンピックに関連して、知事

にお尋ねをいたします。 

現在、日本代表選手の選考が進められていま

すが、既に出場が内定している本県出身選手も

発表されているところであります。 

本県出身者にどのような活躍を期待するのか、

激励を含め、知事にお尋ねいたします。

〇議長（瀬川光之君） 知事。

〇知事（中村法道君） 今回のオリンピック・パ

ラリンピックに、日本代表として選出された本

県出身の選手の皆様方は、我々、多くの長崎県

民の誇りでありまして、新型コロナウイルス感

染症という大きな影響を受ける中で、出場を目

標に鍛錬を重ね、この大舞台で勝利に向かって

活躍される姿は、多くの県民の皆様方に夢や感

動、勇気を与えるものであると確信をいたして

おります。 

今大会を待ちわびてこられた選手の皆様方に

は、ぜひ、悔いのないように最高のパフォーマ

ンスを発揮していただきたいと願っているとこ

ろであり、また、県民の皆様方には、長崎から

力強い応援をお願いするところであります。 

本県出身選手の活躍を期待しているところで

あります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 
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〇１１番（久保田将誠君） それでは、水産部長

に、水産物の輸出について、お尋ねします。 

本県水産物の輸出の動向はどうなっているの

か、そして、今後、輸出拡大に向けて県はどの

ように取り組んでいくのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） 本県の輸出につきま

しては概ね順調に増加しているところでござい

まして、平成30年に過去最高の33億円を記録し

たところでございます。 

ただ、令和元年、令和2年で新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けまして、やや減少した

ものの、今年に入りまして回復の兆しが見え始

めたといったところでございます。 

今後につきましては、最大輸出先でございま

す中国市場での長崎鮮魚のブランドの維持とシ

ェア拡大を図るため、上海などの既存市場での

販売強化を図るとともに、中国南部、内陸部な

どの販路開拓に取り組むほか、輸出先国のニー

ズに対応した施設の整備などについても、国の

事業を活用しながら進めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） 漁業就業者の確保に

ついて、お尋ねします。 

県として、漁業就業者の確保に向けてこれま

でどのように取り組んできたのか、また、今後

どのような対策を講じていくのか、お尋ねをい

たします。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。

〇水産部長（斉藤 晃君） 県では、ＳＮＳでの

漁業の魅力の情報発信や、就業者支援フェアの

開催、就業前後の技術取得研修など、市町や関

係団体と連携して切れ目のない就業者確保対策

を展開しており、昨年度は180人の新規就業者

を確保したところでございます。 

今年度から、新たに農業との兼業など多様な

働き方も対象にして、漁村に人を呼び込むため、

技術取得研修に「兼業漁師コース」を創設する

など内容の充実を図ったところであり、今後も

漁村地域の生産力を支える新規就業者の確保・

育成を推進してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番（久保田将誠君） どうもありがとうご

ざいます。 

残りあと数分ですけれども、最後に、東京オ

リンピック・パラリンピックに関連して、知事

にお尋ねをいたします。 

現在、日本代表選手の選考が進められていま

すが、既に出場が内定している本県出身選手も

発表されているところであります。 

本県出身者にどのような活躍を期待するのか、

激励を含め、知事にお尋ねいたします。

〇議長（瀬川光之君） 知事。

〇知事（中村法道君） 今回のオリンピック・パ

ラリンピックに、日本代表として選出された本

県出身の選手の皆様方は、我々、多くの長崎県

民の誇りでありまして、新型コロナウイルス感

染症という大きな影響を受ける中で、出場を目

標に鍛錬を重ね、この大舞台で勝利に向かって

活躍される姿は、多くの県民の皆様方に夢や感

動、勇気を与えるものであると確信をいたして

おります。 

今大会を待ちわびてこられた選手の皆様方に

は、ぜひ、悔いのないように最高のパフォーマ

ンスを発揮していただきたいと願っているとこ

ろであり、また、県民の皆様方には、長崎から

力強い応援をお願いするところであります。 

本県出身選手の活躍を期待しているところで

あります。 

〇議長（瀬川光之君） 久保田議員―11番。 
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〇１１番（久保田将誠君） 知事、どうもありが

とうございました。 

最後の長崎から応援をしていただきたいとい

うところで、私の思いも同じで、なかなか東京

まで行って応援することができませんので、本

県で応援をしていくということが基本になろう

かと思いますが、私個人の考えとしましては、

本県出身の選手が、今言われたように大舞台で

もあります、そこでやっぱり納得のいくプレー

ですね、勝敗にこだわらず、納得のいくプレー

をして、それが本人、そしてまた長崎県の我々

に勇気を与えていただけるように願いまして、

私の一般質問を終わります。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇副議長（松本洋介君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

坂口議員―12番。 

〇１２番（坂口慎一君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

自由民主党・県民会議、諫早市選出の坂口慎

一でございます。 

まず、冒頭、新型コロナウイルス感染症によ

り、お亡くなりになられました方々に対しまし

て、哀悼の意を表しますとともに、罹患され、

療養中の皆様方に対しまして、お見舞いと一刻

も早いご回復をお祈り申し上げます。 

そして、今現在も、それぞれの現場において

コロナと闘う全ての方々へ敬意と感謝を申し上

げ、そして、心からのエールをお送りさせてい

ただきます。 

さて、先般、実施されました長崎県議会議員

補欠選挙におきまして、多くの県民、諫早市民

の皆様より負託を賜り、県政の場へと送り出し

ていただきました。その責任の重さをしっかり

と自覚しながら、そしてまた、今回、ご配慮を

いただき、質問の機会を与えていただきました

先輩・同僚議員の皆様方に感謝を申し上げまし

て、県議会議員として、はじめての一般質問に

臨みます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、質問通告に従いまして質問に移ら

せていただきます。 

1、資産の老朽化対策及び財源の確保につい

て。 

（1）公共インフラ施設の老朽化の現状と対

策について。 

公共資産の老朽化対策につきましては、人口

減少、少子・高齢化対策と同様に、本県の重要

課題の一つでもあります。 

全国の地方公共団体が、国が示した統一的な

基準に従い作成する公会計財務諸表によれば、

平成29年度決算普通会計分で申しますと、本県

の資産合計額は3兆2,528億8,600万円、住民一

人当たりに換算しますと236万円で、九州7県の

うち最も高く、全国の都道府県の中でも3番目

に高いという結果が出ております。 

また、貸借対照表からは、財務指標の一つで

ある有形固定資産減価償却率、いわゆる資産老

朽化比率が53％であることがわかり、資産老朽

化の程度をあらわすこの指標は、今後、上昇し

ていくことが見込まれています。 

これは、本県の特性として、海岸延長が長く、

多くの有人離島を有しており、それに伴い、橋

梁や港湾などのインフラ資産を多く有している

ためです。 

本県においては、昭和40年代から50年代に多
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くの施設が整備されてきたという経緯と、それ

に伴い、20年後、建設後50年以上を経過するイ

ンフラ施設が急速に増加する見込みであり、イ

ンフラ施設の老朽化による事故の未然防止及び

維持管理にかかるコストの縮減が課題となりま

す。 

そこで伺います。 

本県における公共インフラ施設の老朽化はど

のように進行しているのか、また、維持・管理

にかかる費用をどの程度見込んでいるのか、老

朽化に対応するため、どのような対策を講じて

いるのか、答弁を求めます。 

なお、この後の質問は、対面演壇席より行い

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 坂口議員のご質

問にお答えいたします。 

公共インフラ施設の老朽化の現状と対策につ

いてのお尋ねであります。 

海岸線が長く、地形が急峻な本県では、橋梁

やトンネル、港湾などの公共インフラ施設が多

く、その大半は高度経済成長期に整備しており

ますことから、10年後には橋梁の半数以上が、

建設後50年を超えるなど、老朽化の進行により、

維持・更新コストの拡大が懸念されているとこ

ろであります。 

このため、県では、全国に先駆けて、予防保

全的な手法を導入した、効率的かつ計画的な維

持補修を行うための「維持管理計画」を策定し、

施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を

図っているところであり、例えば、橋梁では、

今後50年間に必要な維持管理コストを約1,000

億円と想定し、毎年20億円程度の予算を充当し

ているところであります。 

今年度からスタートいたしました「国土強靭

化5か年加速化対策」においては、こうしたイ

ンフラ老朽化対策も対象に加えられましたこと

から、この予算を活用して、前倒しで事業に取

り組んでいきたいと考えており、今月10日には、

国土交通省及び財務省に対して、必要な予算の

確保や財源措置の拡充を要望したところであり

ます。 

公共インフラ施設の老朽化への対応は、喫緊

の課題となっており、今後も機会あるごとに、

必要な予算確保などを国に強く訴えるとともに、

公共インフラ施設をこれから先も健全な状態に

保てるよう、戦略的な維持管理に力を注いでま

いりたいと考えているところであります。 

この後のお尋ねにつきましては、自席の方か

らお答えをさせていただきます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございまし

た。この公共インフラ施設の老朽化対策につき

ましては、今後、多大な維持管理にかかる費用

が見込まれ、喫緊の課題というご答弁でした。 

この後は、財源の確保について伺ってまいり

たいと思います。 

（2）遊休資産・売却可能資産の現状と売却

促進について。 

本県では、厳しい財政状況を踏まえ、行財政

改革により、歳入確保と歳出抑制の取組がなさ

れてきました。 

しかしながら、歳出の抑制は、行政サービス

の質の低下、行政職員のマンパワーの不足など、

弊害を生じさせる可能性を有すること、また、

税収等の増収は、自主財源、一般財源の確保に

つながり、自立的な財政運営を可能とする一方

で、地方交付税の算定に影響を及ぼすものでも

あります。地方交付税の算定に影響を与えない

財産収入や寄附金等の受け入れを確保していく
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くの施設が整備されてきたという経緯と、それ

に伴い、20年後、建設後50年以上を経過するイ

ンフラ施設が急速に増加する見込みであり、イ

ンフラ施設の老朽化による事故の未然防止及び

維持管理にかかるコストの縮減が課題となりま

す。 

そこで伺います。 

本県における公共インフラ施設の老朽化はど

のように進行しているのか、また、維持・管理

にかかる費用をどの程度見込んでいるのか、老

朽化に対応するため、どのような対策を講じて

いるのか、答弁を求めます。 

なお、この後の質問は、対面演壇席より行い

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 坂口議員のご質

問にお答えいたします。 

公共インフラ施設の老朽化の現状と対策につ

いてのお尋ねであります。 

海岸線が長く、地形が急峻な本県では、橋梁

やトンネル、港湾などの公共インフラ施設が多

く、その大半は高度経済成長期に整備しており

ますことから、10年後には橋梁の半数以上が、

建設後50年を超えるなど、老朽化の進行により、

維持・更新コストの拡大が懸念されているとこ

ろであります。 

このため、県では、全国に先駆けて、予防保

全的な手法を導入した、効率的かつ計画的な維

持補修を行うための「維持管理計画」を策定し、

施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を

図っているところであり、例えば、橋梁では、

今後50年間に必要な維持管理コストを約1,000

億円と想定し、毎年20億円程度の予算を充当し

ているところであります。 

今年度からスタートいたしました「国土強靭

化5か年加速化対策」においては、こうしたイ

ンフラ老朽化対策も対象に加えられましたこと

から、この予算を活用して、前倒しで事業に取

り組んでいきたいと考えており、今月10日には、

国土交通省及び財務省に対して、必要な予算の

確保や財源措置の拡充を要望したところであり

ます。 

公共インフラ施設の老朽化への対応は、喫緊

の課題となっており、今後も機会あるごとに、

必要な予算確保などを国に強く訴えるとともに、

公共インフラ施設をこれから先も健全な状態に

保てるよう、戦略的な維持管理に力を注いでま

いりたいと考えているところであります。 

この後のお尋ねにつきましては、自席の方か

らお答えをさせていただきます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございまし

た。この公共インフラ施設の老朽化対策につき

ましては、今後、多大な維持管理にかかる費用

が見込まれ、喫緊の課題というご答弁でした。 

この後は、財源の確保について伺ってまいり

たいと思います。 

（2）遊休資産・売却可能資産の現状と売却

促進について。 

本県では、厳しい財政状況を踏まえ、行財政

改革により、歳入確保と歳出抑制の取組がなさ

れてきました。 

しかしながら、歳出の抑制は、行政サービス

の質の低下、行政職員のマンパワーの不足など、

弊害を生じさせる可能性を有すること、また、

税収等の増収は、自主財源、一般財源の確保に

つながり、自立的な財政運営を可能とする一方

で、地方交付税の算定に影響を及ぼすものでも

あります。地方交付税の算定に影響を与えない

財産収入や寄附金等の受け入れを確保していく
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ことが重要ではないかと考えます。 

本県におきましても、現在、利用されていな

い県所有の遊休資産、いわゆる未利用地を有効

活用し、これらを積極的に貸し付け、あるいは

売却することで収入を確保することが可能であ

ると思いますが、売却可能な土地がどの程度あ

るのか、その実績も含めて、ご答弁をお願いい

たします。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 未利用地につきまし

ては、県では、平成27年度から、収支改善策の

一環といたしまして、立地条件が良く、売却見

込みが高い物件から売却処分に取り組んでまい

りました。 

平成27年度から令和2年度までの6年間にお

ける売却実績といたしましては35件で、収支改

善計画の目標売却額約1億3,000万円に対しま

して、約9億5,000万円の収入を得たという状況

でございます。 

一方、令和2年度末現在の処分等予定地は100

件、面積は10万6,000平方メートルという状況

でございます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ご答弁いただきました

ように、売却の実績としては、平成27年度から

令和2年までの6年間で35件、収支改善計画の目

標売却額約1億3,000万円に対して9億5,000万

円の収入があったということで、目標額ベース

では一定の評価ができるものと考えます。 

しかしながら、処分可能な件数、面積に対す

る実績が少し少ないのではないかということ、

また、本県の厳しい財政状況という観点から考

慮すれば、さらなる売却による財源確保に努め

るべきであると考えますが、県の見解を伺いま

す。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） これまでの売却の取

組の結果といたしまして、近年の処分等予定地

の中には、過去に入札に付しても売却できなか

った物件など多く残っておりますが、未利用地

の売却促進自体につきましては、県の財源確保

を図るうえで大変重要な取組であるというふう

に認識してございます。 

このため、県におきましては、インターネッ

トを利用した入札ですとか、不動産業者の仲介

など、多様な売却手法を実施するとともに、令

和2年度からは、新たに新聞広告を活用いたし

まして、売却予定物件の情報発信に取り組んで

いるという状況にございます。 

こうした取組によりまして、引き続き、財源

確保の一助となるよう、未利用地の売却に努め

てまいりたいというふうに考えてございます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 未利用地の売却に尽力

いただいていることは理解いたしました。 

先ほどご紹介いただきました多様な手法を活

用しながら、今後も売却の促進を図っていただ

きますようにお願いいたします。 

（3）本県におけるふるさと納税寄附金の受

入額と課題について。 

①本県におけるふるさと納税寄附金受入額の

実績と寄附額増額に向けた取組について。 

財産収入と並び地方交付税算定に影響を与え

ない歳入項目といたしまして寄附金収入がござ

います。寄附金の募集について、近年注目を集

めているのが、ふるさと納税制度でございます。

寄附者の所得税、住民税の控除という部分では、

税制と関連しますが、この制度の本質は寄附金

の受け入れにあります。 

私は、即効性のある財源確保の手段が、この
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ふるさと納税であると考えております。多くの

寄附を集めることで、本県の行政コストに幾分

でも充当することが可能になるのではないか、

多くの財源の確保、即ち、多くの寄附金の受け

入れのために、ふるさと納税をより強力に推進

すべきであると考えます。 

これまでのふるさと納税の寄附金受入れの実

績と寄附額増加へ向けた取組について伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 本県のふるさと納税

の過去5年間の推移といたしましては、平成28

年度が3,247万円、令和元年度には1億5,051万

円と、はじめて1億円を超えまして、令和2年度

も1億4,456万円と、昨年度並みを維持し、5年

間で約4.5倍と増加をしてございます。 

ふるさと納税は、財源確保の観点から重要で

ありますから、寄附者の方々に使途を明示して

積極的にご支援、応援をいただくということで

増収を図るとともに、全庁的な増収の取組を推

進するため、令和2年度から寄附金を管理する

基金を設置しております。 

使途事業となりますプロジェクトを設けてお

りますけれども、これは毎年度見直しを図って

おりまして、今年度も10のプロジェクトで寄附

を募集してございます。事業担当課それぞれが、

募集の媒体ですとか、ネットワークを活用した

取組を行うということにしてございます。 

併せまして、関係各課や事業者との連携を深

めまして、返礼品や募集サイトを充実させるこ

とで、さらなる増収に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 年々、受入件数、金額

が、おおむね増加傾向にあるということで、大

変すばらしいことではないかなと思います。 

ただ、一方で課題もあるようでございます。

そのことについて、次に伺ってまいります。 

②令和元年6月にふるさと納税制度の運用に

関する方針の改善について。 

まず、ふるさと納税の意義について、改めて

確認しておきたいと思います。 

ふるさと納税は、地方創生の観点から議論さ

れることが多いですけれども、そもそも、ふる

さと納税は、「多くの国民が地方のふるさとで

生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機に

都会に出て、そこで納税をする。その結果、都

会の地方団体は彼らから税収を得るが、彼らを

育んだふるさとの地方団体には税収はない」と

いう問題提起からはじまったものです。 

子どもの出生から18歳までの間に、教育、福

祉、医療等の費用として、一人当たり平均約

1,600万円の公費負担が行われているという試

算を踏まえまして、近年では、地方団体の長な

どからは、都会に転出した者が成長する際に、

地方が負担した教育や福祉のコストに対する還

元の仕組みができないかと、納税者の生涯を通

じ、受益と負担のバランスを取るべきではない

かといった意見が表明される一方で、都会で生

活している納税者からも、自分が生まれ育った

ふるさとに貢献したい、自分と関わりの深い地

域を応援したいといった意見が強く出されるよ

うになってきております。 

このように、我が国が抱える構造的な地域間

の格差を是正する役割を期待されているのが、

ふるさと納税制度であると私は考えます。今後

も、本県における取組をさらに強く推進してい

ただきたいと要望するものでありますが、そこ

で一つ課題がございます。 

令和元年6月より、「ふるさと納税制度の運

用に関する方針」が出され、その中で、募集に
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ふるさと納税であると考えております。多くの

寄附を集めることで、本県の行政コストに幾分

でも充当することが可能になるのではないか、

多くの財源の確保、即ち、多くの寄附金の受け

入れのために、ふるさと納税をより強力に推進

すべきであると考えます。 

これまでのふるさと納税の寄附金受入れの実

績と寄附額増加へ向けた取組について伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 本県のふるさと納税

の過去5年間の推移といたしましては、平成28

年度が3,247万円、令和元年度には1億5,051万

円と、はじめて1億円を超えまして、令和2年度

も1億4,456万円と、昨年度並みを維持し、5年

間で約4.5倍と増加をしてございます。 

ふるさと納税は、財源確保の観点から重要で

ありますから、寄附者の方々に使途を明示して

積極的にご支援、応援をいただくということで

増収を図るとともに、全庁的な増収の取組を推

進するため、令和2年度から寄附金を管理する

基金を設置しております。 

使途事業となりますプロジェクトを設けてお

りますけれども、これは毎年度見直しを図って

おりまして、今年度も10のプロジェクトで寄附

を募集してございます。事業担当課それぞれが、

募集の媒体ですとか、ネットワークを活用した

取組を行うということにしてございます。 

併せまして、関係各課や事業者との連携を深

めまして、返礼品や募集サイトを充実させるこ

とで、さらなる増収に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 年々、受入件数、金額

が、おおむね増加傾向にあるということで、大

変すばらしいことではないかなと思います。 

ただ、一方で課題もあるようでございます。

そのことについて、次に伺ってまいります。 

②令和元年6月にふるさと納税制度の運用に

関する方針の改善について。 

まず、ふるさと納税の意義について、改めて

確認しておきたいと思います。 

ふるさと納税は、地方創生の観点から議論さ

れることが多いですけれども、そもそも、ふる

さと納税は、「多くの国民が地方のふるさとで

生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機に

都会に出て、そこで納税をする。その結果、都

会の地方団体は彼らから税収を得るが、彼らを

育んだふるさとの地方団体には税収はない」と

いう問題提起からはじまったものです。 

子どもの出生から18歳までの間に、教育、福

祉、医療等の費用として、一人当たり平均約

1,600万円の公費負担が行われているという試

算を踏まえまして、近年では、地方団体の長な

どからは、都会に転出した者が成長する際に、

地方が負担した教育や福祉のコストに対する還

元の仕組みができないかと、納税者の生涯を通

じ、受益と負担のバランスを取るべきではない

かといった意見が表明される一方で、都会で生

活している納税者からも、自分が生まれ育った

ふるさとに貢献したい、自分と関わりの深い地

域を応援したいといった意見が強く出されるよ

うになってきております。 

このように、我が国が抱える構造的な地域間

の格差を是正する役割を期待されているのが、

ふるさと納税制度であると私は考えます。今後

も、本県における取組をさらに強く推進してい

ただきたいと要望するものでありますが、そこ

で一つ課題がございます。 

令和元年6月より、「ふるさと納税制度の運

用に関する方針」が出され、その中で、募集に
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要した費用等の制限というものがございます。

各自治体は、募集に要した費用等が寄附額の

50％以下になるようにしなければならないと

いうものです。この費用の中には、返礼品の送

付にかかる費用も含まれており、首都圏から遠

く離れた本県を含む九州・沖縄地方の自治体に

とっては不利な制度設計となっております。 

近年では、配送料も上昇傾向にあり、そのし

わ寄せは、各自治体で返礼品を提供する事業者

にきているのが現状であります。 

県下21市町の状況を鑑み、広域行政としての

役割を担っていただきまして、同じ境遇にある

他県、他市町とも連携して、事態の改善に努め

ていただければと思いますが、見解を伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 募集の費用を寄附額

の50％以下とする制限は、「ふるさとを応援し

たい」というふるさと納税の趣旨に鑑みまして、

少なくとも寄附額の半分以上は地方の活性化に

使っていただきたいという趣旨から設けられた

ものと承知をしてございます。 

募集費用は、ご指摘をいただきました送料の

ほか、返礼品の調達費用、人件費、募集サイト

の委託料等、費用全体が対象というふうになっ

てございます。個々の費用を見ますと、送料は

地方が高く、逆に返礼品の調達費用ですとか、

人件費、こういったものにつきましては地方が

安くなる傾向がございます。そういった意味で、

地域間、自治体間で異なっているのが現状でご

ざいます。 

一方、寄附額といたしましては、現行制度の

もと、九州、北海道、東北地方で全国の約52％

を占めている状況にございまして、ふるさとへ

の思いと魅力ある返礼品によりまして、地方の

活性化につなげるという制度の趣旨にかなって

いるものと承知をしてございます。 

このような状況を踏まえますと、現時点にお

きましては、基準が改正される状況にはないと

いうふうに思われますけれども、県といたしま

しては、ふるさと納税制度の健全な発展のため、

問題意識を持って県内市町からの情報収集を行

いまして、改善すべき点は総務省に対し申し入

れを行っていきたいというふうに考えてござい

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ご答弁ありがとうござ

います。いろいろご答弁の中でありましたけれ

ども、実際に県下の市町、あるいは担当者から、

こういった声が寄せられているというのが事実

でございますので、そのあたりも鑑みまして、

今後の対応をご検討いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（4）有利な地方債の有効活用について。 

（1）の質問でも申し上げましたように、本

県は、離島・半島地域を有し、教育や警察等を

含む行政コストについて多くを要する一方で、

県税などの自主財源に乏しく、国庫補助金や地

方交付税への依存が大きい脆弱な財政構造とな

っております。 

そのため、本県におきましては、これまで、

収支改善対策や長崎県行財政改革プラン、収支

構造改革、長崎県新行政改革プランに基づき、

総額1,154億円の収支改善に取り組まれてきた

ところでありまして、平成27年度からのさらな

る収支改善対策を含め、令和元年度までに410

億円の収支改善の取組が図られてきたところで

ございます。 

また、本年3月には、「長崎県行財政運営プ

ラン2025～挑戦する組織への変革とデジタル

改革～」が公表され、総合計画と同じく令和3
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年度から7年度までを取組期間として、挑戦と

持続を両立する行財政運営等を進むべき方向性

として位置づけた計画がスタートしたところで

ございます。 

マスコミ報道から、本県の行財政改革の評価

について見てみますと、県税収入の確保や県有

財産の売却・有効活用、人件費の抑制、内部管

理経費の見直し等による収支改善効果について

は、「一定の効果はあった」と評価する声はあ

るとする一方で、「借金増加」との見出しをつ

けたうえで、県債残高の増加が課題として指摘

をされております。 

ここで問題として取り上げたいことは、県債

残高の増大が真に本県行財政の健全性を損なう

のかという点でございます。 

周知のように、我が国の公債制度は、国債、

地方債問わず、建設公債が原則となっておりま

す。建設公債は、起債して整備する資産の耐用

年数よりも償還が早く終わるように設定をされ

ており、財務諸表を見ればわかりますように、

自治体の貸借対照表においては、基本的に債務

超過に陥ることはありません。むしろ、負担を

後年度へと回すことにより、後世代にも受益に

応じた負担をしてもらうことで、世代間の公平

性を担保しようとするものであります。 

以上を踏まえたうえで質問へと移ります。 

令和2年12月に閣議決定された、「防災・減

災、国土強靭化のための5か年加速化対策」と

歩調を合わせ推進を図るという観点から、今般、

有利な地方債のプランが示されております。今

般示された有利な地方債の概要と有効活用につ

いて、県の考えを伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 本県では、激甚化、

頻発化する自然災害から県民の生命・財産を守

るため、国の「防災・減災、国土強靭化のため

の5か年加速化対策」、こちらに対応する公共

事業費を確保するとともに、これと連動しまし

て、県単独事業による自然災害防止対策を積極

的に講じているところでございます。 

こうした事業の財源といたしまして、ただい

まお触れいただきましたとおりでございますが、

交付税措置率が非常に高い一方で、時限的な制

度として創設をされてございます。例えば、国

土強靭化緊急対策事業債ですとか、緊急自然災

害防止対策事業債、緊急防災・減災事業債、緊

急浚渫推進事業債、こういったものがございま

すが、そういったものにつきまして最大限活用

することによりまして、事業を前倒しし、その

効果の早期発現に努めております。 

引き続き、交付税措置を加味した実質的な公

債費の後年度負担等に留意しながら、有利な地

方債制度を積極的に活用してまいりたいという

ふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 借金といいますと、言

葉のニュアンスとして、後世代へ負担を先送り

するというイメージがございますけれども、地

方債はそうだけではないという捉え方もできま

して、昨日の質問でもございましたように、有

利な事業債の積極的な活用というのが要望とし

て出されておりました。長期的な視点に立って、

一時的に県債残高が高くなるようなことがあっ

たとしても、積極的な活用をお願いできればと

思います。 

2、県央地域（諫早市）における諸課題につ

いて。 

（1）西九州新幹線開業に伴う並行在来線の

今後について。 

西九州新幹線につきましては、2022年秋の開
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年度から7年度までを取組期間として、挑戦と

持続を両立する行財政運営等を進むべき方向性

として位置づけた計画がスタートしたところで

ございます。 

マスコミ報道から、本県の行財政改革の評価

について見てみますと、県税収入の確保や県有

財産の売却・有効活用、人件費の抑制、内部管

理経費の見直し等による収支改善効果について

は、「一定の効果はあった」と評価する声はあ

るとする一方で、「借金増加」との見出しをつ

けたうえで、県債残高の増加が課題として指摘

をされております。 

ここで問題として取り上げたいことは、県債

残高の増大が真に本県行財政の健全性を損なう

のかという点でございます。 

周知のように、我が国の公債制度は、国債、

地方債問わず、建設公債が原則となっておりま

す。建設公債は、起債して整備する資産の耐用

年数よりも償還が早く終わるように設定をされ

ており、財務諸表を見ればわかりますように、

自治体の貸借対照表においては、基本的に債務

超過に陥ることはありません。むしろ、負担を

後年度へと回すことにより、後世代にも受益に

応じた負担をしてもらうことで、世代間の公平

性を担保しようとするものであります。 

以上を踏まえたうえで質問へと移ります。 

令和2年12月に閣議決定された、「防災・減

災、国土強靭化のための5か年加速化対策」と

歩調を合わせ推進を図るという観点から、今般、

有利な地方債のプランが示されております。今

般示された有利な地方債の概要と有効活用につ

いて、県の考えを伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 本県では、激甚化、

頻発化する自然災害から県民の生命・財産を守

るため、国の「防災・減災、国土強靭化のため

の5か年加速化対策」、こちらに対応する公共

事業費を確保するとともに、これと連動しまし

て、県単独事業による自然災害防止対策を積極

的に講じているところでございます。 

こうした事業の財源といたしまして、ただい

まお触れいただきましたとおりでございますが、

交付税措置率が非常に高い一方で、時限的な制

度として創設をされてございます。例えば、国

土強靭化緊急対策事業債ですとか、緊急自然災

害防止対策事業債、緊急防災・減災事業債、緊

急浚渫推進事業債、こういったものがございま

すが、そういったものにつきまして最大限活用

することによりまして、事業を前倒しし、その

効果の早期発現に努めております。 

引き続き、交付税措置を加味した実質的な公

債費の後年度負担等に留意しながら、有利な地

方債制度を積極的に活用してまいりたいという

ふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 借金といいますと、言

葉のニュアンスとして、後世代へ負担を先送り

するというイメージがございますけれども、地

方債はそうだけではないという捉え方もできま

して、昨日の質問でもございましたように、有

利な事業債の積極的な活用というのが要望とし

て出されておりました。長期的な視点に立って、

一時的に県債残高が高くなるようなことがあっ

たとしても、積極的な活用をお願いできればと

思います。 

2、県央地域（諫早市）における諸課題につ

いて。 

（1）西九州新幹線開業に伴う並行在来線の

今後について。 

西九州新幹線につきましては、2022年秋の開
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業を来年に控えまして、関係者、関係部署にお

かれましては、全線フル規格実現に向けて、鋭

意ご尽力いただいているものと推察する次第で

す。 

JR長崎本線（肥前山口～諫早間）におきまし

ては、2007年に佐賀県、JR九州、本県の3者に

よる基本合意がなされ、上下分離方式による運

営がなされることが確認されております。 

その後、令和4年度の開業後も、23年間、JR

九州による運行がなされること、運行本数も、

普通列車については、これまでどおりの運行本

数が確保されることが確認されたところでござ

います。 

しかしながら、諫早市東部地域の沿線上で生

活する地域住民といたしましては、マスコミ報

道等を通じ、様々な情報が日々舞い込んでくる

中で、今後の先行きが不安定な印象をぬぐえず、

現行のサービス水準が維持されるのか、心配を

しているような状況でございます。 

開業後も、23年間、JR九州による運行がなさ

れること、運行本数も、普通列車につきまして

は、これまでどおりの本数が確実に確保される

ことを確認したいと考えます。この件について、

ご答弁をお願いいたします。 

〇副議長（松本洋介君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 西九州新幹線

の開業に伴う在来線の取り扱いについては、平

成20年に、長崎県、佐賀県及びJR九州の3者の

部長間において、「JR九州は、長崎本線の肥前

山口～諫早間を経営分離せず、上下分離方式に

より、開業後20年間運行し、普通列車の運行本

数については現行程度とする」との確認がなさ

れております。 

その後、平成28年3月、本県をはじめ、JR九

州を含む関係6者の合意によりまして、「対面

乗り換え方式によって新幹線の開業時点で上下

分離し、JR九州は、当該開業時点から3年間は

一定水準の列車運行サービスレベルを維持する

とともに、開業後23年間運行を維持すること」

とされております。 

こうしたことから、県としましては、JR九州

において、上下分離期間中の運行サービスが低

下しないよう努めていただく必要があると考え

ており、上下分離区間の現行の運行サービス水

準を維持するようJR九州に働きかけるととも

に、引き続き、諫早市とも連携しながら、沿線

地域の活性化に努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） この件、改めて確認で

きましたので安心いたしました。現行のサービ

ス水準が確保されますよう、今後も注視をして

いただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

（2）諫早湾干拓事業における干陸地及び本

明川の利活用について。 

①干陸地の利活用と取り組みのさらなる強化

に向けて。 

諫早湾干拓事業で誕生いたしました干陸地等

では、今日では、地元の管理団体の皆様方を中

心に、地域の活性化を目的として、そばやコス

モスの栽培、各種イベントの開催に取り組まれ

ております。 

地元といたしましては、大いに喜ばしいこと

でございますけれども、その取組のさらなる強

化に向けましては、国、県、市ほか関係団体等

の連携が大変重要になってまいります。 

そこで、地域の振興、農業の振興ということ

につきまして、干陸地をどのように活用してい

くのか、お尋ねいたします。 
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〇副議長（松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 諫早湾干拓地の調整

池に新たに創出された約600ヘクタールの干陸

地は、貴重な地域資源であり、現在、その一部

を活用して、環境に配慮しながら、農業面での

利活用を図っているところです。 

具体的には、そのうち113ヘクタールを活用

して、畜産農家12戸がイタリアンライグラスな

どの飼料作物を、無肥料、無農薬で栽培をして

おります。 

また、干陸地の2.5ヘクタールを活用して、地

元の団体がそばを栽培しており、「幻の高来そ

ば」として地域の食事処で提供され、市外から

も観光客が訪れるなど、地域活性化にも貢献し

ているところであります。 

干陸地は、時期によっては湛水するなど、そ

の利用には一定の制限はございますが、県とい

たしましては、国や市と連携のうえ、環境面や

安全面に十分配慮しながら、干陸地における農

業面での有効活用、ひいては地域振興にもつな

がるよう、その活用に努めてまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君）  ②通年の賑わいの創

出、特にボート練習場の整備について。 

先の質問でも申し述べましたように、干陸地

におきましては、地元の管理団体の皆様を中心

として、地域の活性化のために取組を実施され

ております。 

今後、さらに取組を推進して地域振興につな

げていくためには、通年における賑わいの創出

というのが課題になっております。地元の管理

団体におかれましては、通年の賑わい創出に向

けた委員会の立ち上げなどを検討されているよ

うであり、今後、検討が重ねられていくものと

推察する次第です。 

そのような中、本明川下流域では、競技用ボ

ートの練習が行われており、直線のコースの長

さをはじめとする環境は、ボート関係者から高

い評価を受けているようです。 

このたび、センターブイを整備していただき

ました。今後、さらに、その利活用に積極的に

取り組み、地域振興につなげていくべきではな

いかと考えております。 

将来的には、全国規模の大会を開催するなど、

ボートの拠点として発展していくことを期待し

ておりますが、艇庫など必要な整備等の課題も

あると伺っております。今後、そういった課題

を解決しながら、本明川ボート練習場が、多く

の人を呼び込み、地域に賑わいと利益をもたら

すように、県と市、競技団体、地元の団体がう

まく連携して取り組んでいただきたいと考えて

おります。 

本明川ボート練習場の整備や活用について、

現状と課題、今後の取組について、県の考えを

伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 本明川下流

域につきましては、既にボート競技の練習場と

して高い評価を受けておりまして、県内競技者

の競技力向上、あるいは県外からの合宿誘致・

実施による交流人口の拡大に寄与するなど、地

域振興の観点で大きな可能性があると考えてお

ります。 

今年度は、国内の強豪チームを招待した対抗

戦や、地元住民が水上スポーツに親しむための

イベント開催、また、ボート競技合宿の誘致推

進体制の強化に取り組みますとともに、全国規

模の大会誘致に必要となる施設整備につきまし

ても、調査、検討を進めてまいることとしてお

ります。 
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〇副議長（松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 諫早湾干拓地の調整

池に新たに創出された約600ヘクタールの干陸

地は、貴重な地域資源であり、現在、その一部

を活用して、環境に配慮しながら、農業面での

利活用を図っているところです。 

具体的には、そのうち113ヘクタールを活用

して、畜産農家12戸がイタリアンライグラスな

どの飼料作物を、無肥料、無農薬で栽培をして

おります。 

また、干陸地の2.5ヘクタールを活用して、地

元の団体がそばを栽培しており、「幻の高来そ

ば」として地域の食事処で提供され、市外から

も観光客が訪れるなど、地域活性化にも貢献し

ているところであります。 

干陸地は、時期によっては湛水するなど、そ

の利用には一定の制限はございますが、県とい

たしましては、国や市と連携のうえ、環境面や

安全面に十分配慮しながら、干陸地における農

業面での有効活用、ひいては地域振興にもつな

がるよう、その活用に努めてまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君）  ②通年の賑わいの創

出、特にボート練習場の整備について。 

先の質問でも申し述べましたように、干陸地

におきましては、地元の管理団体の皆様を中心

として、地域の活性化のために取組を実施され

ております。 

今後、さらに取組を推進して地域振興につな

げていくためには、通年における賑わいの創出

というのが課題になっております。地元の管理

団体におかれましては、通年の賑わい創出に向

けた委員会の立ち上げなどを検討されているよ

うであり、今後、検討が重ねられていくものと

推察する次第です。 

そのような中、本明川下流域では、競技用ボ

ートの練習が行われており、直線のコースの長

さをはじめとする環境は、ボート関係者から高

い評価を受けているようです。 

このたび、センターブイを整備していただき

ました。今後、さらに、その利活用に積極的に

取り組み、地域振興につなげていくべきではな

いかと考えております。 

将来的には、全国規模の大会を開催するなど、

ボートの拠点として発展していくことを期待し

ておりますが、艇庫など必要な整備等の課題も

あると伺っております。今後、そういった課題

を解決しながら、本明川ボート練習場が、多く

の人を呼び込み、地域に賑わいと利益をもたら

すように、県と市、競技団体、地元の団体がう

まく連携して取り組んでいただきたいと考えて

おります。 

本明川ボート練習場の整備や活用について、

現状と課題、今後の取組について、県の考えを

伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 本明川下流

域につきましては、既にボート競技の練習場と

して高い評価を受けておりまして、県内競技者

の競技力向上、あるいは県外からの合宿誘致・

実施による交流人口の拡大に寄与するなど、地

域振興の観点で大きな可能性があると考えてお

ります。 

今年度は、国内の強豪チームを招待した対抗

戦や、地元住民が水上スポーツに親しむための

イベント開催、また、ボート競技合宿の誘致推

進体制の強化に取り組みますとともに、全国規

模の大会誘致に必要となる施設整備につきまし

ても、調査、検討を進めてまいることとしてお

ります。 
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今後とも、地元諫早市を中心として、県やボ

ート協会、スポーツコミッションなど、官民が

一体となって本明川の利活用による地域振興策

に取り組んでまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございます。

ご答弁にありましたように、官民一体となって

ということで、今後、大会誘致等に向けた機運

醸成には、やっぱり地元ともよく情報を共有し

ていただいて、協力を得ながら進められること

が肝要ではないかなと思いますので、その点に

ついて、よろしくお願いいたします。 

（3）国道207号整備の進捗と事業促進につい

て。 

国道207号は、佐賀市を起点として、時津町

の国道206号と交差する地点を終点とする、本

県のほぼ中央部を横断する道路でありまして、

地域の産業、経済、文化に大きく寄与する道路

であると同時に、地域住民の生活、あるいは地

域の振興にとりましても非常に重要な道路であ

ります。 

しかしながら、以前から指摘がございますよ

うに、いまだ幅員が狭い区間や混雑、交通渋滞

が著しい区間があり、幹線道路としての機能が

著しく低下し、地域住民の生活にも支障を来し

ております。諫早市多良見町の佐瀬地区、それ

から高来町、長田町、小長井町といった諫早市

東部地域における区間でございます。 

①佐瀬地区の整備について。 

こちらの区間におきましては、従前から整備

が進められていた佐瀬拡幅が、昨年度完成し、

今年度より、延伸区間が新規事業化されたと伺

っております。一刻も早い早期完成が望まれて

いるところではございますが、この佐瀬地区は

大村湾を望む景観が大変すばらしい地区である

ため、観光振興の面でも、景観を活かした道路

整備を行っていただきたいと考えておりますが、

県の見解を伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 一般国道207号佐瀬

拡幅については、昨年度、2.5キロメートルの拡

幅が完了したところであり、長与町側へ連続す

る区間800メートルについて、今年度より新規

工区として測量、調査、設計に取り組んでいま

す。 

当区間は幅員が狭く、カーブが連続し、見通

しが悪いことから、安全・安心を確保するため

の道路改良を行っていますが、当路線は、景観

に恵まれ、サイクリングイベントのコースなど

にも利用されていることから、地域の皆様のご

意見をいただきながら、地域振興に寄与する道

路整備を進めてまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ぜひ、そのようにお願

いいたします。 

次に、諫早市東部地域方面の進捗について、

伺います。 

②「東長田拡幅」及び堤防道路までの延伸に

ついて。 

この方面におきましては、諫早市小長井町か

ら、現在整備が完了している長田町正久寺まで

の区間で、朝夕、通勤・通学時間帯には非常な

混雑、交通渋滞が発生しており、地域住民の早

期整備に向けた期待は非常に大きいものがござ

います。 

そのような状況下、現在、事業中の諫早市長

田町正久寺から猿崎間の東長田拡幅につきまし

ては、早期の完成が望まれている中で、なかな

か進捗が見えない状態となっております。東長

田拡幅の事業の促進につきまして、県の考えを
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伺います。 

また、現在、事業中の箇所から高来町金崎の

堤防道路までの区間におきましても、早期の事

業化が望まれている状況であります。併せて、

この区間の今後の事業延伸について、県の考え

を伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 一般国道207号東長

田拡幅1.9キロメートルについては、平成27年度

から事業化し、用地取得を進めているところで

す。 

本年度は、令和2年度補正予算と合わせて3.2

億円を確保し、引き続き、用地取得を推進する

とともに、長田バイパスに続く正久寺町側から

工事に着手することとしています。 

当区間の渋滞を緩和するためには、事業中区

間の早期完成が必要であり、猿崎町から堤防道

路までの約5キロメートルについては、今後の

課題として、整備手法を含め検討してまいりた

いと考えています。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君）（4）有明海沿岸地域

の幹線道路（有明海沿岸道路）の整備について。 

有明海沿岸道路は、福岡県大牟田市から、佐

賀県鹿島市に至る地域高規格道路で、将来的に

は九州横断自動車道路などと連結することで、

九州の広域ネットワークの一翼を担う地域高規

格道路として機能することが期待をされており

ます。併せて、沿線都市間の交流促進や地域活

性化、混雑緩和や安全性向上による生活の利便

性向上にも寄与することが期待されており、現

在、鹿島市までの整備がなされてきております。 

しかしながら、鹿島市から諫早市までの区間

につきましては、事業化のめどがついておらず、

これまで空白区間となったままでありました。

諫早市東部地域から佐賀方面へ至る道路といた

しましては、幹線道路が一般国道207号のみで

あるため、近年では、災害、事故等に備えた避

難路、代替道路として、広域的な交流・物流道

路としての整備が求められているところでござ

います。 

併せまして、建設促進期成会や地元関係団体

による要望活動も盛んになってきており、その

必要性はますます高くなってきているものと認

識をいたしております。 

鹿島から諫早区間については、どのように取

り組んでいくのか、早期整備に向けた県の考え

方について、お伺いいたします。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） この有明海沿岸道路とし

ての鹿島市から諫早市間につきましては、県境

をまたぐ地域間の交流促進や、物流の効率化を

図るうえで重要な区間であると認識をいたして

おります。 

これまでも、沿線自治体であります鹿島市や

太良町、諫早市で構成する地元期成会において、

地域や道路の課題について議論が行われてきた

ところであり、県としても、国に対して要望を

行うなど、当該区間の計画の具現化に取り組ん

できたところであります。 

そうした中、全国的に広域道路ネットワーク

の見直しが行われているところであり、本県に

おいても、新たな広域道路交通計画を策定し、

当該区間を佐賀県と連携して、構想路線に位置

づけたところであります。 

今後も、地元期成会とともに、整備の必要性

や効果などの検討を進めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 先の質問の国道207号
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伺います。 

また、現在、事業中の箇所から高来町金崎の

堤防道路までの区間におきましても、早期の事

業化が望まれている状況であります。併せて、

この区間の今後の事業延伸について、県の考え

を伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 一般国道207号東長

田拡幅1.9キロメートルについては、平成27年度

から事業化し、用地取得を進めているところで

す。 

本年度は、令和2年度補正予算と合わせて3.2

億円を確保し、引き続き、用地取得を推進する

とともに、長田バイパスに続く正久寺町側から

工事に着手することとしています。 

当区間の渋滞を緩和するためには、事業中区

間の早期完成が必要であり、猿崎町から堤防道

路までの約5キロメートルについては、今後の

課題として、整備手法を含め検討してまいりた

いと考えています。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君）（4）有明海沿岸地域

の幹線道路（有明海沿岸道路）の整備について。 

有明海沿岸道路は、福岡県大牟田市から、佐

賀県鹿島市に至る地域高規格道路で、将来的に

は九州横断自動車道路などと連結することで、

九州の広域ネットワークの一翼を担う地域高規

格道路として機能することが期待をされており

ます。併せて、沿線都市間の交流促進や地域活

性化、混雑緩和や安全性向上による生活の利便

性向上にも寄与することが期待されており、現

在、鹿島市までの整備がなされてきております。 

しかしながら、鹿島市から諫早市までの区間

につきましては、事業化のめどがついておらず、

これまで空白区間となったままでありました。

諫早市東部地域から佐賀方面へ至る道路といた

しましては、幹線道路が一般国道207号のみで

あるため、近年では、災害、事故等に備えた避

難路、代替道路として、広域的な交流・物流道

路としての整備が求められているところでござ

います。 

併せまして、建設促進期成会や地元関係団体

による要望活動も盛んになってきており、その

必要性はますます高くなってきているものと認

識をいたしております。 

鹿島から諫早区間については、どのように取

り組んでいくのか、早期整備に向けた県の考え

方について、お伺いいたします。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） この有明海沿岸道路とし

ての鹿島市から諫早市間につきましては、県境

をまたぐ地域間の交流促進や、物流の効率化を

図るうえで重要な区間であると認識をいたして

おります。 

これまでも、沿線自治体であります鹿島市や

太良町、諫早市で構成する地元期成会において、

地域や道路の課題について議論が行われてきた

ところであり、県としても、国に対して要望を

行うなど、当該区間の計画の具現化に取り組ん

できたところであります。 

そうした中、全国的に広域道路ネットワーク

の見直しが行われているところであり、本県に

おいても、新たな広域道路交通計画を策定し、

当該区間を佐賀県と連携して、構想路線に位置

づけたところであります。 

今後も、地元期成会とともに、整備の必要性

や効果などの検討を進めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 先の質問の国道207号
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の整備、特に、東長田拡幅、堤防道路までの延

伸、そして、この有明海沿岸道路の整備という

ものは、地元としては、一つの流れのうえでの

要望であり、早期の整備を望んでいるところで

ございます。 

今回、有明海沿岸道路につきましては、「長

崎県新広域道路交通計画」におきまして、構想

路線に認定していただいたということで、空白

区間という状態からは一歩前進ということにな

ろうかとは思います。今後、整備に向けた機運

を醸成していくためにも、関係自治体、関係団

体、地元にも情報提供を行っていただきまして、

早期整備に向けて取り組んでいただきますよう

にお願いをいたします。 

（5）江ノ浦川総合流域防災事業の進捗につ

いて。 

①「江ノ浦川総合流域防災事業」の進捗状況

と今後の事業の進め方について。 

諫早市飯森町を流れる2級河川江ノ浦川につ

きましては、過去にたびたび越水し、昨年9月

にも越水、冠水被害を起こしております。その

ため、地域住民の河川改修に対する期待は大き

く、早期の事業完成が望まれているところでご

ざいます。 

江ノ浦川総合流域防災事業の進捗状況と今後

の事業の進め方について伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 江ノ浦川河川改修事

業については、平成8年度より、整備計画延長

2,290メートルの河川改修事業に着手し、今年度

末までに治水計画上、支障となっている呑吐路

樋門及び井樋堤塘跡を撤去することとしていま

す。これにより、河口から1,600メートルまでの

区間は、おおむね30分の1の治水安全度が確保

されます。 

また、令和2年9月豪雨で冠水した、国道付近

から上流の未整備区間についても、下流の整備

に伴い、河道の流下能力が増大することから、

一定の治水効果が見込まれるところであり、今

後は河川改修に必要となる用地の取得を進めて

まいります。 

県としては、事業への理解が得られるよう、

地域の皆様に対して、事業進捗、工事工程など、

丁寧な説明に努めてまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ②江ノ浦川改修に伴う

普通河川天神川の国道付近での治水効果につい

て。 

ご答弁にありましたように、川の下流部にお

きましては、おおむね順調に改修が進んでいる

ということではありますけれども、上流部、江

ノ浦川の支川である普通河川・天神川におきま

しては、国道251号と交わる付近においては断

面が狭くなっておりまして、一部では土砂も堆

積し、災害の危険性が高く、地元の皆様も大変

心配をしておられる状況でございます。 

支川である天神川につきましては、国道251

号付近の治水効果があるのかどうか、伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 江ノ浦川の支川であ

る諫早市管理の普通河川天神川の治水効果につ

いては、先ほどと同様、本川の河川改修により、

本川合流点から国道付近において、一定の治水

効果が見込まれるものと考えています。 

また、国道から上流については、諫早市にお

いて堆積土砂の撤去も計画されていると伺って

います。今後も、県と諫早市で連携し、事業推

進に努めてまいります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 災害頻度も高くなる中
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で、地元もいろいろ心配をされております。

事業期間がこちらは長いので、長くなるにつ

れて、以前聞いていた話と話が違うとか、いろ

いろ地元からはお話が出ておりますので、地元

とよく協議をしていただきまして、コンセンサ

スを得ながら事業の進捗を図っていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

3、高齢者福祉（介護予防と生活支援）の実

現について。 

①地域包括ケアシステム構築の現状と本県の

役割について。 

まず、我が国の国家予算に占める社会保障費

の割合は、公共事業、教育、防衛分野などの政

策経費が減少する一方で、増大の一途をたどっ

ております。2025年を間近に控え、2040年問題

が徐々に現実味を持って迫りつつあり、我が国

は本格的な超高齢社会を迎えます。 

本県では、高齢化が全国に比べて速いスピー

ドで進行しております。2025年には、65歳以上

の高齢者人口が約44万人、高齢化率は全国平均

の30.0％と比べ、35.2％となる見込みです。 

2040年には、全国平均35.4％と比較し、

39.6％となるという推計結果が公表をされてお

ります。 

特に、離島圏域における高齢化は、2025年で

43.4％、2040年には51.4％となる見込みで、高

齢化が著しく進行をしていきます。 

このような中、持続可能な社会保障制度を維

持していくためには、本県が総合計画において

基本戦略として掲げる人口減少に対応できる持

続可能な地域をつくる必要があり、その将来像

である県民の医療、介護、福祉への不安が解消

されている社会の実現、高齢者が暮らし続けた

い地域で暮らし続けることができる社会の実現、

できるだけ健康な状態を保つとともに、要介護

状態となっても、必要な医療や介護・福祉サー

ビスが受けられる社会の実現、これは即ち、地

域包括ケアシステムの構築と実現が必要となり

ます。 

本県における地域包括ケアシステム構築の現

状と広域行政としての本県の役割について、伺

います。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 令和元年度は、

地域包括ケアシステムがおおむね構築できた圏

域が、県内124圏域の85％に当たる105圏域とな

り、前年度の86圏域から19圏域増加しておりま

す。 

県といたしましては、構築を図るため、県独

自の評価基準を開発して課題を明らかにし、全

市町を訪問してのヒアリングや、専門家を派遣

して指導を行うなど、市町に対して構築に向け

た支援を行っているところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 今、県の取組の状況を

ご答弁いただきました。 

②県下市町のシステム構築及び深化を促す取

り組みができないか。 

本県におきましては、今年度から令和5年度

までを計画期間とする「長崎県老人福祉計画」、

「長崎県介護保険事業支援計画」において、地

域包括ケアシステムの深化を政策目標として掲

げており、県下市町の地域包括ケアシステムの

構築・充実を計画の主たる取組の一つとして進

捗管理、その結果の公表及び必要な支援が行わ

れております。 

本県のホームページ、地域包括ケアシステム

のページを見てみますと、各市町の構築状況、

市町ごとのロードマップが示されており、県下

市町の本制度構築における進捗管理がなされて
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で、地元もいろいろ心配をされております。

事業期間がこちらは長いので、長くなるにつ

れて、以前聞いていた話と話が違うとか、いろ

いろ地元からはお話が出ておりますので、地元

とよく協議をしていただきまして、コンセンサ

スを得ながら事業の進捗を図っていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

3、高齢者福祉（介護予防と生活支援）の実

現について。 

①地域包括ケアシステム構築の現状と本県の

役割について。 

まず、我が国の国家予算に占める社会保障費

の割合は、公共事業、教育、防衛分野などの政

策経費が減少する一方で、増大の一途をたどっ

ております。2025年を間近に控え、2040年問題

が徐々に現実味を持って迫りつつあり、我が国

は本格的な超高齢社会を迎えます。 

本県では、高齢化が全国に比べて速いスピー

ドで進行しております。2025年には、65歳以上

の高齢者人口が約44万人、高齢化率は全国平均

の30.0％と比べ、35.2％となる見込みです。 

2040年には、全国平均35.4％と比較し、

39.6％となるという推計結果が公表をされてお

ります。 

特に、離島圏域における高齢化は、2025年で

43.4％、2040年には51.4％となる見込みで、高

齢化が著しく進行をしていきます。 

このような中、持続可能な社会保障制度を維

持していくためには、本県が総合計画において

基本戦略として掲げる人口減少に対応できる持

続可能な地域をつくる必要があり、その将来像

である県民の医療、介護、福祉への不安が解消

されている社会の実現、高齢者が暮らし続けた

い地域で暮らし続けることができる社会の実現、

できるだけ健康な状態を保つとともに、要介護

状態となっても、必要な医療や介護・福祉サー

ビスが受けられる社会の実現、これは即ち、地

域包括ケアシステムの構築と実現が必要となり

ます。 

本県における地域包括ケアシステム構築の現

状と広域行政としての本県の役割について、伺

います。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 令和元年度は、

地域包括ケアシステムがおおむね構築できた圏

域が、県内124圏域の85％に当たる105圏域とな

り、前年度の86圏域から19圏域増加しておりま

す。 

県といたしましては、構築を図るため、県独

自の評価基準を開発して課題を明らかにし、全

市町を訪問してのヒアリングや、専門家を派遣

して指導を行うなど、市町に対して構築に向け

た支援を行っているところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 今、県の取組の状況を

ご答弁いただきました。 

②県下市町のシステム構築及び深化を促す取

り組みができないか。 

本県におきましては、今年度から令和5年度

までを計画期間とする「長崎県老人福祉計画」、

「長崎県介護保険事業支援計画」において、地

域包括ケアシステムの深化を政策目標として掲

げており、県下市町の地域包括ケアシステムの

構築・充実を計画の主たる取組の一つとして進

捗管理、その結果の公表及び必要な支援が行わ

れております。 

本県のホームページ、地域包括ケアシステム

のページを見てみますと、各市町の構築状況、

市町ごとのロードマップが示されており、県下

市町の本制度構築における進捗管理がなされて
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いるものと認識をしております。 

しかしながら、県下市町に対して、地域包括

ケアシステムの深化を促していくという観点か

らは、より充実した情報提供等が必要ではない

かと考えます。具体的には、本制度推進の主体

である地域住民の皆様に向けた情報の提供等が

必要ではないか。 

一例をご紹介いたしますと、諫早市では、本

年度より、地域包括ケアシステム特設WEBサイ

ト「高齢者ささえあいネット」を構築し、運用

を開始されております。内容の充実につきまし

ては、まだまだこれからという状況にあります

けれども、市内における各地域での取組を含め

た社会資源集などが掲載をされており、地域住

民による取組を促進していくうえで有用な情報

提供がなされております。 

本県といたしましても、広域行政としての役

割として、このような取組を実施できないか、

あるいは、県下の市町に対して、このような取

組を促していくことができないか、見解を伺い

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 地域に暮らす住

民が、地域包括ケアシステム構築の担い手であ

ることから、住民に向けたわかりやすい情報を

発信し、参画いただくことが大変重要であると

認識しております。 

助け合い活動を行うための勉強会を身近な自

治会組織の単位で開催し、地域住民の参加を増

やしている市町があることから、こうした先進

事例や、わかりやすい周知の方法を他の市町に

紹介するなど、地域住民の理解や参画を図る取

組を働きかけてまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ご答弁では、市町に働

きかけをしていきたいというご答弁ですかね。

県の方でこういった取組をしてみてはいかがで

すかという私の提案に対する答弁はいかがでし

ょうか。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 地域包括ケアシ

ステムの担い手といたしましては、市町でござ

いますので、県といたしましては、市町の取組

が進むような支援を中心に行いたいと思ってお

ります。各市町の先進事例等を収集しながら、

しっかりと県としても情報発信できるように、

さらなる取組の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） この制度の取組の主体

は、市町ではなくて、恐らく地域住民ではない

かなと私は理解をしております。 

住民自らが行う自助と、行政がサービスとし

て提供する公助の間、住民同士や地域ボランテ

ィア団体といった様々な担い手による互助、共

助という部分をどのようにつくりあげていくか

ということが本制度の趣旨ではないかなと考え

るところです。 

広域行政として、先ほどご答弁がありました

ように、県下市町の取組をサポートするという

視点も非常に重要ではあると思いますけれども、

県政からダイレクトに地域住民の取組を促して

いく、住民に対して訴求していくという、その

ような仕組みがあってもよいのではないかとい

うご提案でした。再度、ご答弁をお願いいたし

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 今後、県として

も取り組んでいく方向につきまして、よく検討

して対応してまいりたいと考えております。 
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〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございます。

ぜひ前向きにご検討いただきたいと思います。 

（2）政策推進における新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う影響と課題について。 

周知のとおり、地域包括ケアシステムにおけ

る取組とは、高齢者の積極的な社会参加や高齢

者自身による支え合いの活動を促すこと、ある

いは人と人のつながり、遊びや学びの場となり、

生きがいや楽しみを持って通うことができる通

いの場、サロン等を通じた介護予防、健康づく

りを推進していくものであります。 

このような取組を推進していくうえで、人と

の身体的距離の確保や、人との接触機会を減ら

し、「3密」を回避するなど、「新しい生活様

式」をはじめとする新型コロナウイルス感染症

対策は、政策の推進に多大な影響を与えている

のではないかと懸念がございます。 

現に多くの「通いの場」、サロンが休止を余

儀なくされたり、高齢者が外出自体を控えてい

るというお声を多くいただいているところです。 

コロナ禍において、政策を推進していくうえ

でどのような影響があるのか、また、高齢者の

積極的な社会参加や支え合い活動を推進し、高

齢者のフレイル対策や疾病予防、重症化予防の

取組を進めていくうえでの課題について、伺い

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 高齢者の活動の

場となる通いの場につきましては、感染が拡大

した昨年度は、県全体で最大80％が休止するな

ど、影響は非常に大きいものであると認識して

おります。 

感染拡大時には、外出の自粛により、通いの

場における介護予防、健康づくりの取組が中断

されるため、高齢者の身体機能低下や認知症の

進行が危惧されているところでございます。 

このため、地元のケーブルテレビや防災無線

を活用した介護予防体操の実施、地域包括支援

センター職員の訪問による個別支援などにより

まして、可能な限り取組を継続するなど、市町

に対して地域の実情を踏まえた取組をお願いし

ているところでございます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） この制度構築と新しい

生活様式というのは、ある種背反する関係性に

あるということもできるのではないかと思いま

す。せっかく各地域で、これまでできつつある

仕組みづくりが、このコロナ禍をきっかけとし

て、後退とか、後戻りすることがないように、

先ほどご紹介いただきましたような手法で取り

組んでいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

4、コロナ禍における学校及び保育現場の対

応状況について。 

（1）学校及び保育現場における誹謗中傷、

風評被害の対応と防止について。 

従来型よりも感染力の強い変異ウイルスのま

ん延、あるいはクラスターの発生などにより、

感染者及びその濃厚接触者等となるリスクが増

大する中で、保育所、学校での生活はもとより、

保育所外、学校外といった生活の様々な場面に

おいて、誹謗中傷、風評被害にさらされる危険

性が高まっております。 

例えば、長崎県PTA連合会では、医療従事者

を家族に持つ児童・生徒への誹謗中傷、風評被

害があったという事実を受けて、会員向けに「新

型コロナウイルス感染症についての風評被害を

なくしましょう」といった通知文を出され、被

害の防止に向けた取組がなされております。 
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〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございます。

ぜひ前向きにご検討いただきたいと思います。 

（2）政策推進における新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う影響と課題について。 

周知のとおり、地域包括ケアシステムにおけ

る取組とは、高齢者の積極的な社会参加や高齢

者自身による支え合いの活動を促すこと、ある

いは人と人のつながり、遊びや学びの場となり、

生きがいや楽しみを持って通うことができる通

いの場、サロン等を通じた介護予防、健康づく

りを推進していくものであります。 

このような取組を推進していくうえで、人と

の身体的距離の確保や、人との接触機会を減ら

し、「3密」を回避するなど、「新しい生活様

式」をはじめとする新型コロナウイルス感染症

対策は、政策の推進に多大な影響を与えている

のではないかと懸念がございます。 

現に多くの「通いの場」、サロンが休止を余

儀なくされたり、高齢者が外出自体を控えてい

るというお声を多くいただいているところです。 

コロナ禍において、政策を推進していくうえ

でどのような影響があるのか、また、高齢者の

積極的な社会参加や支え合い活動を推進し、高

齢者のフレイル対策や疾病予防、重症化予防の

取組を進めていくうえでの課題について、伺い

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 高齢者の活動の

場となる通いの場につきましては、感染が拡大

した昨年度は、県全体で最大80％が休止するな

ど、影響は非常に大きいものであると認識して

おります。 

感染拡大時には、外出の自粛により、通いの

場における介護予防、健康づくりの取組が中断

されるため、高齢者の身体機能低下や認知症の

進行が危惧されているところでございます。 

このため、地元のケーブルテレビや防災無線

を活用した介護予防体操の実施、地域包括支援

センター職員の訪問による個別支援などにより

まして、可能な限り取組を継続するなど、市町

に対して地域の実情を踏まえた取組をお願いし

ているところでございます。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） この制度構築と新しい

生活様式というのは、ある種背反する関係性に

あるということもできるのではないかと思いま

す。せっかく各地域で、これまでできつつある

仕組みづくりが、このコロナ禍をきっかけとし

て、後退とか、後戻りすることがないように、

先ほどご紹介いただきましたような手法で取り

組んでいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

4、コロナ禍における学校及び保育現場の対

応状況について。 

（1）学校及び保育現場における誹謗中傷、

風評被害の対応と防止について。 

従来型よりも感染力の強い変異ウイルスのま

ん延、あるいはクラスターの発生などにより、

感染者及びその濃厚接触者等となるリスクが増

大する中で、保育所、学校での生活はもとより、

保育所外、学校外といった生活の様々な場面に

おいて、誹謗中傷、風評被害にさらされる危険

性が高まっております。 

例えば、長崎県PTA連合会では、医療従事者

を家族に持つ児童・生徒への誹謗中傷、風評被

害があったという事実を受けて、会員向けに「新

型コロナウイルス感染症についての風評被害を

なくしましょう」といった通知文を出され、被

害の防止に向けた取組がなされております。 
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誹謗中傷、風評被害を未然に防止する、ある

いは被害を軽減するという観点から、行政とし

てどのように取り組まれているか、この点につ

いて伺います。 

園児、児童・生徒自身が感染者ないし濃厚接

触者等となった場合、あるいはその家族がその

ような状態となった場合、誹謗中傷、風評被害

等を未然に防止するための事前の対応、事案が

発生した場合の初動の対応、そして発生後のケ

ア、事後の対応等について、行政としてどのよ

うになされているのか、伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 県教育委員

会では、これまで、児童・生徒が安全で安心な

学校生活を送ることができるよう危機対応をま

とめました「学校における安全管理の手引き」

を作成し、各学校に示しています。 

また、新型コロナウイルス感染防止対策につ

いては、別途通知等を行って、対応手順や保護

者への連絡など、適切な初期対応を求めており

ます。 

そのうち、誹謗中傷等の防止に向けた取組と

しましては、偏見や差別につながる行為は断じ

て許されないとの認識に立ち、機会を捉えて児

童・生徒の発達段階に応じた指導の徹底を図る

とともに、感染者が発生した場合は、感染者や

その家族に対して、感染を理由とした偏見や差

別が生じないよう、児童・生徒及び保護者に周

知・啓発を行うこととしております。 

また、子どもたちの心のケアについては、き

め細やかな観察や面談、スクールカウンセラー

等と連携しながら、組織的な支援に努めており、

電話やメール、SNS相談など、各種相談窓口の

周知も図っております。 

今後、コロナ禍におけるこれまでの経験も踏

まえまして、感染症の対応について、先ほどの

「学校における安全管理の手引き」の中に盛り

込んでいくことも考えたいというふうに考えて

おります。 

〇副議長（松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君） 保育現場に

おける誹謗中傷などの未然防止につきましては、

国から発出された感染者等に対する偏見や差別

防止の徹底についての文書を保育施設へ周知す

るとともに、県からのお願いとして、感染者や

その家族等への誹謗中傷等を謹んでいただくよ

う、市町を通じて保護者向けの注意喚起も行っ

ております。 

また、臨時休園、園児の登園、保護者への連

絡などをまとめた「新型コロナウイルス感染症

発生対応フロー」を市町毎に作成されており、

その中に誹謗中傷、差別への注意喚起について

記載されている市町もあります。 

今後、県といたしましては、他の市町に対し

ても誹謗中傷、差別への対応をフロー等に盛り

込んでいただくよう働かけを行うこととしてお

ります。 

加えまして、誹謗中傷、差別が生じた場合は、

県で開設している新型コロナウイルス関連人権

相談窓口などの利用を呼びかけており、引き続

き、市町と連携して、誹謗中傷、差別などの防

止に取り組みたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） ありがとうございます。

昨日の質問でも、この誹謗中傷予防に向けた事

前の周知啓発、あるいは事後のケアについては

ご答弁があっておりました。 

ここで重要なことは、初動の対応をいかに行

うかということではないかと思います。 

災害と同じで、いつ、何時、そのような状況
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に直面するかというのは、誰にもわからない状

況です。被害の防止、軽減を図るという観点か

ら、事前、初動、事後と連動した仕組みづくり

が必要ではないかと考えます。この点をご検討

いただきますようにお願いいたします。 

5、コロナ禍における宿泊観光業に対する支

援について 

（1）ＧoＴoトラベル、ふるさとで“心呼吸”

の旅キャンペーンの再開時期について。 

ＧoＴoトラベル、県内旅行割引キャンペーン

の再開時期についてという質問を準備しており

ましたけれども、ＧoＴoトラベルキャンペーン

の再開に関する県の認識は、昨日、中村一三議

員の質問に対してご答弁をいただきました。 

また、県内旅行割引キャンペーンである「ふ

るさとで“心呼吸”の旅」の再開につきましては、

質問通告後の6月22日に、7月1日より再開する

という発表がなされましたので、ここでは、知

事はじめ関係皆様のご英断に感謝を申し上げ、

質問は割愛をさせていただきます。 

（2）宿泊観光事業者に対する事業支援につ

いて。 

新型コロナウイルス感染症拡大「第4波」へ

の対策で、全国的に人の流れが抑制され、様々

な経済活動が制限される中、宿泊・観光業は、

特に厳しい状況に直面させられております。 

昨年12月のＧoＴoトラベルキャンペーン停

止以降、観光需要そのものが低迷している状況

に加え、「第4波」対策後のゴールデンウィー

ク以降、県内宿泊事業者におきましては、約4

割の宿泊施設が休館、休業を余儀なくされてい

ると伺っております。 

このような危機的な状況の中、事業者の多く

が、国の特別融資などを活用して、昨年春、年

末年始、そして今年と、2度、3度にわたる借り

入れを行っている状況で、担保力の低い中小零

細事業者からは、今後、さらなる借り入れには、

さすがに限界があるとのお声、手元の資金不足

に対する、ほとんど悲鳴とも言えるお声も多数

伺うところでございます。 

事業の継続、雇用の維持には資金が必要であ

ることは言うまでもありません。 

先日、県内旅行割引キャンペーンにつきまし

ては、再開が決定をなされましたが、今後、ま

だまだ予断を許さない状況の中、「第5波」の

到来による停止も当然想定しておかなければな

りません。そのことを踏まえて質問をいたしま

す。 

県内旅行割引キャンペーンにつきましては、

国から前売り方式での制度設計がなされている

と伺っております。前売り宿泊券の制度を導入

して、利用者の負担分だけでも先行して事業者

に入ってくるならば、資金繰りの観点からも事

業者にとっての支援策となり得るのではないか。

また、今後、停止を余儀なくされる事態となっ

たとしても、予約の集中を防ぎ、平準化させ得

るという効果が期待をされているのではないか

と考えます。 

この前売り宿泊券について、本県としてどの

ように取り組んでいくのか、伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 前売り宿泊

券は、感染が拡大して、県内キャンペーンが実

施できない地域を念頭に、国から新たに追加さ

れたメニューでございますけれども、本県にお

きましては、県民向け県内旅行キャンペーンを

7月1日から再開することとしており、まずはそ

の利用促進に注力してまいりたいと考えており

ます。 

ただし、今後、再度の感染拡大への備えとし
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に直面するかというのは、誰にもわからない状

況です。被害の防止、軽減を図るという観点か

ら、事前、初動、事後と連動した仕組みづくり

が必要ではないかと考えます。この点をご検討

いただきますようにお願いいたします。 

5、コロナ禍における宿泊観光業に対する支

援について 

（1）ＧoＴoトラベル、ふるさとで“心呼吸”

の旅キャンペーンの再開時期について。 

ＧoＴoトラベル、県内旅行割引キャンペーン

の再開時期についてという質問を準備しており

ましたけれども、ＧoＴoトラベルキャンペーン

の再開に関する県の認識は、昨日、中村一三議

員の質問に対してご答弁をいただきました。 

また、県内旅行割引キャンペーンである「ふ

るさとで“心呼吸”の旅」の再開につきましては、

質問通告後の6月22日に、7月1日より再開する

という発表がなされましたので、ここでは、知

事はじめ関係皆様のご英断に感謝を申し上げ、

質問は割愛をさせていただきます。 

（2）宿泊観光事業者に対する事業支援につ

いて。 

新型コロナウイルス感染症拡大「第4波」へ

の対策で、全国的に人の流れが抑制され、様々

な経済活動が制限される中、宿泊・観光業は、

特に厳しい状況に直面させられております。 

昨年12月のＧoＴoトラベルキャンペーン停

止以降、観光需要そのものが低迷している状況

に加え、「第4波」対策後のゴールデンウィー

ク以降、県内宿泊事業者におきましては、約4

割の宿泊施設が休館、休業を余儀なくされてい

ると伺っております。 

このような危機的な状況の中、事業者の多く

が、国の特別融資などを活用して、昨年春、年

末年始、そして今年と、2度、3度にわたる借り

入れを行っている状況で、担保力の低い中小零

細事業者からは、今後、さらなる借り入れには、

さすがに限界があるとのお声、手元の資金不足

に対する、ほとんど悲鳴とも言えるお声も多数

伺うところでございます。 

事業の継続、雇用の維持には資金が必要であ

ることは言うまでもありません。 

先日、県内旅行割引キャンペーンにつきまし

ては、再開が決定をなされましたが、今後、ま

だまだ予断を許さない状況の中、「第5波」の

到来による停止も当然想定しておかなければな

りません。そのことを踏まえて質問をいたしま

す。 

県内旅行割引キャンペーンにつきましては、

国から前売り方式での制度設計がなされている

と伺っております。前売り宿泊券の制度を導入

して、利用者の負担分だけでも先行して事業者

に入ってくるならば、資金繰りの観点からも事

業者にとっての支援策となり得るのではないか。

また、今後、停止を余儀なくされる事態となっ

たとしても、予約の集中を防ぎ、平準化させ得

るという効果が期待をされているのではないか

と考えます。 

この前売り宿泊券について、本県としてどの

ように取り組んでいくのか、伺います。 

〇副議長（松本洋介君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 前売り宿泊

券は、感染が拡大して、県内キャンペーンが実

施できない地域を念頭に、国から新たに追加さ

れたメニューでございますけれども、本県にお

きましては、県民向け県内旅行キャンペーンを

7月1日から再開することとしており、まずはそ

の利用促進に注力してまいりたいと考えており

ます。 

ただし、今後、再度の感染拡大への備えとし
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て、前売り宿泊券の販売についても対応策の一

つと考えておりますけれども、販売手法や消費

者への購入意欲向上対策など、導入に当たって

課題を整理する必要もありますことから、今後、

事業者の意見もよくお聞きしながら、制度設計

等について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長（松本洋介君） 坂口議員－12番。

〇１２番（坂口慎一君） 私が言うまでもなく、

本県は観光立県を掲げておりますので、宿泊事

業者というのは、その産業の受け皿ともなるべ

き事業者の方々であると思いますので、ぜひそ

の方々の救済という点を踏まえまして、前向き

にご検討をいただきますようにお願いを申し上

げまして、今回の質問を終わらせていただきま

す。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

6月28日は、定刻より本会議を開き、一般質

問を続行いたします。 

本日は、これをもって散会いたします。 

お疲れさまでした。 

― 午後 ３時４６分 散会 ―
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土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 村 山 弘 司 君

文化観光国際部政策監 前 川 謙 介 君

産業労働部政策監 村 田 誠 君

教育委員会教育長 平 田 修 三 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君
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公安委員会委員 山 中 勝 義 君

警 察 本 部 長 早 川 智 之 君
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次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 濵 口 孝 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 山 脇 卓 君

議事課特別会計任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇副議長（松本洋介君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。 

これより、6月25日に引き続き、一般質問を

行います。 

饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。 

西彼杵郡選出、改革21、あいばせんば、こい

ばせんばの饗庭敦子でございます。 

本日、1番目の登壇でございます。緊張感と

ともに、今日も充実した一日になりますよう、

元気よく質問してまいります。 

新型コロナウイルス感染収束の兆しが見えず、

「第5波」が心配される中、誰もが疲弊し、ス

トレスを抱えて生きています。ワクチン接種が

進み、一日も早く収束することを願っておりま

す。 

そして、県民の皆さんの命を守るため、常に

最前線で従事していらっしゃる医療関係者の皆

様に、深く深く感謝申し上げます。 

皆様の不安やストレス、要望などの声に耳を

傾け、県政へ届けてまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、答弁におきましては、県民にやさ

しく、わかりやすく、簡潔な、簡潔な答弁をお

願い申し上げ、分割質問方式にて質問させてい

ただきます。 

1、孤独・孤立対策について。 

政府は、2月に、世界2例目の孤独担当相を設

置し、孤独・孤立対策に乗り出しました。 

孤独には、頼りたくても頼れない、話したく

ても話せないといった望まない孤独があります。

そして、望まない孤独を抱える人の多くは、頼

れる人とつながることが難しい状況です。そこ

にアプローチすることが、とても大事だと思っ

ています。 

コロナ禍では、人との接触が減少し、身の周

りに起こるちょっとした不安や悩みを誰にも打

ち明けられず、孤独に陥っている人が、これま

で以上に増えていると言われています。 

誰一人取り残さない社会の実現を目指して、

子どもの未来のため、誰もが生きやすい社会に

なりますよう、また、弱者にやさしく、自殺に

追い込まれる方が一人もいない長崎県になるよ
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うな取組が必要だと思っております。 

（1）コロナ禍で深刻化する孤独・孤立化問

題への取り組み。 

①相談窓口の現状。 

孤独・孤立で悩まれている方への相談先とし

て、内閣府に、電話、SNS、その他多くの相談

窓口が設定してあります。 

SNS相談では、最近、メディアでも取り上げ

られています「あなたのいばしょ」で、昨年3

月の開設以来、利用者は1日250人を超える日が

続き、女性や20代以下の若者らを中心に、1年

間で計4万人を超えたと言われております。 

長崎県の行っているSNS相談では、令和元年

の8月からはじまり、令和3年4月までの1年9か

月間で267件と少ない状況になっております。 

SNS相談を含めた相談窓口の現状を、県とし

てどう考えているのか、お伺いします。 

②貧困対策について。 

孤立は、貧困と密接な関係にある課題です。

様々な調査におきましては、所得が低いほど人

間関係が希薄なことが報告されております。 

このコロナ禍で収入が減った人を対象に、無

利子でお金を貸す政府の支援策、特例貸付の窓

口になっておられる社会福祉協議会の職員が、

「コロナ禍で生活苦の人々を支える役割が果た

せているのか」、また、「苦しい状況の人に借

金をさせている、これが福祉なのか疑問に思う」

とも言われております。 

県の貧困対策は、こういう融資申請者の生活

を、融資により再建するまでの後押しができて

いるのか、お伺いします。 

③高齢者対策について。 

コロナ禍で、人と人との接触を減らすように

求められている中、高齢者の孤立化も懸念され

ております。支援者が高齢者宅の訪問活動を控

えたところ、ひとり暮らしの高齢者が認知症を

発症していたという深刻なケースもあると聞い

ております。 

また、内閣府の国際比較調査では、日本の高

齢者は約3割が親しい友人がいないと回答され、

近所づきあいの希薄さも目立っており、高齢者

の孤独防止対策が急務となっていますが、本県

の取組をお伺いします。 

（2）つながり指標について。 

①評価手法について。 

孤独・孤立対策や、地域共生社会づくりを進

める厚生労働省が、困難を抱える人に対する自

治体の支援の効果を図るため、「つながり指標」

という新たな評価基準の導入を決め、対象者の

意欲などを5項目で評価し、質の向上に役立て

るねらいです。 

つながり指標は、新事業の評価手法の一つと

言われておりますが、どう役立てていくのか、

県の姿勢をお伺いします。 

②評価側の人材育成について。 

評価は、対象者が利用する介護・福祉施設の

職員や、自宅を訪問する自治体のケースワーカ

ーなど、事業の中心を担う人が話を聞き取り、

「意欲」、「自己肯定感」、「対人関係」、「社

会参加」、「相談」の5項目を、本人と一緒に

一から読んで数値化するとされています。この

評価することにより、対象者を追い詰めたり、

望まない支援につながることが懸念されていま

す。評価する側の早めの人材育成が必要と思い

ますが、人材育成についての見解をお伺いしま

す。 

（3）自殺対策について。 

①コロナ禍における自殺者の現状と対策につ

いて。 

2020年における自殺者は、前年比912人増の2

─ 144 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２８日）

うな取組が必要だと思っております。 

（1）コロナ禍で深刻化する孤独・孤立化問

題への取り組み。 

①相談窓口の現状。 

孤独・孤立で悩まれている方への相談先とし

て、内閣府に、電話、SNS、その他多くの相談

窓口が設定してあります。 

SNS相談では、最近、メディアでも取り上げ

られています「あなたのいばしょ」で、昨年3

月の開設以来、利用者は1日250人を超える日が

続き、女性や20代以下の若者らを中心に、1年

間で計4万人を超えたと言われております。 

長崎県の行っているSNS相談では、令和元年

の8月からはじまり、令和3年4月までの1年9か

月間で267件と少ない状況になっております。 

SNS相談を含めた相談窓口の現状を、県とし

てどう考えているのか、お伺いします。 

②貧困対策について。 

孤立は、貧困と密接な関係にある課題です。

様々な調査におきましては、所得が低いほど人

間関係が希薄なことが報告されております。 

このコロナ禍で収入が減った人を対象に、無

利子でお金を貸す政府の支援策、特例貸付の窓

口になっておられる社会福祉協議会の職員が、

「コロナ禍で生活苦の人々を支える役割が果た

せているのか」、また、「苦しい状況の人に借

金をさせている、これが福祉なのか疑問に思う」

とも言われております。 

県の貧困対策は、こういう融資申請者の生活

を、融資により再建するまでの後押しができて

いるのか、お伺いします。 

③高齢者対策について。 

コロナ禍で、人と人との接触を減らすように

求められている中、高齢者の孤立化も懸念され

ております。支援者が高齢者宅の訪問活動を控

えたところ、ひとり暮らしの高齢者が認知症を

発症していたという深刻なケースもあると聞い

ております。 

また、内閣府の国際比較調査では、日本の高

齢者は約3割が親しい友人がいないと回答され、

近所づきあいの希薄さも目立っており、高齢者

の孤独防止対策が急務となっていますが、本県

の取組をお伺いします。 

（2）つながり指標について。 

①評価手法について。 

孤独・孤立対策や、地域共生社会づくりを進

める厚生労働省が、困難を抱える人に対する自

治体の支援の効果を図るため、「つながり指標」

という新たな評価基準の導入を決め、対象者の

意欲などを5項目で評価し、質の向上に役立て

るねらいです。 

つながり指標は、新事業の評価手法の一つと

言われておりますが、どう役立てていくのか、

県の姿勢をお伺いします。 

②評価側の人材育成について。 

評価は、対象者が利用する介護・福祉施設の

職員や、自宅を訪問する自治体のケースワーカ

ーなど、事業の中心を担う人が話を聞き取り、

「意欲」、「自己肯定感」、「対人関係」、「社

会参加」、「相談」の5項目を、本人と一緒に

一から読んで数値化するとされています。この

評価することにより、対象者を追い詰めたり、

望まない支援につながることが懸念されていま

す。評価する側の早めの人材育成が必要と思い

ますが、人材育成についての見解をお伺いしま

す。 

（3）自殺対策について。 

①コロナ禍における自殺者の現状と対策につ

いて。 

2020年における自殺者は、前年比912人増の2
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万1,081人で、11年ぶりに増加に転じました。 

自殺者の原因や動機となる問題を、調査では、

2020年、孤独感が前年比31.5％増の434人とな

っており、孤独・孤立による自殺が一昨年から

昨年にかけて3割以上も増えていると言われて

おります。 

本県の自殺者の現状と対策をお伺いします。 

②若者や子どもの自殺予防について。 

全国では、小・中・高生の自殺が過去最多と

なっており、原因、動機では、うつ病などの精

神疾患や進路の悩み、学業不振となっています。 

長崎県内の自殺者は、2020年は最少の214人

となっており、前年比13人減であります。 

しかし、若者や子どもの人数は横ばいであり、

減少していない状況です。割合にすると増えて

いるという状況になります。子どもたちのSОS

を早期に把握し、対応することが必要と考えま

す。 

県の若者や子どもの自殺対策について、お伺

いします。 

これ以降の質問は、対面演壇席から行います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（中田勝己君） まず、私から、

コロナ禍で深刻化する孤独・孤立問題の取組に

ついて、お答えいたします。 

まず、相談窓口につきまして、現状をどのよ

うに考えているのかとのご質問でございます。 

孤独・孤立による悩みや不安を抱えている

方々に対しましては、自殺防止や生活困窮者へ

の支援、ひきこもり支援など、悩みに応じて専

門的な機関において相談対応を行っております。 

県では、適切な相談窓口を案内できるよう、

孤独・孤立の悩みに関する相談窓口を整理した

一覧を県のホームページに掲載して、様々な相

談に対応できるよう、県の関係部局とも連携体

制を構築しております。 

また、住民により身近な市町におきまして相

談体制を充実することが重要であると考えてお

り、本年5月には、「孤独・孤立対策県・市町

連携会議」を開催し、市町との連携体制を整備

したところでございます。 

引き続き、国、県及び市町が連携して必要な

支援につなげるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、貧困対策につきまして、生活福祉資金

の貸付後における自立、生活再建の後押しにつ

いてのご質問でございます。 

現在、生活福祉資金の特例貸付につきまして

は、5月末現在で、延べ1万7,341件、約63億円

となっております。 

そのうち、債務が大きくなる場合は、就労や

生活状況等の改善を目的として、自立相談支援

機関による支援が貸付の要件とされ、市町社会

福祉協議会、福祉事務所と情報を共有し、生活

再建のための支援を行うこととなっております。 

今後とも、生活に困窮する方々に対しまして、

関係機関が連携して、切れ目のない支援を実施

してまいりたいと考えております。 

次に、高齢者対策につきまして、コロナ禍に

おける高齢者に対する孤独・孤立対策の県の取

組についてのお尋ねでございます。 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化す

る中、高齢者が孤立することを防ぐため、市町

におきましては、民生委員や地域包括支援セン

ター職員などが、個別訪問や電話による見守り

を実施しているところでございます。 

県といたしましては、高齢者の心身の健康を

保つためには、家族や友人をはじめ、近隣住民

との交流や、助けあいが大切であると考えてお
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りまして、引き続き、こうした訪問等の活動を

行っていただくよう、市町へ働きかけてまいり

たいと考えております。 

次に、つながり指標につきまして、どのよう

な指標として、どう役立てていくのかとのお尋

ねでございます。 

本年4月、住民の複雑化、複合した支援ニー

ズに市町が包括的に対応するため、高齢、障害、

生活困窮等の分野の支援機関が協働して支援に

当たる重層的支援体制整備事業が創設されまし

た。 

つながり指標は、この事業におきまして、支

援対象者の意欲や社会参加の状況、相談機関と

のつながりなどについて確認し、支援がしっか

り行き届いているかを評価するものでございま

す。 

評価を通じまして、支援の質を向上させると

ともに、課題や成果を把握することで、市町に

おける包括的な支援体制構築の推進につながる

ものと考えております。 

また、評価するためには、専門的な人材の評

価が適切と考えるが、どのように育成していく

のかとのお尋ねでございます。 

つながり指標を活用する重層的支援体制整備

事業につきましては、今後の本格的な実施に向

けて、複数の市町におきまして取組がはじまっ

ているところでございます。 

今年度におきましては、国が都道府県に職員

を派遣して、自治体や支援機関向けの研修を行

う予定であり、この機会を活用するとともに、

県としても先進事例の情報提供や意見交換会を

開催し、支援者のスキルアップを図ってまいり

たいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 本県の自殺の現状と対策

についてのお尋ねであります。 

コロナ禍において、全国では、令和2年の自

殺者数が増加している中、本県の自殺者数は前

年より13人減少し、214人となっております。 

また、その内訳を見てみましても、女性や子

どもの自殺者数の増加など、全国統計が示すよ

うな特徴は見られないところであります。 

しかしながら、コロナ禍の影響が長期化する

中で、今後、本県でも自殺者数の増加が懸念さ

れるところであり、自殺防止対策のさらなる充

実・強化が必要であると考えているところであ

ります。 

このため、昨年8月、「長崎こども・女性・

障害者支援センター」に、心のケアの相談員を

増員したほか、社会福祉法人「いのちの電話」

をはじめ、民間団体が実施する相談事業への追

加支援を行っております。 

このほか、本年3月の自殺予防月間には、弁

護士や臨床心理士による「くらしとこころの総

合相談」を開催したところであり、今年度も7

月以降、2か月に1回開催するなど、相談支援体

制の強化を図ることとしております。 

また、本年4月には、孤独・孤立対策として、

庁内担当部局による対策会議を開催し、情報共

有や連携体制の確保を図るとともに、各市町に

対しても相談支援体制の整備をお願いしたとこ

ろであります。 

今後も、医療、教育、商工団体、警察等で構

成する自殺対策連絡協議会等において、関係機

関と連携しながら、孤独・孤立、そして、自殺

防止対策に力を注いでまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（中田勝己君） 子どもに対する

自殺予防対策の取組についてのお尋ねでござい
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りまして、引き続き、こうした訪問等の活動を

行っていただくよう、市町へ働きかけてまいり

たいと考えております。 

次に、つながり指標につきまして、どのよう

な指標として、どう役立てていくのかとのお尋

ねでございます。 

本年4月、住民の複雑化、複合した支援ニー

ズに市町が包括的に対応するため、高齢、障害、

生活困窮等の分野の支援機関が協働して支援に

当たる重層的支援体制整備事業が創設されまし

た。 

つながり指標は、この事業におきまして、支

援対象者の意欲や社会参加の状況、相談機関と

のつながりなどについて確認し、支援がしっか

り行き届いているかを評価するものでございま

す。 

評価を通じまして、支援の質を向上させると

ともに、課題や成果を把握することで、市町に

おける包括的な支援体制構築の推進につながる

ものと考えております。 

また、評価するためには、専門的な人材の評

価が適切と考えるが、どのように育成していく

のかとのお尋ねでございます。 

つながり指標を活用する重層的支援体制整備

事業につきましては、今後の本格的な実施に向

けて、複数の市町におきまして取組がはじまっ

ているところでございます。 

今年度におきましては、国が都道府県に職員

を派遣して、自治体や支援機関向けの研修を行

う予定であり、この機会を活用するとともに、

県としても先進事例の情報提供や意見交換会を

開催し、支援者のスキルアップを図ってまいり

たいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 本県の自殺の現状と対策

についてのお尋ねであります。 

コロナ禍において、全国では、令和2年の自

殺者数が増加している中、本県の自殺者数は前

年より13人減少し、214人となっております。 

また、その内訳を見てみましても、女性や子

どもの自殺者数の増加など、全国統計が示すよ

うな特徴は見られないところであります。 

しかしながら、コロナ禍の影響が長期化する

中で、今後、本県でも自殺者数の増加が懸念さ

れるところであり、自殺防止対策のさらなる充

実・強化が必要であると考えているところであ

ります。 

このため、昨年8月、「長崎こども・女性・

障害者支援センター」に、心のケアの相談員を

増員したほか、社会福祉法人「いのちの電話」

をはじめ、民間団体が実施する相談事業への追

加支援を行っております。 

このほか、本年3月の自殺予防月間には、弁

護士や臨床心理士による「くらしとこころの総

合相談」を開催したところであり、今年度も7

月以降、2か月に1回開催するなど、相談支援体

制の強化を図ることとしております。 

また、本年4月には、孤独・孤立対策として、

庁内担当部局による対策会議を開催し、情報共

有や連携体制の確保を図るとともに、各市町に

対しても相談支援体制の整備をお願いしたとこ

ろであります。 

今後も、医療、教育、商工団体、警察等で構

成する自殺対策連絡協議会等において、関係機

関と連携しながら、孤独・孤立、そして、自殺

防止対策に力を注いでまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（中田勝己君） 子どもに対する
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ます。 

県では、悩みを抱えている若者を対象に、ホ

ームページでサポートサイトを開設し、様々な

悩みの解決に役立つ情報を提供しており、昨年

度のアクセス数は1,331件と、前年度の2.3倍増

となっております。 

また、ポケットサイズの冊子を、若者向けと

全世帯向けに作成し、大学、商工会、企業等に

配布するほか、保健所や「長崎こども・女性・

障害者支援センター」が大学や高校に出向き、

自殺の予防教育を実施するなど、若者への啓発

活動に取り組んでいるところでございます。 

今後は、SNSを通じて相談できるよう、先行

事例を参考にしながら検討していきたいと考え

ております。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）子どもの自

殺予防対策につきまして、県教育委員会の取組

でございます。 

県教育委員会では、専門的知見を有する臨床

心理士を講師とした自殺予防研修会などを毎年

実施し、教職員の資質向上を図っております。 

また、自殺予防教育教材「晴れないこころに

気づいたら」という教材を利用しまして、児童・

生徒が自分の心を見つめ直すとともに、自ら

SOSを出せるような実践的な教育も推進して

おります。 

さらに、外部講師等による命を大切にする講

話を通しまして、児童・生徒の自己肯定感を高

めるとともに、スクールカウンセラー等や関係

機関との連携による教育相談体制の強化を図っ

ております。 

また、夏休みなど、長期休業明けの時期につ

きましては、例年、別途通知を出しまして、児

童・生徒の不安や悩みに対応する教育相談体制

の一層の充実を図っております。 

今後も、日常的な観察や面談等を通して、子

ども理解を深めるとともに、児童・生徒がSОS

を出しやすい環境、あるいは、教職員が、子ど

もが出しているサインに気づくというような環

境づくりに努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君）答弁ありがとうございま

した。 

それでは、再質問をさせていただきたいと思

います。 

最初に、相談窓口のところなんですけれども、

一覧を県のホームページに掲載しているという

ところで、ホームページを拝見させていただき

ましたが、相談したい内容を自分で考えながら

クリックしていかないと到達しないというよう

なところもあったかと思いますので、そうでは

なく、相談したいけれど、どこの窓口がいいか

わからないというような方に、ワンストップ窓

口をつくっていただくことが必要じゃないかと

いうふうに思います。縦割りではなく、どこか

らでも相談できるようなシステムの構築の考え

がないか、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君）どのような悩み

も相談できる窓口といたしましては、国が「よ

りそいホットライン」を設置しておりまして、

電話やSNSなどで様々な相談に対応している

ことと承知しております。 

県といたしましても、孤独・孤立に関する様々

な悩みを抱えられている方が、解決につながる

よう、相談窓口に円滑にたどり着けるように、

引き続き関係者の意見もお伺いしながら、改善

に努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 
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〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、相談するには、か

なりの勇気がいって相談をされると思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、貧困対策について、切れ目のない支援

を行っていくということで、ぜひお願いしたい

ところでございます。 

そして、今回、政府が、3月に、孤独・孤立

問題や女性への支援を強化するというところで

は60億円の予算が確保されております。この予

算は、この県内でどのように予算を使っておら

れるのか、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 本県の状況につ

きましては、現状、今、複数の市町におきまし

て、不安を抱える女性の相談窓口の設置等の事

業を計画しておりまして、また、そういったも

のに関しまして様々なNPО法人等もご協力を

いただいているところでございます。 

引き続き、NPО法人や市町とも連携を強化し

てまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、NPО法人と連携

を取って進めていただきたいと思います。 

もう一点、このコロナ禍で、非正規労働者、

中でも女性の生活困窮者が深刻さを増している

というふうに思います。 

子どもの貧困は、女性の貧困をはじめとする

現在の社会のひずみによってもたらされており

ます。ひとり親世帯や、単身女性世帯への貧困

対策をお伺いします。 

また、先日は、「妊産婦医療費助成制度の創

設に要する要望書」が提出されております。 

その中で、妊娠から出産に至る間、精神不安

や産後うつなどて孤独に感じる方が多く、妊産

婦の孤独に対する支援策も求められていますが、

県の対策をお伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） ひとり親世帯に

関する支援につきましては、やはり非常に雇用

問題との密接な関わりがあることから、そうい

った雇用の場での相談体制にしっかりと対応で

きるような連携体制を構築し、そういった方々

が支援の輪から落ちないように、しっかりと支

援してまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）妊産婦の相

談支援等につきましてでございますが、コロナ

ウイルス感染症拡大の影響で、妊産婦が孤独や

不安を感じやすくなっておりまして、安心して

出産・子育てができるよう、寄り添った支援を

行うということなど、妊産婦の方々に対して、

特に、配慮をしていく必要があると考えており

ます。 

そのため、住民に身近な市町におきましては、

妊娠期から切れ目のない支援を行う「子育て世

代包括支援センター」におきまして、関係機関

からの情報や、本人からの相談により、妊産婦

の状況を把握したうえで、電話や対面による相

談支援を行うなど、妊産婦へのよりきめ細かな

支援を行っているところでございます。 

妊産婦の方々が、孤立化せず、必要な時に必

要な相談支援を受けることができるよう、総合

相談窓口としての「子育て世代包括支援センタ

ー」について、県としてもしっかり周知を行っ

てまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、皆さんが困らない

ようにしていただければというふうに思います。 

つながり指標につきましては、これから取り

組んでいかれることかというふうに思いますけ
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〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、相談するには、か

なりの勇気がいって相談をされると思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、貧困対策について、切れ目のない支援

を行っていくということで、ぜひお願いしたい

ところでございます。 

そして、今回、政府が、3月に、孤独・孤立

問題や女性への支援を強化するというところで

は60億円の予算が確保されております。この予

算は、この県内でどのように予算を使っておら

れるのか、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 本県の状況につ

きましては、現状、今、複数の市町におきまし

て、不安を抱える女性の相談窓口の設置等の事

業を計画しておりまして、また、そういったも

のに関しまして様々なNPО法人等もご協力を

いただいているところでございます。 

引き続き、NPО法人や市町とも連携を強化し

てまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、NPО法人と連携

を取って進めていただきたいと思います。 

もう一点、このコロナ禍で、非正規労働者、

中でも女性の生活困窮者が深刻さを増している

というふうに思います。 

子どもの貧困は、女性の貧困をはじめとする

現在の社会のひずみによってもたらされており

ます。ひとり親世帯や、単身女性世帯への貧困

対策をお伺いします。 

また、先日は、「妊産婦医療費助成制度の創

設に要する要望書」が提出されております。 

その中で、妊娠から出産に至る間、精神不安

や産後うつなどて孤独に感じる方が多く、妊産

婦の孤独に対する支援策も求められていますが、

県の対策をお伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） ひとり親世帯に

関する支援につきましては、やはり非常に雇用

問題との密接な関わりがあることから、そうい

った雇用の場での相談体制にしっかりと対応で

きるような連携体制を構築し、そういった方々

が支援の輪から落ちないように、しっかりと支

援してまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）妊産婦の相

談支援等につきましてでございますが、コロナ

ウイルス感染症拡大の影響で、妊産婦が孤独や

不安を感じやすくなっておりまして、安心して

出産・子育てができるよう、寄り添った支援を

行うということなど、妊産婦の方々に対して、

特に、配慮をしていく必要があると考えており

ます。 

そのため、住民に身近な市町におきましては、

妊娠期から切れ目のない支援を行う「子育て世

代包括支援センター」におきまして、関係機関

からの情報や、本人からの相談により、妊産婦

の状況を把握したうえで、電話や対面による相

談支援を行うなど、妊産婦へのよりきめ細かな

支援を行っているところでございます。 

妊産婦の方々が、孤立化せず、必要な時に必

要な相談支援を受けることができるよう、総合

相談窓口としての「子育て世代包括支援センタ

ー」について、県としてもしっかり周知を行っ

てまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、皆さんが困らない

ようにしていただければというふうに思います。 

つながり指標につきましては、これから取り

組んでいかれることかというふうに思いますけ
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れども、多くの市町で研修をしていただき、県

としては、ぜひ積極的に支援していただき、こ

の指標に基づき、対象者が望む孤独・孤立支援

につなげていただきたいというふうに思います。 

次に、自殺対策について、お伺いします。 

若者や子どもの自殺対策につきましては、子

どものSOSを把握することが大切だというふ

うに答弁をいただいたと思います。やはり日頃

からの子どもとのコミュニケーションも重要だ

というふうに思います。 

今、取り組んでおられる子どもたちの相談窓

口、「スクールネット＠伝えんば長崎」では、

1年9か月で267件、そして、令和2年度は1か月

平均11件、その中には1か月0件、1件というよ

うなこともあり、相談窓口としての機能を果た

してないのではないか、子どもには寄り添って

ないのではないかというふうに思います。 

24時間、365日、子どもたちが相談したいと

思う時に相談ができ、一方方向ではなく、返事

が返ってくる双方向のSNS相談が必要だと思

うんですけれども、今の相談窓口ではなく、双

方向のSNSの相談窓口を設置する考えがない

か、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）県教育委員

会では、相談の窓口としましては、電話、メー

ル、SNSによる相談窓口を設置して総合的に取

り組んでおります。 

このうち、SNSにつきましては、日頃から活

用しているコミュニケーションツールというこ

ともあって、生徒が気軽に相談できるというこ

とで、しかも24時間対応しておりますので、生

徒がいつでも、どこからでも悩みを相談できる

場として、これは活用されているというふうに

認識しております。 

双方向の話がございましたが、このSNS相談

に関しましては、一旦悩みの相談等の打ち込み

を、事務局というか、受け入れ体制の方で一旦

預かって、それに対する対応を考えて答えると

いうことで、今、ある意味、議員がおっしゃい

ました即応的に対応しているわけではないんで

すけれども、こういうことにつきましては、事

柄が事柄だけに、対面で話していたり、あるい

は電話で話していれば、相手がどう捉えている

かということは聞き取りながら話ができるわけ

ですけれども、SNSで答えを返した場合に、そ

れを相手、子どもがどういうふうに理解したの

か、あるいはこちらの意図どおりに理解してい

ないかもしれないということは、その時瞬時に

わかりませんので、これについては、そういう

話の中で一旦受け止めて、その子どもの相談に

対する対応を考えてから対応をとるという手法

を今とっているというふうな話でございました。 

ただ、いずれにしても、使いやすいような環

境を整えるということは必要なことだろうと思

っておりますので、今後とも、相談窓口の継続

的な周知・啓発に努めますとともに、子どもた

ちにとって相談しやすいツールとなるような改

善については、引き続き、図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） このSNSに、なぜ子ど

もが相談するかというと、対面で大人に相談で

きないというような状況もあろうかというふう

に思うんですね。だから、一旦もらったのを、

次、一方方向なので、対面で会えればいいです

けれども、匿名の場合は会えもしませんし、誰

かわからないというような状況かと思います。

緊急を要する場合もあろうかと思いますので、

ぜひ双方向で考えていただければというふうに
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思います。 

大学生でもSNS相談を取り入れる方向で考

えるということでございましたので、ぜひとも、

この点も合わせてお願いしたいというふうに思

います。 

2、ジェンダー平等について。 

（1）女性管理職について。 

ジェンダーによる差別を解消し、個々の能力

が活かされ、安全で安心して暮らせる社会をつ

くっていくことは世界共通の課題であり、

SDGsの中で、2030年までに達成すべき17目標

の5番目にジェンダー平等の実現が掲げられて

おります。 

「世界経済フォーラム」では、今年の3月に

発表したジェンダーギャップ指数は、156か国

中120位と、前回と比べてほぼ横ばいです。政

治分野が最も低い状況でございます。経済分野

におきましても、管理職の女性の割合が14.7％

と低い状況です。 

ジェンダー平等の実現に向けて、日本一を目

指して、2階級特進など、女性職員の部長級、

課長級への思い切った登用をしてはどうか、知

事、教育委員会教育長の見解をお伺いします。 

（2）ハラスメントについて。 

①就活セクハラについて。 

就活活動やインターンシップでセクハラ被害

に遭った人が、4人に1人と調査でわかっており

ます。その中で、インターンシップで被害に遭

いやすいという傾向ですが、県の実態をお伺い

します。 

②パワハラについて。 

これまでも一般質問をさせていただきました

が、パワハラが原因で自殺に追い込まれる方も

いらっしゃいます。まだまだ、日常の中でパワ

ハラが見逃されているのではないか。 

佐世保の前回の事案でも、月200時間を超え

る長時間労働があったと報道されています。長

時間労働が常態化しやすい県警の職場環境の中

では、気づいても言い出せない雰囲気があるの

ではないかと感じております。 

昨年質問した後の対策として、県警では、意

見箱、ハラスメント防止研修実施など、積極的

に取り組むとのことでしたが、その取り組んだ

対策の効果と今後の取組状況を伺います。 

また、県の中でのハラスメントの取組もお伺

いします。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） もっと思い切った女性管

理職の登用が必要ではないかとのお尋ねであり

ます。 

女性職員については、過去において、結婚や

出産を機に退職される方々が多く、年代が上が

るにつれて構成割合が低くなる状況にあり、ま

た、管理職登用に向けたキャリア形成が十分で

なかったこともあり、管理職への登用に不安を

抱く方々も多い状況でありました。 

こうした状況を改善し、女性の活躍を推進す

るため、仕事と家庭の両立支援に向けた働きや

すい環境づくりや、若い頃から多様な経験がで

きるような人事配置など、女性職員の計画的な

人材育成に取り組み、徐々に各年代における女

性職員の割合と、管理職に占める女性職員の割

合を共に高めてきたところであります。 

現在の管理職員に占める女性職員の割合は

14.5％で、これは50代の女性職員の割合とほぼ

同程度まで引き上げてきているところでありま

す。 

さらに、今後5年間で、国の目標が14％台で

据え置かれている中、本県においては、5年後

の50代の女性職員の割合と同じ20％まで引き
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据え置かれている中、本県においては、5年後

の50代の女性職員の割合と同じ20％まで引き
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上げることを目標に掲げており、その実現に向

けて積極的に取り組んでまいりたいと考えてい

るところであります。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）県教育委員

会におきます令和3年4月1日時点での管理職に

占める女性職員の割合は、特定事業主行動計画

において目標としておりました16％に対しま

して、この5年間で3.1ポイントは増加しており

ますものの、11.9％にとどまっております。 

本県学校教育の充実・発展には、意欲や能力

のある女性教職員の管理職としての活躍が必要

であり、教員の男女構成比から見ましても、女

性管理職の割合を高めていかなければならない

というふうに考えております。 

そのため、現在、特に、登用が進んでおりま

せん小・中学校におきましては、家庭の状況等

に合わせまして、管理職への昇任時期への配慮

であるとか、転居を伴う人事異動への配慮など、

大きな制度の見直しをこれまでも行っておりま

す。 

さらに、校務のICT化やスクールサポートス

タッフの導入など、教頭職の業務軽減を含めま

した職場環境を改善する取組を市町教育委員会

と連携して推進しているところでございます。 

今後も、女性教職員の登用に向けて積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監（村田 誠君）就活セクハ

ラの県内におけるインターンシップにおける実

態を把握しているかとのお尋ねでございますけ

れども、県では、大学生の県内就職支援を行う

中で、県内大学と様々な意見交換を行っており、

就活セクハラの事例があることをお聞きしたこ

とがありますが、インターンシップを含めまし

て、全体像については把握ができておりません。 

このため、大学や労働相談を実施する労働局

とも連携を図りながら、実態の把握に努めてま

いりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 警察本部長。

〇警察本部長（早川智之君） ハラスメント防止

対策と今後の取組について、お答えをいたしま

す。 

ハラスメントを防止するためには、幹部の意

識改革のほか、職員が気がねなく報告・相談で

きる職場環境を構築することが重要であると認

識しております。 

県警察におきましては、本年の運営指針に「活

力に満ちた魅力ある職場環境の創出」を明記し、

この運営指針に基づき、職場環境の改善のため

の様々な取組を進めているところであります。 

具体的には、令和3年春の組織改正におきま

して、警察本部警務課にハラスメント防止対策

等を推進する「政策調整官」を設置し、指導体

制を強化いたしました。 

また、人事異動後間もない本年5月を「ハラ

スメント防止対策強化月間」に設定し、本部の

部長など幹部が警察署を巡回して、署幹部への

指導や職員と現状について意見交換を行うなど

の取組を推進してまいりました。 

さらには、令和元年から定期的にハラスメン

トに関する匿名のアンケートを実施していると

ころであり、これに加え、昨年10月からは、ハ

ラスメントや業務改善に関しまして、匿名でい

つでも意見を投稿することができる「長崎県警

察職員意見箱」を設置しているところでありま

す。 

なお、勤務時間の管理につきましても、県警

察においては、現在、職員が在庁時間などを自

己申告しておりますが、この自己申告を正確に
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記載するよう、また、幹部には、職員に対して

正確に記載をさせるよう、改めて指導を徹底し

ているところであります。 

こうした取組を、今後とも継続的に実施し、

職場環境の改善が進んでいるかなどについて、

不断に職員の意見を聞くなどし、状況を注視し、

対策の効果が得られるよう努めてまいりたいと

考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 県におけるパワハラ

への取組ということでお尋ねをいただいており

ます。 

県では、職員のハラスメントに関しまして、

県庁内部の相談窓口ですとか、弁護士による外

部相談窓口を設置いたしまして、相談体制を整

備しているほか、全職員を対象といたしました

「ハラスメントの実態調査」を実施しまして、

実態の把握に努めております。 

また、パワーハラスメントの防止に向けまし

て、「ハラスメント防止等に関する要綱」を制

定するとともに、新任の係長、課長補佐、課長

といった役職段階毎の職員研修の実施ですとか、

全職員を対象に毎年実施をしております「コン

プライアンスチェックシート」、こういったも

のを通じまして、職員の意識啓発に取り組んで

いるという状況でございます。 

さらに、職場内のミーティングの励行ですと

か、管理職自らの姿勢や行動を振り返って確認

する、「活気あふれる職場環境づくりのための

チェックシート」の実施など、風通しのよい職

場環境づくりに力を注いでいるところでありま

して、引き続き、しっかりと取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 答弁ありがとうございま

した。 

女性管理職におきましては、ぜひ思い切った

改革をしていただけると、知事から答弁をいた

だきたかったんですけれども、なかなかそうも

ならないみたいですけれども、やはり女性を増

やすという視点で、ジェンダー平等ということ

でクオータ制なども考えていただけたらという

ふうに思っております。 

ハラスメントに関しましても再質問をと思っ

ておりましたが、ちょっと時間がなくなってま

いりましたので、ハラスメントに関しましては

具体的に取り組んでいただき、より効果のある

方法をしていただければと思います。 

次に移りますが、今後の答弁は簡潔にお願い

できればというふうに思います。 

3、教育行政について。 

（1）性暴力について。 

①教員の性暴力の実態と対策は。 

過去のわいせつ行為を理由に教員の免許再交

付を拒めるようにする「児童生徒性暴力防止法」

が、今国会で成立しました。 

都道府県の教育委員会が免許再交付の可否が

判断できるようになり、教育委員会の判断がと

ても重要となります。 

児童・生徒はもちろんですが、元教員の将来

にも大きな影響が及ぶ判断になります。 

また、教員に限らず、子どもに関わる仕事に

就く人に、性犯罪歴がないことを示す公的証明

書の提出を義務づける制度の創設は先送りにな

りましたが、「子どもに関わる仕事には就いて

ほしくない」という声を多く聞きます。 

被害者を今後も生まないことがとても重要だ

というふうに考えます。 

教員の性暴力の実態と対策をお伺いします。 

②性暴力を受けた児童・生徒の支援へについ
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記載するよう、また、幹部には、職員に対して
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ているところであります。 

こうした取組を、今後とも継続的に実施し、

職場環境の改善が進んでいるかなどについて、

不断に職員の意見を聞くなどし、状況を注視し、

対策の効果が得られるよう努めてまいりたいと

考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 県におけるパワハラ

への取組ということでお尋ねをいただいており

ます。 

県では、職員のハラスメントに関しまして、

県庁内部の相談窓口ですとか、弁護士による外

部相談窓口を設置いたしまして、相談体制を整

備しているほか、全職員を対象といたしました

「ハラスメントの実態調査」を実施しまして、

実態の把握に努めております。 

また、パワーハラスメントの防止に向けまし

て、「ハラスメント防止等に関する要綱」を制

定するとともに、新任の係長、課長補佐、課長

といった役職段階毎の職員研修の実施ですとか、

全職員を対象に毎年実施をしております「コン

プライアンスチェックシート」、こういったも

のを通じまして、職員の意識啓発に取り組んで

いるという状況でございます。 

さらに、職場内のミーティングの励行ですと

か、管理職自らの姿勢や行動を振り返って確認

する、「活気あふれる職場環境づくりのための

チェックシート」の実施など、風通しのよい職

場環境づくりに力を注いでいるところでありま

して、引き続き、しっかりと取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 答弁ありがとうございま

した。 

女性管理職におきましては、ぜひ思い切った

改革をしていただけると、知事から答弁をいた

だきたかったんですけれども、なかなかそうも

ならないみたいですけれども、やはり女性を増

やすという視点で、ジェンダー平等ということ

でクオータ制なども考えていただけたらという

ふうに思っております。 

ハラスメントに関しましても再質問をと思っ

ておりましたが、ちょっと時間がなくなってま

いりましたので、ハラスメントに関しましては

具体的に取り組んでいただき、より効果のある

方法をしていただければと思います。 

次に移りますが、今後の答弁は簡潔にお願い

できればというふうに思います。 

3、教育行政について。 

（1）性暴力について。 

①教員の性暴力の実態と対策は。 

過去のわいせつ行為を理由に教員の免許再交

付を拒めるようにする「児童生徒性暴力防止法」

が、今国会で成立しました。 

都道府県の教育委員会が免許再交付の可否が

判断できるようになり、教育委員会の判断がと

ても重要となります。 

児童・生徒はもちろんですが、元教員の将来

にも大きな影響が及ぶ判断になります。 

また、教員に限らず、子どもに関わる仕事に

就く人に、性犯罪歴がないことを示す公的証明

書の提出を義務づける制度の創設は先送りにな

りましたが、「子どもに関わる仕事には就いて

ほしくない」という声を多く聞きます。 

被害者を今後も生まないことがとても重要だ

というふうに考えます。 

教員の性暴力の実態と対策をお伺いします。 

②性暴力を受けた児童・生徒の支援へについ

令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２８日）

て。 

性暴力は、子どもたちの心身を深く傷つけま

す。そして、被害を受けた側が、被害だと思え

るまでに時間がかかります。これは恋愛なのか

もしれない、実は強制されているのに強制じゃ

ないと思い、自責感をものすごく強く感じるこ

とが多いです。 

このような子どもたちが、言葉を発すること

が大事なんですけれども、なかなか相談できな

い状況にあります。 

子どもたちが相談しやすい環境を整えるなど、

被害者の早期発見と解明を、より徹底すること

が求められますが、被害者への支援をお伺いし

ます。 

（2）学校の校則について。 

学校の校則につきまして、社会的な関心が高

まり、いわゆるブラック校則と呼ばれる人権侵

害にも近い理不尽な校則の見直しが進んでおり

ますが、長崎県教委では、各学校に校則の見直

しを求める通知を出しているとのことですが、

その結果をお伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）教員の性暴

力の実態と対策はということでございます。 

過去10年間におけるわいせつ事案の懲戒処

分件数は、平成25年度と令和2年度はゼロでし

たが、令和元年度は3件、そのほかの年度では1

件から2件で推移しており、10年間の合計で14

件となっております。 

わいせつ行為の根絶に向けた取組としまして、

平成30年度に懲戒処分基準の見直しを行い、特

に、児童・生徒に対するわいせつ行為につきま

しては、懲戒免職処分にすることを明示してお

ります。 

また、今年3月には、全ての教職員に配布し

ております「コンプライアンスハンドブック」

を、わいせつ行為等がもたらす結果や責任の重

さを自覚させる内容に改訂し、全ての学校にお

いて、これに基づいた研修の実施を指示してお

ります。 

さらに、今年度から、県立学校の児童・生徒

を対象に、セクハラに関するアンケート調査を

実施することにしております。被害を早期に把

握し、相談につなげる体制づくりに努めてまい

りたいと考えております。 

今後とも、わいせつ行為の根絶に向けて、学

校一丸となって取り組んでまいります。 

次に、性暴力を受けた児童・生徒への支援に

ついてでございます。 

県教育委員会としましては、性暴力を受けた

児童・生徒に対し、被害者支援の視点から、被

害児童・生徒の思いに寄り添った支援ができる

よう、スクールカウンセラーの派遣などの体制

を整えております。 

また、本県が作成した「学校と関係機関との

連携マニュアル」に基づき、学校が組織的に対

応するよう指導しており、さらに、積極的に児

童相談所や市町の福祉部局等の関係機関とも連

携し、被害児童・生徒と保護者の心のケアに努

めることも徹底しております。 

今後も、各種研修会で教職員の教育相談にお

ける資質向上を図りますとともに、日頃から関

係機関との連携相談体制の構築を通して、児

童・生徒の安全・安心な学校生活を守っていき

たいというふうに考えております。 

3点目に、校則の見直しの状況についてのご

質問でございます。 

本年度5月に、県内66の公立高校と171の国公

立中学校を対象に、校則の見直しについてアン

ケート調査を実施いたしました。 
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その結果、令和3年3月以降に校則の見直しを

実施した高校は30校、今後見直しを実施する予

定の学校が23校となっております。 

中学校については、校則の見直しを実施した

学校が142校、今後見直しを実施する予定の学

校が22校となっております。 

なお、下着の色につきまして、白と指定して

いるということで3月に報告しておりました高

校27校のうち、20校が見直しを実施し、今後、

実施予定の学校が4校となっております。 

中学校におきましても、白と指定していた学

校数111校のうち、60校が見直しを実施し、今

後実施予定の学校が44校となっております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） わいせつ行為のところ、

教員の性暴力と実態のところでお伺いします。 

これまで14件ということでございまして、教

員のわいせつ行為は、決して許せない行為だと

いうふうに思います。 

その中でも再犯率が高いと言われておりまし

て、保護者の方々も非常に心配されております。 

過去にわいせつ行為が行われた中で、教員の

免許の再交付がこの県内で行われているのか、

お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）懲戒免職処

分を受けた者については、所有する教員免許状

も失効いたしますけれども、制度上、これまで

は、失効後3年を経過すれば、再度免許状を受

けることができ、授与権者であります教育委員

会は、本人からの申請があれば免許状を授与す

ることとなっている制度でございます。 

今回、調査いたしましたところ、わいせつ行

為により、本県で失効した者への授与2件を確

認いたしております。 

なお、県教育委員会といたしましては、この

2名は任用しておりません。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 県としては任用していな

いということですけれども、この2名の方が、

今どのようなことをされているのか、把握でき

ているのか、お伺いしたいと思います。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）把握するこ

とはできません。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 今後は、法律によって定

められた中で判断をすることになろうかという

ふうに思いますので、そもそも、わいせつ行為

に至らないようにしていただきたいというふう

に思います。 

性暴力を受けた児童・生徒への支援の中で、

やはり何ですかね、相談を受けた時に二次被害

みたいなことが起こることがあるんですけれど

も、その二次被害への防止はどのようにしてお

られるのか、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）教職員に対

しましては、児童・生徒が性被害を訴えてきた

際に、安心して相談できる場の設定や、聞き取

り等の留意点、被害に起因して生じる様々な反

応を理解するなど、適切な対応について、各種

研修会を通して資質向上を図っております。 

さらに、相談を受けた教員が、一人で抱え込

むことなく、管理職への報告による組織的な対

応や、外部機関等と連携しながら支援すること

の重要性を周知しているところであります。 

このことにつきましては、校長会や生徒指導

主事会等でも繰り返し徹底してまいります。 

また、被害児童・生徒や、その保護者の方が、
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その結果、令和3年3月以降に校則の見直しを

実施した高校は30校、今後見直しを実施する予

定の学校が23校となっております。 

中学校については、校則の見直しを実施した

学校が142校、今後見直しを実施する予定の学

校が22校となっております。 

なお、下着の色につきまして、白と指定して

いるということで3月に報告しておりました高

校27校のうち、20校が見直しを実施し、今後、

実施予定の学校が4校となっております。 

中学校におきましても、白と指定していた学

校数111校のうち、60校が見直しを実施し、今

後実施予定の学校が44校となっております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） わいせつ行為のところ、

教員の性暴力と実態のところでお伺いします。 

これまで14件ということでございまして、教

員のわいせつ行為は、決して許せない行為だと

いうふうに思います。 

その中でも再犯率が高いと言われておりまし

て、保護者の方々も非常に心配されております。 

過去にわいせつ行為が行われた中で、教員の

免許の再交付がこの県内で行われているのか、

お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）懲戒免職処

分を受けた者については、所有する教員免許状

も失効いたしますけれども、制度上、これまで

は、失効後3年を経過すれば、再度免許状を受

けることができ、授与権者であります教育委員

会は、本人からの申請があれば免許状を授与す

ることとなっている制度でございます。 

今回、調査いたしましたところ、わいせつ行

為により、本県で失効した者への授与2件を確

認いたしております。 

なお、県教育委員会といたしましては、この

2名は任用しておりません。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 県としては任用していな

いということですけれども、この2名の方が、

今どのようなことをされているのか、把握でき

ているのか、お伺いしたいと思います。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）把握するこ

とはできません。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 今後は、法律によって定

められた中で判断をすることになろうかという

ふうに思いますので、そもそも、わいせつ行為

に至らないようにしていただきたいというふう

に思います。 

性暴力を受けた児童・生徒への支援の中で、

やはり何ですかね、相談を受けた時に二次被害

みたいなことが起こることがあるんですけれど

も、その二次被害への防止はどのようにしてお

られるのか、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）教職員に対

しましては、児童・生徒が性被害を訴えてきた

際に、安心して相談できる場の設定や、聞き取

り等の留意点、被害に起因して生じる様々な反

応を理解するなど、適切な対応について、各種

研修会を通して資質向上を図っております。 

さらに、相談を受けた教員が、一人で抱え込

むことなく、管理職への報告による組織的な対

応や、外部機関等と連携しながら支援すること

の重要性を周知しているところであります。 

このことにつきましては、校長会や生徒指導

主事会等でも繰り返し徹底してまいります。 

また、被害児童・生徒や、その保護者の方が、
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学校外の関係機関での支援を希望するケースに

つきましては、警察や児童相談所、犯罪被害者

支援センター等と連携しまして支援することと

いたしております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） ぜひ、子どもたちの支援

をお願いしたいと思います。 

最後に、学校の校則についてですけれども、

先ほど下着の色の白の指定は27校あって、20校

が改善して、4校が今後検討ということですが、

あとの3校はそのままということなのか。その

ままであれば、指導が必要かと思いますが、県

の考えをお伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）その校則が

必要なのかどうかということにつきましては、

校則全般の見直しについて、見直しを行うよう

に3月に通知しております。 

その後、6月に、今度は文部科学省の方から、

同様に校則の内容の必要性でありますとかを再

度検討するようにという改めての通知が文部科

学省からも出されております。 

こういうことを踏まえまして、学校におきま

しては、継続して校則の見直しについては取り

組んでいかなければならないというふうに考え

ております。 

そういう通知でありますとか、現在の校則の

規定の状況、ほかの高校の状況等も情報提供し

ながら、校則の見直し全般についての見直しに

ついても含めて促してまいりたいというふうに

考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 下着の色が白に指定され

ているということは、人権侵害につながるんじ

ゃないかというようなお話もずっとあっていた

かと思うんですけれども、そこに対する今後の

指導はしないのかという、そこの点だけお伺い

します。 

〇副議長（松本洋介君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君）下着の色を

指定することそのものが不適切かどうかという

判断を私どもがしているわけではございません。

そういう校則を定めることの必要性につきまし

ては、最終的には、学校の運営責任者でありま

す校長の責任であるということについては、こ

れは先ほども言いましたが、文部科学省等の通

知の中でも明記をされております。私どももそ

う考えております。 

ただし、その考え方については、引き続き、

学校と話をしていく必要があるだろうと、学校

が主体的に見直していただきたいという考えで

ございます。 

〇副議長（松本洋介君） 饗庭議員－5番。 

〇５番（饗庭敦子君） 校則につきましては、今

後、子どもさんの意見とかも聞きながら、ぜひ

今の時代に合った校則にしていただきたいとい

うふうに思います。 

4、PCR検査とワクチン接種等の新型コロナ

ウイルス対策について。 

（1）PCR検査について。 

①PCR検査の現状と課題。 

東京大学の特別教授らの研究グループが、「新

規感染症の見逃し率はPCR検査を徹底し、隔離

すればかなり抑えられる。結果的には、実行再

生産数を効果的に抑えることも可能」と発表さ

れ、無症状者の感染を見つけ、発症2日前から

他人に感染させるという事態を防ぐことが重要

であると改めて確認されております。 

PCR検査を増やすことで、クラスター発生の

予防につなげていくことが大事だと思っており
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ます。 

県では、1日の検査数が5,400件になるよう、

今後取り組んでいくということですが、現状と

課題をお伺いします。 

②誰もが無料でPCR検査を受けられる広島

方式について。 

広島県では、県内5か所に設置したPCRセン

ターで、県内の居住者と就業者であれば、何回

でも無料で検査できる体制を整備されています。

さらに、無症状が多い20代と30代には、薬局で

検査キットが受け取れる仕組みもつくったとの

ことでございます。 

時短要請などにかかる費用は約1,500億円、一

方、検査コストは一人当たり2,000円で、PCR

検査費用は、けた違いに小さいのに高い効果が

期待されると報道されています。 

これに対し本県では、発熱など症状があり、

保健所や医師が必要と認めた方は対象となりま

すが、それ以外の方々は、幾ら健康面で不安を

抱えていても、コロナに感染しているか否かを

確認するためには、自己負担による自費検査を

受けざるを得ない環境にあります。 

誰もが検査を受けられる体制が、県民の不安

払拭につながる取組であり、ある意味県民サー

ビスへの向上につながるとも考えられます。 

長崎県で実施する考えがないか、知事の見解

をお伺いします。 

③PCR検査への移動手段について。 

新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合、

PCR検査では、公共交通機関は利用しないよう

に、タクシーも使わないようにと言われますが、

ご家族が一緒にいらっしゃるといいですけれど

も、誰もいない場合は、本人が運転して行かな

いといけないという状況になります。しかしな

がら、37.5度を超える発熱をしている人は、運

転して行くことは大変危険だというふうに思い

ます。移動手段がなくて困っている方の対策と

して、何か県が行う必要があるのではないかと

思いますが、県の認識をお伺いします。 

（2）ワクチン接種について。 

①64歳以下のワクチン接種について。 

これまでも、一般質問の中でいろいろ議論さ

れておりますが、毎日、この接種に関してはい

ろんな情報があり、変化が目まぐるしく、県民

の皆さんが十分に情報が共有されているのか、

心配でございます。 

前回の一般質問で、県は、11月末までに、全

て希望する方は終了するということでございま

したけれども、最近、また職場接種のワクチン

が確保できるのかどうかというような報道もさ

れておりますが、本当に11月末で終了できる予

定なのか、お伺いします。 

併せて、64歳以下の人こそ、大規模接種会場

で行ってほしいという考えもございますが、県

の考えをお伺いします。 

もう一つ、併せて、職場接種の中では、中小

企業を取り残さないための対策が必要ではない

かと思いますが、その考えをお伺いします。 

②ワクチン休暇について。 

ワクチン休暇は、県庁ではこれからも実施さ

れるというふうにお話をお聞きしました。ほか

の県内事業所で働く方も、同じ長崎県民として、

同じようにワクチン休暇が取れることが必要だ

と思いますが、県の考えをお伺いします。 

③ワクチン関連事業での雇用創出。 

現在、コロナ禍により、非正規の方が解雇さ

れたり、退職された方が増えておりますが、ワ

クチン関連事業の中で雇用創出につなげていく

考えはないか、お伺いします。 

（3）情報公開について。 
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ます。 
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方、検査コストは一人当たり2,000円で、PCR

検査費用は、けた違いに小さいのに高い効果が

期待されると報道されています。 

これに対し本県では、発熱など症状があり、

保健所や医師が必要と認めた方は対象となりま

すが、それ以外の方々は、幾ら健康面で不安を

抱えていても、コロナに感染しているか否かを

確認するためには、自己負担による自費検査を
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誰もが検査を受けられる体制が、県民の不安

払拭につながる取組であり、ある意味県民サー

ビスへの向上につながるとも考えられます。 

長崎県で実施する考えがないか、知事の見解

をお伺いします。 

③PCR検査への移動手段について。 

新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合、

PCR検査では、公共交通機関は利用しないよう

に、タクシーも使わないようにと言われますが、

ご家族が一緒にいらっしゃるといいですけれど

も、誰もいない場合は、本人が運転して行かな

いといけないという状況になります。しかしな

がら、37.5度を超える発熱をしている人は、運

転して行くことは大変危険だというふうに思い

ます。移動手段がなくて困っている方の対策と

して、何か県が行う必要があるのではないかと

思いますが、県の認識をお伺いします。 

（2）ワクチン接種について。 

①64歳以下のワクチン接種について。 

これまでも、一般質問の中でいろいろ議論さ

れておりますが、毎日、この接種に関してはい

ろんな情報があり、変化が目まぐるしく、県民

の皆さんが十分に情報が共有されているのか、

心配でございます。 

前回の一般質問で、県は、11月末までに、全

て希望する方は終了するということでございま

したけれども、最近、また職場接種のワクチン

が確保できるのかどうかというような報道もさ

れておりますが、本当に11月末で終了できる予

定なのか、お伺いします。 

併せて、64歳以下の人こそ、大規模接種会場

で行ってほしいという考えもございますが、県

の考えをお伺いします。 

もう一つ、併せて、職場接種の中では、中小

企業を取り残さないための対策が必要ではない

かと思いますが、その考えをお伺いします。 

②ワクチン休暇について。 

ワクチン休暇は、県庁ではこれからも実施さ

れるというふうにお話をお聞きしました。ほか

の県内事業所で働く方も、同じ長崎県民として、

同じようにワクチン休暇が取れることが必要だ

と思いますが、県の考えをお伺いします。 

③ワクチン関連事業での雇用創出。 

現在、コロナ禍により、非正規の方が解雇さ

れたり、退職された方が増えておりますが、ワ

クチン関連事業の中で雇用創出につなげていく

考えはないか、お伺いします。 

（3）情報公開について。 
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①クラスター発生時の公表方法について。 

クラスター発生時の公表が、企業や事業所や

医療機関が、それぞれの状況で、名前が公表さ

れたり、非公表であったりします。非公表の場

合には、県民の間で、うわさや憶測により誤っ

た情報が伝わることが懸念されます。また、不

公平感も生み出すのではないかと危惧されます。 

県として、責任を持って、事業所が公表か非

公表か迷わないように、県民の皆さんが知りた

い情報公開をすることが必要だと思いますが、

県の考えをお伺いします。 

②誹謗中傷対策を講じた情報公開。 

いつ、誰が感染してもおかしくない、そうい

うふうに言われておりますが、なぜか当事者を

攻撃するような行為がいまだに起こっていて、

とても残念に思います。感染対策を十分にとっ

ていても感染するという本当に怖い感染症だと

いうふうに思います。 

こうした誹謗中傷、風評被害に対しては、被

害に応じた対策が不可欠であり、それと併せて

新規感染者に関する情報公開の在り方について

も見直すべきではないかと考えております。 

コロナ禍から1年以上経過した中、同じ公開

方法でいいのか。ぜひとも、誹謗中傷がなくな

るような情報公開をお願いしたいと思いますが、

県の考えをお伺いします。 

（4）コロナ患者について 

①コロナ患者の投票。 

自宅や宿泊室で療養するコロナ患者には、郵

便投票を認める特例法案が成立されました。 

投票機会確保に歓迎する声がある一方、患者

になりすました不正投票を懸念する声もありま

す。県の不正防止策を伺います。 

併せて、ひとり暮らしの方の自宅療養者のポ

ストへの投函方法も伺います。 

②コロナ患者の災害時の避難。 

これからの季節、集中豪雨や台風、大雨によ

る災害が心配されます。 

災害は、いつ発生するかわかりませんので、

今、平時のうちに対策を取る必要があると思い

ますが、自宅療養中のコロナ患者の避難対策に

ついて、お伺いします。 

市町との連携が十分か、お伺いします。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） PCR検査体制

につきまして、現状の課題についてのお尋ねで

ございます。 

県といたしましては、感染の疑いのある方や、

または濃厚接触者など、検査を必要とされる方

が、県内どこに住んでいても検査が受けられる

ように、医療機関等への検査機器の導入を推進

することが重要と考えておりまして、引き続き、

医療機関、検査機関のニーズを踏まえて検査体

制の充実に努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 誰でもが無料で検査を受

けられるような体制を整備すべきではないかと

のお尋ねであります。 

新型コロナウイルス感染症は、その性質上、

感染初期には、検査を実施してもウイルスが検

知されず、陰性の結果になることがあり、一方、

検査時に感染していなくても、検査後に新たに

感染する可能性もありますことから、不安等解

消のために、いつでも、誰に対しても、行政が

公費を用いて無料で検査を実施することは、こ

れを行っていないところであります。 

本県では、発熱患者や感染が疑われる方々な

ど、検査が必要な方への迅速な検査、保健所に

よる積極的な疫学調査で感染の可能性がある方

を幅広く接触者として実施する行政検査、医療
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機関への入院時、施設への入所時での検査、あ

るいは高齢者施設や障害者施設の従事者等への

一斉・定期的な検査など、感染者を早期に発見

し、感染拡大を防止するために必要な検査の実

施に力を注いでまいりたいと考えているところ

であります。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） PCRの検査に

つきまして、検査場所までの移動手段について

何らかの対策が必要ではないかとのお尋ねでご

ざいます。 

県といたしましては、県内に371の診療・検

査機関を指定して、各地域で受診・検査ができ

る体制整備に努めているところでございますが、

検査対象者は多数に上るため、近くに医療機関

がなく、やむを得ず公共交通機関を利用する場

合には、マスクを着用して、できる限り人との

距離を取り、車内の窓を開けて換気するなど、

感染対策を講じたうえで利用いただくようお願

いをしているところでございます。 

次に、ワクチン接種につきまして、職域の対

象とならない中小企業の従事者への対応につい

てのお尋ねでございます。 

県におきましても、業種毎に庁内の関係部局

を窓口といたしまして、企業や団体からの相談

に応じております。中小企業等で接種を希望さ

れる場合には、商工会議所等とも連携いたしま

して、企業の大規模接種の一部として実施でき

ないか調整するなど、できるだけ機会の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

また、64歳以下の接種を終える見込みでござ

います。現時点における市町の接種計画により

ますと、一部の市町で11月末になることが見込

まれておりますが、県でも早期に完了できるよ

う、市町の進捗状況を十分に把握しながら、大

規模接種会場の有効活用も含めて必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。 

次に、ワクチン休暇についてのお尋ねでござ

います。 

感染の流行を防ぐ効果が期待される集団免疫

の獲得には、より多くの方にワクチンを接種し

ていただくことが重要であると考えております。 

国は、日本経済団体連合会に対しまして、働

く人が接種しやすい環境を整えるために、ワク

チン休暇を導入することなどを検討してほしい

と要請しておりまして、県におきましても、県

内経済団体等へ要請してまいりたいと考えてお

ります。 

また、ワクチン関連事業での雇用創出につい

てのお尋ねでございます。 

例えば、県で設置しております「県新型コロ

ナワクチン接種センター」におきましては、運

営を委託しておりまして、会場スタッフなどと

して長崎会場で99人、県北会場で34人の新たな

雇用を行っております。 

今後とも、ワクチンに関連する新たな事業が

発生する場合には、できるだけ新たな雇用を確

保する観点も踏まえながら、業務の推進に努め

てまいりたいと考えております。 

次に、クラスター発生時の公表方法につきま

してのお尋ねでございます。 

新型コロナウイルス感染症のクラスターが発

生した場所の公表につきましては、国の公表基

準では、感染者に接触した可能性のある者を把

握できていない場合に、不特定多数と接する場

所の名称を公表するものとされており、県とい

たしましても、その基準に基づいて、関係者の

理解も得ながら対応しているところでございま

す。 

次に、誹謗中傷対策を講じた情報公開の在り
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一斉・定期的な検査など、感染者を早期に発見

し、感染拡大を防止するために必要な検査の実
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合には、マスクを着用して、できる限り人との

距離を取り、車内の窓を開けて換気するなど、
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に応じております。中小企業等で接種を希望さ

れる場合には、商工会議所等とも連携いたしま

して、企業の大規模接種の一部として実施でき

ないか調整するなど、できるだけ機会の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

また、64歳以下の接種を終える見込みでござ

います。現時点における市町の接種計画により

ますと、一部の市町で11月末になることが見込

まれておりますが、県でも早期に完了できるよ

う、市町の進捗状況を十分に把握しながら、大

規模接種会場の有効活用も含めて必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。 

次に、ワクチン休暇についてのお尋ねでござ

います。 

感染の流行を防ぐ効果が期待される集団免疫

の獲得には、より多くの方にワクチンを接種し

ていただくことが重要であると考えております。 

国は、日本経済団体連合会に対しまして、働

く人が接種しやすい環境を整えるために、ワク

チン休暇を導入することなどを検討してほしい

と要請しておりまして、県におきましても、県

内経済団体等へ要請してまいりたいと考えてお

ります。 

また、ワクチン関連事業での雇用創出につい

てのお尋ねでございます。 

例えば、県で設置しております「県新型コロ

ナワクチン接種センター」におきましては、運

営を委託しておりまして、会場スタッフなどと

して長崎会場で99人、県北会場で34人の新たな

雇用を行っております。 

今後とも、ワクチンに関連する新たな事業が

発生する場合には、できるだけ新たな雇用を確

保する観点も踏まえながら、業務の推進に努め

てまいりたいと考えております。 

次に、クラスター発生時の公表方法につきま

してのお尋ねでございます。 

新型コロナウイルス感染症のクラスターが発

生した場所の公表につきましては、国の公表基

準では、感染者に接触した可能性のある者を把

握できていない場合に、不特定多数と接する場

所の名称を公表するものとされており、県とい

たしましても、その基準に基づいて、関係者の

理解も得ながら対応しているところでございま

す。 

次に、誹謗中傷対策を講じた情報公開の在り
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方についてのお尋ねでございます。 

県の対応といたしましては、国の基準に基づ

いて、感染症のまん延防止のために必要な範囲

について、行動歴等を公表することとしており

ますが、発生の地域、日時が限定され、年代、

性別、職業を公表することによって、個人の特

定につながるおそれがある場合には、個別の事

情により公表を差し控える場合がございます。 

県といたしましては、個人情報の保護に留意

しながら、感染症のまん延防止のために必要な

情報の公開に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長（松本洋介君）選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（葺本昭晴君）「特例

郵便等投票」における不正投票の防止対策とひ

とり暮らしの自宅療養者のポスト投函について

の対応はとのお尋ねですが、このいわゆる「特

例郵便等投票」においては、投票用紙等の請求

書、投票用紙及び投票用封筒への記載に際し、

本人自ら記載し、署名することを義務づけてい

るほか、請求書には、保健所等から交付された

外出自粛要請等の書面を添付する必要がありま

す。 

加えて、なりすましによる詐偽投票等につい

て罰則が定められておりますことから、市町選

挙管理委員会等と連携し、選挙人への周知を徹

底することによって、不正の防止を図ってまい

りたいと考えております。 

また、自宅療養者が特例郵便等投票を行う場

合におきましては、同居の家族等が郵便ポスト

に封筒を投函する必要がありますが、独居の自

宅療養者に対しては、何らかの援助が必要と考

えられますので、今後、市町選挙管理委員会等

と対応を協議してまいりたいと考えております。 

〇副議長（松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症の自宅療養者の避難につきましては、

感染拡大防止の観点から、保健所において避難

の支援を行うこととしております。 

市町から高齢者等避難が発令された場合には、

保健所が速やかに圏域内にお住いの…。 

〇副議長（松本洋介君） 時間です。 

これより、しばらく休憩いたします。 

会議は、11時15分から再開いたします。 

─ 午前１１時 １分 休憩 ─

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

大村市選出、自由民主党、政治をイノベーシ

ョン、北村貴寿でございます。 

前回の2月定例会に引き続き、5回目の登壇と

なりました。会派の皆様のご配慮に心から感謝

をいたします。 

また、昨今ではワクチン接種も進んでおりま

して、ほのかに希望の光が見えてきたような気

もいたします。今回も長崎県民の皆様とともに、

英知と勇気と情熱を持って明るい豊かな社会を

築き上げよう、そのような1時間にしたいと存

じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

1、防災行政について。 

（1）コロナ禍における避難所運営について。 

先般、「災害対策基本法」の一部を改正する

法律が施行され、避難勧告は、避難指示に一本

化されました。これまで取り沙汰されてきた避

難勧告の空振りはなくなりますが、今後は、避

難勧告のタイミングで全員が避難することとな
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ります。 

昨年は、コロナ禍の中で豪雨災害が発生し、

多くの避難所で混乱が発生したと存じます。感

染対策のために収容人数が制限され、避難所に

行っても入れない、どこが空いているのか、わ

からない、そのような声を多数いただきました。 

本県の感染状況は落ち着きつつあるものの、

コロナ禍における避難所運営には様々な課題が

あります。今年も災害のリスクが高まる出水期

が迫っております。 

県は、それらの対策にどのように取り組むの

か、答弁を求めます。 

2、県民生活環境行政について。 

（1）ながさきコロナ対策飲食店認証制度に

ついて。 

コロナ禍の影響が長期化し、飲食店事業者は

経営悪化に苦しんでおります。県内でも、地域

によっては時短要請の有無が異なったため、協

力金の支給が得られず、地域の事業者からは不

満の声も挙がっています。 

そのような中、県は、「ながさきコロナ対策

飲食店認証制度」を開始されました。飲食店の

皆様に県民や来県者が安心して利用できるお店

づくりを進めていただき、感染防止に取り組む

お店として認証することで、経済の早期回復と

持続性の向上を目的とする制度とのことですが、

必ずしも、この制度を歓迎する声ばかりではあ

りません。営業不振が続くことにより、経営マ

インドが悪化している事業者も少なくなく、こ

の制度について、認証が取れない店を選別して

振るい落とすのかといった声もいただいている

ところです。 

実施要綱の第5条には、「認証基準に適合で

きない場合には指導等を行う」との記載があり

ますが、上から目線の指導ではなく、同じ高さ

の目線で、どうすれば適合できるのかという助

言を行い、事業者の皆さんと安心できるお店づ

くりを一緒に進めていくという姿勢に徹するべ

きです。 

また、第12条には、「感染症発生時の措置と

して、認証施設の従業員、または利用者のうち

から感染症患者が発生した時は認証を一時停止

する」とされております。 

新型コロナウイルス感染症は、どんなに気を

つけていても感染してしまうことがあることは

周知の事実であります。いつ、どこで感染した

かを確定するのはかなり難しいかと存じます。

従業員や利用者が感染したからといって、その

原因が店舗にあるとは限りません。認証停止や

取消しについては、慎重のうえにも慎重に判断

するべきです。 

この認証制度は、決して飲食店事業者を選別

するものではなく、飲食店、利用者、行政も一

緒に感染対策に取り組み、経済を回復させよう

という制度本来のメッセージを強く発信する必

要があるかと存じます。 

そこで、現在の申請受付数や現地調査の状況

等、制度の進捗状況について、お尋ねします。 

加えて、マスク会食の呼びかけや発熱者の来

店お断りなど、店舗側にとっては心理的なハー

ドルが高い感染対策を必要とする場合もありま

す。 

今後も、様々な課題が浮かび上がるかと存じ

ますが、県は、この認証制度の普及にどのよう

に取り組むのか、答弁を求めます。 

3、福祉保健行政について。 

（1）健康経営について。 

健康でありたいという願いは、万人共通の願

いであります。県は、この願いを実現しようと

様々な施策を講じていることかと存じますが、
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ります。 

昨年は、コロナ禍の中で豪雨災害が発生し、

多くの避難所で混乱が発生したと存じます。感

染対策のために収容人数が制限され、避難所に

行っても入れない、どこが空いているのか、わ

からない、そのような声を多数いただきました。 

本県の感染状況は落ち着きつつあるものの、

コロナ禍における避難所運営には様々な課題が

あります。今年も災害のリスクが高まる出水期

が迫っております。 

県は、それらの対策にどのように取り組むの

か、答弁を求めます。 

2、県民生活環境行政について。 

（1）ながさきコロナ対策飲食店認証制度に

ついて。 

コロナ禍の影響が長期化し、飲食店事業者は

経営悪化に苦しんでおります。県内でも、地域

によっては時短要請の有無が異なったため、協

力金の支給が得られず、地域の事業者からは不

満の声も挙がっています。 

そのような中、県は、「ながさきコロナ対策

飲食店認証制度」を開始されました。飲食店の

皆様に県民や来県者が安心して利用できるお店

づくりを進めていただき、感染防止に取り組む

お店として認証することで、経済の早期回復と

持続性の向上を目的とする制度とのことですが、

必ずしも、この制度を歓迎する声ばかりではあ

りません。営業不振が続くことにより、経営マ

インドが悪化している事業者も少なくなく、こ

の制度について、認証が取れない店を選別して

振るい落とすのかといった声もいただいている

ところです。 

実施要綱の第5条には、「認証基準に適合で

きない場合には指導等を行う」との記載があり

ますが、上から目線の指導ではなく、同じ高さ

の目線で、どうすれば適合できるのかという助

言を行い、事業者の皆さんと安心できるお店づ

くりを一緒に進めていくという姿勢に徹するべ

きです。 

また、第12条には、「感染症発生時の措置と

して、認証施設の従業員、または利用者のうち

から感染症患者が発生した時は認証を一時停止

する」とされております。 

新型コロナウイルス感染症は、どんなに気を

つけていても感染してしまうことがあることは

周知の事実であります。いつ、どこで感染した

かを確定するのはかなり難しいかと存じます。

従業員や利用者が感染したからといって、その

原因が店舗にあるとは限りません。認証停止や

取消しについては、慎重のうえにも慎重に判断

するべきです。 

この認証制度は、決して飲食店事業者を選別

するものではなく、飲食店、利用者、行政も一

緒に感染対策に取り組み、経済を回復させよう

という制度本来のメッセージを強く発信する必

要があるかと存じます。 

そこで、現在の申請受付数や現地調査の状況

等、制度の進捗状況について、お尋ねします。 

加えて、マスク会食の呼びかけや発熱者の来

店お断りなど、店舗側にとっては心理的なハー

ドルが高い感染対策を必要とする場合もありま

す。 

今後も、様々な課題が浮かび上がるかと存じ

ますが、県は、この認証制度の普及にどのよう

に取り組むのか、答弁を求めます。 

3、福祉保健行政について。 

（1）健康経営について。 

健康でありたいという願いは、万人共通の願

いであります。県は、この願いを実現しようと

様々な施策を講じていることかと存じますが、
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近年、それを会社ぐるみで実現しようという健

康経営という考え方が広がっています。 

健康経営とは、企業が従業員の健康に配慮す

ることによって、経営面においても大きな成果

が期待できるとの考え方に立ち、健康管理を経

営的視点から考え、戦略的に実践することを意

味しています。従業員の健康管理、健康づくり

の推進は、生産性、創造性、企業イメージの向

上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリス

クマネジメントとしても重要です。 

そのような中で、県は、健康経営宣言事業に

取り組まれていると存じます。この事業は、健

康経営に取り組もうとする事業所に宣言を行っ

ていただいた後、1年間の取組を評価し、優秀

な事業所を「健康経営推進企業」として認定し、

公表する事業でありますが、宣言を行う企業数

に比べて、認定される企業数が3分の1程度にと

どまっております。 

県は、健康経営推進企業の認定数の向上に向

けて、どのように取り組むのか答弁を求めます。 

（2）介護職の離職防止対策とイメージアッ

プについて。 

これまで何度も訴えてきたように、介護人材

の確保は非常に厳しい状況が続いています。3

月に策定された第8期老人福祉計画・介護保険

事業支援計画における2025年の介護職員不足

数の推計は約2,000人とされました。依然として

人手不足が見込まれるものの、処遇改善加算に

よる給与の見直しや労働環境の改善に関する取

組もあり、前期計画における3,000人が不足する

という推計からは改善が見られます。 

また、本県の介護職の離職率は減少傾向であ

り、令和元年度には約12％と、全国平均を下回

る状況となりました。環境改善が図られ、離職

も減りつつあると存じますが、介護の仕事は重

労働という先入観は根強く、多くの事業者は採

用に苦慮しています。 

そこで、介護職員の疲労軽減や腰痛予防のた

めのノーリフティングケアへの取組や、離職率

が低く優良な介護事業所についての情報発信な

どで、介護職の環境改善が図られている状況を

さらに周知することが効果的かと存じます。 

県は、介護職の離職防止対策とイメージアッ

プについて、どのように取り組むのか、答弁を

求めます。 

（3）ワクチン再接種費用の助成について。 

先般、小学生の我が子が慢性活動性ＥＢウイ

ルス感染症という難病に冒され入院されている

方のお話をお伺いしました。代われるものなら

自分が代わってやりたい、そのような親心を吐

露され、私も子を持つ親の一人として、胸が苦

しくなりました。 

この難病の治療法としては、骨髄移植があり

ますが、親族間でドナーが見つからず不安な

日々を過ごされておられます。このような方々

の不安を軽減することも、政治や行政の役割か

と存じます。 

本県は、今年度より「骨髄ドナー支援制度」

を開始され、難病患者を取り巻く課題解決のた

めに一歩前進されたことは高く評価していると

ころであります。 

骨髄移植が患者に与える影響として、予防接

種を通じて移植の前までに取得していた免疫力

が失われた状態、いわゆる免疫不全に陥ること

があります。免疫不全になれば、子どもの頃か

ら接種してきた予防接種を再度行う必要があり

ます。 

ところが、現在のところ、再接種にかかる費

用は「予防接種法」の対象外とされており、保

険適用外であるため、全額を患者が負担せざる
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を得ない状況となっております。再接種にかか

る費用は数十万円にも上り、患者やそのご家族

にとって、大きな経済的負担となっています。 

私がお話をお伺いした方は、ひとり親家庭で

あり、非正規雇用で収入も不安定である上、子

どもの入院先が遠方で、経済的な負担も重く、

非常にご苦労をされていらっしゃいます。その

ような中で、再接種の公費助成を行う自治体が

全国的に広がっています。 

昨年2月定例会の一般質問で同様のお尋ねを

したところ、「全国で89の市区町村が公費助成

を実施している」との答弁がありました。最新

の調査では、全国1,724の自治体のうち、484の

自治体が公費助成を開始し、県内においては、

長崎市が本年度より助成制度を開始しておりま

す。都道府県レベルでは、大阪府や兵庫県、九

州では、福岡県が再接種にかかる費用を助成し

ています。病床に伏せる県民の負担を軽減する

ために、本県においても同様の取組を実施すべ

きと考えますが、県の姿勢について、答弁を求

めます。 

4、スポーツの振興について。 

（1）東京2020オリンピック聖火リレーにつ

いて。 

去る5月7日、8日の2日間、本県において聖火

リレーが開催されました。コロナ禍における聖

火リレーやオリンピック開催には、多様な意見

があることと存じます。報道機関によっては、

ともすれば否定的な意見ばかりがあるやに感じ

ております。 

ここで、ある県民によりいただいたメッセー

ジの一部を紹介いたします。 

「私は、離島の聖火ランナーに選ばれました。

子どもたちや周りの人たちもすごく楽しみにし

ています。そんな中、島根県が聖火リレーを辞

退するというニュースを知りました。いろいろ

と問題はあるのでしょうが、私も含め応募した

人たち、選ばれた人たちは、すごく熱い思いを

持って聖火リレーに臨もうとしています。その

周りの人たちもすごく楽しみにしています。私

は、そういう人たちに夢を与えることができれ

ばと思っています。 

感染症に関しては、きちんと対策をすればい

いのではないかと思います。だから、長崎県は

そんなに簡単に辞退を考えないでほしい。もち

ろん、辞退を簡単な気持ちで決断したわけでは

ないと思いますが、でも、私のような思いを持

っている人がいることも伝えたいのです」。 

ほどなく本県181名のランナーによって、次

の佐賀県へと聖火が無事に引き継いでいただき

ました。 

大村市においては、「私の祖父は、1964年に

初開催された東京オリンピックの聖火ランナー

を務めた」、「未熟児で生まれた私が元気に走

れるのも親族のおかげ、感謝の気持ちを込めて

走りたい」と語られた中学生や「難しい手術を

何度も繰り返して元気になれた。臓器移植に協

力してくれたドナーに感謝を伝えるために走り

たい」という方もいらっしゃいました。 

ランナーの皆さんが熱い思いを胸に聖火をつ

ないでいただいたことは、大変うれしく思って

おります。感染対策のため、当初の予定から内

容を一部変更、制限をかけながらの実施であり

ましたが、県として、本県の聖火リレーをどう

評価しているのか、答弁を求めます。 

（2）パラリンピック聖火フェスティバルに

ついて。 

開催まで1か月を切ったオリンピックに話題

が集中しておりますが、8月24日からは「東京

2020パラリンピック」が開催されます。 
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を得ない状況となっております。再接種にかか
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したところ、「全国で89の市区町村が公費助成
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ともすれば否定的な意見ばかりがあるやに感じ

ております。 

ここで、ある県民によりいただいたメッセー
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れるのも親族のおかげ、感謝の気持ちを込めて

走りたい」と語られた中学生や「難しい手術を

何度も繰り返して元気になれた。臓器移植に協

力してくれたドナーに感謝を伝えるために走り

たい」という方もいらっしゃいました。 

ランナーの皆さんが熱い思いを胸に聖火をつ

ないでいただいたことは、大変うれしく思って

おります。感染対策のため、当初の予定から内

容を一部変更、制限をかけながらの実施であり

ましたが、県として、本県の聖火リレーをどう

評価しているのか、答弁を求めます。 

（2）パラリンピック聖火フェスティバルに

ついて。 

開催まで1か月を切ったオリンピックに話題

が集中しておりますが、8月24日からは「東京

2020パラリンピック」が開催されます。 
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本県出身で車椅子男子バスケットの鳥海連志

選手及び川原 凛選手、卓球男子の浅野 俊選

手など、出場が内定された選手の皆様に対して

お祝いを申し上げますとともに、心から大会で

のご活躍を祈念する次第であります。 

パラリンピックは、障害を持つアスリートが

出場できる世界最高峰の国際競技大会であると

ともに、障害のある、なしにかかわらず、誰も

があらゆる社会活動に参加することのできる共

生社会の実現に向けて、国民の理解を深めてい

ただく絶好の機会であると存じます。 

オリンピックの聖火リレーについては、先ほ

ど申し上げたとおりですが、パラリンピックに

おいては、各都道府県単位での聖火リレーは実

施されず、東京へ聖火ランナーを送り出すイベ

ントとして「聖火フェスティバル」を開催する

ことになっております。 

そこで、本県での聖火フェスティバルの実施

内容、準備の状況等について、答弁を求めます。 

（3）高総体について。 

「令和3年度第73回長崎県高等学校総合体育

大会」が6月5日から11日までの期間、予定どお

りに実施され、大変うれしく思っております。 

昨年は、コロナ禍の影響により、大会史上初

めての開催中止となりました。当時3年生だっ

た生徒は、大変悔しく、やり場のない、切ない

思いでいっぱいだったことと存じます。 

昨年と同じコロナ禍において大会を開催する

ためには、高等学校体育連盟をはじめ、各競技

団体や各学校による創意工夫が必要であり、今

大会はそのような積み重ねの成果として、大会

開催が成功したと存じます。 

県は、大会の開催に当たり、どのような工夫

や対策を講じたのか。また、どのような課題を

見出し、コロナ禍におけるスポーツ教育につな

げていくのか、答弁を求めます。 

5、農業振興について。 

（1）花卉生産と消費拡大について。 

大村市では、カーネーションや鉢物の生産が

盛んであり、県内でも元気な花卉の生産地とな

っております。昨年は、7月豪雨でカーネーシ

ョンや観葉植物のハウスに甚大な被害が発生し

たほか、コロナ禍の拡大に伴って花卉の需要が

低迷するなど、大きな危機に直面をいたしまし

た。 

しかしながら、地域の生産者が協力してハウ

スの復旧や営農再開、高品質な花卉の厳選出荷

等に取り組み、努力を続けている生産者もいら

っしゃいます。 

本年行われた県花卉品評会では、大村市荒瀬

町の開田浩幸さん出品のカーネーション「レー

ジェ」が九州農政局長賞を受賞するなど、長崎

県のカーネーション栽培を牽引しています。 

意欲ある生産者を応援し、産出額の増加や産

地の拡大を図るため、花卉の生産振興や販売、

消費の拡大に取り組むべきと考えますが、県の

取組について、答弁を求めます。 

6、子どもの事故防止について。 

（1）水難事故の防止対策について。 

ゼロ歳から19歳までの子どもの死亡原因の

第1位は不慮の事故であります。しかも、この

50年間変わらずに交通事故、窒息、溺水などの

不慮の事故で、毎年300人前後の子どもが命を

落としています。幼い子どもが自ら事故を予防

するのはほぼ不可能です。子どもたちを事故か

ら守るのは、私たち大人の責務でもあります。 

夏の時期に懸念されるのは、水難事故です。

昨年は、本県の高校生がダムに転落し溺死する

という痛ましい事故が発生いたしました。ご親

族の心中を思えば、胸が詰まる思いであります。 
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学校においては、様々な危機に臨機応変に対

応したり、あらかじめ危機を回避する能力を育

てるための安全教育や水難事故防止に対して

様々な指導が行われていることと存じます。中

でも、学校での水泳指導については、服を着た

ままプールに入る着衣水泳や落水時の対応、ラ

イフジャケットの必要性など、命を守る能力を

高める実践的な内容を強化すべきです。 

県は、児童生徒の水難事故防止について、ど

のように取り組むのか、答弁を求めます。 

（2）子どもの安全管理について。 

大村市の認定ＮＰＯ法人Love＆Safetyおお

むらは、2017年より大村市と合同で「教育・保

育施設における子どもの安全管理士講座」を開

催されております。講座のカリキュラムは、1

年間で全10回、昨年度は19名が「子ども安全管

理士」として認定され、これまで129名が受講、

111名が資格を取得されました。本年度も既に

64名が受講中とのことです。 

子ども安全管理士とは、吉川慎之介助記念基

金が2015年に開設した資格認定講座です。この

基金は、2012年愛媛県西条市において、幼稚園

児が川遊びの最中に溺死した事故が発端となっ

てつくられ、子どもの命を守り育む社会を実現

するために活動している団体です。 

2019年には、日本財団の支援により、「子ど

も安全管理士講座教科書」が完成し、日本子ど

も安全学会の理事を中心に、自治体レベルでの

取組として広がりつつあります。 

このように様々な努力を続け、どんなに注意

をしていても、思わぬ事故が起こる可能性は否

定できません。 

内閣府の発表によれば、2020年に全国で起き

た保育事故は2,015件に上り、前年に比べ271件

増加して、現在の集計方法となった2015年以降

で最多となりました。 

コロナ禍も相まって、現場の保育士のご苦労

は大変なものと存じますが、県は、保育の現場

において、子どもの安全管理にどう取り組むの

か、答弁を求めます。 

7、女性の活躍、キャリアアップについて。 

男女平等の度合いを示す世界経済フォーラム

の「ジェンダーギャップ指数」が、先般発表さ

れましたが、日本は156か国中の120位と下位に

低迷しております。 

社会の持続可能性を高めるためには、性別に

関係なく活躍できる社会を実現する必要があり

ます。男女共同参画を進めるために、女性が活

躍しやすい環境を整え、様々な課題解決に向け

て、女性の視点が必要かと存じます。 

女性活躍の状況を示す指標の一つに、管理職

に占める女性の割合がありますが、県職員、教

職員、警察が見本となって、積極的に女性職員

を管理職に登用すべきです。 

そこで、現在の状況と女性職員の管理職への

登用に向けて、どのような対策を講じているか、

お尋ねいたします。 

また、本県の民間事業者における女性管理職

の割合がどうなっているのか、登用を進めるた

めに女性のキャリアアップについて、どのよう

な取組を行っているのか、答弁を求めます。 

8、特殊詐欺対策について。 

報道によれば、長崎県警は、県内で特殊詐欺

被害が相次いでいるとし、「危機的状況にあり、

県民総ぐるみで重層的な取組を図る必要があ

る」と呼びかけております。 

特殊詐欺の被害を防止するためには、県民一

人ひとりの意識づけが重要であり、本県出身の

有名人を活用するなど、様々な広報啓発活動を

行っているかと存じます。 
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学校においては、様々な危機に臨機応変に対

応したり、あらかじめ危機を回避する能力を育

てるための安全教育や水難事故防止に対して

様々な指導が行われていることと存じます。中

でも、学校での水泳指導については、服を着た

ままプールに入る着衣水泳や落水時の対応、ラ

イフジャケットの必要性など、命を守る能力を

高める実践的な内容を強化すべきです。 

県は、児童生徒の水難事故防止について、ど

のように取り組むのか、答弁を求めます。 

（2）子どもの安全管理について。 

大村市の認定ＮＰＯ法人Love＆Safetyおお

むらは、2017年より大村市と合同で「教育・保

育施設における子どもの安全管理士講座」を開

催されております。講座のカリキュラムは、1

年間で全10回、昨年度は19名が「子ども安全管

理士」として認定され、これまで129名が受講、

111名が資格を取得されました。本年度も既に

64名が受講中とのことです。 

子ども安全管理士とは、吉川慎之介助記念基

金が2015年に開設した資格認定講座です。この

基金は、2012年愛媛県西条市において、幼稚園

児が川遊びの最中に溺死した事故が発端となっ

てつくられ、子どもの命を守り育む社会を実現

するために活動している団体です。 

2019年には、日本財団の支援により、「子ど

も安全管理士講座教科書」が完成し、日本子ど

も安全学会の理事を中心に、自治体レベルでの

取組として広がりつつあります。 

このように様々な努力を続け、どんなに注意

をしていても、思わぬ事故が起こる可能性は否

定できません。 

内閣府の発表によれば、2020年に全国で起き

た保育事故は2,015件に上り、前年に比べ271件

増加して、現在の集計方法となった2015年以降

で最多となりました。 

コロナ禍も相まって、現場の保育士のご苦労

は大変なものと存じますが、県は、保育の現場

において、子どもの安全管理にどう取り組むの

か、答弁を求めます。 

7、女性の活躍、キャリアアップについて。 

男女平等の度合いを示す世界経済フォーラム

の「ジェンダーギャップ指数」が、先般発表さ

れましたが、日本は156か国中の120位と下位に

低迷しております。 

社会の持続可能性を高めるためには、性別に

関係なく活躍できる社会を実現する必要があり

ます。男女共同参画を進めるために、女性が活

躍しやすい環境を整え、様々な課題解決に向け

て、女性の視点が必要かと存じます。 

女性活躍の状況を示す指標の一つに、管理職

に占める女性の割合がありますが、県職員、教

職員、警察が見本となって、積極的に女性職員

を管理職に登用すべきです。 

そこで、現在の状況と女性職員の管理職への

登用に向けて、どのような対策を講じているか、

お尋ねいたします。 

また、本県の民間事業者における女性管理職

の割合がどうなっているのか、登用を進めるた

めに女性のキャリアアップについて、どのよう

な取組を行っているのか、答弁を求めます。 

8、特殊詐欺対策について。 

報道によれば、長崎県警は、県内で特殊詐欺

被害が相次いでいるとし、「危機的状況にあり、

県民総ぐるみで重層的な取組を図る必要があ

る」と呼びかけております。 

特殊詐欺の被害を防止するためには、県民一

人ひとりの意識づけが重要であり、本県出身の

有名人を活用するなど、様々な広報啓発活動を

行っているかと存じます。 
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こうした広報啓発や報道を通じ、多くの県民

は、特殊詐欺という犯罪があるということを認

識しているものと存じますが、知っているにも

かかわらず、依然として被害が発生する状況は、

知識としては知っているが、これを行動に結び

つけるための意識として定着していないのでは

ないかと存じます。これ以上被害者を増やさな

いためにも、県民の意識の中に被害防止対策を

定着させ、行動につなげていくための取組が必

要かと存じます。 

本県の特殊詐欺の発生状況や手口の特色、被

害防止対策の進捗状況について、お尋ねします。 

また、これまで以上の新たな取組も必要かと

存じますが、長崎県警はどのように取り組むの

か、答弁を求めます。 

9、水陸機動団誘致について。 

昨年9月定例会の一般質問において、陸上自

衛隊水陸機動団の新編計画について、県は、誘

致を実現するためにどのような取組を行うのか

とただしたところ、知事は「今後も機会を捉え

て要望を重ねていく」という答弁をなされまし

た。 

そして、先般、「仮称第3水陸機動連隊が600

人規模で大村市竹松駐屯地に配備する方向で調

整に入り、2024年に発足を目指す」との報道が

なされたところであります。 

知事はじめ、誘致実現に向けた関係各位のご

努力が、この報道につながったのではないかと

大変歓迎をしているところです。ただ、県内に

は、この配備について反対する声もあります。 

ここで改めて、長崎県大村市への配備実現に

ついて、知事の決意をお伺いしたいと存じます。 

以上で、壇上からの質問を終了し、再質問は

対面演壇席から行います。知事及び執行部にお

かれては、県民の声に対し、簡潔明瞭、建設的

で積極的な答弁を求めます。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 北村議員のご質

問にお答えいたします。 

水陸機動団1個連隊の配備についてのお尋ね

であります。 

現在、佐世保市の相浦駐屯地に水陸機動団本

部及び2個連隊が配備されておりますが、島嶼

防衛の任務は、多くの国境離島を有する本県に

とって大変心強いものであり、国の安全保障上、

重要な役割を担っていただいているところであ

ります。 

「中期防衛力整備計画」においては、1個連

隊の新編が計画されており、県内への追加配備

は、隊員の増加や関連施設の整備など、地域の

活性化や経済波及効果をもたらすことが期待さ

れることから、これまでも本県への追加配備を

要望してきたところであります。 

また、今月実施いたしました令和4年度政府

施策要望においても、新たに重点項目として位

置づけ、九州の西に位置することによる南西諸

島有事の際の即応性や団本部及び2個連隊との

指揮・統率が容易であるといった優位性を説明

し、本県への配備を要望したところであります。 

国からは、「まだ配備先は決定していない」

との見解が示されているところでありますが、

県といたしましては、今後とも、機会を捉えて

国へ要望を行い、本県への配備実現を目指して

まいりたいと考えているところであります。 

そのほかのご質問につきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君） コロナ禍における

避難所運営に関する対策の状況についてのお尋
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ねでございます。 

避難所の開設・運営は、市町の所管でありま

すが、避難所における感染拡大や感染を心配す

る住民の方が避難をちゅうちょすることが懸念

されることから、避難所の定員数見直しや衛生

管理の徹底、発熱等体調不良者の専用スペース

の確保など、感染予防対策に取り組んでおられ

るものと承知しております。 

県におきましては、「避難所開設・運営にお

ける新型コロナウイルス感染症対策チェックリ

スト」の改訂を行い、自宅療養者及び濃厚接触

者の避難について、県立保健所と市町が連携し

て対応することとし、避難先の考え方や確認事

項などを追加いたしました。 

また、避難所の混雑状況を可視化できるシス

テムを提供している民間事業者と協定を締結し、

市町がこのシステムを利用することにより、住

民が避難所の混雑状況を迅速に把握できる仕組

みを設けました。 

今後も、住民の皆様が安心して避難ができる

よう市町と連携して避難所における感染対策に

力を注いでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 私からは、

第三者認証制度及び女性活躍について、3点お

答えをさせていただきます。 

まず、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」

について、現在の申請受付数や現地調査の状況、

制度の進捗状況についてのお尋ねでございます

が、飲食店の認証制度につきましては、6月15

日から申請受付を開始し、6月25日までに申請

受付が140件、現地調査が10件となっており、

このうち認証基準に適合していると認められる

5店舗を認証したところでございます。 

今後、申請のあった全ての店舗について、お

おむね12月までに認証を取得していただける

よう取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、県は、制度認証の普及にどう取り組む

のかとのお尋ねでございますが、認証制度の普

及拡大については、ホームページや新聞、テレ

ビ等を活用し、飲食店及び利用者双方を対象と

した広報を実施するとともに、申請店舗のさら

なる掘り起こしに向け、市町や関係団体とも連

携し、きめ細やかな周知活動を行ってまいりま

す。 

また、飲食店に対しては、認証取得に必要な

対策について助言を行うなど、引き続き丁寧な

対応に留意するとともに、万が一、認証後に感

染症が発生した場合には、関係部局と連携し、

発生状況について慎重に確認のうえ、適切に対

応してまいりたいと考えております。 

今後とも、県民の安全・安心と県内経済の早

期回復、持続的発展に向け、県民の皆様のご協

力をいただきながら、県内飲食店や市町、関係

団体と一体となって、認証制度の普及・拡大に

取り組んでまいります。 

次に、女性の活躍、キャリアアップについて、

民間事業所における女性管理職の割合と登用を

進めるために県として行っている取組はとのお

尋ねでございます。 

民間事業所における課長相当職に占める女性

の割合は、令和2年度で27.3％となっており、平

成27年度からの5年間で9.4ポイント向上いた

しております。 

県では、女性管理職登用に向け、平成27年度

から「ながさき女性活躍推進会議」と連携して、

女性中間管理職等を対象に、管理職としての基

本的な考え方やチーム運営方法などを学ぶ管理

職登用に向けた「女性人材育成講座」を開催し、

民間事業所等から多くの女性職員の方が受講さ
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れております。 

また、今年度から、県内において土木や研究

職など幅広い分野で活躍する女性を情報誌等で

紹介する職種ロールモデルプロモーションを実

施しており、地元でも希望する職種で活躍する

ことができるという意識、このような意識を醸

成することにより、女性の県内就職を促進して、

本県の女性活躍の裾野を広げることで、多様な

分野での女性管理職の登用につなげてまいりた

いと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

まず、健康経営推進企業の増加に向けて、ど

のように取り組んでいくのかとのお尋ねでござ

います。 

健康経営宣言事業所は、令和2年度末におき

まして524社ありますが、健康経営推進企業と

して認定されているのは、令和元年度末までに

宣言をした390社のうちの110社となっており

ます。 

認定に至らない主な理由は、健診受診率と保

健指導利用率が基準を満たしていないことであ

るため、協会けんぽから個別に健診受診率向上

のための具体的な取組提案を行うとともに、県

といたしましても、優良事例の紹介を行うなど

の支援を行い、認定される事業所の増加に努め

てまいりたいと考えております。 

次に、介護職の離職防止のため、ノーリフテ

ィングケアや優良な介護事業所のＰＲにより、

離職防止対策とイメージアップにどのように取

り組むのかとのお尋ねでございます。 

介護現場では、中高年の職員などで、身体的

負担が大きく、離職する人がいることから、利

用者を抱えあげないノーリフティングケアの推

進が重要だと考えております。 

そのため、今年度から管理者向け研修や専門

家による個別指導などを実施し、事業所の取組

を推進してまいります。 

また、働きやすい職場環境づくりに取り組む

優良な事業所を、積極的にＰＲすることとして

おります。 

さらに、介護事業所の職場環境の改善を図る

とともに、優良な事業所の情報を積極的に発信

し、介護業界のイメージアップに努めてまいり

たいと考えております。 

次に、ワクチン再接種費用につきまして、県

レベルで再接種費用の助成を実施する考えがな

いのかとのお尋ねでございます。 

骨髄移植後のワクチンの再接種につきまして

は、国におきまして、個人の感染予防の観点が

強いワクチン再接種と感染症のまん延防止を目

的とする「予防接種法」との関係、また、骨髄

移植以外の免疫が不十分な方への再接種をすべ

きかどうか等につきまして、引き続き検討が行

われているものと承知しております。 

また、経済的な負担軽減だけではなく、再接

種による健康被害への補償制度を含め、全国統

一的な対応が必要と考えており、引き続き、再

接種を「予防接種法」に位置づけることや国に

よる補助制度の創設等について要望してまいり

たいと考えております。 

最後に、本県における「東京パラリンピック

聖火フェスティバル」の実施内容及び準備状況

についてのお尋ねでございます。 

県といたしましては、「パラリンピックの聖

火フェスティバル」は、共生社会の実現や障害

を抱える方々に対する理解を深める機会として

重要であると考えております。 

そのため、県内全ての市町の協力の下で、そ

─ 167 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２８日）

れぞれの地域におきまして、障害者等による採

火を行い、8月16日に開催する県のパラリンピ

ック聖火フェスティバルにおきまして、一つの

火に集めて、長崎県の聖火として東京パラリン

ピックの集火式にお届けする予定としておりま

す。 

具体的な運営方法につきましては、知事を代

表として、障害者団体、県、各市町で構成され

る「長崎県パラリンピック実行委員会」を組織

して、関係団体の連携の下、実施に向けた準備

に取り組んでいるところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 県として、

本県の聖火リレーをどう評価しているかとのお

尋ねでございます。 

聖火リレーに関しましては、新型コロナウイ

ルス感染防止対策を徹底しながら実施したとこ

ろでありますが、新たな感染拡大もなく、無事

に本県のリレーを終えられましたことは、関係

市町はもとより、多くの県民の皆様のご理解と

ご協力により実現できたものであり、厚く御礼

を申し上げます。 

本県のリレーにつきましては、対馬、壱岐、

五島の離島や世界遺産の構成資産など、古くか

ら海外交流で栄えた長崎の歴史や文化、あるい

は平和の尊さなどを今に伝えるルートとして選

定し、また、日本と中国との友好交流の象徴で

もある「遣唐使船」も活用いたしました。 

県といたしましては、様々な思いを胸に走ら

れたランナーの皆様を通しまして、多くの方に

オリンピックへの夢や期待を感じていただくと

ともに、県内各地域の魅力を国内外に広く発信

できたものと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）高総体の開

催に当たって、どのような工夫や対策を講じた

のかと、あるいはまた、どのような課題が見え

てきたのかとのお尋ねでございます。 

開催に当たりましては、関係者が安全・安心

に競技を実施することを最優先し、全競技を無

観客といたしました。試合を観戦したいという

要望に対しては、インターネットを使ったライ

ブ配信を行うなどの新たな取組も見られたとこ

ろでございます。 

また、会場に出入りする選手などを試合ごと

に入れ替え、更衣室の利用時間や場所を指定す

るなどの感染防止対策の取組を講じております。 

このような中で、感染者が発生した際の対応

については、行動履歴等を迅速に確認する体制

を整えておくことの重要性を改めて認識したと

ころでございます。 

引き続き、今後の様々な大会運営においても、

「感染防止対策」と「教育活動の発表の場の確

保」を両立させることが大きな命題と捉え、こ

れまでの知見を活かしながら、さらなる創意工

夫を行い、安全・安心な大会開催に取り組んで

まいります。 

2点目に、子どもの水難事故防止についての

取組についてのお尋ねでございます。 

県教育委員会としましては、水難事故防止の

ため、危険箇所における遊泳の禁止や泳ぐ前の

体調管理、また、溺れている人を見かけたとき

の救助など、具体的かつ確実な指導の実施につ

いて、夏休み前に各学校に周知し、指導の徹底

を図っております。 

また、水泳の授業では、水の事故から命を守

るために、浮き沈みをしながら長く浮くことや、

事故防止に関する心構えを遵守することなど、

安全確保につながる指導を各学校の実情に応じ

て行っております。引き続き、各学校の創意工
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安全確保につながる指導を各学校の実情に応じ

て行っております。引き続き、各学校の創意工
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夫の下、より効果的な取組が実施されるよう、

促してまいります。 

3点目に、教育庁における女性教職員の管理

職への登用状況と対策についてのお尋ねでござ

います。 

県教育委員会におきます令和3年4月時点で

の管理職に占める女性職員の割合は、特定事業

主行動計画の目標16％に対して、この5年間で

3.1ポイント増加はしておりますが、11.9％とな

っております。 

女性職員の管理職への登用に係る具体的な取

組としまして、小中学校においては、家庭の状

況等に合わせた管理職への昇任時期や転居を伴

う人事異動への配慮など、女性教職員が積極的

に管理職に挑戦できるような制度の見直しも行

いました。 

また、県立学校も含めて、将来の管理職員と

しての資質や能力を高めさせるために、適性を

有する女性教職員を教務主任や学年主任等に積

極的に登用するよう、学校へ働きかけも行って

おります。 

今後も、管理職に占める女性の割合を16％に

するという目標の達成に向けて、女性教職員の

管理職員への登用に積極的に取り組んでまいり

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 今後の花卉振興に向

けて、どのように取り組むのかとのお尋ねでご

ざいますが、県では、これまで花卉生産者の所

得向上に向けて、低コスト耐候性ハウスや選別

機等の導入による規模拡大や省力化の推進、生

産技術向上に向けた品評会の開催などを支援し

てきた結果、本県の令和元年花卉産出額は74億

円と、10年前と比較して10％増加をしておりま

す。 

昨年度は、豪雨災害や新型コロナウイルス感

染症拡大の影響によりまして、花卉生産者の皆

様にとっては大変厳しい経営環境となりました

が、県では、災害の復旧支援を行うとともに、

小学校などでの花の展示等に取り組んだ結果、

輪菊など一部を除きまして、切り花や鉢物の単

価は平年並みに回復をしているところでござい

ます。 

今後は、令和7年度の花卉産出額100億円の目

標達成に向けて、環境制御技術を活用した品

質・収量向上の取組やカーネーション等の長崎

オリジナル品種の作付拡大を推進するとともに、

関係団体が実施する家庭での定期購入に向けた

仕組みの構築を支援するなど、消費拡大の取組

を強化してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）保育の現場

における子どもの安全管理について、どのよう

に取り組んでいるのかとのお尋ねですが、保育

の現場においては、子どもの年齢などに応じて

睡眠中、プール活動、水遊び中、食事中など、

重大な事故が発生しやすい場面ごとに、国が示

したガイドラインに沿って、事故防止に取り組

まれております。 

また、子どもの主体的な活動を促し保育して

いく中で、万が一事故が発生した場合には、施

設において迅速に応急措置をするとともに、同

様の事故の再発を防止するため、事故の状況を

記録し、さらに重大な事故の場合は、再発防止

の視点を盛り込んだ報告を、県、市町に対して

確実に行うこととなっております。 

このほか、県といたしましては、国が示して

いる重大事故の検証結果等を各施設と共有する

とともに、各種研修会を通して事故防止に係る

保育士等の資質向上に努めており、今後とも、
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保育所等における子どもの安全対策に万全を期

してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 知事部局における女

性職員の管理職への登用状況と対策について、

お答え申し上げます。 

知事部局におきまして、女性活躍推進に向け

て、意欲、能力のある女性職員の管理職登用に

積極的に取り組んでおりまして、管理職に占め

る女性職員の割合は、この5年間で7.7％増加を

いたしまして、令和3年4月時点で14.5％という

状況でございます。 

具体的な取組といたしましては、若い頃から

多様な経験ができる人事配置や女性職員向けの

研修会を開催するなど、女性職員の計画的な人

材育成に努めるとともに、ＲＰＡですとか、ＡＩ

技術の導入などによる働き方改革や在宅勤務制

度の導入など、仕事と家庭の両立に向けた働き

やすい職場環境づくりに取り組んでおります。 

新たな特定事業主行動計画におきましては、

令和7年度までに女性管理職の割合を20％に引

き上げることを目標に掲げておりまして、その

実現に向けまして、引き続き、女性職員の管理

職への登用に積極的に取り組んでまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長（早川智之君） 私からは、2点お

答えいたします。 

まず、県警察における女性職員の管理職への

登用状況等についてであります。 

現在、警察署長等の所属長となる警視の階級

の女性警察官の登用はありませんが、警部の階

級にある女性警察官は10名となっております。 

また、警察官以外の女性一般職員で、警視相

当職にある者は2名、警部相当職にある者は16

名となっております。 

本県警察におきましては、令和3年4月1日現

在、一般職員に占める女性一般職員の比率が

44.5％であるのに対し、警察官に占める女性警

察官の比率は9.5％にとどまっており、女性警察

官の採用拡大に向けた取組を進めております。 

今後、女性警察官の採用拡大を進めるととも

に、女性職員が採用後も職場において活躍し、

管理職として登用されるよう、ワーク・ライフ・

バランスの推進や採用後のキャリア形成の支援

などの取組を強化してまいりたいと考えており

ます。 

次に、特殊詐欺の状況や被害防止対策につい

て、お答えいたします。 

被害者に電話をかけるなどして信頼させ、現

金などをだまし取る特殊詐欺の県内の認知件数

を見ますと、平成29年は111件でありましたが、

その後減少傾向にあり、令和2年は38件となっ

ております。しかしながら、本年5月末には前

年同期と比べ7件増の19件となっており、特に、

5月に入りまして、8件発生し、急増しておりま

す。 

また、最近の犯行手口としては、年金の還付

金の支払いがあるとだまし、ＡＴＭで金を振り

込ませるなどする還付金詐欺が目立っておりま

す。特殊詐欺は、気を緩めると様々な手口で高

齢者等をだますものであり、常に被害防止対策

を社会が一丸となって講ずる必要があります。 

このため、被害に遭わないよう特殊詐欺の手

口を周知し、注意喚起を行うとともに、知らな

い電話には出ないなどの対処方法について広報

啓発を行っております。 

また、最近では、新たに新型コロナワクチン

接種会場で映像やポスターを活用した周知や県

警ヘリによる空からの広報啓発も行っておりま

す。 
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このほか、ご家族から注意を促していただく

ために、ＳＮＳや動画を活用した広報啓発を行

っているほか、最近の発生状況に鑑み、金融機

関やコンビニエンスストアでの声かけを行う水

際対策の強化をお願いしているところでありま

す。 

今後とも、被害防止の意識が県民に広く定着

するよう、取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 知事はじめ、ご答弁をい

ただき、ありがとうございました。何点かにつ

いて少々再質問をさせていただければと存じま

す。 

まず、防災行政について、少しお尋ねをした

いことがございます。 

今般、チェックリストを改正されたというよ

うなお話だったかと存じます。その中で、避難

所の混雑状況を民間業者の力を借りて、いわゆ

るスマートフォンでも表示できるようにしたと

いうようなお話でした。 

ここで気になるのは、昨年、やはりソーシャ

ルディスタンスを取らなければいけない。今回

のチェックリストも少し読ませていただきまし

たけれども、要配慮者、妊産婦の方であります

とか、外国人、ＬＧＢＴ、そういった配慮をや

ることということが書いてあります。となれば、

避難所の収容人数はなかなか増えにくいという

ことがあろうと思いますが、これまでの避難所

の収容人数と同じ程度の収容人数が確保できる

のかどうか、その辺についてはご存じですか。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君） 避難所の収容人数

については、市町の方と調整しておりますが、

現在までそれが不足しているとか、そういった

ことでの状況ではございません。確保はできて

いるものと信じております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 安心しました。 

そして、先ほど申し上げたＶＡＣＡＮ、民間

事業者の力を借りて混雑状況をインターネット、

多分皆様お手元のスマートフォンで確認をされ

るんだろうと思います。これ、非常にいいこと

だなと思いますし、前回の質問でも申し上げま

したが、ＮＡＫＳＳも今年度から運用開始とい

うようなところでありますが、ひとつここで要

望というか、ぜひ研究を始めていただきたいこ

とがございまして、長崎県総合防災ポータルサ

イトの高度化であります。 

以前、職員とずっとやりとりをする中で、こ

れがスマートフォン対応にしてほしいという話

をしておりましたが、それを付け焼き刃にやっ

てもなかなか難しいというお話をいただいてい

ました。 

この総合防災ポータルサイトは、緊急時、災

害時、天気、観測、地震、津波、交通、道路、

生活、テロの時の国民保護、こういった情報が

一挙にポータルサイト、集まっているサイトで

ありますが、スマートフォンではなかなか見に

くい、これをスマートフォン化してほしいとい

う話をしておりましたが、表示だけ変えてもだ

めだと、もう根本から変えていく必要があると

いうようなお話でした。じゃ、幾らかかるんだ

という話なんですけれども、まあ、4桁、数千

万円、下手をすると5桁いくかもしれませんと

いうようなお話でした。ただ、長崎県政の最優

先の課題というか、優先順位の頂点は、県民の

生命と財産を守ることであります。ですから、

ＤＸにも優先順位があるとすれば、この総合防

災ポータルサイトの高度化はかなり高いという
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か、一番先にやらなきゃいけないと考えており

ますので、ぜひこの高度化について、研究もし

くは導入に向けて検討を重ねてほしいと要望し

ておきますが、見解をお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君） 現在、総合防災シ

ステムの全体の見直しを研究している状況でご

ざいます。それを更新することで、県民向けの

防災ポータルやスマートフォンへの対応も可能

と考えておりますので、再度検討してまいりた

いと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） よろしくお願いいたしま

す。災害は、防災ポータルサイトが高度化する

のを待ってくれません。こういった情報をやは

り一番活用されるのは、現場でこの災害対策に

当たられる職員の方、消防署員の方、消防団の

方、警察の方、自衛隊の方、こういった方々が

現場でＰＣを操作するというのはなかなか考え

にくい。やはり万人が様々な情報が手元にある。

これがＤＸの最優先課題だと思います。ただ、

非常にお金がかかるというようなことでありま

すから、これは国の支援もしっかり取りつけな

がら進めていただきたいと強く要望しておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

次に、もう1～2点、子どもの事故防止につい

てでございます。 

これはいろいろとＮＰＯ法人の取組も披瀝を

させていただきましたが、私、そして、長崎県

議会では佐世保・北松浦郡選出の山下議員とと

もに「子どもの事故予防地方議員連盟」という

ものに加入をしておりまして、様々な情報交換

を行っているわけです。 

こういった状況でありますから、Ｚｏｏｍな

どでいろいろと研修をやっているわけですが、

先般、公民連携で本気で取り組む子どもの事故

予防というようなことで、私も講座を受講いた

しました。その中で、4名の講師がいらっしゃ

ったんですけれども、実際に中学校で教壇に立

つ先生がいらっしゃいまして、この子どもの事

故を、とにかく水難事故から守るには、ぜひと

も夏休みに入る前に着衣水泳、水に落ちる体験

を学校の安全な状況でしていただきたいという

ことを、現場の教員の方が熱弁されていました。

ただ、学校によってはプールがあったり、なか

ったりということがあるんだろうと思います。

そういった子どもの事故、水難事故対策につい

て、学校ごとの環境の違いをどう乗り越えてい

くのかということについて、教育委員会教育長

の見解をお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）プールの有

無というような学校の設備に関しましては、直

ちにどうこうするということはできないわけで

すけれども、安全管理、安全教育に関しまして

は、どこの学校に通っている子どもであっても、

その知識を受けられるように考えなければいけ

ないところでありますから、そこの点について

は、議員の今のご指摘も踏まえまして、市町と

も今後引き続き協議をすることで、全ての子ど

もがきちっと安全教育を受けられるような体制

を考えていきたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） ぜひともよろしくお願い

いたします。環境の違いで、そういったスキル

が身につけられないということがあってはなら

ないかなと思いますし、また、この着衣水泳、

服を着たままプールに入ると、プールの水質が

悪化してしまうので、夏休みに入る前、プール

の水を抜く前にやっていますという学校が一般
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か、一番先にやらなきゃいけないと考えており

ますので、ぜひこの高度化について、研究もし

くは導入に向けて検討を重ねてほしいと要望し

ておきますが、見解をお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君） 現在、総合防災シ

ステムの全体の見直しを研究している状況でご

ざいます。それを更新することで、県民向けの

防災ポータルやスマートフォンへの対応も可能

と考えておりますので、再度検討してまいりた

いと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） よろしくお願いいたしま

す。災害は、防災ポータルサイトが高度化する

のを待ってくれません。こういった情報をやは

り一番活用されるのは、現場でこの災害対策に

当たられる職員の方、消防署員の方、消防団の

方、警察の方、自衛隊の方、こういった方々が

現場でＰＣを操作するというのはなかなか考え

にくい。やはり万人が様々な情報が手元にある。

これがＤＸの最優先課題だと思います。ただ、

非常にお金がかかるというようなことでありま

すから、これは国の支援もしっかり取りつけな

がら進めていただきたいと強く要望しておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

次に、もう1～2点、子どもの事故防止につい

てでございます。 

これはいろいろとＮＰＯ法人の取組も披瀝を

させていただきましたが、私、そして、長崎県

議会では佐世保・北松浦郡選出の山下議員とと

もに「子どもの事故予防地方議員連盟」という

ものに加入をしておりまして、様々な情報交換

を行っているわけです。 

こういった状況でありますから、Ｚｏｏｍな

どでいろいろと研修をやっているわけですが、

先般、公民連携で本気で取り組む子どもの事故

予防というようなことで、私も講座を受講いた

しました。その中で、4名の講師がいらっしゃ

ったんですけれども、実際に中学校で教壇に立

つ先生がいらっしゃいまして、この子どもの事

故を、とにかく水難事故から守るには、ぜひと

も夏休みに入る前に着衣水泳、水に落ちる体験

を学校の安全な状況でしていただきたいという

ことを、現場の教員の方が熱弁されていました。

ただ、学校によってはプールがあったり、なか

ったりということがあるんだろうと思います。

そういった子どもの事故、水難事故対策につい

て、学校ごとの環境の違いをどう乗り越えてい

くのかということについて、教育委員会教育長

の見解をお聞かせください。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）プールの有

無というような学校の設備に関しましては、直

ちにどうこうするということはできないわけで

すけれども、安全管理、安全教育に関しまして

は、どこの学校に通っている子どもであっても、

その知識を受けられるように考えなければいけ

ないところでありますから、そこの点について

は、議員の今のご指摘も踏まえまして、市町と

も今後引き続き協議をすることで、全ての子ど

もがきちっと安全教育を受けられるような体制

を考えていきたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） ぜひともよろしくお願い

いたします。環境の違いで、そういったスキル

が身につけられないということがあってはなら

ないかなと思いますし、また、この着衣水泳、

服を着たままプールに入ると、プールの水質が

悪化してしまうので、夏休みに入る前、プール

の水を抜く前にやっていますという学校が一般
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的だというお話でした。そういったところはそ

こでやっていただいても結構ですし、大体水難

事故というのは、先ほども申し上げたダムとか、

川とか、海とか、そういったところで起こるわ

けでありますから、ぜひともそういったところ

に着衣水泳を何とかできるような取組を行って

いただきたいなと思います。 

そして、子どもの安全管理についてもお尋ね

をいたします。 

先ほどご紹介させていただいた「Love＆

Safetyおおむら」の「子ども安全管理士講座教

科書」、日本財団の支援を受けてつくられてお

りまして、私も見てみようかなと思ってプリン

トアウトしたら、何と160ページ以上あるとい

うことで、ちょっとびっくりしましたけれども、

担当職員と内容をちょっとやりとりさせていた

だきました。非常に高度であると、非常にスキ

ルが高まると、講師陣もすばらしい方が揃って

おりますから、ぜひ、こういった「Love＆Safety

おおむら」の方々としっかりとタッグを組んで、

県内の保育士のスキルアップに寄与していただ

きたいなと思いますが、いかがですか。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）県といたし

ましても、当該団体が開催されております子ど

もの安全管理士講習会の案内につきまして、県

内の各施設へ紹介をしているところでございま

す。また、県が実施しております園長等研修会

において、当該団体から講演をしていただいた

という実績もございます。 

今後とも、県の事業に協力をしていただいた

り、当該団体の取組を紹介させていただいたり

していきたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） ぜひ前向きに、一緒にな

って取り組んでいただきたいと思いますし、こ

の法人の中心人物というか、一生懸命頑張って

いらっしゃる大村市の小児科医の出口先生、非

常にお忙しい方ですが、子どものためにはどこ

でも行くというお話もいただいておりますので、

ぜひお声かけをしていただきたいと思います。 

先ほど、一般質問の最初の質問の中で、受講

者のお話をいたしましたが、例年大体20人ぐら

いだったのが、今年は60名以上が受講している

と、というのは、コロナ禍の奇貨といいますか、

大村市に行かなくても受講できるという環境が

整っているということでございます。長崎県庁

からでも受講ができるということでございます。

ぜひ局長、私と一緒に受講しましょう、いかが

ですか。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）いろいろな

研修のご紹介をいただいておりますので、機会

がございましたらば受講をさせていただきたい

と考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 局長も大変お忙しいかと

存じますが、局長が受講されるなら、私も一緒

に受講いたしますので、ぜひよろしくお願いを

いたします。 

残り時間が少なくなってまいりましたが、あ

と数点、先ほど、パラリンピック聖火フェステ

ィバルについて、8月16日にやるんだというよ

うなお話でした。ただ、それ以外の情報が全く

なくて、どこでやるのかとか、人を入れてやる

のか、やらないのかといったところの検討は、

2か月ちょっとでありますが、全くなされてい

ないという状況なのか、それとも決まっている

ことで、今答弁できる内容があれば、お答えく

ださい。 
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〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 今現在、検討を

進めておりますのは、8月16日18時から19時の

間、県庁ロータリーで、県の聖火フェスティバ

ルを実施したいと考えております。 

具体的なスケジュールの中身につきましては、

関係団体とも今調整を進めておりまして、観客

を入れるかどうかという点につきましては、当

時の感染状況も踏まえて判断するような方針で

今検討を進めております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 先ほどの高総体の際にも

様々な工夫をしてやれたということでございま

す。こういったパラリンピック・オリンピック

についても、これは日本の国際公約でもありま

すから、ぜひいろいろな創意工夫をしながら

様々な大会等を開催していただきたいと思いま

す。 

人類の歴史をひもときますと、地球上から根

絶された感染症は、いまだ天然痘のみとされて

おります。ですから、ゼロコロナにはならない

わけです。コロナが終わっても、新しい感染症

が発生するかもしれない。とすれば、この地球

規模のパンデミック、人々が国境をやすやすと

越えて移動する世界の中で起こる感染症という

のは、今後もやってくる可能性がありますから、

その中で、どうやって私たちは社会生活を持続

させていくかということが必要だろうと思いま

すので、ぜひパラリンピック聖火フェスティバ

ルについてもしっかり頑張っていただきたいな

と存じます。 

そしてもう一点、ワクチン再接種費用の助成

についてであります。 

一年前の答弁と全く同じ答弁をありがとうご

ざいました。ただ、違うのは89の市区町村が484

になっているんですよ。なぜなっていると思い

ますか。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） いろいろ実施に

取り組まれている市町が多いと承知しておりま

して、現場のニーズとしては非常に高いもので

あるということで理解しております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 私も、実際に相談を受け

ておりますので、しっかり取り組んでいきたい

なと思いますが、ここで共通するのは骨髄ドナ

ー支援制度と一緒です。国がやってくれないん

だったら地方がやるんだと。地方から国を動か

すんだと、そういう考え方で地方自治体が手を

挙げているんだろうと思いますので、ぜひ長崎

県もそうあっていただきたいなと思います。 

最後に、水陸機動団誘致についてでございま

す。 

これについては、小林議員が先般の一般質問

で経済効果は22億円だという披瀝もされまし

た。大村市選出の3県議は、大、大、大歓迎で

ございますから、ぜひこの誘致をしっかり決め

ていただきたいなと思います。 

コロナ禍でもいろいろあろうかと思いますが、

ぜひ知事、Ｚｏｏｍであるとか、リモートであ

るとかいうのが一般的になったからこそ、直接

行くということに価値があるんだと思います。

ぜひ機会を捉まえて、直接要望に行っていただ

きたいと存じますが、いかがでしょうか。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 前向きに検討していただ

きたいと思いますし、ぜひその際には、今日、
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〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 今現在、検討を

進めておりますのは、8月16日18時から19時の

間、県庁ロータリーで、県の聖火フェスティバ

ルを実施したいと考えております。 

具体的なスケジュールの中身につきましては、

関係団体とも今調整を進めておりまして、観客

を入れるかどうかという点につきましては、当

時の感染状況も踏まえて判断するような方針で

今検討を進めております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 先ほどの高総体の際にも

様々な工夫をしてやれたということでございま

す。こういったパラリンピック・オリンピック

についても、これは日本の国際公約でもありま

すから、ぜひいろいろな創意工夫をしながら

様々な大会等を開催していただきたいと思いま

す。 

人類の歴史をひもときますと、地球上から根

絶された感染症は、いまだ天然痘のみとされて

おります。ですから、ゼロコロナにはならない

わけです。コロナが終わっても、新しい感染症

が発生するかもしれない。とすれば、この地球

規模のパンデミック、人々が国境をやすやすと

越えて移動する世界の中で起こる感染症という

のは、今後もやってくる可能性がありますから、

その中で、どうやって私たちは社会生活を持続

させていくかということが必要だろうと思いま

すので、ぜひパラリンピック聖火フェスティバ

ルについてもしっかり頑張っていただきたいな

と存じます。 

そしてもう一点、ワクチン再接種費用の助成

についてであります。 

一年前の答弁と全く同じ答弁をありがとうご

ざいました。ただ、違うのは89の市区町村が484

になっているんですよ。なぜなっていると思い

ますか。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） いろいろ実施に

取り組まれている市町が多いと承知しておりま

して、現場のニーズとしては非常に高いもので

あるということで理解しております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 私も、実際に相談を受け

ておりますので、しっかり取り組んでいきたい

なと思いますが、ここで共通するのは骨髄ドナ

ー支援制度と一緒です。国がやってくれないん

だったら地方がやるんだと。地方から国を動か

すんだと、そういう考え方で地方自治体が手を

挙げているんだろうと思いますので、ぜひ長崎

県もそうあっていただきたいなと思います。 

最後に、水陸機動団誘致についてでございま

す。 

これについては、小林議員が先般の一般質問

で経済効果は22億円だという披瀝もされまし

た。大村市選出の3県議は、大、大、大歓迎で

ございますから、ぜひこの誘致をしっかり決め

ていただきたいなと思います。 

コロナ禍でもいろいろあろうかと思いますが、

ぜひ知事、Ｚｏｏｍであるとか、リモートであ

るとかいうのが一般的になったからこそ、直接

行くということに価値があるんだと思います。

ぜひ機会を捉まえて、直接要望に行っていただ

きたいと存じますが、いかがでしょうか。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長（瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番（北村貴寿君） 前向きに検討していただ

きたいと思いますし、ぜひその際には、今日、
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私、海上自衛隊バージョンのマスクであります

が、大村市で自衛隊バージョンのマスクたくさ

ん作っておりますので、そのマスクで行ってい

ただきたいなと思います。 

終わります。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 
 
 
 

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、一般質問を行います。 

麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。 

長崎市選出、公明党の麻生 隆でございます。 

今回、一般質問の機会をいただきました。誠

にありがとうございます。 

質問に入ります前に、昨年2月から一年半に

及ぶ新型コロナウイルス感染症でお亡くなりに

なられた皆様方に対して、改めてお悔やみを申

し上げますとともに、この「第3波」、「第4波」

の中で懸命に戦ってこられました医療従事者の

皆様、エッセンシャルワーカーの皆様に敬意を

表します。 

現在、ワクチン接種が進んでおりますが、一

日も早いコロナ感染症の収束を願うものであり

ます。 

それでは、通告に従い質問いたしますので、

知事並びに関係理事者の皆様の明快な答弁をよ

ろしくお願い申し上げます。 

1、知事の産業振興に対する取組みについて。 

（1）県内産業振興活性化のための支援につ

いて。 

6月定例会の知事の報告の中で、県内の産業

構造の転換を感じました。重厚長大産業から

ＩＣ関連やソニーの画像センター等、軽薄短小

の構造転換の波が長崎にも急速に到来している

ところであります。 

一方、長崎市や佐世保市は、大手造船所の繁

栄のもと、多くの関連企業が技術革新と大型構

造物の製造に続くようにして、雇用の継続を図

ってまいりました。 

しかし、今日、長崎の造船所は、分社化、香

焼工場の売却、造船所の縮小化であります。佐

世保では、新造船からの撤退、多くの希望退職

者を募っております。また、長崎の地にありま

した石炭火力もプラントも、世界的石炭火力発

電の見直しと撤退などから、厳しい雇用環境と

なっております。 

その一方で、脱炭素化、クリーンエネルギー

産業、そして洋上風力やバイオマス発電、太陽

光など、特に、洋上風力が着目をされておりま

す。 

洋上風力では、県内企業の参画とサプライチ

ェーンの構築が可能か否かの検討に入っており

ますが、世界標準化された機器・部品等、コス

ト競争力が問われる中、洋上風力は大型化をし

ております。この分野では、日本のメーカーは、

20年近く遅れているとも言われております。欧

州や中国との競争に勝てるのか、また、メーカ

ー標準基準規則に大きな壁が立ちはだかっても

おります。 

現在、洋上風力では、世界級のメーカー3社

が独占的にシェアを占め、大型化した規格への

参画にいかに立ち向かっていくか、サプライチ

ェーンに食い込めるか否かであります。 

また、発電プラント関係も、高効率の技術的
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難題も大きく立ちはだかり、さらなる技術革新

と石炭からアンモニア、水素への転換が求めら

れ、脱炭素化へ課題もあることを聞き及んでお

ります。県内の既存の基幹産業で育った造船や

プラント関係の企業が厳しい局面にある中、産

業振興の観点から、県はどのような取組、雇用

の維持を図られようとしているのか、お尋ねを

いたします。 

2、新型コロナ感染症対策の諸政策について。 

（1）ワクチン接種の進捗状況について。 

先週、同様の質問がありましたけれども、再

確認のために質問させていただきます。 

県内の接種状況は、6月以降、急速に拡大を

し、7月末までに65歳以上の方々の接種が終了

の見込みのようであります。 

今後、64歳から12歳までの方々、試算により

ますと、県内約50万人強になろうかと思います

けれども、個別接種や集団接種にいかに取り組

み、終了の見込みはいつぐらいになるのか、ま

た、8月以降の県の集団接種への取組や実施方

針について、お尋ねをいたします。 

（2）医療系学生の医療現場での実習困難の

早期解消について。 

新型コロナ感染症拡大に伴い、多くの基幹病

院での医療実習生の受入れが止まり、実習困難

となっております。実習キャリアを積むことで

多くの学生が医療現場の実態や医療従事への使

命感を体得して就職に臨む経緯があります。 

一方、実習の体験が乏しいと、就職後の理想

と現実のギャップから離職への割合が高いと、

多くの学校関係者からも声が挙がっております。

早期の改善の要望も挙がっているところでござ

います。この課題に関して、県としてどのよう

に取り組まれるのか、お尋ねをいたします。 

（3）「生理の貧困」の新たな取組みについ

て。 

公明党長崎県本部女性局から、この要望を4

月2日に県は受けていただき、県として、災害

備蓄品の一部を生理の困難対象の方々へ配布す

ることを決定いただきました。誠にありがとう

ございました。 

その後、県内市町で、この問題を取り上げ、

小・中・高等学校への配布を実施するところも

出はじめてまいりました。今回、この問題はコ

ロナ禍で大きく報道や国会でも取り上げられ、

また、企業や団体からも寄附の申し出等が出て

まいりました。国も、新たな財源措置の活用も

示唆しております。 

本県として、これらの情報や国の動きから、

今後どのような取組を、支援を行おうとしてい

るのか、お尋ねをいたします。 

3、本県の地球温暖化対策の取組みについて。 

（1）脱炭素化に向けて2030年までの取組み

について。 

2050年、カーボンニュートラルで地球の温度

上昇を1.5度まで抑える目標が世界各国で打ち

出されました。脱炭素化の流れが加速をしてお

ります。我が国も2030年までに46％の削減を目

指し、再生可能エネルギーへの転換を図ろうと

高い目標を掲げております。 

本県を取り巻く産業界や公共事業体、交通事

業者、一般家庭の実態把握と削減へどのような

取組を計画し、取り組まれるのか、お尋ねいた

します。 

（2）再生可能エネルギーの各種取組みにつ

いて。 

脱炭素化の動きは、急速に再生可能エネルギ

ーへの投資が活発化してまいりました。各家庭

への太陽光発電と蓄電池の取組や工業設置の太

陽光大規模発電、また、公共施設への50％の目
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難題も大きく立ちはだかり、さらなる技術革新

と石炭からアンモニア、水素への転換が求めら

れ、脱炭素化へ課題もあることを聞き及んでお

ります。県内の既存の基幹産業で育った造船や

プラント関係の企業が厳しい局面にある中、産

業振興の観点から、県はどのような取組、雇用

の維持を図られようとしているのか、お尋ねを

いたします。 

2、新型コロナ感染症対策の諸政策について。 

（1）ワクチン接種の進捗状況について。 

先週、同様の質問がありましたけれども、再

確認のために質問させていただきます。 

県内の接種状況は、6月以降、急速に拡大を

し、7月末までに65歳以上の方々の接種が終了

の見込みのようであります。 

今後、64歳から12歳までの方々、試算により

ますと、県内約50万人強になろうかと思います

けれども、個別接種や集団接種にいかに取り組

み、終了の見込みはいつぐらいになるのか、ま

た、8月以降の県の集団接種への取組や実施方

針について、お尋ねをいたします。 

（2）医療系学生の医療現場での実習困難の

早期解消について。 

新型コロナ感染症拡大に伴い、多くの基幹病

院での医療実習生の受入れが止まり、実習困難

となっております。実習キャリアを積むことで

多くの学生が医療現場の実態や医療従事への使

命感を体得して就職に臨む経緯があります。 

一方、実習の体験が乏しいと、就職後の理想

と現実のギャップから離職への割合が高いと、

多くの学校関係者からも声が挙がっております。

早期の改善の要望も挙がっているところでござ

います。この課題に関して、県としてどのよう

に取り組まれるのか、お尋ねをいたします。 

（3）「生理の貧困」の新たな取組みについ

て。 

公明党長崎県本部女性局から、この要望を4

月2日に県は受けていただき、県として、災害

備蓄品の一部を生理の困難対象の方々へ配布す

ることを決定いただきました。誠にありがとう

ございました。 

その後、県内市町で、この問題を取り上げ、

小・中・高等学校への配布を実施するところも

出はじめてまいりました。今回、この問題はコ

ロナ禍で大きく報道や国会でも取り上げられ、

また、企業や団体からも寄附の申し出等が出て

まいりました。国も、新たな財源措置の活用も

示唆しております。 

本県として、これらの情報や国の動きから、

今後どのような取組を、支援を行おうとしてい

るのか、お尋ねをいたします。 

3、本県の地球温暖化対策の取組みについて。 

（1）脱炭素化に向けて2030年までの取組み

について。 

2050年、カーボンニュートラルで地球の温度

上昇を1.5度まで抑える目標が世界各国で打ち

出されました。脱炭素化の流れが加速をしてお

ります。我が国も2030年までに46％の削減を目

指し、再生可能エネルギーへの転換を図ろうと

高い目標を掲げております。 

本県を取り巻く産業界や公共事業体、交通事

業者、一般家庭の実態把握と削減へどのような

取組を計画し、取り組まれるのか、お尋ねいた

します。 

（2）再生可能エネルギーの各種取組みにつ

いて。 

脱炭素化の動きは、急速に再生可能エネルギ

ーへの投資が活発化してまいりました。各家庭

への太陽光発電と蓄電池の取組や工業設置の太

陽光大規模発電、また、公共施設への50％の目
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標の設置、さらに洋上風力、バイオマス等々、

多くの企業が積極的な動きとなってまいりまし

た。しかし、普及に関しては、多くの利点や課

題もあるようです。 

本県として、再生可能エネルギーに関して、

県内市町が脱炭素先行地域に選定されるよう、

今後どのような支援を行うのか、お尋ねをいた

します。 

4、地域まちづくりについて。 

（1）県営川口アパートの建て替え事業につ

いて。 

県営川口アパートは、当初の耐震補強の計画

から、新築建て替えの方針に転換し、現在、開

発に当たり事業検討、民間意向調査、サウンデ

ィングを実施されております。 

同建物は、1階部分が店舗で、2階以上が居住

区となっており、2階部分は長崎県住宅供給公

社が区分所有し、現在、17世帯が居住されてお

ります。 

同公社は、新築後の建物には、諸事情により

参画しないとしております。また、居住者との

賃貸契約を更新しないことも決定をいたしまし

た。 

そのうえで居住者に対して行った意向調査の

結果、居住者の平均年齢は75.6歳、新川口アパ

ートへ居住したい方は12世帯であったことが

判明をいたしました。 

しかし、長年居住している多くの高齢者の

方々には、賃貸契約更新がないため、この先ど

うやって生きていけばいいのかとの多くの不安

の声も届けられております。 

建て替えに当たり、新川口アパートへ居住希

望される方々へ、官民連携など高齢者対策を兼

ね備えた居住区を確保していくべきだと考えま

すが、県の配慮した取組みをお尋ねいたします。 

（2）松が枝ふ頭の2バース化に伴うまちづく

りについて。 

6月補正予算で、松が枝ふ頭2バース化の官民

連携の支援事業が計上されておりますが、今回、

どのような取組みを図ろうとされているのか、

お尋ねをいたします。 

また、この地は、後背地として南山手から浪

の平地域は、風致地区でもあります。この一体

化した計画が望まれるところでございます。

県・市一体となった協議会や地域の皆さんとの

情報共有化、また、新たな活性化の提案など、

未来につながるような取組を図るべきと考えま

すが、まちづくりについて、お尋ねをいたしま

す。 

5、公共交通政策について。 

（1）県営バスと長崎バスの連携協定につい

て。 

公共交通は、人口減少で厳しい経営状況が続

く中、コロナ禍でさらなる経営の危機に直面し

ていると認識しております。 

このような中、去る6月9日に、県営バスと長

崎バスとの間で、共同経営を目指し連携協定が

締結されました。これまで両社の間では、競合

区間が増加し、供給過多の路線も見受けられる

中、無駄を省き適正なダイヤ編成に向け協議が

できる環境が整ったことは、両社の歴史を顧み

れば、今回の連携協定は画期的な出来事と高く

評価をしております。 

長崎市の人口減少と高齢化は、一段と進んで

いる状況でありますので、このダイヤ編成程度

で事業の継続維持ができるかについても疑問で

もあります。 

私は、長崎市が策定する市地域公共交通計画

をもとに、両バス会社が路線バス網を含む公共

交通網をどのように組み立てていくのか。その
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中で、長崎市民の交通弱者への配慮を含めた視

点で、長崎市と協議をしていただきたいと思い

ます。バス事業者として、今後、長崎市とどの

ような関係を築き、取り組まれていくのか、お

尋ねをいたします。 

また、今回、連携協定で共同経営を目指すと

されておりますが、改革に臨む交通局長の決意

を伺いたいと思います。 

（2）口之津港～鬼池港の航路を離島航路へ

の位置づけについて。 

南島原市口之津港と天草市鬼池港を結ぶカー

フェリーは、物資輸送やビジネスなど地域住民

の生活に重要な役割を担っております。しかし、

コロナ禍で厳しい経営が続いていることも事実

であります。 

同航路に関しては、去る4月13日、参議院財

政金融委員会において、公明党の秋野公造参議

院議員が、「通勤の足となっているだけではな

く、生鮮食料品をはじめとする生活物資の輸送

にも大切な足であり、この航路を離島航路整備

法の離島航路と位置づけるべきではないか」と

の質問を行い、国土交通省より「半島地域間を

結ぶ航路であるが、船舶以外の交通機関による

ことが著しく不便である地域を連絡する航路と

して、離島航路に該当することをしっかりと明

確にしていきたい」との答弁があっております。 

県として、今後、同航路を維持していくため、

地元市並びに熊本県や天草市とどのような形で 

取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたします。 

6、畜産振興について。 

（1）飼料価格高騰への対策について。 

飼料価格高騰が、徐々にではありますけれど

も、畜産経営を圧迫しているのではないかと危

惧をしております。 

価格高騰の要因は、輸入品のとうもろこしや

大豆、油かす等が、天候不順や中国向けの大量

の買い付けが影響しております。また、コロナ

禍で、世界的マネーが投機を目的として流入し

ているために、価格高騰の原因になっていると

も言われております。この傾向は、引き続き推

移するのではないかとの見方もあります。 

県内の畜産業者への影響は、養豚農家では、

配合飼料の占める割合は、1頭当たり約6割が餌

のコストと言われております。また、養鶏農家

においても同様なコストが占めております。ま

すます経営圧迫となっているのではないかと危

惧をしているところであります。 

長崎県の養豚農家も、産出額として120億円

を超え、養鶏農家としては、長崎県内のカステ

ラ事業者への供給源となっております。大事な

産業であります。 

今回の飼料高騰に対し、現状認識とその対策

について、お尋ねをいたします。 

（2）コスト低減化のためのエコフィード活

用拡大について。 

食品工場から残渣を利用しての再生飼料とな

るエコフィードの取組みについては、県も4～5

年前から取り組んでいただき、一部マッチング

も進めていただいております。畜産飼料代替え

となるエコフィードの取組をさらに進め、スー

パーの食品等の廃棄物や食品工場からの食品残

渣等を活用し、飼料を供給すべきと考えますが、

一部リキッドのためにいろいろな課題はあると

思いますが、コスト低減への効果は、今回の飼

料価格高騰の動きが長期化する中で、検討すべ

きと考えます。県の取組の現状と今後の推進に

関して、お尋ねをいたします。 

7、水道事業について。 

（1）改正水道法を受けて県内の広域化への

取組みについて。 
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平成30年12月に、水道基盤の強化を図ること
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てくるのではないかと危惧をしております。 
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り、今後の広域化の取組に県はどのように推進

されるのか、お尋ねをいたします。 

（2）今後の水道事業の課題と対策について。 

水道事業は、各市町が取り組む事業であるた

め、県においては、各市町が抱えている詳細な

問題把握は困難とは理解しますが、共通の課題

への予算措置、また、国の有利な財源活用など、

県内の水道事業者への支援は大事な項目であり

ます。 

また、各市町の垣根を越え、県の立場からの

意見も必要と考えます。いかに安心・安全な水

の供給を、水源地から浄水場を経て、各家庭の

蛇口まで安定供給が図れるのかが一番大事であ

ります。今後予想される水道事業の課題は、ま

た、当対策にどのように図られるのか、お尋ね

をいたします。 

以上、本壇からの質問とし、回答によりまし

ては、対面演壇席より再質問させていただきま

す。

ご清聴ありがとうございました。 拍手  

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 麻生議員のご質

問にお答えいたします。 

県はどのように産業の振興に取り組み、雇用

の維持を図ろうとしているのかとのお尋ねであ

ります。 

本県の基幹産業であります造船・プラント産

業は、依然として厳しい状況にある中、県では、

成長分野において、県内企業の高い金属加工技

術を活かせる海洋エネルギー、ＡＩ・ＩoＴ・ロ

ボット、航空機関連産業分野における各種施策

の推進に力を注いでおり、今後は、次なる基幹

産業の創出に向けた支援策をより一層強化して

まいりたいと考えております。 

まず、海洋エネルギー分野においては、今後、

五島市沖をはじめ促進区域において、洋上風力

発電の拡大が見込まれることから、県内企業の

参入促進、受注拡大を目指して、発電事業者等

とのマッチングの推進やアンカー企業の誘致な

どにより、サプライチェーンの構築を図ってま

いりますとともに、長崎海洋アカデミーによる

専門人材の育成を行っているところであります。 

また、ＡＩ・ＩoＴ・ロボット分野では、誘致

企業を核とした企業間連携による事業拡大の支

援や、大学と連携した専門人材の育成を図るこ

とにより、県内サプライチェーンの構築を推進

してまいります。 

さらに、航空機分野では、三菱重工航空エン

ジンが本県に進出したほか、大手重工メーカー

等との取引がある県内企業が20社程度まで拡

大するなど、コロナ禍にあっても着実に成長を

続けているところであり、本格的な需要回復を

見据えた支援を強化してまいりたいと考えてお

ります。 

これらに加えて、県内において、大きな雇用

を創出しております半導体産業についても、さ

らなる規模拡大に向け立地環境の整備など、積

極的な支援を進めているところであります。 

今後とも、県内企業の成長分野における投資
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拡大等を支援し、県内産業の振興と地域経済の

活性化、雇用の維持に全力を注いでまいりたい

と考えているところであります。 

そのほかのご質問につきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 私から、2点お

答えさせていただきます。 

まず、65歳未満のワクチンの一般接種に関し

まして、どのように取り組み、いつ完了するの

か、また、8月以降、県の接種センターをどの

ようにするのかとのお尋ねでございます。 

65歳未満の方に対する接種につきましては、

国は、10月から11月末までに完了する方針を示

しておりますが、県では、市町の接種計画の進

捗状況を確認しながら、必要に応じて医療従事

者の確保に向けた調整など、接種体制の充実・

強化に向けた支援等を行うとともに、職域接種

に対する相談・支援体制を構築することで、早

期の完了を目指したいと考えております。 

また、県ワクチン接種センターにつきまして

は、市町の接種体制を補完し、高齢者施設等の

優先接種を加速化していくことは必要であると

考えており、今後の活用方法について検討した

いと考えております。 

次に、医療系学生の病院実習受入れが中止さ

れていることについて、県としてどのように支

援していくのかとのお尋ねでございます。 

病院実習は、看護など医療系の学生にとって、

臨床現場に適用できる技術を習得するなど、実

践能力を高めるために大変重要な機会であると

認識しております。 

現在、ワクチン接種の加速化を図るため、大

学等におきまして大規模接種がはじまり、養成

所等の学生に対する接種もさらに進むものと考

えております。 

県といたしましても、ワクチン接種を希望す

る養成所等があれば、大学等の大規模接種で受

入れていただくようお願いし、可能な限り機会

の確保に努め、病院実習が安心して学生を受入

れられるよう支援したいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長（田中紀久美君）生理の貧困

問題に対し、県は今後どのような取り組み、支

援を行おうとしているのかとのお尋ねでござい

ます。 

県においては、災害備蓄物資の入れ替え時期

において、公益性の高い団体等の申し出に応じ

て寄附を行うこととしており、生理用品につい

て、民間団体を通して、4月にその一部を配布

したところであります。 

また、国においては、既存の交付金事業の対

象に、市町がＮＰＯ等と協力し、生理用品の提

供等を通じて、支援を要する子どもや女性を各

種支援制度につなぐ取組が追加されたところで

あり、県といたしましては、県内市町が国の交

付金事業を実施できるよう、必要な情報提供や

関係団体との調整等を行い、事業実施に向け働

きかけてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 私からは、

温暖化対策及び水道事業につきまして、4点お

答えをさせていただきます。 

まず、脱炭素化に向けての2030年までの取組

みについて、国の新たな削減目標46％を踏まえ、

県として温暖化対策にどのように取り組んでい

くのかとのお尋ねでございます。 

国が目指します2050年までの脱炭素社会の

実現を踏まえ、本年3月に策定した「第2次長崎

県地球温暖化対策実行計画」では、2030年度に
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おける県内の温室効果ガスの排出量について、

2013年度比45.2％削減を目標といたしており

ます。 

この目標達成のためには、県内の温室効果ガ

スの7割以上を占める産業・家庭・運輸部門等

の排出削減対策を進める必要があり、これまで

以上に節電や断熱リフォーム、高効率設備への

改修等の省エネ対策を推進するほか、今年度か

ら、九州7県の連携によるスマートフォンアプ

リを活用した家庭での節電等の取り組みを推進

することといたしております。 

また、部門横断的な対策として、必要に応じ

て産業界の技術や知見等も活用しながら、太陽

光発電や海洋エネルギーなどの再生可能エネル

ギーの導入についても、これを促進することと

いたしております。 

次に、再生可能エネルギーの各種取組につい

て、県内市町が脱炭素先行地域に選定されるよ

う、今後どのような支援を行っていくのかとの

お尋ねでございます。 

国と地方による脱炭素実現会議が公表した

「地域脱炭素ロードマップ」では、2030年度ま

でに、少なくとも100か所の脱炭素先行地域に

おいて、地域特性に応じた先行的な取組を実行

することとされております。 

本県には、離島や農山漁村など自然エネルギ

ーを活用し、先行的な取組を実施するための十

分なポテンシャルを有する地域があり、既に五

島市や西海市などにおいては、洋上風力発電の

商用化に向けた取組みが進められております。 

また、脱炭素社会の実現に向け、今般改正さ

れた「地球温暖化対策推進法」では、市町が主

体となった取組みが特に必要とされております。 

このため、県としましては、県内から1か所

でも多くの脱炭素先行地域が選定されるよう、

市町が積極的に取り組める環境づくりに向け、

今後、国から示される制度設計等の情報も注視

しながら、関係部局と連携し、情報提供や適時

適切なアドバイスなど、しっかりと支援してま

いりたいと考えております。 

次に、改正水道法を受けて、市町の水道事業

の広域化に向けて、県としてどのように推進し

ていくのかとのお尋ねでございます。 

改正水道法において、水道の持続的な安定供

給確保のため、水道事業の経営基盤強化と効率

化が求められており、その主要な方策として、

施設の統廃合や維持管理業務の集約に資する広

域連携の推進が県の責務とされたところでござ

います。 

人口減少による有収水量の減少と、市町の水

道事業の経営環境は年々厳しさを増してきてお

り、県としましても、市町と連携し、経営の効

率化を進めることが急務であると考えておりま

す。 

そのため、昨年度から県内水道事業の広域化

推進プランの策定に着手したところであり、今

後、市町と共同で広域化の効果分析等を行い、

施設の統廃合モデルの提案を含む「水道広域化

推進プラン」を令和4年度までに策定できるよ

う進めているところでございます。 

最後に、今後の水道事業における課題は何か、

また、どのように対処するのかとのお尋ねでご

ざいますが、県内の水道事業者においては、人

口減少による有収水量の減少、施設の老朽化、

専門職員の高齢化に伴う技術継承の問題など、

対応すべき課題が山積しております。 

特に、本県の地理的特性から、一人当たりの

管路延長が、全国平均の1.6倍と非常に長く、老

朽管更新に多大な経費を要し、事業経営の圧迫

要因となることが危惧されております。 
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安定的な供給継続のためには、議員もご指摘

のとおり、水源から蛇口までの確実な管路更新

が不可欠でございますが、その原資を確保する

ためにも、浄水場など管路以外の施設更新を効

率的に進めていく必要があります。 

したがって、広域化推進プランの中で、施設

統廃合等の具体的な選択肢をお示しすることで、

市町の水道事業の経営基盤強化につなげてまい

りたいと考えております。 

また、大きな水源が乏しい本県の特性から、

施設統廃合等の効果が限定的となることも想定

されるために、国からの支援の充実を要望して

いくことも、これもまた必要であると考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 地域のまちづくりに

ついて、私から2点お答えいたします。 

まず、県営川口アパートの建て替え事業につ

いてのお尋ねですが、県営川口アパート2階部

分の長崎県住宅供給公社住宅入居者については、

公社が特定調停を受け、新たな住宅建設を行わ

ないこととしていることから、公社でアンケー

ト調査を行ったうえで、別の公社住宅への住み

替えのご案内や、県営住宅募集に関する情報提

供などに取り組んでいるところです。 

県としては、川口アパートにかかる様々な事

情を踏まえ、公社住宅入居者のうち県営住宅の

入居基準を満たす方に対しては、県営住宅の定

期募集を行う際に、優先入居枠を確保するなど、

公社と連携しながら配慮してまいります。 

また、官民連携による住宅環境の整備につい

ては、県営住宅の高層化により余剰地を確保し、

少子・高齢化対策等に寄与する民間施設の導入

について検討することとしています。 

次に、松が枝ふ頭の2バース化に伴うまちづ

くりについてのお尋ねですが、6月補正予算に

おいて、先導的官民連携支援事業費1,116万

5,000円を計上していますが、これは国の100％

補助を受けて実施するものであり、令和3年3月

末に応募し、4月末に採択されています。 

松が枝地区においては、「海の国際玄関口」

にふさわしい空間形成を目指すため、国際ター

ミナル機能に加え、観光・交流機能や交通結節

機能などの強化を図ることとしています。 

本予算により、2バース化背後地の土地利用

計画、交通計画などを検討するとともに、民間

収益施設と港湾施設との一体的な整備・運営を

行うＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入可能性を調査、

検討いたします。 

検討に当たっては、長崎市の関係部局と連携

を図るほか、地域の皆様のご意見もお聞きしな

がら取り組んでまいります。 

また、隣接する南山手地区は、市の歴史的風

致維持向上計画の重点区域として位置づけられ

ており、地域関係者による協議会と市によって、

歴史を活かしたまちづくりが進められています。 

県としても市と連携して、松が枝・南山手両

地区の回遊動線整備などに取り組み、地域全体

のにぎわい創出につなげてまいりたいと考えて

います。 

〇議長（瀬川光之君） 交通局長。 

〇交通局長（太田彰幸君） 県営バスと長崎バス

の連携協定につきまして、路線バス網の維持に

向けた長崎市との関係構築、また、改革に臨む

交通局長の決意はどうかとのお尋ねでございま

す。 

バス事業を取り巻く環境は大変厳しい状況と

なっており、今何もしなければ、路線バス網を

維持できなくなるとの危機感から、今回、長崎

バスと県営バスとが連携協定締結に至ったもの
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であり、持続可能な公共交通網の形成を目指し

て、長崎市が進める地域公共交通計画の策定や

その後の具体化に長崎市と連携して、両バス事

業者が協力体制を構築していくこととしたもの

であります。 

長崎市とは、路線バス事業の課題を共有でき

たと考えており、3者が協力し、連携を深めな

がら最適な路線バス網の構築を目指してまいり

たいと考えております。 

今後、独占禁止法特例法に基づく事業者連携

の新たな仕組みを活用し、長崎市域の路線バス

網の維持に向け、ダイヤ調整を含む競合路線の

最適化や利便向上策などの取組について検討し

ていくこととしており、来年4月からの実施を

目指してまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、口之

津港～鬼池港を結ぶ航路に関して、お答えいた

します。 

今後、この航路を維持していくため、県とし

ては地元の市などとどのように取り組んでいく

のかとのお尋ねでございます。 

県としましては、離島・半島の航路を維持し

ていくため、離島補助航路へは、国等とともに

欠損補助を行い、また、コロナ禍で厳しい経営

状況にある補助航路以外の事業者については、

事業継続にかかる奨励金の交付等の支援策を講

じているところであります。 

今後、口之津港～鬼池航路が補助航路の対象

となるためには、地元住民の日常生活における

移動や生活必需品等の輸送に不可欠な交通手段

として補助の基準に該当する必要があるものと

認識しております。 

こうしたことから、まずは関係する南島原市

と熊本県天草市、航路事業者によりまして、地

元住民の利用を含め、輸送実態を詳細に把握す

るとともに、地元関係者の協議の場を設置して

いただき、航路維持の手法等について議論を深

めていただく必要があるものと考えております。 

県としましては、九州運輸局とも情報交換を

行いながら、熊本県と連携して航路の維持にか

かる情報提供や意見交換を行うなど、地元関係

者の協議について協力してまいりたいと考えて

おります。

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、畜産振

興に関しまして、2点お答えさせていただきま

す。 

まず、家畜飼料の価格高騰に対する現状認識

とその対策についてのお尋ねでございますが、

とうもろこし等の国際価格の上昇に伴い、令和

3年1月から3月期の国内配合飼料価格は、全畜

種平均で約6％、1トン当たり3,900円の値上げ

となっております。 

一方で、配合飼料価格が上昇した場合には、

生産者、飼料メーカー、国が積み立てる「配合

飼料価格安定制度」によりまして、畜産農家へ

の補てん金が交付されることとなっておりまし

て、同時期において、1トン当たり3,300円の補

てん金が交付され、これにより畜産経営への影

響は一定緩和されるものと考えております。 

飼料価格については、今後も穀物相場や諸外

国の需給動向などの要因に左右されることから、

県としましては、飼料作物、飼料用米、ＷＣＳ

用稲の作付拡大による自給飼料の増産、それか

ら、エコフィードの利用拡大による飼料費の低

減を進めることで、畜産経営の安定化を図って

まいります。 

次に、本県におけるエコフィードの取組みの

現状と、今後の推進についてのお尋ねでござい
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ますが、県ではこれまで畜産農家に対し、エコ

フィード利用による飼料費削減などのメリット

の周知や利用技術向上のための研修会の開催、

食品製造業者等に対しまして、製造過程で発生

する食品残渣等の再生利用による処理費用の削

減等のメリットを周知することで、両者のマッ

チングに取り組んでまいりました。 

その結果、現在、県内の畜産農家172戸にお

いて、シロップ廃液や焼酎かすなど年間約1万

5,000トンが利用されております。 

一方、畜産農家においては、家畜伝染病予防

の観点から、新たに食品残渣等の過熱処理基準

の遵守が求められていること、食品製造業者等

においては、ビニールや腐敗物等の混入が課題

になっていることから、今後、畜産農家への過

熱処理方法の指導や食品製造業者等への分別マ

ニュアルの周知などを進めまして、さらなるエ

コフィードの利用拡大を推進してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君） それぞれの答弁、あり

がとうございました。また、中村知事、大変答

弁ありがとうございました。 

毎回、私の質問の中で産業振興の話をされる

ので、またかという思いであられるのではない

かと思いますけれども、私自身、長崎で三菱重

工の現場の方に、議員になる前、大変現場にお

邪魔しておりましたので、改めて、三菱重工の

長崎でのポテンシャルといいますか、十分理解

しているうえで、この話をしたいと思っており

ます。 

長崎のまちが発展してきたのは、間違いなく、

この三菱重工造船所をはじめ、大手造船所の力

が長崎を大きく発展させてきたんじゃないかと

思っております。 

実は、先日、国勢調査がありまして報告があ

りましたけれども、中核都市の中で、人口流出

が顕著なトップ3に長崎市は入っております。

北九州市、新潟市、次いで3番目に長崎市が入

っております。この5年間で2万人以上流出とい

うことでございますけれども、原因は、働く場

がないために県外に流出せざるを得ない、そう

いった状況にあるんじゃないかと危惧している

ところでございます。 

私は、三菱重工造船所の中にあります史料館

をよく訪れて、メーカーさんを案内しておりま

したけれども、相川所長の時代にタービンロー

ターの事故がありまして、この事故で長崎港に

飛んだローターの軸の部品を拾いあげて、それ

が展示室の中に飾ってありました。これは、こ

の事故を起こした教訓を後世に残して、さらに

飛躍した技術が誇れる会社にするんだという誓

いのもとに置かれているということを聞かせて

いただきました。多くのことを学ばせていただ

いたところでございます。 

そういった中で、今回、香焼工場の部分売却、

避けて通れない状況であろうと思っております

けれども、長崎県の事業においても、今、国内

で地域間競争が行われていると私は思っており

ます。まだまだこの分野では、長崎県も一緒に

なって取り組みを、さらなるスピードを上げて

取り組むことが必要じゃないかと思っておりま

す。 

また、併せて、中心となる海洋クラスター協

議会の皆さんとも連携して取り組むことが大事

だと思っておりますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、産業労働部において、危機感と

スピード感を持って、今回の洋上風力関係につ

いての取組みをいかに構築されようとしている

のか、お尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 
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その結果、現在、県内の畜産農家172戸にお

いて、シロップ廃液や焼酎かすなど年間約1万

5,000トンが利用されております。 

一方、畜産農家においては、家畜伝染病予防

の観点から、新たに食品残渣等の過熱処理基準

の遵守が求められていること、食品製造業者等

においては、ビニールや腐敗物等の混入が課題

になっていることから、今後、畜産農家への過

熱処理方法の指導や食品製造業者等への分別マ

ニュアルの周知などを進めまして、さらなるエ

コフィードの利用拡大を推進してまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君） それぞれの答弁、あり

がとうございました。また、中村知事、大変答

弁ありがとうございました。 

毎回、私の質問の中で産業振興の話をされる

ので、またかという思いであられるのではない

かと思いますけれども、私自身、長崎で三菱重

工の現場の方に、議員になる前、大変現場にお

邪魔しておりましたので、改めて、三菱重工の

長崎でのポテンシャルといいますか、十分理解

しているうえで、この話をしたいと思っており

ます。 

長崎のまちが発展してきたのは、間違いなく、

この三菱重工造船所をはじめ、大手造船所の力

が長崎を大きく発展させてきたんじゃないかと

思っております。 

実は、先日、国勢調査がありまして報告があ

りましたけれども、中核都市の中で、人口流出

が顕著なトップ3に長崎市は入っております。

北九州市、新潟市、次いで3番目に長崎市が入

っております。この5年間で2万人以上流出とい

うことでございますけれども、原因は、働く場

がないために県外に流出せざるを得ない、そう

いった状況にあるんじゃないかと危惧している

ところでございます。 

私は、三菱重工造船所の中にあります史料館

をよく訪れて、メーカーさんを案内しておりま

したけれども、相川所長の時代にタービンロー

ターの事故がありまして、この事故で長崎港に

飛んだローターの軸の部品を拾いあげて、それ

が展示室の中に飾ってありました。これは、こ

の事故を起こした教訓を後世に残して、さらに

飛躍した技術が誇れる会社にするんだという誓

いのもとに置かれているということを聞かせて

いただきました。多くのことを学ばせていただ

いたところでございます。 

そういった中で、今回、香焼工場の部分売却、

避けて通れない状況であろうと思っております

けれども、長崎県の事業においても、今、国内

で地域間競争が行われていると私は思っており

ます。まだまだこの分野では、長崎県も一緒に

なって取り組みを、さらなるスピードを上げて

取り組むことが必要じゃないかと思っておりま

す。 

また、併せて、中心となる海洋クラスター協

議会の皆さんとも連携して取り組むことが大事

だと思っておりますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、産業労働部において、危機感と

スピード感を持って、今回の洋上風力関係につ

いての取組みをいかに構築されようとしている

のか、お尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 
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〇産業労働部長（廣田義美君） 県におきまして

は、海洋エネルギー産業の基幹産業化を目指し、

これまで海洋クラスター協議会など、産学官の

連携のもと、県内企業の技術開発支援や専門人

材の育成、共同受注体制の構築に取り組んでき

ているところでございます。 

昨今のグリーン戦略の柱となる海洋風力発電

事業につきましては、今後、急速な市場拡大が

見込まれておりますが、国内においては、これ

から産業化される新分野であることから、サプ

ライチェーンの形成には至ってない状況にござ

います。 

このような状況を踏まえ、今後、県内企業の

参入促進を加速化するため、これまでの取組み

に加えまして、今年度から新たにコーディネー

ターを配置し、発電事業者や発電機メーカー等

との情報交換を行うほか、県内企業に向けた説

明会やビジネスマッチングを行い、参入を働き

かけているところでございます。そして、併せ

て、参入に必要となる技術力の向上や設備投資

等に対する支援を強化してまいりたいと考えて

おります。 

今後とも、海洋クラスター協議会との緊密な

連携のもと県内企業の参画を促進し、他県に先

駆けた受注体制の構築に力を注いでまいりたい

と考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君）ありがとうございまし

た。現状、今、五島沖の認定が決まりまして、

浮体風力が動き出したということでございます

けれども、一方、東北の3物件の入札があり、

10月以降決まるという話になっております。新

聞紙上でございますけれども、東芝とＧＥが連

携して、この事業に参入したと。また、ＪＦＥＨＤ

が、このモノパイルを手がけて50％シェアを目

指そうという話も出ております。 

また、併せて、一昨日の日経新聞では、日立

造船が、基礎部分関係については増産されてや

るということで、2030年には年間50基をつくる

んだと、こういう構想の打ち出しも出ておりま

す。 

一方、先日、洋上風力を展開する企業の方と

意見交換をする場に同席させてもらいましたけ

れども、長崎県の海洋産業の事業については、

ポテンシャルは高いという話は言われていまし

た。香焼造船所も使えれば、風車本体駆動部（セ

ル）本体を吊るだけでも350トン近くあるから、

そういったものについて大型クレーンが活用で

きるということもありますけれども、今、九州

管内では、北九州響灘で北九州市挙げて取り組

みをし、港湾の認定がもうなされたところでご

ざいます。 

こういう状況の中で、地域間競争が進んでい

るわけでありますので、ぜひ、改めてしっかり

と協議会の中身を構築していただいて、どうい

う形で取組みができるのか。また、先ほど申し

上げました香焼工場が、大島造船所の所管にな

ろうかと思いますけれども、官民一体となって

取り組まないと、長崎にはなかなかこの仕事が

回ってこないんじゃないかということも危惧さ

れますので、どうかよろしくお願いしたいと思

います。 

次に、地球温暖化について、お尋ねをいたし

たいと思います。 

先ほど、国は、全国100か所近く、脱炭素化

関係について、脱炭素先行地域を選定するとい

うことでございました。先ほども離島関係につ

いて、再生可能エネルギーのポテンシャルが高

いから、離島がこの先行地域に選ばれるという

ことでございますけれども、この事例をもとに、
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ぜひ県内に展開をしていく、そういう離島のエ

ネルギー、地産地消という関係で取組みができ

ればいいのではないかと思いますので、県の取

組みについて、再度お尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）今後の脱炭

素社会づくりを進めるに当たっては、例えば洋

上風力発電、バイオマス資源などの地域特性に

応じた再生可能エネルギーを効果的に導入して

いくことが、より重要になってこようと考えて

おります。 

一方で、国の「地域脱炭素ロードマップ」に

ある、脱炭素先行地域の要件や選定手続がいま

だ示されておりません。したがって、県として、

現時点で成功事例が創出された後の展開につい

ては、なかなか確定的なことは申し上げる段階

にはないものと考えております。 

しかしながら、本県各地域の特性に応じた展

開に向けて、成功事例における課題やＰＤＣへ

の観点も参考にさせていただきながら、着実な

取組が持続的に実践されるように、制度設計を

しております国ともしっかりと情報交換を図る

とともに、関係各部局とも密接に連携して、県

としての支援策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君） 離島は、先ほど言われ

たように、潜在的なエネルギーのポテンシャル

が多いんじゃないかという話、また、壱岐もそ

うですけれども、今、洋上風力のゾーニングの

検討がはじまりました。また、対馬では、この

前、比田勝市長と意見交換した中で、森林関係

があるわけですので、しかし、しっかりとチッ

プ関係で燃焼関係ができる。また、そういった

一部洋上風力のゾーニングもあろうかと聞いて

おりますので、しっかりと取組を後押しして、

先行地域に選ばれるようにお願いをしたいと思

います。 

五島は「ＲＥ100」ということで、また、商

工会中心に取り組まれておりますので、ぜひそ

ういったことについてもご支援賜ればと思って

おります。 

次に、まちづくりについて、お尋ねをいたし

たいと思います。要望にかえたいと思います。 

県営川口アパートについてですが、この県営

川口アパートは、戦後、浦上地区のバラック建

てが多くあった家屋を整理されて、そして商業

機能を持たせた建物として集約して建てられた

ということを伺っております。もちろん県営川

口アパートは、立地条件もよくて、今後ファミ

リー層への入居を図ったり、そういった意味で

は、活力ある地域ができるということもあろう

かと思いますけれども、現在の入居者への細か

なフォロー、また、配慮を欠かせないような取

組みをお願いしたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、アンケート結

果の関係で、平均年齢は75.6歳ということであ

ります。令和7年に大体事業が完結すると言わ

れていますので、あと約4年強でございますけ

れども、そういった方たちでございますので、

年金暮らしだと思います。 

ぜひ、この高齢者に配慮した取組、また、一

定民間連携で介護施設等入った、そういった高

齢者入居も見据えた検討をぜひお願いしたいと

いうことで、要望したいと思います。よろしく

お願いします。 

次に、県営バスと長崎バスの連携について、

これも要望にとどめておきたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、両バス事業間

で長崎市と協議がはじまる中で、バス事業者の
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ぜひ県内に展開をしていく、そういう離島のエ

ネルギー、地産地消という関係で取組みができ

ればいいのではないかと思いますので、県の取

組みについて、再度お尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）今後の脱炭

素社会づくりを進めるに当たっては、例えば洋

上風力発電、バイオマス資源などの地域特性に

応じた再生可能エネルギーを効果的に導入して

いくことが、より重要になってこようと考えて

おります。 

一方で、国の「地域脱炭素ロードマップ」に

ある、脱炭素先行地域の要件や選定手続がいま

だ示されておりません。したがって、県として、

現時点で成功事例が創出された後の展開につい

ては、なかなか確定的なことは申し上げる段階

にはないものと考えております。 

しかしながら、本県各地域の特性に応じた展

開に向けて、成功事例における課題やＰＤＣへ

の観点も参考にさせていただきながら、着実な

取組が持続的に実践されるように、制度設計を

しております国ともしっかりと情報交換を図る

とともに、関係各部局とも密接に連携して、県

としての支援策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君） 離島は、先ほど言われ

たように、潜在的なエネルギーのポテンシャル

が多いんじゃないかという話、また、壱岐もそ

うですけれども、今、洋上風力のゾーニングの

検討がはじまりました。また、対馬では、この

前、比田勝市長と意見交換した中で、森林関係

があるわけですので、しかし、しっかりとチッ

プ関係で燃焼関係ができる。また、そういった

一部洋上風力のゾーニングもあろうかと聞いて

おりますので、しっかりと取組を後押しして、

先行地域に選ばれるようにお願いをしたいと思

います。 

五島は「ＲＥ100」ということで、また、商

工会中心に取り組まれておりますので、ぜひそ

ういったことについてもご支援賜ればと思って

おります。 

次に、まちづくりについて、お尋ねをいたし

たいと思います。要望にかえたいと思います。 

県営川口アパートについてですが、この県営

川口アパートは、戦後、浦上地区のバラック建

てが多くあった家屋を整理されて、そして商業

機能を持たせた建物として集約して建てられた

ということを伺っております。もちろん県営川

口アパートは、立地条件もよくて、今後ファミ

リー層への入居を図ったり、そういった意味で

は、活力ある地域ができるということもあろう

かと思いますけれども、現在の入居者への細か

なフォロー、また、配慮を欠かせないような取

組みをお願いしたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、アンケート結

果の関係で、平均年齢は75.6歳ということであ

ります。令和7年に大体事業が完結すると言わ

れていますので、あと約4年強でございますけ

れども、そういった方たちでございますので、

年金暮らしだと思います。 

ぜひ、この高齢者に配慮した取組、また、一

定民間連携で介護施設等入った、そういった高

齢者入居も見据えた検討をぜひお願いしたいと

いうことで、要望したいと思います。よろしく

お願いします。 

次に、県営バスと長崎バスの連携について、

これも要望にとどめておきたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、両バス事業間

で長崎市と協議がはじまる中で、バス事業者の
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視点のみではなくて、やっぱりいかに交通弱者

を生まないのか、交通網がなければ生活に支障

を来します。買い物に行けない、また、病院に

もなかなか行けないという方たちが出てくると

思いますので、ぜひ協力して、もしバス基幹幹

線網が離れるようだったら、ぜひ地域コミュニ

ティ等のバスにしっかり取り組んでもらう、ま

た、デマンドバス関係の対応もすると、そうい

ったことで、交通弱者についての視点での取組

をぜひお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

次に、畜産業について、お尋ねいたします。 

私も、実は実家が養鶏業でございまして、長

年畜産関係については思い入れを込めながら、

取組みができないかということで、伺わせてい

ただきたいと思っています。 

先ほどエコフィードについてはいろいろ話が

ございました。しかし、今回、エコフィードも

この4月から、家畜伝染病関係の取組みが一段

と厳しくなりました。豚コレラ（アフリカコレ

ラ）の関係で、今まで加熱は70度すればよかっ

たのが、90度、60分以上過熱ということで、大

変この課題も大きくなってまいりましたし、こ

の施設整備についても法改正により増強すべき

となりました。 

そういった中で、先ほど、一定マルキンの関

係で、価格が上がった時には対応できますよと

いう話がありましたけれども、先ほど本壇から

申し上げましたように、全世界的にとうもろこ

し、大豆関係のニーズは高まっております。国

内の購買力といいますか、今、大変落ちている

という状況が言われています。 

一例を申し上げますと、カニ関係を購入する

のに、今、寿司業界の関係は大変苦戦をしてい

ると、全部中国が買っていくんだと言われてい

る状況もあろうかと思います。 

そういった中で、私はエコフィード、廃棄さ

れるものを何とか餌にということで、「もった

いない」を産業にしようということで10年近く

取り組んでまいりました。ぜひ全国の業界の皆

さんとも連携しながら、何がとれるかというこ

とでありましたので、ぜひ、今後こういう状況

が変わってきている中で、再度、このエコフィ

ードに関する材料関係、食品工場、併せてしっ

かりと取り組みながら、そして、ひいては、畜

産農家がしっかりと安定経営に至るというよう

なことになろうかと思いますけれども、再度、

取組みについての段取り、ロードマップ、ない

しは取組みの決意をお尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、これまでエ

コフィードの利用拡大に向けまして、食品製造

業者やスーパー等に対しまして、どういう食品

が廃棄されているのか、それが餌にできないか、

どういう課題があるのかというアンケートをこ

れまで実施をしてきております。 

その中で、供給できる量や品質が比較的安定

しているもの、例えばシロップ廃液とか、焼酎

かすとか、パンの耳の部分であったりとか、そ

ういうものについては、随時畜産農家の方へ情

報を提供いたしまして、マッチング、それから

利活用につなげてきたところでございます。 

一方で、スーパーやコンビニエンスストア等

の賞味期限切れ、例えば弁当などの食品残渣に

ついては、アンケートの結果、やっぱり包装資

材と食品部分の分別作業に非常に費用と手間が

かかると、それから、地域によっては収集業者

がいらっしゃらないということで、そういう課

題が明らかになってまいりました。 

そういうこともありまして、アンケートをも
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とに、そういうものについては、まだ具体的に

新たなマッチング、利活用には至っていない状

況にございます。 

ただし、先ほど議員もおっしゃられましたと

おり、世界的な穀物の争奪戦が始まっていると

いうこと、それから、国内においても食品ロス

の問題、ＳＤＧsの観点等から、しっかりと利用

できるものは利用していくということが重要で

ございますので、今後も食品製造業者、販売業

者の皆様と意見交換をしっかり進めて、少しで

も活用できるように進めてまいりたいと考えて

おります。 

また、あと一点、農家の方が熱処理等で施設・

機材を新たに整備する必要が出てまいります。

それについては、国の補助事業等準備されてお

りますので、そちらの方もしっかり農家の皆様

に丁寧に説明をしながら、農家のご負担が軽く

なるように、県としてもしっかり後押しをして

まいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君）ありがとうございまし

た。まだまだこのエコフィードに関しても、焼

却に回っている分が多いのかなという感じもし

ますし、しっかりとリサーチして、連携してや

っていただければと思っております。 

最後に、水道関係について、お尋ねいたしま

す。 

水道事業については、先ほど本壇から申し上

げましたように、人口減少、そしてやっぱり設

備の老朽化といいますか、そういったのが一段

と回ってきているんじゃないかなと思っていま

す。 

そういう中で、国は、先ほど申しました広域

化事業関係について、取りまとめを令和4年ま

でという話をされて、県も取組を進めるという

話になっておりますけれども、その中で、今、

水道事業においても、今後はデジタル化の活用

にいかに取り組んでいくのかということが課題

ではないかと思っております。適切な水の供給

や管理、老朽化に伴う管路網の整備、また、地

域住民の使用量をしっかりと把握してできるよ

うな、また、そういう意味でのエネルギーの省

エネ化、また、技術者の経験や勘で頼っている

ものを数値化して、継続して技術者の育成など

の取組みができるんじゃないかと思いますので、

こういったニーズと活用について、県はどのよ

うに把握されて対策をされようとしているのか、

お尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長（貞方 学君）水道事業に

おけるデジタル技術の活用につきましては、多

くの県内市町において、浄水場等の監視に当た

って、現地の情報をデジタルデータとして取得

し、水量の異常等をリアルタイムで遠隔で把握

するなど、その導入が一定進んでいるところで

ございます。 

また、全国的に見ると、将来に向け、ＩＣＴ

やＡＩ・ＩoＴ・ビックデータ解析などの先進技

術を駆使した浄水場等の最適化自動運転、配水

管への流量計取りつけによる漏水監視、スマー

トメーターによる自動検針等、導入の可能性を

調査・研究する動きもあります。これらが自動

化されれば、事業の効率化に寄与することが期

待されております。 

本県においても、検針業務の人手不足が顕在

化してきており、例えばスマートメーターの導

入について、広域化推進プランの中で検討する

こととしております。また、その他の先進技術

につきましても、その活用に向け、情報収集に

努めてまいりたいと考えております。 
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〇議長（瀬川光之君） 麻生議員―16番。 

〇１６番（麻生 隆君）ありがとうございまし

た。水と空気はただではありませんし、しっか

りと安心・安全な水を届けてもらう、そのため

には、しっかりと水源からの管理を含めて取組

をお願いしたいと思います。 

水道事業は、企業会計ですので、各市町が担

わなくてはいけませんけれども、大所高所で、

ぜひ県の指導のもと、しっかりと取組みをお願

いしたいと思います。 

今回は、いろんな角度でさせていただきまし

たけれども、しっかりと長崎県政が、本当に県

が発展するために取組みを、私たちもさらに加

速をしていきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げまして、一般質問を終わります。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３２分 休憩 ― 
 
 

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。 

県民・島民の会、五島市選出の山田博司でご

ざいます。 

まずはじめに、いまだ収束へ向かわない新型

コロナウイルス感染症に罹患された方々に対し、

心からお見舞いを申し上げます。 

また、医療従事者の方々をはじめ、飲食業、

観光業、交通事業、農林水産業など、大変困難

な状況に立ち向かわれている全ての皆様に敬意

と感謝を申し上げたいと思います。 

そして、本日、ご多忙の中、私の一般質問に

傍聴にお越しいただき、感謝と御礼を申し上げ

ます。 

県民・島民の皆様の心と声を県政に反映でき

ますように、しっかりと頑張ってまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、通告に従いまして質問に入ります。 

1、佐世保重工業の新造船休止（2022年1月か

ら）について。 

（1）新造船休止における支援策について。 

新型コロナ感染拡大に伴い、日本経済及び長

崎県経済が低迷する中、佐世保重工業の新造船

休止、それに伴い希望退職者を募るなど、県内

の経済界に大きな打撃を与えることは明らかで

あります。 

修繕事業を柱に再構築を目指すとする佐世保

重工業でありますが、長崎県として、自衛隊や

海上保安庁の南西諸島の警備に対応できる地勢

学的優位性のある佐世保重工業への支援を国に

対して求めていくべきであると考えますが、中

村知事の見解をお尋ねします。 

残余の質問につきましては、対面演壇席より

質問させていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 山田博司議員の

ご質問にお答えいたします。 

佐世保重工業の新造船休止等に伴う支援策に

ついてのお尋ねであります。 

我が国の造船業は、世界的な造船不況や、韓

国、中国企業との競争激化による受注の低迷に

加え、新型コロナウイルス感染症の影響などに

より、現在、大変厳しい状況に直面しておりま

す。 

そうした中、佐世保重工業におかれては、新
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造船事業の休止に伴い希望退職を募集され、

248名が応募されるなど、今後の地域経済や雇

用への影響が懸念されているところであります。 

国においては、国内の海運会社が国内造船会

社へ船舶を発注する場合の支援策を設けるなど、

受注環境の改善を図る動きが出てきているとこ

ろであり、関係自治体もまた、造船業へのさら

なる支援を要望されているところであります。 

県といたしましては、佐世保重工業など県内

造船事業者のご意見もお伺いしながら、関係自

治体と連携を図り、国に対する要望について検

討してまいりたいと考えているところでありま

す。 

この後のお尋ねにつきましては、自席の方か

らお答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 知事、実は、佐世保重

工業のことをいろいろと調べさせていただきま

した。 

そうしますと、国土交通省の資料によります

と、1990年代のはじめには、なんと佐世保重工

業を含めて、日本全体の造船量の50％を占めて

いたそうです。それが2020年には、佐世保重工

業を含めて造船の建造量というのは、なんと

22％ですよ、これだけ下がったんです。 

その一方で、ほかの国はどうかといいますと、

2020年には中国が40％、韓国が31％なんです。

こういった世界的な状況でありますので、やは

りこの長崎県が中心となって、佐世保重工業の

支援をしっかりとやっていただきたいと思うわ

けでございます。 

さらに申し上げますと、佐世保重工業の修繕

事業というのが、2016年には103億円あったそ

うです。それが2019年には28億円という大変厳

しい状況でございますので、中村知事におかれ

ましては、県内の関係自治体と一緒になって積

極的に取り組んでいただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

これは、私も、佐世保の皆様方のいろんなお

話を聞かせていただきますと、大変厳しい状況

というのを痛感した次第でございまして、こう

いった質問に至ったということをぜひご理解い

ただいて、頑張っていただきたいと思っており

ます。 

もちろん私も、この問題につきましては、国

政という場で取り組んでいきたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。 

2、壱岐・対馬での洋上風力発電について。 

（1）壱岐・対馬での洋上風力発電事業によ

る経済波及効果について。 

現在、壱岐市、対馬市海域での洋上風力発電

において、発電導入量を促進区域1か所当たり

30万キロワットと想定しているとお聞きして

おります。 

現場監視、船舶等管理等の維持管理業務等で、

雇用及び地域経済波及効果をどのように試算し

ているのか、平田副知事にお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 平田副知事。

〇副知事（平田 研君） お答えいたします。 

昨年度、県では、地元自治体の要望に基づき、

壱岐市と対馬市の海域で洋上風力発電の実施可

能性を検討するためゾーニング事業を実施し、

両市において、建設可能性を引き続き検討して

いくための候補エリアが選定されたところであ

ります。 

昨年度のゾーニング協議会においては、候補

エリアに設置可能な洋上風車の本数を基に経済

波及効果の試算を行ったところでありますが、
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エリアに設置可能な洋上風車の本数を基に経済

波及効果の試算を行ったところでありますが、
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今後、両市が主体となり、改めて事業の実施が

可能なエリアを絞り込んでいくための検討、協

議が進められることとなっております。 

国の「洋上風力産業ビジョン」により示され

た今後10年間の導入方針に基づき、ただいま議

員ご指摘の方法で経済波及効果を試算しますと、

維持管理費として、それぞれ年間6億7,500万円、

20年間の売電期間においては約135億円となっ

ております。 

また、経済波及効果額を基に創出される雇用

者数については、それぞれ年間71人となってお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 平田副知事、これを平

田副知事に質問した理由というのは、実は、私

も壱岐、対馬の方々にいろんなお話を聞かせて

いただきました。 

この洋上風力発電というのは、そもそも産業

労働部が中心になっておりますね。それで、実

は、壱岐の漁業関係者、地元の方も協力してい

こうという姿勢はあるんですが、一つだけ問題

は、土木部に確認しましたら、土木部は知らな

かった。産業労働部長と土木部長は隣の席です

けれど、このことについて意思の疎通がなされ

てないんです。だから、私は質問させていただ

いたわけでございます。 

さらに、対馬に行きますと、漁業者の意見が、

この洋上風力発電について、いろいろ反映され

てないんです。そこにいらっしゃる産業労働部

長、土木部長、水産部長の意思の疎通というか、

十分されてないから、私は、あえてあなたに質

問させていただいたわけでございます。ですか

ら平田副知事、あなたのリーダーシップを、も

っと頑張っていただきたいと、激励も込めて質

問させていただいているわけでございましてね。 

そういった各部との調整というのは、本来で

あれば統括監、あなたがやらないといけないん

ですよ。そういったことを踏まえて、しっかり

と平田副知事と、各部の調整を図っていただき

たいと思っているわけでございます。 

私は、これだけの経済波及効果があるという

ことで地元の方も喜んでいる一方、そういった

危惧がされるということも指摘をして、次の質

問に移りたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

3、県内の国公立中学校・高等学校における

校則の見直し状況について。 

（1）不適切な校則の見直しの取組み状況に

ついて。 

令和2年12月1日、私が県教育委員会に対し、

各学校において、人権侵害の可能性のある校則

と思われる下着の色の指定等について、説明を

求めました。 

その後の令和3年2月定例会長崎県議会予算

決算委員会において、県内の国公立中学校・高

等学校において、下着は白とした校則の現状及

び積極的な改善取組みをすべきと質問しており

ますが、県内の各学校においての取組状況を教

育委員会教育長にお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 本年5月に

県立高校66校と国公立の中学校171校を対象に、

下着の色の指定の校則の見直しについての調査

を実施しております。 

県立高校におきましては、見直しが進められ、

お尋ねの下着の色を白と指定している学校につ

きましては、3月時点で報告しておりました27

校のうち、見直しを実施済みの学校が20校、実

施予定の学校が4校、未実施の学校が3校となっ

ております。 
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中学校においても同様に見直しが行われてお

りまして、3月時点で報告しておりました111校

のうち、見直しの実施済みが60校、見直し実施

予定の学校が44校、未実施の学校が7校という

ふうになっております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、私

は、そういったことを聞いているんじゃないん

です。 

「あればせんば、こればせんば」の饗庭議員

に対する答弁で、教育委員会教育長は、「学校

長の判断と責任を持って」というふうにおっし

ゃいましたね。 

実は、この質問をした時に、令和3年2月定例

会の予算決算委員会で教育委員会教育長は、こ

の校則の問題というのは、下着の色を指定する

というのもさることながら、そもそもこの下着

の色を指定する、その確認の行為が人権侵害に

なるのではないのか、そういったおそれがある

からということで、これは私も指摘して、また、

そうならないように取り組んでいると思ってい

るんです。今の状況であると、下着は白の校則

を変えるか、変えないかだけなんです。2月定

例会の予算決算委員会で教育委員会教育長は、

そういうふうに言ったんです。 

その変える、変えないという問題もさること

ながら、そこも大切なんですよ、確認行為はど

うなっているのかと、これは教育委員会教育長、

どうされているんですか。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 現時点で、

まだ見直しを実施していない学校について聞き

取りを行っておりますが、校則の確認につきま

しては、外見で判断できる部分で検査を行って

いるという学校からの報告を受け取っておりま

す。 

特に、校則について点検を行う際におきまし

ては、人権に配慮をして、いきすぎた指導にな

らないようにということについては、これまで

も周知しておりますし、改めて徹底していきた

いというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、私

から指摘されてはじめて通知を出したんですよ。

今までやっていました、やっていました、違う

じゃないですか。そういった報告はいかがなも

のかと思いますよ。 

教育委員会教育長、実は、長崎大学教育学部

附属中学校も、下着の色をまだ見直しをしてな

い、これからやっていきますということで間違

いありませんか。それだけを確認させてくださ

い。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 先ほどの報

告の中で申し上げました、見直しを実施予定と

いうふうに伺っております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） それで、この長崎大学

教育学部附属中学校というのは、長崎県内の教

育の研究機関なんです。県の職員の皆さん方の

お子さんも多数通学されているんです。ね、教

育委員会教育長。その中で、いいですか、長崎

大学の附属中学校が、長崎県の教育機関、要は、

ここは教員を育てる課程の学校でもあるんです。 

その長崎大学教育学部の池谷和子准教授は、

下着の色に関しては細かい規定は必要ないと、

チェックの方法については人権侵害になると言

っているんです。 

私は何が言いたいかというと、いまだにこう

いったことがあるというのはいかがなものかと。
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中学校においても同様に見直しが行われてお

りまして、3月時点で報告しておりました111校

のうち、見直しの実施済みが60校、見直し実施

予定の学校が44校、未実施の学校が7校という

ふうになっております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、私

は、そういったことを聞いているんじゃないん

です。 

「あればせんば、こればせんば」の饗庭議員

に対する答弁で、教育委員会教育長は、「学校

長の判断と責任を持って」というふうにおっし

ゃいましたね。 

実は、この質問をした時に、令和3年2月定例

会の予算決算委員会で教育委員会教育長は、こ

の校則の問題というのは、下着の色を指定する

というのもさることながら、そもそもこの下着

の色を指定する、その確認の行為が人権侵害に

なるのではないのか、そういったおそれがある

からということで、これは私も指摘して、また、

そうならないように取り組んでいると思ってい

るんです。今の状況であると、下着は白の校則

を変えるか、変えないかだけなんです。2月定

例会の予算決算委員会で教育委員会教育長は、

そういうふうに言ったんです。 

その変える、変えないという問題もさること

ながら、そこも大切なんですよ、確認行為はど

うなっているのかと、これは教育委員会教育長、

どうされているんですか。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（平田修三君） 現時点で、

まだ見直しを実施していない学校について聞き

取りを行っておりますが、校則の確認につきま

しては、外見で判断できる部分で検査を行って

いるという学校からの報告を受け取っておりま

す。 

特に、校則について点検を行う際におきまし

ては、人権に配慮をして、いきすぎた指導にな

らないようにということについては、これまで

も周知しておりますし、改めて徹底していきた

いというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、私

から指摘されてはじめて通知を出したんですよ。

今までやっていました、やっていました、違う

じゃないですか。そういった報告はいかがなも

のかと思いますよ。 

教育委員会教育長、実は、長崎大学教育学部

附属中学校も、下着の色をまだ見直しをしてな

い、これからやっていきますということで間違

いありませんか。それだけを確認させてくださ

い。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 先ほどの報

告の中で申し上げました、見直しを実施予定と

いうふうに伺っております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） それで、この長崎大学

教育学部附属中学校というのは、長崎県内の教

育の研究機関なんです。県の職員の皆さん方の

お子さんも多数通学されているんです。ね、教

育委員会教育長。その中で、いいですか、長崎

大学の附属中学校が、長崎県の教育機関、要は、

ここは教員を育てる課程の学校でもあるんです。 

その長崎大学教育学部の池谷和子准教授は、

下着の色に関しては細かい規定は必要ないと、

チェックの方法については人権侵害になると言

っているんです。 

私は何が言いたいかというと、いまだにこう

いったことがあるというのはいかがなものかと。
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私は、それをなんで、先ほど饗庭議員の質問に

関して、学校の裁量だと言うのかと言っている

んです。 

これは県警本部長、長崎県の迷惑行為防止条

例とあるんですよ。学校敷地内で、実は学校の

先生方の盗撮の事件があったんです。これを、

こんな事件があったから改正しようとしたんで

す。したんです、本会議のこの場でね。 

そういったことの過程があるにも関わらず、

なんでこれは教育委員会教育長、踏み込んでい

かないんですか。もっと踏み込んでいくべきじ

ゃないんですか。いかがですか、見解を聞かせ

てください。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 校則と申し

ますのは、学校運営をするうえでの生徒が守る

べき規律というものを、学校それぞれの態様、

生徒の状況、地域の状況等々、総合的に勘案し

て定められる、最小限の範囲内で定められるべ

きものだということで、最終的には学校の教育

について責任を負っております校長にその制定

の権限、見直しの権限はあるということは、こ

れは法律的にもそう言われておりますし、文部

科学省の通知の中でも、改めて申し上げますが、

そういうふうに明言をされております。 

ただし、その校則のあり方の必要性につきま

しては、これまでも通知等々でも言っておりま

すけれども、改めてどういう定め方、どこまで

定める必要があるのかということについては、

今の他校における見直しの状況とか、見直され

ている実例とか、そういう情報を各学校にも伝

えながら、積極的な見直しを促進していきたい

という立場でございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、お

尋ねしますけれど、そうであれば、その各学校

の人事権は、誰が配置をされていますか。この

国立の長崎大学教育学部附属中学校も含め、県

内の公立中学校、高校も含めて、校長の人事権

は、誰が配置されますか。そこだけお答えくだ

さい。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 教員の人事

配置につきましては、市町教育委員会のご意見、

進達も受けながら、県教育委員会で行っており

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） そうでしょう。という

ことは、人事権はそういうふうに発令しながら、

学校の校長の裁量ですというのは、これは長崎

県の子どもたち、また保護者、そういう答弁は

ないんじゃないかと私は思っているんです。 

私は、子どもたちがしっかりと勉強できる環

境をつくるのが、私たち大人の務めだと思って

いるんです。 

この国立の附属中学校を、いろいろ調査をし

ました。そうしたら、これからやっていくんで

すと簡単に言いましたけれども、私は調べまし

た。この国立の附属中学校の生徒に面談したん

です。そうしたら、全く話がないと言うんです。 

教育委員会教育長、こういった現状というの

はいかがなものかと。子どもたちには、正直で

あれ、嘘をつくな、簡単に言いますとね。肝心

かなめの教育現場の先生方が、子どもたちに胸

を張って、この校則のあり方というのは、こう

あるべきだと言えるかと私は言っているんです。 

教育委員会教育長、校則というのは、確かに

必要なところはあるんですよ。私は、全面的に

否定しているわけじゃないんです。その運用を

どのようにするかというので、子どもたちを守
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っていかないといかんと言っているんです。 

立憲民主党のある国会議員が、「合意があれ

ば50歳のおじさんでも中学生との性行為で逮

捕されるのはいかがなものか」と言っているん

です。こんなばかげたことを国会で言っている

んですよ。だから、なおさら私は、この問題を

しっかりと議論せんといかんと思っているわけ

です。 

教育委員会教育長、見解を聞かせていただき

たいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 私どもも、

県教育委員会の権限の行使につきましては、

様々な法令等の根拠に基づいて行うべきものだ

と考えております。 

附属中学校に関しましては、設置者が国であ

りますので、私どもとは設置者が異なります。

異なる設置者に対して、県教育委員会が指導等

を行う権限はないという中で、ただ、私どもが

調べた様々な取組についての情報提供はしてい

くという考えでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、確

かに長崎大学附属中学校は国立でございます。

私もそれは知っております。 

だからと言って、あそこに行っている子ども

たちは、長崎県の子どもたちですよ。国立の附

属中学校だから、私たちはいろいろ言えないん

だ、そうじゃなくて、じゃ、国に言ったらいい

じゃないですか。 

私は、平田教育委員会教育長、あなたも就任

早々、こういった質問をされて、大変ご苦労が

絶えないと思うわけでございますが、いずれに

しても私は、長崎県の子どもたちの未来を見据

えてこういった質問をしているんです。ぜひ、

私の意向を酌んで頑張っていただきたいと思っ

ております。 

次の質問に移りたいと思います。 

4、長崎県産業振興財団における基金運用の

あり方について。 

（1）透明性のある運用について。 

令和3年2月定例会長崎県議会予算決算委員

会において、長崎県産業振興財団運用について

の私の質問に対し、監査事務局長は、「平成28

年度以降、選定経過を残すようにされており、

今年の2月には、協議内容についての議事録を

整備する旨の改正がなされているので、現時点

においての監査を行う必要はないと考えており

ます」と答えております。 

そうであれば、平成28年度以前の長崎県産業

振興財団の資産運用のあり方について監査を行

う必要があると思われますが、代表監査委員の

見解をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 代表監査委員。 

〇代表監査委員（濵本磨毅穂君） 長崎県産業振

興財団の基金運用についてですけれども、もと

もとが平成14年度に定めました資産運用規程

に基づいて、検討委員会という組織で運用方法

が協議され、その結果、運用することとなった

銘柄を購入するという形での伺い文書が残され

ております。 

そういう中で、平成28年度から、先ほど議員

もおっしゃいましたけれども、伺い文書に選考

経過がわかる資料が添付され、さらに、本年2

月には議事録を整備する旨の規程改正もなされ

ているという状況でございます。 

おっしゃるように、平成27年以前においても、

選考過程がわかる資料を残しておくことが事務

的には望ましかったものと思いますけれども、

その後、財団の判断で改善が図られているとい

─ 194 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２８日）

っていかないといかんと言っているんです。 

立憲民主党のある国会議員が、「合意があれ

ば50歳のおじさんでも中学生との性行為で逮

捕されるのはいかがなものか」と言っているん

です。こんなばかげたことを国会で言っている

んですよ。だから、なおさら私は、この問題を

しっかりと議論せんといかんと思っているわけ

です。 

教育委員会教育長、見解を聞かせていただき

たいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君） 私どもも、

県教育委員会の権限の行使につきましては、

様々な法令等の根拠に基づいて行うべきものだ

と考えております。 

附属中学校に関しましては、設置者が国であ

りますので、私どもとは設置者が異なります。

異なる設置者に対して、県教育委員会が指導等

を行う権限はないという中で、ただ、私どもが

調べた様々な取組についての情報提供はしてい

くという考えでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、確

かに長崎大学附属中学校は国立でございます。

私もそれは知っております。 

だからと言って、あそこに行っている子ども

たちは、長崎県の子どもたちですよ。国立の附

属中学校だから、私たちはいろいろ言えないん

だ、そうじゃなくて、じゃ、国に言ったらいい

じゃないですか。 

私は、平田教育委員会教育長、あなたも就任

早々、こういった質問をされて、大変ご苦労が

絶えないと思うわけでございますが、いずれに

しても私は、長崎県の子どもたちの未来を見据

えてこういった質問をしているんです。ぜひ、

私の意向を酌んで頑張っていただきたいと思っ

ております。 

次の質問に移りたいと思います。 

4、長崎県産業振興財団における基金運用の

あり方について。 

（1）透明性のある運用について。 

令和3年2月定例会長崎県議会予算決算委員

会において、長崎県産業振興財団運用について

の私の質問に対し、監査事務局長は、「平成28

年度以降、選定経過を残すようにされており、

今年の2月には、協議内容についての議事録を

整備する旨の改正がなされているので、現時点

においての監査を行う必要はないと考えており

ます」と答えております。 

そうであれば、平成28年度以前の長崎県産業

振興財団の資産運用のあり方について監査を行

う必要があると思われますが、代表監査委員の

見解をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 代表監査委員。 

〇代表監査委員（濵本磨毅穂君） 長崎県産業振

興財団の基金運用についてですけれども、もと

もとが平成14年度に定めました資産運用規程

に基づいて、検討委員会という組織で運用方法

が協議され、その結果、運用することとなった

銘柄を購入するという形での伺い文書が残され

ております。 

そういう中で、平成28年度から、先ほど議員

もおっしゃいましたけれども、伺い文書に選考

経過がわかる資料が添付され、さらに、本年2

月には議事録を整備する旨の規程改正もなされ

ているという状況でございます。 

おっしゃるように、平成27年以前においても、

選考過程がわかる資料を残しておくことが事務

的には望ましかったものと思いますけれども、

その後、財団の判断で改善が図られているとい
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うことから、今後も引き続き、財団において透

明性の確保に努めていただきたいと考えている

ところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 代表監査委員、その答

弁は何ですか。私たちは、県民から負託いただ

いて、きちんと監査をしてないといけないんじ

ゃないかと、平成28年度以降はきちんとしてい

るけれど、それ以前はしてないとあなた方は認

めているんですよ。認めているにも関わらず、

今になったら何ですか。しないということです

か。そういった県民を愚弄するような言い方は

いかがなものかと。 

代表監査委員、実は、この質問をするに当た

って県民の方から言われました。「代表監査委

員に質問したって、先生、一緒じゃないんです

か」と。「どうしてですか」、「あの人は、金

子知事の時以来、この財団理事長をしていたか

ら、やはり上司と部下で、しにくいんじゃない

ですか」と、私は、そんなことを言われたから、

「代表監査委員がそんなことをするわけないん

じゃないか。正々堂々とやるんだ」と、私は言

い切ったんです。しかし、その答弁じゃ、県民

に私はどういうふうにしたらいいかわからない

んです。 

代表監査委員、もうひと踏ん張り、よろしく

お願いします。 

〇議長（瀬川光之君） 代表監査委員。 

〇代表監査委員（濵本磨毅穂君） 先ほど、事務

的に望ましくなかったと申しましたけれども、

そのことがイコールで、運用の方法そのものが

好ましくなかったということを言ったわけでは

ございませんので、その点はご理解をいただき

たいと思います。（発言する者あり） 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 代表監査委員、マスク

していて、ぐじゅぐじゅ、ぐじゅぐじゅ言って、

何を言っているかわからないから、もう一回言

っていただけませんか。 

〇議長（瀬川光之君） 代表監査委員。 

〇代表監査委員（濵本磨毅穂君） 事務的にそう

いう運用決定過程がわかる書類が残されていな

かったということは、事務的には望ましくなか

ったというふうに考えておりますが、そのこと

がイコールで運用決定の内容そのものが悪かっ

たということを言っているわけではございませ

ん。それを透明性を増すために、そういう書類

をしっかりと今後は付けてくれということで、

私どもも考えておりますし、財団自体もそうい

うことでの是正をしておりますので、今の時点

で、平成27年以前の監査を改めてするというこ

とについての考えはございません。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 代表監査委員、この件

に関しては、また他の同僚議員がしっかりやっ

ていただくと思いますのでね。私は、今の答弁

では納得しておりませんよ、県民の皆さんも。

一千何百億円のお金を運用しているんです。私

も誠意を持って質問しているんですよ。よろし

くお願いしたいと思います。 

5、長崎県地方卸売市場及び長崎県漁業公社

に対する県の姿勢について。 

（1）長崎県地方卸売市場、長崎県魚市場条

例の制定経過及び運用について。 

マスコミ報道によりますと、長崎地方卸売市

場の卸会社から長崎県漁連に対してブリやサバ

などの仕入れ名目での架空請求を出し、長崎県

漁連から2014年から2016年の間に約4,700万円

を不正にだまし取る事件が発生しました。この

事件に対して、県当局は、どのように認識し、
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今後の対応策をどのように講じられているのか、

上田副知事にお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君） ただいま、長崎卸売市

場の中の仲卸事業者で起きた不祥事の事案につ

いての認識のお尋ねであります。 

現在、公判中ですので、詳しくはお話をする

つもりはございませんけれども、この事案は、

通常、卸売事業者から仲卸事業者の方に魚介物

の販売が競りによって行われます。その後に、

仲卸事業者の中の職員による架空取引による不

正事案と、そういうふうに認識をいたしている

ところでございます。 

県の方では、平成31年から市場の卸売事業者

についての条例に基づく検査を行っております

ので、その点について引き続き行っていきたい

と思っているところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、令和2年

12月15日に、私は、この件で水産加工流通課に

話をさせていただきました。そういたしました

ら、長崎魚市場の指導監督上必要な対策を講じ

ていくと、市場の検査の実施等を通じて、市場

の業務の適正化かつ健全な運営の確保に努めて

いくと報告があったんです。これ、上田副知事、

ご存じでしたか。 

去年の12月15日に私に話があったんです、こ

の事件の話をした時ですね。上田副知事、この

時点で、あなたにもそういった話がありました

か。あったか、なかったか、そこだけお答えく

ださい。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君）どの時点かというのは、

現時点で定かに記憶はありませんけれども、昨

年、あるいは一昨年、こういう事案が起こった

という際には、私の方にも報告があっておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、これは令

和2年12月10日から令和3年5月27日まで、ずら

っとこの経過を書いているんです。 

水産部長、そもそもこの経過というのは、上

田副知事にきちんと報告しないといけないんだ

よ。今、上田副知事は苦しい答弁ですよ。なぜ

かというと、あなたがきめ細かに報告してない

からだよ。 

水産県長崎県でこういった事案が発生した時

に、本来であれば、市場条例に基づいて監査し

ないといけないんですよ。いかがですか、そう

じゃありませんか。 

今、公判中だろうが、何だろうが、そんなお

っしゃっていますけれども、汗水流して働いて

納めた魚が、架空取引でこんなことがあったん

ですよ。私に説明する時は、「商取引で、こん

なことは先生、当たり前なんです」と、そうい

った説明はあったけれども、当たり前だろうが、

何だろうが、架空請求で不正取引があったんだ

から、それはきちんと調査するのが水産部の務

めでしょうが。ましてや、きちんと担当の上田

副知事に報告してないとはいかがなものかと。 

私は、上田副知事、あなたにこういった質問

をして、大変申し訳なかったけれども、私は、

水産行政がしっかりしてないから、あえて質問

させていただいたんですよ。 

水産部長、今こそは返事をして、あなたがね、

上田副知事、答えますか。わかりました。どう

ぞ。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君）こういった事案につき

ましては、水産部の方からは報告を受け、そし
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〇副知事（上田裕司君） ただいま、長崎卸売市

場の中の仲卸事業者で起きた不祥事の事案につ

いての認識のお尋ねであります。 

現在、公判中ですので、詳しくはお話をする

つもりはございませんけれども、この事案は、

通常、卸売事業者から仲卸事業者の方に魚介物

の販売が競りによって行われます。その後に、

仲卸事業者の中の職員による架空取引による不

正事案と、そういうふうに認識をいたしている

ところでございます。 

県の方では、平成31年から市場の卸売事業者

についての条例に基づく検査を行っております

ので、その点について引き続き行っていきたい

と思っているところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、令和2年

12月15日に、私は、この件で水産加工流通課に

話をさせていただきました。そういたしました

ら、長崎魚市場の指導監督上必要な対策を講じ

ていくと、市場の検査の実施等を通じて、市場

の業務の適正化かつ健全な運営の確保に努めて

いくと報告があったんです。これ、上田副知事、

ご存じでしたか。 

去年の12月15日に私に話があったんです、こ

の事件の話をした時ですね。上田副知事、この

時点で、あなたにもそういった話がありました

か。あったか、なかったか、そこだけお答えく

ださい。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君）どの時点かというのは、

現時点で定かに記憶はありませんけれども、昨

年、あるいは一昨年、こういう事案が起こった

という際には、私の方にも報告があっておりま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、これは令

和2年12月10日から令和3年5月27日まで、ずら

っとこの経過を書いているんです。 

水産部長、そもそもこの経過というのは、上

田副知事にきちんと報告しないといけないんだ

よ。今、上田副知事は苦しい答弁ですよ。なぜ

かというと、あなたがきめ細かに報告してない

からだよ。 

水産県長崎県でこういった事案が発生した時

に、本来であれば、市場条例に基づいて監査し

ないといけないんですよ。いかがですか、そう

じゃありませんか。 

今、公判中だろうが、何だろうが、そんなお

っしゃっていますけれども、汗水流して働いて

納めた魚が、架空取引でこんなことがあったん

ですよ。私に説明する時は、「商取引で、こん

なことは先生、当たり前なんです」と、そうい

った説明はあったけれども、当たり前だろうが、

何だろうが、架空請求で不正取引があったんだ

から、それはきちんと調査するのが水産部の務

めでしょうが。ましてや、きちんと担当の上田

副知事に報告してないとはいかがなものかと。 

私は、上田副知事、あなたにこういった質問

をして、大変申し訳なかったけれども、私は、

水産行政がしっかりしてないから、あえて質問

させていただいたんですよ。 

水産部長、今こそは返事をして、あなたがね、

上田副知事、答えますか。わかりました。どう

ぞ。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君）こういった事案につき

ましては、水産部の方からは報告を受け、そし
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て、その後の対応のあり方等についても、一緒

になって協議をしてきているところでございま

す。 

議員ご指摘の、そういった卸売市場に対する

県の検査でございますけれども、この条例に基

づきます県の検査、あるいは指導の権限、これ

は卸売市場の中での生産者から受託を受けた魚

を卸売の事業者が仲卸の事業者に競り等で販売

を行う、この間の市場内の流通が適正に規則に

応じてできているかというのを確認するもので

ございます。 

今回の事案は、その流通後に、仲卸事業者の

社内で起きた事案というふうに認識をいたして

おります。そういった意味では、私ども県の検

査の、あるいは指導の権限が及ばないところで

ございます。 

そういった意味で、市場内の通常の流れが適

正に行われているかということを、引き続き、

検査を通して確認をしていくという趣旨で対応

をしていくことを、協議しながら決めたところ

でございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、そうおっ

しゃいますけれども、令和3年5月27日に、実は、

競りの取引の実施把握を含め、例年実施してい

る監査の一環として検査を実施する予定である

旨を私に報告しているんですよ。 

今のお話では、できない、できない、そうい

った規定はあるけれど、できませんけれどもで

すねという話だったんです。実際、これは入る

と言っているんです。そういったことをしっか

りと、もっとコミュニケーションをとってやっ

ていただきたいと思うんです。 

もう一つ、水産部長にお尋ねします。 

昭和47年1月1日から令和2年6月20日の期間

に、長崎魚市場条例の検査に関する規定をわざ

わざ削除し、市場への検査を実施していなかっ

た事由を水産部長にお尋ねしたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長（斎藤 晃君） まず、検査を実施し

てこなかったのは事実でございまして、平成30

年まで、いわゆる法令に基づく検査を行ってき

てないということでございます。 

これは日常的に担当、専門の職員が長崎魚市

場に出向いて、運営状況とか仕業といったもの

を行ってきており、そういったことで、適正な

運営がなされていると判断して行ってきていな

かったものというふうに認識しております。 

また、令和2年に魚市場条例を削除というこ

とをしておりますが、これにつきましては、新

たな市場法が制定されたということでございま

すので、そのあたりを整理したものでございま

す。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 水産部長、その答弁は

いかがなものかと思いますよ。 

私から農水経済委員会で指摘されて、市場に

今まで入ってないから、入らないといかんのじ

ゃないかという指摘を受けて、はじめて入った

んじゃないですか。いかがですか、イエスかノ

ーかでお答えください。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長（斎藤 晃君） ご指摘のとおり、平

成30年度まで検査を行ってこなかったところ

でございますが、平成元年の農水経済委員会に

おいて、ご指摘を受けたこと、あるいは他県の

取組とか農林部の対応を見ながら、検査が必要

と判断いたしまして、令和元年度以降、検査を

実施しているところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 
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〇３２番（山田博司君） 水産部長、大事なこと

を忘れているじゃないですか。どの委員から指

摘されたかというのを私は言っているんです。

そこだけお答えください。具体的に名前を言っ

てください。 

〇議長（瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長（斎藤 晃君） 令和元年9月25日の

農水経済委員会で山田博司委員からご指摘をい

ただいて、また、各部の対応等を勘案して検査

を開始したところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 水産部長、それを忘れ

ちゃいけませんよ。山田博司ですからね。 

それでは水産部長、この魚市場のしっかりと

した体制をやっていただきたいと思って、次の

質問に移りたいと思います。 

（2）長崎県漁業公社における令和2年の自然

災害発生について。 

令和2年9月2日から3日にかけ、台風9号の影

響により、長崎県漁業公社のヒラメやトラフグ

の陸上養殖稚魚約10万5,000匹が全滅するとい

う事案が発生しました。 

公社の代表取締役上田副知事に対しては、令

和2年9月3日に報告した一方で、当時の農水経

済委員会に対しては、詳細な説明、報告もあり

ませんでした。 

そして、本年5月22日、長崎県漁業公社が大

手警備会社に対し、約760万円の損害賠償を求

めて提訴しております。そこに至った事由を上

田副知事にお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君） 昨年9月の台風被害に

つきましては、その状況につきまして、県全体

の被害状況を水産部の方で農水経済委員会に報

告をいたしているところでございます。 

さらに現地の視察調査がございました。この

際に、漁業公社の方で、施設の被害状況等の現

地の説明を行っているところでございます。 

ただ、時間の都合もあり、小佐々にあります

栽培漁業センター、これは県の施設ですけれど

も、その説明にとどまらざるを得ず、プロパー

施設であります矢岳地区の事業所内での被害に

よる魚類の死滅については、報告をいたすこと

ができなかったところでございます。 

今回の被害につきましては、今、議員ご指摘

のとおり、10万5,000尾の飼育魚が死滅したと

ころでございます。 

魚類被害は、当公社の全飼育尾数が420万尾

ございまして、その2.5％の尾数で幸いにもとど

まったというところがございます。そういった

ことで、説明をいたしきれなかったというふう

に認識をいたしているところでございます。 

しかしながら、漁業公社は、県の栽培漁業セ

ンターを活用して、県下に種苗の生産を行うと

いう基幹施設でございます。そういったことか

ら、今後は、災害等による重大な支障、影響を

及ぼすような事案につきましては、しっかりと

対応するとともに、また、ご報告もさせていた

だきたいと思っているところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事は、中村県

政を支える、いわゆる助さん、格さんの立場で

あってね。私も、この質問をするのは忍び難か

ったんです。 

しかし、上田副知事、中村知事、聞いてもら

いたいのは、この件は、委員会にも報告しない。

私たちは、提訴したというのは新聞報道で知っ

たんです。こんな悲しいこと、ありますか。水

産県長崎県ですよ。この報告を今回の議会に上

げるのかと、上げてないんです、水産部長は。
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あってね。私も、この質問をするのは忍び難か

ったんです。 
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たんです。こんな悲しいこと、ありますか。水

産県長崎県ですよ。この報告を今回の議会に上

げるのかと、上げてないんです、水産部長は。
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なんで上げないんですか。 

簡単に言うと、大した問題じゃないと思って

いるんです。水産部長は、大した問題じゃない

と思っているかもしれませんけれど、私たちは、

水産県長崎県に議席を置く議員としては、この

長崎県漁業公社は大切なものなんですよ。 

水産部長、あなたは、その認識を変えていた

だきたい。水産庁から来ているからといって、

もっと長崎県に愛情を持ってもらいたいですよ。

だから、あえて、この質問をさせていただきま

した。 

そういったご理解をいただいてですね、上田

副知事、何か答弁しますか。したいんだったら

してください。 

〇議長（瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事（上田裕司君）この栽培漁業センター、

漁業公社、水産行政一般に対しまして、現在、

水産部の方では懸命になって取組みを進めてい

るところでございます。この漁業公社に対して

も、水産部の方は熱い指導、そして支援をして

いるところでございます。 

こういった被害等が生じた場合には、その内

容を見極めながら適切に対応し、また報告もさ

せていただきたいと思っているところでござい

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 上田副知事、あなたは

よくまとめていただきました。ありがとうござ

いました。今後、上田副知事、しっかりと漁業

公社を守り、支えていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

6、コロナ禍におけるワーケーションを活用

した地方創生活性化の取組みについて。 

（1）デュアルスクールの導入・整備につい

て。 

徳島県が2016年から実施しているデュアル

スクールは、区域外就学制度を擁し、子育て世

帯が体験移住や二拠点生活、リモートワークを

行われたり、都市部、地方の行き来を容易にし、

双方で教育を受けることができる新しい学校の

形です。 

新しい働き方、ワーケーション等の利用に当

たり、子育て世帯の方々の教育に関する不安の

払拭や、子どもと過ごす時間の増加、子どもの

豊かな体験機会の提供に結びつく制度でありま

す。受入れ自治体側にとりましても、新しい人

間関係や学校の活性化につながる。 

教育による地方創生を目指す長崎県としても、

ワーケーションにおける区域外就学制度を導入

すべきと考えますが、教育委員会教育長の見解

をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（平田修三君）地方移住等

に伴います区域外就学制度の活用につきまして

は、平成29年度に国から活用の通知が発せられ

ており、その際、市町教育委員会にもご案内を

しているところでございます。 

しかし、その後、なかなか活用が進んでいな

いのが実態ですけれども、この制度は、ワーケ

ーション等を希望する方々の多様なニーズに応

える受入体制の整備につながるものであると考

えております。 

今後、市町におけるワーケーション推進策の

一つとして、この制度の周知活用について、関

係部局と連携しながら、市町に積極的に働きか

けてまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 教育委員会教育長、こ

れはいい制度ですから、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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（2）ワーケーションを軸とした「企業版ふ

るさと納税」の創設について。 

コロナが長引く中、テレワークが新しい日常

における働き方として広がってきております。

働き方改革の推進と地域創生を目的に、政府や

各省庁でも促進、普及に力を入れております。 

長崎県としても、企業版ふるさと納税を活用

したワーケーションプランを立て、子育て世帯

等、より多くの方々が長崎県を訪問地として利

用しやすい制度を導入すべきであると考えます

が、県当局の見解をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）企業版ふるさ

と納税を活用するに当たっては、企業のニーズ

を把握し、寄附の動機づけにもつながる施策を

講じる必要があると考えております。 

ワーケーション等に関する企業の皆様とのこ

れまでの意見交換の中では、「仕事ができる情

報通信環境」、また「地域の住民や事業者と交

流する場や地域の課題に触れる機会」、さらに

「子育て世帯が利用しやすい環境づくり」など

に関するご意見をいただいているところであり

ます。 

ワーケーションなどの際に仕事に従事する

方々と併せてその家族も呼び込むことは、関係

人口や移住の拡大にもつながる視点の一つであ

り、今後、例えば子育て世帯を対象とした体験

プランなど、企業や市町のニーズも踏まえなが

ら、来年度に向けて検討してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 地域振興部長、教育委

員会教育長、ぜひ連携を取って進めていただき

たいと思います。 

これは、離島の関係者が大変期待を寄せてお

ります。もちろん県内各地も大変関心を寄せて

おりますので、ぜひしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。 
7、長崎県の財政状況について。 

（1）財源確保に対する県当局の姿勢につい

て。 

長崎県令和3年度当初予算およそ7,500億円

に対して、令和3年度当初県債の残高は1兆

3,000億円で、県民一人当たり約96万円の負債

という大変厳しい財政状況です。 

そこで県当局は、「長崎県行財政運営プラン

2025」を作成し、歳入の確保、県有財産の有効

活用を示しております。 

歳入の確保は、担当部署から各部へ強く要請

しますが、県有財産の有効活用のチェックは、

各部に任せきりで丸投げになっていると思われ

ます。この状態のままでは健全な財政運営は遠

のくばかりと思われますが、平田副知事の見解

をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 平田副知事。

〇副知事（平田 研君） 議員ご指摘の本県の財

政状況は、大変厳しい状況でございますけれど

も、「行財政運営プラン2025」に掲げます「県

有財産の有効活用」として、未利用地の活用や

売却に取り組んでいるところであります。 

県で未利用地として分類しております土地は、

職員公舎跡地とか県立学校跡地、土木部では不

要となった代替地、廃川・廃道敷、都市再開発

用地、廃ふ頭用地、神ノ島等の工業団地がござ

います。 

先ほど、各部に任せているのではないかとい

うお話でございましたけれども、当然各財産に

よって担当部はあるわけでありますけれども、

各部において、しっかり未利用地の活用、売却

への取組が進むよう、私としても担当部に対し
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ております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 地域振興部長、教育委

員会教育長、ぜひ連携を取って進めていただき

たいと思います。 

これは、離島の関係者が大変期待を寄せてお

ります。もちろん県内各地も大変関心を寄せて

おりますので、ぜひしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。 

7、長崎県の財政状況について。 

（1）財源確保に対する県当局の姿勢につい

て。 

長崎県令和3年度当初予算およそ7,500億円

に対して、令和3年度当初県債の残高は1兆

3,000億円で、県民一人当たり約96万円の負債

という大変厳しい財政状況です。 
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2025」を作成し、歳入の確保、県有財産の有効

活用を示しております。 
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ます。この状態のままでは健全な財政運営は遠

のくばかりと思われますが、平田副知事の見解

をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 平田副知事。

〇副知事（平田 研君） 議員ご指摘の本県の財

政状況は、大変厳しい状況でございますけれど

も、「行財政運営プラン2025」に掲げます「県

有財産の有効活用」として、未利用地の活用や

売却に取り組んでいるところであります。 

県で未利用地として分類しております土地は、

職員公舎跡地とか県立学校跡地、土木部では不

要となった代替地、廃川・廃道敷、都市再開発

用地、廃ふ頭用地、神ノ島等の工業団地がござ

います。 

先ほど、各部に任せているのではないかとい

うお話でございましたけれども、当然各財産に

よって担当部はあるわけでありますけれども、

各部において、しっかり未利用地の活用、売却

への取組が進むよう、私としても担当部に対し
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ては指導してまいりたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 平田副知事、これは平

成25年、私が未利用地の売却実績をいろいろと

確認させていただきましてね。それから、平成

25年から総務部はどれだけその実績があるか

というと30％です。それで、土木部は19％なん

ですよ。 

私が平田副知事にこの質問をした理由という

のは、後ろにいらっしゃる産業労働部と土木部

の意思疎通がうまくいっていないんです。 

産業労働部は、いかにして企業誘致をしっか

りやろうかとしているんです。しかしながら、

土木部においては、そういった産業労働部の意

向をしっかりと受けて取り組んでいこうという

過程が見られていないんです。だから、私は指

摘しているんです。 

それで、もう一つ言わせていただきますと、

地方自治法の第237条に、「普通地方公共団体

の財産は、適正な対価なくしてこれを譲渡し、

もしくは貸付してはならない」という規定は、

平田副知事、ご存じですか。知っているか、知

っていないか、そこだけお答えください。 

〇議長（瀬川光之君） 平田副知事。

〇副知事（平田 研君） 条文の数字まで、第

237条というのを明確に存じておるわけではあ

りませんけれども、適正な対価で譲渡、譲渡す

る際には適正な対価でということは承知してい

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） それでね、平田副知事、

実は長崎県の公有財産の取得や処分にかかるあ

り方というのを調べたんです。 

そうしたら長崎県の場合は、大体、概算の評

価額が3,000万円以上の場合に、いいですか、鑑

定評価を入れるとか、評価額を、第3者を入れ

ると言っているんです。 

福岡県とか佐賀県とか熊本県は、全部ちゃん

と鑑定するとなっているんです。いいですか。

さらに大分県、宮崎県、鹿児島県は、大体200

万円ぐらいなんです。代表監査委員、聞いてい

ますか。 

これを、こういった評価の制度があるという

のを、平田副知事、ご存じでしたか。知ってい

るか、知っていないか、そこだけお答えくださ

い。 

〇議長（瀬川光之君） 平田副知事。

〇副知事（平田 研君） 今回、山田博司議員か

らの質問で、評価の方法についてのお話がある

というようなことで、長崎県の運用については

承知をいたしました。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 総務部長にお尋ねしま

す。総務部長、こういった他県に比べたらです

ね、地方自治法に照らし合わせたら、明確な評

価をきちんとやっているんです。我が長崎県は

3,000万円ですよ、いいですか。福岡県とか佐賀

県とか熊本県は全てやっているんですよ。この

状態できちんとチェックができると思いますか。

やっぱり他県に見習って、ぐっと下げんといか

んのじゃないですか、いかがですか。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）ご指摘いただきまし

た概算評価額の関係であります、3,000万円とい

う基準がどうして設けられたかというのは、今

回のご質問もございましたので調査をしてみた

んですけれど、明確なところはちょっとわかっ

ておりません。 

ただ、今ご指摘いただきましたとおり、今後

の評価の考え方のところにつきましては、各県

─ 201 ─



令和３年長崎県議会・６月定例会（６月２８日）

の取扱いも参考とし、あるいは費用対効果も勘

案しながら、関係各課と検討していきたいと思

っております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 知事、中村県政は、地

域を回っていたら、中村知事の評価が高いんで

す。にもかかわらず、中村知事が一生懸命にや

っている一方で、こういった土木部で、企業誘

致を一生懸命やろうとしている、その阻害する

というかね、動きを止めるような、いかがなも

のかと。 

ある県有財産で、1年間に大体180万円、これ

は目的外、通常使用許可も含めてする一方で、

これを企業用地として売却したら、担当部署か

ら資料をいただきましたら9,700万円です。企業

誘致もできる、売却して9,700万円も入る、一方

で、きちんと整理すれば、これが活用できると

いうにもかかわらず、土木部が拒むんです。 

拒んだ挙げ句に、いろいろと調べたら、この

財産の3,000万円以上の場合に不動産鑑定士を

入れるとかですね。これは実はどの時点であっ

たかと、平成12年から始まったんです。平成12

年の知事は誰かと、総務部長、知っていますよ

ね。 

だからね、長崎県の知事は、中村知事です。

しっかりと、こういった適正な財源確保に対す

る県の姿勢を、私はあえて質疑をしているわけ

でございまして、この質問に対して総務部長、

しっかりとやっていただきたいと思うんですよ。

県の財政を担っているのはあなたなんです。あ

なたしかできないと私は思っているんです。も

う一度、総務部長、あなたの意欲を聞かせてい

ただきたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 議員ご指摘の県有財

産の関係でありますけれども、私も、「行財政

運営プラン2025」を算定する中におきましても、

県有財産の有効活用ということで、しっかりと

取り組んでいくこととしております。 

ご紹介いただきました関係各課との関係もご

ざいますけれども、今、本庁全体におきまして

検討の会議も設けておりますので、そういった

場もしっかり利用しながら、利活用をみんなで

考えていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 総務部長、一つ指摘を

させていただきたいと思います。いいですか。 

長崎県の公有財産取扱規則の第1章第4条に、

端折って言いますと、「総務部長は公有財産の

実地について調査し、監査を行い、または用途

の変更、廃止、もしくは所管替え、または所属

替えのほか必要な措置を求めることができる」

と規定されているんですよ。いいですか。 

土木部長、聞いておりますか。そういうこと

です。その指摘をして、次の質問に移りたいと

思います。 
8、大村海上自衛隊による夜間緊急搬送用ヘ

リコプターの更新について。 

（1）県要望に対する国の姿勢について。 

自衛隊による急患搬送は、昭和33年開始から

通算5,000回以上を数え、多くの県民、島民の生

命を救っていただいております。 

その具体的な任務は、長崎県の場合ですと、

海上自衛隊第22航空群の救護ヘリ3機でありま

したが、老朽化に伴い除籍されたその後は、後

継機の配備計画はありません。代替機として外

洋での警戒活動が主任務のＳＨ60Ｋ、Ｊが代用

運用されることに対し、海上自衛隊による救護

ヘリの任務の実情等を展示により多くの皆様に

ご理解と周知を図ったうえで、夜間緊急搬送の
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の取扱いも参考とし、あるいは費用対効果も勘
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ら資料をいただきましたら9,700万円です。企業
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いうにもかかわらず、土木部が拒むんです。 
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入れるとかですね。これは実はどの時点であっ
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年の知事は誰かと、総務部長、知っていますよ

ね。 
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る県の姿勢を、私はあえて質疑をしているわけ

でございまして、この質問に対して総務部長、

しっかりとやっていただきたいと思うんですよ。

県の財政を担っているのはあなたなんです。あ

なたしかできないと私は思っているんです。も

う一度、総務部長、あなたの意欲を聞かせてい
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県有財産の有効活用ということで、しっかりと

取り組んでいくこととしております。 

ご紹介いただきました関係各課との関係もご

ざいますけれども、今、本庁全体におきまして

検討の会議も設けておりますので、そういった

場もしっかり利用しながら、利活用をみんなで

考えていきたいというふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 総務部長、一つ指摘を

させていただきたいと思います。いいですか。 

長崎県の公有財産取扱規則の第1章第4条に、

端折って言いますと、「総務部長は公有財産の

実地について調査し、監査を行い、または用途

の変更、廃止、もしくは所管替え、または所属

替えのほか必要な措置を求めることができる」

と規定されているんですよ。いいですか。 

土木部長、聞いておりますか。そういうこと

です。その指摘をして、次の質問に移りたいと

思います。 

8、大村海上自衛隊による夜間緊急搬送用ヘ

リコプターの更新について。 

（1）県要望に対する国の姿勢について。 

自衛隊による急患搬送は、昭和33年開始から

通算5,000回以上を数え、多くの県民、島民の生

命を救っていただいております。 

その具体的な任務は、長崎県の場合ですと、

海上自衛隊第22航空群の救護ヘリ3機でありま

したが、老朽化に伴い除籍されたその後は、後

継機の配備計画はありません。代替機として外

洋での警戒活動が主任務のＳＨ60Ｋ、Ｊが代用

運用されることに対し、海上自衛隊による救護

ヘリの任務の実情等を展示により多くの皆様に

ご理解と周知を図ったうえで、夜間緊急搬送の
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必要性を国に対し要望すべきと考えますが、県

当局の見解をお尋ねします。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監（多田浩之君） 海上自衛隊第22

航空群の救護ヘリＵＨ60Ｊは、現在まで多くの

急患搬送に活用されてまいりましたが、今年度

末までに除籍が予定されていることから、国に

対しまして、代替機または後継機の配備を要望

してまいりました。 

国からは、海上自衛隊の救難機は配備を行わ

ず、第22航空群の哨戒機ＳＨ60Ｊ、Ｋで可能な

限り対応するほか、陸上自衛隊、航空自衛隊を

含む自衛隊全体での統合運用により体制を維持

していくとの見解をいただいたことから、現在、

統合運用に向けたマニュアルづくりを進めると

ともに、陸上自衛隊等との訓練を行うこととし

ております。 

県といたしましては、今後も引き続き、自衛

隊や海上保安庁、医療、消防の各機関等との連

携を図りながら、これまでどおりの離島からの

救急搬送体制の維持、確保に努めるとともに、

各機関の活動を広く県民に紹介する取組につい

ても検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 危機管理監、ぜひその

周知をして、自衛隊の隊員の士気を高め、県民

の皆様方の自衛隊に対する認識を高めていただ

きたいと思います。 

9、自衛隊募集事務にかかる資料提供につい

て。 

（1）県内の市町の状況について。 

自衛隊は、我が国の国防、国際協力、災害救

援、平和活動など重責を担っております。本県

でも、「雲仙・普賢岳災害」や自然災害等にお

きまして多大なる支援活動をいただいておりま

すことはご承知のとおりでございます。 

そこで、各市町において、現在の自衛隊募集

にかかる資料提供の状況を、具体的な市町名を

含め県当局にお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 危機管理監。

〇危機管理監（多田浩之君） 自衛隊募集事務に

かかる募集対象者の情報の提出につきましては、

自衛隊法施行令第120条の規定に基づきまして、

防衛省は、市町に対し紙媒体による提出を依頼

しているところでございますが、本年5月現在、

紙媒体による提出が11市町、住民基本台帳の閲

覧での対応の市といたしましては、長崎市、島

原市、大村市、平戸市、雲仙市、南島原市、東

彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、この10市

町となっております。 

資料の提出が法的に可能であることを明確化

することについて、昨年12月に閣議決定がなさ

れ、本年2月に防衛省と総務省の担当課長の連

名で、「自衛隊法施行令第120条の規定に基づ

き、市町に対し求めることができること」、「こ

の資料として、住民基本台帳の写しを用いるこ

とについて、住民基本台帳法上、特段の問題が

生ずるものではないこと」が通知されており、

県からも、市町に対し通知、依頼したところで

ございます。 

県といたしましては、改めて本通知の内容を

説明し、資料の提出について働きかけてまいり

たいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 中村知事、私は、長崎

県の雲仙・普賢岳災害とか、いろんな水害で自

衛隊の方々にご協力いただいている中で、いま

だにこういったことがあるというのは、まこと

に残念です。 

恐らく、この今の状況を聞いたら、地元の県
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議会議員の先生方も愕然としたと思います。 

そこで、長崎県防衛協会の会長である中村知

事におかれまして、最後にぜひ、こういった、

国もやりましょう、やっていいんですよと言っ

ているにもかかわらず、しないというのはいか

がなものかと、知事の取り組む姿勢を聞かせて

いただきたいと思います。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。

〇知事（中村法道君） 自衛隊は、様々な国防上

の任務を担われるとともに、大規模災害発生時

には、災害派遣要請に応じて献身的なご努力を

いただいているところであります。 

そうした自衛官の募集事務に伴う様々な手続

について、今般、国の方でもその考え方が明確

に整理して示されたところでありますので、そ

うした点については、しっかりと関係市町に説

明をし、協力を求めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 山田博司議員―32番。 

〇３２番（山田博司君） 中村知事、この件に関

してはしっかりと取り組んでいただきたいと思

っております。 

私も、県議会議員5期で、今日はいろいろと

お話をさせていただきました。これからも初心

を忘れることなく、県民・島民のために頑張っ

てまいります。 

どうもありがとうございました。 

〇議長（瀬川光之君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

次に、知事より、諮問第1号の送付がありま

したので、これを上程いたします。 

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

諮問第1号「退職手当支給制限処分に係る審

査請求に関する諮問について」は、長崎県教育

委員会が行った退職手当支給制限処分について、

元公立高等学校教諭から審査請求がなされたた

め、地方自治法の規定に基づき諮問するもので

あります。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（瀬川光之君） 先に上程いたしました第

97号議案、第99号議案乃至第108号議案及び報

告第4号乃至報告第20号並びに諮問第1号につ

きましては、お手元の議案付託表のとおり、そ

れぞれの委員会に付託いたします。 

次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますよう、お願いいたします。 

以上で、本日の会議を終了いたします。 

明日より7月12日までは、委員会開催等のた

め、本会議は休会、7月13日は、定刻より本会

議を開きます。 

本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４９分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

この際、知事より、第109号議案の送付があ

りましたので、これを上程いたします。 

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

第109号議案「令和3年度長崎県一般会計補正

予算（第7号）」は、新型コロナウイルスワク

チンの接種を加速させるため、ワクチン接種体

制等の強化に要する経費について計上し、一般

会計21億1,367万4,000円の増額補正をしてお

ります。 

これを現計予算及び既に提案いたしておりま

す6月補正予算と合算いたしますと、一般会計

7,834億5,205万2,000円となります。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

何とぞ、適正なるご決定を賜りますよう、お

願い申し上げます。 

〇議長（瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た第109号議案につきましては、お手元の議案

付託表のとおり、予算決算委員会に付託いたし

ます。 

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

休憩することにいたします。 

― 午前１０時 ２分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

まず、総務委員長の報告を求めます。 

大場委員長―27番。 

〇総務委員長（大場博文君）（拍手）〔登壇〕 

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第99号議

案「職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委

員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例」のうち関係部分ほか6件であります。 

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、
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承認すべきものと決定されました。 

また、諮問第1号については、棄却すべきも

のと決定されました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

まず、第100号議案「長崎県職員定数条例の

一部を改正する条例」に関し、「長崎県行財政

改革推進プラン」が終了したことに伴い、職員

の定数を100人減らすとのことだが、これまで

主にどのような部署を減らしてきたのかとの質

問に対し、佐世保看護学校の閉校、ねんりんピ

ック、新庁舎建設の業務終了、新幹線用地事務

所の廃止など、過去の組織の改廃等によるもの

が多いが、全庁的にも個別の業務を見ながら減

員したところもあるとの答弁がありました。 

さらに、廃止になった部署は、もともと各部

署の人員を調整のうえ新設されていると思われ

るが、その調整により人員が減った部署は、そ

のままの人数になっているのか。また、逆に人

員を増やさないといけない部署はどのように調

整しているのかとの質問に対し、人員の配置に

当たっては、各部局からヒアリングを実施し、

事業の増減等を確認しているので、一旦減員し

た部署でも、今後、大きな業務が出てくる場合

は人員配置を行うなど、状況に応じながら適切

に配置している。 

また、人員増については、特に、昨年度から

の新型コロナウイルス対策による増員等がある

が、これについては、改廃した部署の人員の活

用、業務見直し等により、必要な部署の増員を

行っているとの答弁がありました。 

これに対し、人は減っているのに業務は減っ

ていないという率直な声があるため、定数や人

員配置については、それぞれの職場と調整した

うえで対応していただきたいとの意見がありま

した。 

次に、第102号議案「長崎県高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例」

に関し、視覚障害者が使用するスマートフォン

に、信号機の情報を送信し、道路横断を支援す

る機能を導入するための条例改正とのことだが、

その導入時期はいつ頃か、また、導入に当たっ

ての課題をどのように認識しているのかとの質

問に対し、本県は、視覚障害者団体等と協議の

うえ、従来の音響式の整備を優先しているため、

来年度以降に試験設置等から進めていきたいと

考えている。 

課題については、横断する方向を示すことが

できないため、今後のシステム開発が望まれる

との答弁がありました。 

これに対し、視覚障害者のスマートフォン普

及率は非常に低く、経済的負担もあることから、

購入等に係る助成について、関係課と連携しな

がら視覚障害者のスマートフォン普及につなげ

ていただきたいとの意見がありました。 

次に、議案外所管事務一般で論議がありまし

た主な事項について、ご報告いたします。 

まず、警察本部関係について、千葉県で児童

5人が死傷した事故に関し、政府は、通学路の

総点検を行い、緊急対策を拡充・強化して速や

かに実行すべきとの方針を出しているが、これ

を受け、早急に取り組んだものはあるかとの質

問に対し、警察庁からの具体的な指示はまだな

いが、過去から取り組んでいる保護誘導活動、

交通安全指導等を強化して取り組むよう各署に

指示を出している。 

今後、具体的な指示が出された場合は、その

内容に基づき、子どもの交通事故防止対策を推

進するとともに、引き続き、学校、道路管理者
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承認すべきものと決定されました。 

また、諮問第1号については、棄却すべきも

のと決定されました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

まず、第100号議案「長崎県職員定数条例の
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ック、新庁舎建設の業務終了、新幹線用地事務

所の廃止など、過去の組織の改廃等によるもの

が多いが、全庁的にも個別の業務を見ながら減

員したところもあるとの答弁がありました。 

さらに、廃止になった部署は、もともと各部

署の人員を調整のうえ新設されていると思われ

るが、その調整により人員が減った部署は、そ

のままの人数になっているのか。また、逆に人

員を増やさないといけない部署はどのように調

整しているのかとの質問に対し、人員の配置に

当たっては、各部局からヒアリングを実施し、

事業の増減等を確認しているので、一旦減員し

た部署でも、今後、大きな業務が出てくる場合

は人員配置を行うなど、状況に応じながら適切

に配置している。 

また、人員増については、特に、昨年度から

の新型コロナウイルス対策による増員等がある

が、これについては、改廃した部署の人員の活

用、業務見直し等により、必要な部署の増員を

行っているとの答弁がありました。 

これに対し、人は減っているのに業務は減っ

ていないという率直な声があるため、定数や人

員配置については、それぞれの職場と調整した

うえで対応していただきたいとの意見がありま

した。 

次に、第102号議案「長崎県高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例」

に関し、視覚障害者が使用するスマートフォン

に、信号機の情報を送信し、道路横断を支援す

る機能を導入するための条例改正とのことだが、

その導入時期はいつ頃か、また、導入に当たっ

ての課題をどのように認識しているのかとの質

問に対し、本県は、視覚障害者団体等と協議の

うえ、従来の音響式の整備を優先しているため、

来年度以降に試験設置等から進めていきたいと

考えている。 

課題については、横断する方向を示すことが

できないため、今後のシステム開発が望まれる

との答弁がありました。 

これに対し、視覚障害者のスマートフォン普

及率は非常に低く、経済的負担もあることから、

購入等に係る助成について、関係課と連携しな

がら視覚障害者のスマートフォン普及につなげ

ていただきたいとの意見がありました。 

次に、議案外所管事務一般で論議がありまし

た主な事項について、ご報告いたします。 

まず、警察本部関係について、千葉県で児童

5人が死傷した事故に関し、政府は、通学路の

総点検を行い、緊急対策を拡充・強化して速や

かに実行すべきとの方針を出しているが、これ

を受け、早急に取り組んだものはあるかとの質

問に対し、警察庁からの具体的な指示はまだな

いが、過去から取り組んでいる保護誘導活動、

交通安全指導等を強化して取り組むよう各署に

指示を出している。 

今後、具体的な指示が出された場合は、その

内容に基づき、子どもの交通事故防止対策を推

進するとともに、引き続き、学校、道路管理者
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等の関係機関と連携のうえ、再発防止対策に努

めたいとの答弁がありました。 

次に、企画部関係について、ＩＲの事業者選

定に関し、公平性・透明性の確保について、ど

のように取り組んできたのかとの質問に対し、

審査基準の事前公表、評価結果の数量化等によ

る客観性の確保、外部有識者による審査委員会

の設置など、国の基本方針に基づいて取り組ん

できたところであるとの答弁がありました。 

さらに、ＩＲ開業に向けた交通アクセスの強

化や交通渋滞対策、従業員向けの住環境整備等

に係る具体的な計画は、いつ頃明らかになるの

かとの質問に対し、この夏にＩＲ事業者が決定

するため、その後、ＩＲ事業者の提案を踏まえ

た具体的な計画を県民の皆様に示すことができ

ると考えている。 

これからも、ＩＲ開業後に想定される様々な

課題や環境の変化等を見据えながら、引き続き、

丁寧に対応していきたいとの答弁がありました。 

これに対し、事業者選定の過程や審査結果、

区域整備計画の内容等については、県民の理解

が深まるよう具体的な情報発信に努めていただ

きたいとの意見がありました。 

次に、地域振興部関係について、九州新幹線

西九州ルートの整備促進に関し、佐賀県の理解

を得て進めていくためには、佐賀県と協調し、

佐賀県に寄り添う必要があるのではないかとの

質問に対し、佐賀県とは、部長同士など事務方

では話をしている。両県が同じ課題認識で、一

緒に行動することで課題解決につなげることが

できるものもあると考えており、様々なチャン

ネルや佐賀県が参加する協議の状況を注視しな

がら、課題認識の把握に努め、取り組んでまい

りたいとの答弁がありました。 

次に、危機管理監関係について、災害対策に

関し、昨年の台風の際、避難所開設の遅れやコ

ロナ対策に不備があった等の指摘があるが、避

難に係る住民への情報発信や避難所の運営等に

ついて、県と市町との連携はどのようになって

いるのかとの質問に対し、避難所の開設・運営

は市町の所管であり、県としては、住民の避難

情報に関する理解を深め、市町の的確な発令の

ための支援や助言を実施するとともに、避難所

の開設やコロナ対策に当たってのチェックリス

トを作成し、提供するなど適切な対応を依頼し

ている。 

避難所の運営等については、今後も、市町と

連携しながら適切に対応していくとともに、災

害の状況や避難所の情報に係る防災情報システ

ムの更新・整備等についても研究していきたい

との答弁がありました。 

最後に、別途、本委員会から、「地方財政の

充実・強化について」の意見書提出方の動議を

提出しておりますので、併せてよろしくお願い

いたします。 

以上のほか、一、薬物対策・児童虐待事案に

ついて、一、職員の採用について、一、Society5.0、

ＤＸの推進について、一、移住・定住促進につ

いて、一、消防団員についてなど、総務行政全

般にわたり活発な論議が交わされましたが、そ

の詳細については、この際、省略させていただ

きます。 

以上で、総務委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） この際、念のため申し上

げます。 

本委員会と文教厚生委員会に分割して付託い

たしておりました第99号議案「職員の服務の宣

誓に関する条例及び公安委員の服務の宣誓に関
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する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、文教厚生委員長の報告終了後に、一括して

審議することにいたします。

お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

まず、第100号議案「長崎県職員定数条例の

一部を改正する条例」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。 

間もなく、表決を終了いたします。 

これにて、表決を終了いたします。 

賛成多数。 

よって、第100号議案は、原案のとおり、可

決されました。 

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、諮問第1号は、棄却すべきものと決

定され、議案は、それぞれ原案のとおり、可決、

承認されました。 

次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

浦川委員長―10番。 

〇文教厚生委員長（浦川基継君）（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第99号議

案「職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委

員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例」のうち関係部分ほか4件であります。 

慎重に審査いたしました結果、第106号議案

「長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正す

る条例」につきましては、起立採決の結果、原

案のとおり、可決すべきものと決定されました。 

その他の議案については、いずれも異議なく、

原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

まず、第106号議案「長崎県立長崎図書館設

置条例の一部を改正する条例」について、同

じ県立図書館でありながら、大村市のミライ

ｏｎ図書館と郷土資料センターにおいて、駐車

場の使用料金と無料時間の設定について違いが

生じる理由は何かとの質問に対し、利用料金の

設定の違いについては、郷土資料センターは30

分150円の設定であるが、ミライｏｎ図書館は

大村市に事務委託をしており、市において、周

辺の有料駐車場や市営駐車場の状況を考慮し、

大村市の条例で30分50円と設定されているも

のである。また、無料時間の違いについては、

ミライｏｎ図書館の場合は、無料処理の更新を

行えば終日無料となるが、郷土資料センターの

場合は3時間を上限としている。 

これは、ミライｏｎ図書館の場合、駐車可能

台数が205台確保されており、終日無料にした

としても十分な駐車台数が確保されているため

であるのに対して、郷土資料センターの方は20

台であるため、できる限り多くの方に利用して

いただく機会を提供したいということで、3時

間までは無料という取扱いとさせていただいて

いるものであるとの答弁がありました。 

これに関連して、集会・研修室の使用料を無
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する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、文教厚生委員長の報告終了後に、一括して

審議することにいたします。

お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

まず、第100号議案「長崎県職員定数条例の

一部を改正する条例」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。 

間もなく、表決を終了いたします。 

これにて、表決を終了いたします。 

賛成多数。 

よって、第100号議案は、原案のとおり、可

決されました。 

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、諮問第1号は、棄却すべきものと決

定され、議案は、それぞれ原案のとおり、可決、

承認されました。 

次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

浦川委員長―10番。 

〇文教厚生委員長（浦川基継君）（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第99号議

案「職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委

員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例」のうち関係部分ほか4件であります。 

慎重に審査いたしました結果、第106号議案

「長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正す

る条例」につきましては、起立採決の結果、原

案のとおり、可決すべきものと決定されました。 

その他の議案については、いずれも異議なく、

原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

まず、第106号議案「長崎県立長崎図書館設

置条例の一部を改正する条例」について、同

じ県立図書館でありながら、大村市のミライ

ｏｎ図書館と郷土資料センターにおいて、駐車

場の使用料金と無料時間の設定について違いが

生じる理由は何かとの質問に対し、利用料金の

設定の違いについては、郷土資料センターは30

分150円の設定であるが、ミライｏｎ図書館は

大村市に事務委託をしており、市において、周

辺の有料駐車場や市営駐車場の状況を考慮し、

大村市の条例で30分50円と設定されているも

のである。また、無料時間の違いについては、

ミライｏｎ図書館の場合は、無料処理の更新を

行えば終日無料となるが、郷土資料センターの

場合は3時間を上限としている。 

これは、ミライｏｎ図書館の場合、駐車可能

台数が205台確保されており、終日無料にした

としても十分な駐車台数が確保されているため

であるのに対して、郷土資料センターの方は20

台であるため、できる限り多くの方に利用して

いただく機会を提供したいということで、3時

間までは無料という取扱いとさせていただいて

いるものであるとの答弁がありました。 

これに関連して、集会・研修室の使用料を無
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料にすることはできなかったのかとの質問に対

し、施設の使用料については、図書館の資料を

使って、集会・研修室を利用する等、本来の目

的の使用ということであれば無料となるが、目

的外の使用の場合については、地方自治法の規

定により、有料とさせていただくものであると

の答弁がありました。 

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

まず、総務部関係の主権者教育に関し、投票

率全体が下がっている中、若者に投票に行って

もらうため、県立大学では、具体的に主権者教

育にどのように取り組んでいるのか。また、選

挙の時に特別に行っていることが何かあるのか

との質問に対し、県立大学では、1年時に全て

の学生を対象とした選択必修科目において、「現

代社会と政治」という科目を設け、一人の主権

者としての学生の自覚を育てることを目標に学

習を進めている。 

また、選挙時の学生の投票啓発については、

県の選挙管理委員会からのチラシや、パンフレ

ットを主な掲示板に掲示し、学生が頻繁に出入

りする窓口に備え付けるなど、積極的に広報し

ている。 

また、昨年度、県議会と県立大学で「包括連

携協定」を結んでおり、先日、記念講演として、

瀬川議長から、「県議会の現状と課題」と題し

て講演していただいた。 

その中で、若者の政治の関心や、投票率の低

下という問題についてもお話していただいてお

り、今後も、この連携協定に基づいて、様々な

取組が実施されるとお聞きしているので、学生

が政治に関心を持つことにもつながっていくの

ではないかと考えているとの答弁がありました。 

次に、教育委員会関係の児童生徒へのワクチ

ン接種に関し、児童生徒のワクチン接種につい

ては、県教育委員会としてどのような対応をし

ているのかとの質問に対し、新型コロナウイル

ス感染症の脅威から児童生徒の健康を守るため

に、ワクチン接種は有効な手段だと考えるが、

予防接種が強制ではないこと、様々な理由で接

種を受けられない人もいることや、接種を希望

しない人もいることから、その判断は、個々に

尊重されることについて、生徒や保護者に指導

や理解を求めていくとの答弁がありました。 

次に、福祉保健部関係のワクチン接種に関し、

ワクチンの供給状況について確認したいとの質

問に対し、本県では、市町のほか2か所の県接

種センターと一部の企業、大学等で開始された

職域接種において、ワクチンの接種を実施して

いる。 

県接種センターについては、国からワクチン

供給の停止、削減との連絡はきていないので、

引き続き、2回目の接種まで確保できると考え

ている。 

職域接種については、一部において、ワクチ

ン供給の見通しが立たなくなったことで、新規

の受付を停止したところもあると聞いている。 

市町においては、高齢者向けの接種について

は影響ないと考えているが、その後の一般の接

種について、全国的に、これまでよりもワクチ

ンの供給が遅れることにより、各市町では、接

種スケジュールの調整が必要になるところも出

てくるのではないかと考えているとの答弁があ

りました。 

これに関連し、ワクチンの供給について、必

要数をしっかり確保できるのかとの質問に対し、

全ての対象者に接種できる総量は、国において

確保すると聞いているが、これまでよりも供給

のスピードが遅くなっているという状況であり、
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具体的な供給のスケジュールを早急に示してい

ただくよう、国に対してお願いしているところ

であるとの答弁がありました。 

さらに、これに関連し、自治体や医療機関の

中に在庫があるのではないかという一部報道も

ある。県が主導して、県内の市町の在庫等を調

べて、自治体間でのやりとりはできるのかとの

質問に対し、市町から必要量や在庫などをよく

確認し、在庫切れにならないよう配慮しながら

調整するとの答弁がありました。 

以上のほか、一、第三期長崎県立高等学校改

革基本方針について、一、体育授業における肌

着の取扱いについて、一、教職員の採用につい

て、一、ヤングケアラーの支援について、一、

医療的ケア児支援法案成立後の特別支援学校の

看護師配置について、一、「ひきこもり」の方

への支援について、一、ワクチン接種券郵送時

の視覚障害者への配慮について、一、妊産婦医

療費助成制度の創設について、一、妊よう性の

若い世代への普及啓発について、一、多胎児の

妊婦支援についてなど、教育及び福祉・保健行

政全般にわたり熱心な論議が交わされましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第99号議案を含め、各議案は、質

疑・討論を省略し、直ちに採決することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

まず、第106号議案「長崎県立長崎図書館設

置条例の一部を改正する条例」について、採決

いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。 

間もなく、表決を終了いたします。 

これにて、表決を終了いたします。 

賛成多数。 

よって、第106号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。 

中村一三委員長―15番。 

〇観光生活建設委員長（中村一三君）（拍手）

〔登壇〕 観光生活建設委員会の審査の結果並

びに経過の概要について、ご報告いたします。 

今回、本委員会に付託されました案件は、第

108号議案「訴えの提起について」であります。 

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

まず、土木部関係の所管事項について、本明

川ダム建設事業に関し、国の学識者懇談会にお

いて、8年間の工期延長と230億円の事業費増額

を条件とした事業継続承認がなされたところで

あるが、防災対策が大幅に遅れることにより生
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具体的な供給のスケジュールを早急に示してい

ただくよう、国に対してお願いしているところ

であるとの答弁がありました。 

さらに、これに関連し、自治体や医療機関の

中に在庫があるのではないかという一部報道も

ある。県が主導して、県内の市町の在庫等を調

べて、自治体間でのやりとりはできるのかとの

質問に対し、市町から必要量や在庫などをよく

確認し、在庫切れにならないよう配慮しながら

調整するとの答弁がありました。 

以上のほか、一、第三期長崎県立高等学校改

革基本方針について、一、体育授業における肌

着の取扱いについて、一、教職員の採用につい

て、一、ヤングケアラーの支援について、一、

医療的ケア児支援法案成立後の特別支援学校の

看護師配置について、一、「ひきこもり」の方

への支援について、一、ワクチン接種券郵送時

の視覚障害者への配慮について、一、妊産婦医

療費助成制度の創設について、一、妊よう性の

若い世代への普及啓発について、一、多胎児の

妊婦支援についてなど、教育及び福祉・保健行

政全般にわたり熱心な論議が交わされましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第99号議案を含め、各議案は、質

疑・討論を省略し、直ちに採決することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

まず、第106号議案「長崎県立長崎図書館設

置条例の一部を改正する条例」について、採決

いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。 

間もなく、表決を終了いたします。 

これにて、表決を終了いたします。 

賛成多数。 

よって、第106号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。 

中村一三委員長―15番。 

〇観光生活建設委員長（中村一三君）（拍手）

〔登壇〕 観光生活建設委員会の審査の結果並

びに経過の概要について、ご報告いたします。 

今回、本委員会に付託されました案件は、第

108号議案「訴えの提起について」であります。 

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

まず、土木部関係の所管事項について、本明

川ダム建設事業に関し、国の学識者懇談会にお

いて、8年間の工期延長と230億円の事業費増額

を条件とした事業継続承認がなされたところで

あるが、防災対策が大幅に遅れることにより生
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じる、地元の経済活性化への影響を埋めるため

の地域振興策はどのように考えているのかとの

質問に対し、地域振興策としては、本年3月に、

国より「水源地域整備計画の決定」を受けてお

り、上流側の河川整備、道路拡幅、さらには河

川公園の整備などが検討されており、国・県・

市一体となって、一日も早く実現できるよう取

り組んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、文化観光国際部関係の所管事項につい

て、宿泊施設第三者認証制度「ｔｅａｍ ＮＡ

ＧＡＳＡＫＩ ＳＡＦＥＴＹ」に関し、感染症

対策において、世界的に高い評価を受けている

長崎大学の監修を受けた第三者認証制度のガイ

ドラインは、長崎県の安全・安心にとって大き

な意義があると考える。 

今後、本県の認証制度に係る安全・安心の情

報発信において、長崎大学との連携を前面に出

したＰＲ戦略を行ってはどうかとの質問に対し、

長崎大学との連携は、全国にＰＲできるもので

あり、本県の観光戦略に重要な視点であるため、

今後、他県との差別化を図り、より安全・安心

な観光地づくりの観点から、ＰＲに取り組んで

いきたいとの答弁がありました。 

また、「ふるさとで “心呼吸” の旅キャンペ

ーン」に関し、一時、再開見送りとなっている

佐世保市に対して、どのような周知がなされて

いるのか。また、スタート時期が遅れることで、

公平な利用ができないのではないかとの質問に

対し、佐世保市内の宿泊施設に対しては、1週

間程度状況を注視したうえで、改めて再開の時

期をご連絡するようお知らせしている。また、

宿泊施設への補助枠については、極力、不公平

とならないよう対策を行っている。 

いずれにしても、一日も早く、県下全域での

実施を実現できるよう状況を見極めて、検討し

ていきたいとの答弁がありました。 

次に、県民生活環境部の所管事項について、

ながさきコロナ対策飲食店認証制度に関し、飲

食店における感染防止対策の徹底を図るととも

に、県民及び来県者が安心して県内の飲食店を

利用できるよう、長崎大学監修の認証基準のも

と、県内飲食店の認証を行う制度として、6月

15日から運用が開始されたが、7月5日までの3

週間で申請数が363件、認証店舗数が6店舗との

状況をどのように認識しているかとの質問に対

し、認証制度の早急な運用開始を最優先にスタ

ートしたため、体制を整えながらの現地調査で

あったことなどから、現時点での認証数は6店

舗であるが、今後は、1日当たり75店舗の現地

調査が可能となる体制が整ったため、12月まで

に約8,800店舗の認証を目標に取り組んでいき

たいとの答弁がありました。 

これに関連して、申請数も少ないが、その要

因として、インセンティブが弱い点があるので

はないか。今後、認証店舗への時短要請の緩和、

ＧｏＴｏイートとの連携など、制度設計の改善

が必要と考えるがどうかとの質問に対し、認証

店舗数の拡大に向け、改善が必要なものは、随

時、改善を検討していきたいとの答弁がありま

した。 

次に、交通局関係の所管事項について、県営

バスと長崎バスとの連携協定に関し、長崎市域

の路線バス網の維持に向けて、本年6月9日に連

携協定を締結したが、どのような背景で締結に

至ったのか。また、共同経営を行うことによっ

て、どのような経営改善効果が見込まれるのか

との質問に対し、両者ともに令和2年度の赤字

額が、前年度の2倍を超える見込みとなり、今

後の路線バスの維持に大きな危機感を抱いてい

たことから、連携協定締結に至ったものである。 
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また、共同経営により、効率的なダイヤ編成

及び車両投資の削減等の経営改善効果が見込ま

れるとの答弁がありました。 

また、「夏休みこども定期券」に関し、夏休

み期間中、小学生が1,000円で、対象エリアの路

線バスに乗り放題となり、バスに親しんでいた

だくとともに、バス利用の際のマナー等を知っ

ていただくための大変有意義な事業であると考

える。令和2年度は大幅に利用者が減少してい

るが、今後も継続していただきたいとの要望に

対し、昨年は、コロナウイルスの影響により利

用者が大幅減となったが、今後も対象地域の小

学校へ周知を行うなどの取組を行い、継続して

実施していきたいとの答弁がありました。 

以上のほか、一、石木ダムの建設推進につい

て、一、ペット同行避難所について、一、路線

バスＩＣカードについてなど、観光生活建設行

政全般にわたり熱心な論議が交わされましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。 

議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

第108号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、第108号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

久保田委員長―11番。 

〇農水経済委員長（久保田将誠君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の経過の概要について、

ご報告いたします。 

本定例会においては、本委員会への付託案件

はありませんので、各部の所管事項に関して論

議のありました主な事項について、ご報告申し

上げます。 

まず、産業労働部関係について、若者の県内

就職促進に関し、今年3月に卒業した高校生の

県内就職率は、過去最高であったことに加え、

大学生についても5年ぶりに上昇に転じるなど

結果が出ている。その主なポイントはどのよう

なところかとの質問に対し、コロナ禍による地

元志向の高まりに加え、高校生については、工

業高校のキャリアサポートスタッフを専任配置

にするなど、よりきめ細かに対応したことや、

本庁と学校現場で意見交換をしながら取り組ん

だこと、大学生については、コロナ禍を踏まえ、

いち早くオンライン説明会に切り替えたことな

どが考えられるとの答弁がありました。 

それに関連し、県外へ進学した大学生に向け、

県内就職を促す施策を行っているのかとの質問

に対し、本県出身者が多い大学の就職担当課に

対し、面談会等の情報を学生に伝達するよう依

頼することなどに加え、今年度から新たに大手

ナビサイトを活用し、本県出身の大学生や本県

での就職を希望している大学生に対し、企業説

明会の開催などの情報を発信しているとの答弁

がありました。 

次に、水産部関係について、外国人漁業就労

者へのコロナ感染対策についてに関し、現在、

政府が11月にはコロナワクチンの接種を終え
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また、共同経営により、効率的なダイヤ編成

及び車両投資の削減等の経営改善効果が見込ま

れるとの答弁がありました。 

また、「夏休みこども定期券」に関し、夏休

み期間中、小学生が1,000円で、対象エリアの路

線バスに乗り放題となり、バスに親しんでいた

だくとともに、バス利用の際のマナー等を知っ

ていただくための大変有意義な事業であると考

える。令和2年度は大幅に利用者が減少してい

るが、今後も継続していただきたいとの要望に

対し、昨年は、コロナウイルスの影響により利

用者が大幅減となったが、今後も対象地域の小

学校へ周知を行うなどの取組を行い、継続して

実施していきたいとの答弁がありました。 

以上のほか、一、石木ダムの建設推進につい

て、一、ペット同行避難所について、一、路線

バスＩＣカードについてなど、観光生活建設行

政全般にわたり熱心な論議が交わされましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。 

議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

第108号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、第108号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

久保田委員長―11番。 

〇農水経済委員長（久保田将誠君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の経過の概要について、

ご報告いたします。 

本定例会においては、本委員会への付託案件

はありませんので、各部の所管事項に関して論

議のありました主な事項について、ご報告申し

上げます。 

まず、産業労働部関係について、若者の県内

就職促進に関し、今年3月に卒業した高校生の

県内就職率は、過去最高であったことに加え、

大学生についても5年ぶりに上昇に転じるなど

結果が出ている。その主なポイントはどのよう

なところかとの質問に対し、コロナ禍による地

元志向の高まりに加え、高校生については、工

業高校のキャリアサポートスタッフを専任配置

にするなど、よりきめ細かに対応したことや、

本庁と学校現場で意見交換をしながら取り組ん

だこと、大学生については、コロナ禍を踏まえ、

いち早くオンライン説明会に切り替えたことな

どが考えられるとの答弁がありました。 

それに関連し、県外へ進学した大学生に向け、

県内就職を促す施策を行っているのかとの質問

に対し、本県出身者が多い大学の就職担当課に

対し、面談会等の情報を学生に伝達するよう依

頼することなどに加え、今年度から新たに大手

ナビサイトを活用し、本県出身の大学生や本県

での就職を希望している大学生に対し、企業説

明会の開催などの情報を発信しているとの答弁

がありました。 

次に、水産部関係について、外国人漁業就労

者へのコロナ感染対策についてに関し、現在、

政府が11月にはコロナワクチンの接種を終え
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たいとしているが、外国人の方にもワクチンが

ゆき渡るのか、県の認識はとの質問に対し、漁

業形態にもよるが、沖合漁業では多くの乗組員

が漁船に乗り込み、閉鎖された空間で長い期間

を操業する形態もあるため、一層の感染防止対

策が必要と考えており、外国人の方にも円滑に

ワクチン接種ができるよう、接種券の発行につ

いて地元市町にお願いをしたところであるとの

答弁がありました。 

それに関連し、現在、人手不足であり、外国

人人材はとても重要であるが、県が出資してい

る「株式会社エヌ」が派遣できる業種は農業分

野だけに特定されているのかとの質問に対し、

「株式会社エヌ」においては、今まで農業分野

だけ行っていたが、現在、漁業分野においても

派遣を行えることになっており、外国人人材の

確保を行っているところであるとの答弁があり

ました。 

次に、農林部関係について、新規就農者・新

規雇用就業者の確保についてに関し、昨年度、

産地主導型就農ルートという新たな取組を、

「ＪＡ長崎せいひ」及び「ＪＡ壱岐市」で開始し、

「地域に呼び込む、地域にとどめる、地域に呼

び戻す」という3対策を積極的に進めるとのこ

とであるが、具体的にどのようなものかとの質

問に対し、ＪＡが新たな研修機関を立ち上げ、

産地と連携し、新規就農者をしっかり確保して

いく取組で、令和3年度は新たに3つのＪＡが取

組を開始したところであり、将来的には県下7

ＪＡ全てでの取組へと広げていきたいとの答弁

がありました。 

これに対し、この取組は、ＪＡや生産部会が

積極的に関わり、担い手を増やしていく良い取

組であり、今後、こうした取組を広く展開して

もらいたいが県の見解をとの質問に対し、本県

の農業後継者は5年前と比べ100名増加したが、

それでも、なお認定農業者は減少傾向にあるた

め、県と関係機関が一体となり、農業や産地の

後継者を確保する取組を今後も積極的に進めて

いきたいとの答弁がありました。 

以上のほか、一、県内の洋上風力発電につい

て、一、飲食店等のサービス産業事業者への支

援について、一、養殖業の振興について、一、

漁業所得向上対策について、一、ミカンコミバ

エの防除、まん延防止について、一、農林産物

輸出の取組についてなど、農水経済行政全般に

わたり熱心な論議が交わされましたが、その詳

細については、この際、省略させていただきま

す。 

以上で、農水経済委員会の報告といたします。

（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 次に、予算決算委員長の

報告を求めます。 

山本由夫委員長―29番。 

〇予算決算委員長（山本由夫君）（拍手）〔登

壇〕  予算決算委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第97号議

案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第5

号）」ほか17件でございます。 

慎重に審査いたしました結果、いずれも異議

なく、原案のとおり、可決、承認すべきものと

決定されました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

まず、総務分科会では、地域振興部関係の企

画費に関し、約5億円もの予算が減額となって

おり、その内容としては、「国境離島の航路・

航空路運賃軽減事業について、コロナの影響に

よる利用者の落ち込みによる減など、複数の事
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業によるものであり、また、これらの事業に関

連する特定有人国境離島地域社会維持推進交付

金について、交付金を充当する歳出予算の減額

に伴い、約2億3,000万円の減額となっている」

との説明であったが、国の交付金の減額につい

ては、国と協議のうえ、他の内容で使えるよう

にすることはできないのかとの質問に対し、国

の交付金については、執行見込みを早期に把握

して、その有効活用について国と協議していき

たいと考えているとの答弁がありました。 

次に、文教厚生分科会では、長崎県・市町被

災者生活再建支援制度案の概要について、年々

災害が激甚化しており、今回、長崎県で新たに

制度ができることを評価している。昨年の災害

では、長期避難を強いられた被災者の方も多数

おられた。 

国に準じた制度とのことだが、今後運用して

いくに当たって、ある程度、県の方で基準的な

ものを持っておくべきではないかとの質問に対

し、避難指示や勧告、警戒区域の設定等が解除

される見直しやライフラインの復旧のめど、地

すべりや地盤の状態等に関する専門家の意見等

をしっかり聞いたうえで、災害によって適用判

断が異なることがないよう、総合的に判断して

いく必要があるとの答弁がありました。 

また、新型コロナウイルスワクチン接種体制

等の強化に関し、これからは64歳以下の方の接

種が対象になってくるが、若い方々の接種率を

向上させるために、県としてどのようなことを

考えているのかとの質問に対し、様々なアンケ

ートを見ると、年齢層が低くなるほど、接種を

希望する方が少ないとの結果が出ている。 

県としては、より多くの方々に接種してもら

い、接種率を向上させるため、若い方々も含め

て、県民の皆様にワクチンの安全性や有効性、

メリットなどを広く発信していきたいとの答弁

がありました。 

次に、観光生活建設分科会では、長崎港松が

枝地区のクルーズ岸壁延伸事業に合わせた先導

的官民連携支援事業費に関し、全体的なスケジ

ュールはどのように考えているのかとの質問に

対し、岸壁背後地の本格的な事業実施について

は、岸壁整備完了予定の令和7年度以降と考え

ているが、それまでの間、交通結節機能強化と

して路面電車延伸についての検討、地元住民の

意見聴取、背後地活用の検討などを並行して進

めていきたい。 

また、整備構想策定に当たっては、地元長崎

市や地元で活動している歴史まちづくり協議会、

地域の方々の声をしっかりと聞きながら取り組

んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、農水経済分科会では、長崎県事業継続

支援給付金事業費に関し、県と市町が連携して

実施した長崎県事業継続支援給付金の支給対象

は、国の基準にならい「特定月の売上げ50％以

上減」となっていたが、基準が厳格である。 

今後、支援を行う場合は、要件が緩やかな市

町の基準に合わせることを検討できないかとの

質問に対し、コロナ禍における各種施策につい

ては、県・市町がそれぞれの役割、考えのもと

行われており、県としては、市町と十分連携し

ながら、限られた予算の中、当給付金以外にも、

設備整備や事業再構築に対する支援など多岐に

わたる支援策を講じてきている。 

引き続き、市町と連携して行う事業について

は、市町の意見を踏まえ、対応していきたいと

の答弁がありました。 

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 
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業によるものであり、また、これらの事業に関

連する特定有人国境離島地域社会維持推進交付

金について、交付金を充当する歳出予算の減額

に伴い、約2億3,000万円の減額となっている」

との説明であったが、国の交付金の減額につい

ては、国と協議のうえ、他の内容で使えるよう

にすることはできないのかとの質問に対し、国

の交付金については、執行見込みを早期に把握

して、その有効活用について国と協議していき

たいと考えているとの答弁がありました。 

次に、文教厚生分科会では、長崎県・市町被

災者生活再建支援制度案の概要について、年々

災害が激甚化しており、今回、長崎県で新たに

制度ができることを評価している。昨年の災害

では、長期避難を強いられた被災者の方も多数

おられた。 

国に準じた制度とのことだが、今後運用して

いくに当たって、ある程度、県の方で基準的な

ものを持っておくべきではないかとの質問に対

し、避難指示や勧告、警戒区域の設定等が解除

される見直しやライフラインの復旧のめど、地

すべりや地盤の状態等に関する専門家の意見等

をしっかり聞いたうえで、災害によって適用判

断が異なることがないよう、総合的に判断して

いく必要があるとの答弁がありました。 

また、新型コロナウイルスワクチン接種体制

等の強化に関し、これからは64歳以下の方の接

種が対象になってくるが、若い方々の接種率を

向上させるために、県としてどのようなことを

考えているのかとの質問に対し、様々なアンケ

ートを見ると、年齢層が低くなるほど、接種を

希望する方が少ないとの結果が出ている。 

県としては、より多くの方々に接種してもら

い、接種率を向上させるため、若い方々も含め

て、県民の皆様にワクチンの安全性や有効性、

メリットなどを広く発信していきたいとの答弁

がありました。 

次に、観光生活建設分科会では、長崎港松が

枝地区のクルーズ岸壁延伸事業に合わせた先導

的官民連携支援事業費に関し、全体的なスケジ

ュールはどのように考えているのかとの質問に

対し、岸壁背後地の本格的な事業実施について

は、岸壁整備完了予定の令和7年度以降と考え

ているが、それまでの間、交通結節機能強化と

して路面電車延伸についての検討、地元住民の

意見聴取、背後地活用の検討などを並行して進

めていきたい。 

また、整備構想策定に当たっては、地元長崎

市や地元で活動している歴史まちづくり協議会、

地域の方々の声をしっかりと聞きながら取り組

んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、農水経済分科会では、長崎県事業継続

支援給付金事業費に関し、県と市町が連携して

実施した長崎県事業継続支援給付金の支給対象

は、国の基準にならい「特定月の売上げ50％以

上減」となっていたが、基準が厳格である。 

今後、支援を行う場合は、要件が緩やかな市

町の基準に合わせることを検討できないかとの

質問に対し、コロナ禍における各種施策につい

ては、県・市町がそれぞれの役割、考えのもと

行われており、県としては、市町と十分連携し

ながら、限られた予算の中、当給付金以外にも、

設備整備や事業再構築に対する支援など多岐に

わたる支援策を講じてきている。 

引き続き、市町と連携して行う事業について

は、市町の意見を踏まえ、対応していきたいと

の答弁がありました。 

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 
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以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。 

次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、総務委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを議題といたします。 

〇議長（瀬川光之君） お諮りいたします。 

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、直ちに採決いたします。 

本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

よって、本動議は、可決されました。 

議長を交代いたします。 

〇副議長（松本洋介君） この際、ご報告いたし

ます。 

議長 瀬川光之議員から、本日付で、一身上

の都合により、議長の職を辞職したい旨の辞職

願が提出されましたので、ご報告いたします。 

ただいま、ご報告いたしました辞職願を直ち

に議題といたします。 

本件につきましては、長崎県議会会議規則第

88条第2項の規定により、許可を与えるかどう

かについて、お諮りいたします。 

瀬川光之議員の議長の辞職を許可することに

ついて、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇副議長（松本洋介君） 起立多数。 

よって、瀬川光之議員の議長の辞職は、許可

することに決定されました。

この際、瀬川光之議員より、退任のご挨拶が

あります。 

瀬川光之議員―37番。

〇３７番（瀬川光之君）（拍手）〔登壇〕 退任

を受けまして、ご挨拶をさせていただく機会を

いただきましたことを、まずもって、お礼を申

し上げたいと存じます。 

平成最後の統一地方選挙が終わり、新たな御

代の始まりとともに、県議会の議長の職を務め

させていただくこととなりました。 

即位正殿の儀をはじめ、数々の国事行為にお

招きを賜り、両陛下と拝謁をさせていただく機

会をもらいました。身に余る光栄であり、大き

な感激を受けたものでありました。 

中華人民共和国建国70周年を迎えて、国家主

席から、日本全国都道府県で、唯一長崎県だけ

がご招待を受け、中村知事とともに式典へ参加

をさせていただきました。そして、ローマ教皇

の来県、さらにはバチカン市国への訪問、国内

外の諸行事に大変重大な経験、体験をさせてい

ただきました。 

それから、日本は、新型コロナウイルスの拡

大に見舞われ、国民も大きな混乱を来してまい
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りました。当然、私どもの議会も、そのコロナ

感染対策に対応した議会運営が求められました。

さらには、7月の豪雨、そして台風、度重なる

災害を受けて、コロナ禍でありながら、新たな

課題もまた、議会運営に求められてまいりまし

た。 

しかし、副議長、あるいは議会運営委員会の

正副委員長、各派代表者の皆様方をはじめ、議

員各位のご理解とご協力によりまして、適切な

議会運営をすることができました。ここに、改

めて、議員各位に心からお礼を申し上げたいと

存じます。 

私にも大変つらく、厳しく、苦しい日々があ

りました。その折、ある先輩から、「俺が、俺

がの『が』を捨てて、おかげ、おかげの『げ』

で暮らせ」、滑稽な言葉かもしれません。おか

しい言葉かもしれませんが、その言葉とともに、

心やさしく諭し、ご指導を受けたその時の思い

が、今、退任するこの時をもって、改めて感じ

るものがあることを、私自身、しみじみ、そう

思っております。 

会派も組織であります。政党も組織でありま

す。県議会も組織であります。組織の一人とし

て、私はそれぞれの場面、場面で、きっちりと

した判断をしなければならない。長い、長い長

崎県議会の歴史に学び、先人に学び、優秀な先

輩諸氏の知恵に学ばなければならないことを痛

感いたしております。 

私どもが抱える県政の課題は、人口減少をは

じめとする慢性的な課題、そして新幹線や石木

ダム、ＩＲ、数えきれないほどの山積する課題

がございます。私も、議長を辞したとはいえ、

一議員として、これからも力を尽くしてまいる

所存でございます。 

末尾となりましたが、これまで、ご協力、ご

指導、ご理解をいただきました中村知事はじめ、

理事者の皆様方、そして議員各位、さらには松

尾事務局長をはじめ議会事務局職員のお一人お

ひとりにお礼を申し上げまして、甚だ粗辞であ

りますが、一言、お礼の言葉といたします。 

誠にありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） これより、議長の選挙

を行います。

議場を閉鎖いたします。

〔議場閉鎖〕

〇副議長（松本洋介君）ただいまの出席議員は、

46名であります。

お諮りいたします。

選挙立会人2名を、議長において指名いたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（松本洋介君）ご異議なしと認めます。

よって、北村貴寿議員及び千住良治議員を指

名いたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

〇副議長（松本洋介君）投票用紙の配付漏れは

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（松本洋介君） 配付漏れ なしと認め

ます。

北村貴寿議員及び千住良治議員の立ち会いを

お願いいたします。

〔選挙立会人・立ち会い〕

〇副議長（松本洋介君） 投票箱を改めます。

〔投票箱点検〕

〇副議長（松本洋介君） 異状なしと認めます。

本選挙につきましては、地方自治法第118条

第1項の規定に基づき、公職選挙法を準用いた

します。
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りました。当然、私どもの議会も、そのコロナ

感染対策に対応した議会運営が求められました。

さらには、7月の豪雨、そして台風、度重なる

災害を受けて、コロナ禍でありながら、新たな

課題もまた、議会運営に求められてまいりまし

た。 

しかし、副議長、あるいは議会運営委員会の

正副委員長、各派代表者の皆様方をはじめ、議

員各位のご理解とご協力によりまして、適切な

議会運営をすることができました。ここに、改

めて、議員各位に心からお礼を申し上げたいと

存じます。 

私にも大変つらく、厳しく、苦しい日々があ

りました。その折、ある先輩から、「俺が、俺

がの『が』を捨てて、おかげ、おかげの『げ』

で暮らせ」、滑稽な言葉かもしれません。おか

しい言葉かもしれませんが、その言葉とともに、

心やさしく諭し、ご指導を受けたその時の思い

が、今、退任するこの時をもって、改めて感じ

るものがあることを、私自身、しみじみ、そう

思っております。 

会派も組織であります。政党も組織でありま

す。県議会も組織であります。組織の一人とし

て、私はそれぞれの場面、場面で、きっちりと

した判断をしなければならない。長い、長い長

崎県議会の歴史に学び、先人に学び、優秀な先

輩諸氏の知恵に学ばなければならないことを痛

感いたしております。 

私どもが抱える県政の課題は、人口減少をは

じめとする慢性的な課題、そして新幹線や石木

ダム、ＩＲ、数えきれないほどの山積する課題

がございます。私も、議長を辞したとはいえ、

一議員として、これからも力を尽くしてまいる

所存でございます。 

末尾となりましたが、これまで、ご協力、ご

指導、ご理解をいただきました中村知事はじめ、

理事者の皆様方、そして議員各位、さらには松

尾事務局長をはじめ議会事務局職員のお一人お

ひとりにお礼を申し上げまして、甚だ粗辞であ

りますが、一言、お礼の言葉といたします。 

誠にありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君） これより、議長の選挙

を行います。

議場を閉鎖いたします。

〔議場閉鎖〕

〇副議長（松本洋介君）ただいまの出席議員は、

46名であります。

お諮りいたします。

選挙立会人2名を、議長において指名いたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（松本洋介君）ご異議なしと認めます。

よって、北村貴寿議員及び千住良治議員を指

名いたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

〇副議長（松本洋介君）投票用紙の配付漏れは

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（松本洋介君） 配付漏れ なしと認め

ます。

北村貴寿議員及び千住良治議員の立ち会いを

お願いいたします。

〔選挙立会人・立ち会い〕

〇副議長（松本洋介君） 投票箱を改めます。

〔投票箱点検〕

〇副議長（松本洋介君） 異状なしと認めます。

本選挙につきましては、地方自治法第118条

第1項の規定に基づき、公職選挙法を準用いた

します。
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この際、念のため申し上げます。

投票は、単記無記名でありますので、投票用

紙に、被選挙人の氏名のみを記載のうえ、点呼

に応じて、順次、ご投票を願います。

氏名を点呼いたさせます。

〔局長点呼・投票〕

〇議会事務局長（松尾誠司君） 宮島議員、宮本

議員、赤木議員、中村泰輔議員、饗庭議員、

堤議員、下条議員、山下議員、北村議員、浦

川議員、久保田議員、坂口議員、千住議員、

石本議員、中村一三議員、麻生議員、川崎議

員、坂本 浩議員、深堀議員、山口初實議員、

近藤議員、宅島議員、松本議員、ごう議員、

山本啓介議員、前田議員、大場議員、山口経

正議員、山本由夫議員、吉村議員、中島浩介

議員、山田博司議員、堀江議員、山田朋子議

員、西川議員、外間議員、瀬川議員、坂本智

徳議員、浅田議員、徳永議員、中島●義議員、

溝口議員、中山議員、小林議員、田中議員、

八江議員。

〇副議長（松本洋介君）投票漏れはありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（松本洋介君） 投票漏れ なしと認め

ます。

投票を終了いたします。

これより、開票いたします。

〔開 票〕

〇副議長（松本洋介君）選挙の結果を報告いた

します。

投票総数46票。うち有効投票46票、無効投票

なしであります。 

有効投票中、坂本智徳議員45票。堀江ひとみ

議員1票。 

以上のとおりであります。 

本選挙の法定得票数は、12票であります。

この結果、坂本智徳議員が議長に当選されま

した。（拍手）

議場の閉鎖を解きます。

〔議場閉鎖解除〕

〇副議長（松本洋介君） この際、議長に当選さ

れました坂本智徳議員をご紹介いたします。

〇議長（坂本智徳君）〔登壇〕 ただいま議員各

位のご推挙をいただきまして、第67代長崎県議

会議長の重責を担うことになりました坂本智徳

でございます。 

議長就任に当たり、一言、ご挨拶を申し上げ

ます。 

まずもって、ご選任いただきました議員の皆

様方に、心から感謝を申し上げる次第でござい

ます。 

このうえは、議員各位のご指導、ご鞭撻をい

ただきながら、公正かつ円滑な議会運営に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、ご協

力のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

さて、全世界で猛威を振るっております新型

コロナウイルス感染症により、お亡くなりにな

られた方々並びにご遺族の皆様に、深く哀悼の

意を表しますとともに、罹患された方々に、心

からお見舞いを申し上げます。 

また、感染者の治療などに、ご尽力をされて

おります医療従事者をはじめとする関係者の

方々に、深く感謝を申し上げます。 

県議会におきましても、感染症対策に力を注

ぎ、大きな影響を受けた産業を支援し、本県の

社会経済活動の再活性化に全力で取り組んでま

いりたいと考えておるところでございます。 

また、本県は、若者の転出超過による人口減

少、九州新幹線西九州ルートの整備促進、特定

複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進、離島及
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び過疎地域の振興など、多くの課題を抱えてお

ります。 

これら山積する諸課題について、県民の県議

会に対する願いは大きなものがあり、県議会の

役割は、極めて重要であると考えております。 

今後とも、皆様方のご協力をいただきながら、

これらの課題解決に取り組み、微力ではござい

ますが、県勢発展のために誠心誠意、努力をし

てまいる所存でありますので、何とぞ、よろし

くお願いを申し上げます。 

最後になりましたが、中村知事をはじめ、理

事者の皆様方並びに報道関係の各位のご協力と

ご理解を賜りますよう心からお願い申し上げま

して、議長就任のご挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございます。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君）議長を交代いたします。

〇議長（坂本智徳君） この際、ご報告いたしま

す。 

副議長 松本洋介議員から、本日付で、一身

上の都合により、副議長の職を辞職したい旨の

辞職願が提出されましたので、ご報告いたしま

す。 

ただいま、ご報告いたしました辞職願を直ち

に議題といたします。 

本件につきましては、長崎県議会会議規則第

88条第2項の規定により、許可を与えるかどう

かについて、お諮りいたします。 

松本洋介議員の副議長の辞職を許可すること

について、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（坂本智徳君） 起立多数。 

よって、松本洋介議員の副議長の辞職は、許

可することに決定されました。

この際、松本洋介議員より、退任のご挨拶が

ございます。

松本洋介議員― 番。

〇２３番（松本洋介君）〔登壇〕 ただいま議会

のご承認をいただき、副議長を退任させていた

だくことになりましたので、一言、ご挨拶を申

し上げます。 

昨年7月、議員皆様方のご推挙をいただき、

副議長就任後、これまで議会の円滑な運営だけ

ではなく、大雨による水害や台風の被害、新型

コロナウイルス感染症の感染防止対策及び経済

対策など、前例がない様々な事案に対して、瀬

川議長を補佐し、微力ではありましたが、誠心

誠意、務めてまいりました。 

こうして一年間、副議長の職を務めることが

できたのも、議長並びに議員の皆様方の温かい

ご支援、ご指導はもとより、中村知事をはじめ、

理事者の皆様のご協力と報道関係各位のご理解

の賜物と、ここに深く感謝を申し上げます。 

今後は、この一年間の貴重な経験を糧に、議

員として決意も新たに、長崎県の発展と県民の

幸せを第一に、県政の推進に努力する所存であ

りますので、これまで以上のご指導、ご鞭撻を

お願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、

退任のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（坂本智徳君） これより、副議長の選挙

を行います。

議場を閉鎖いたします。

〔議場閉鎖〕

〇議長（坂本智徳君） ただいまの出席議員は、

46名であります。

この際、念のため申し上げます。

選挙立会人及び選挙の方法については、先ほ

どの議長選挙の場合と同様にお願いいたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕
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これらの課題解決に取り組み、微力ではござい

ますが、県勢発展のために誠心誠意、努力をし

てまいる所存でありますので、何とぞ、よろし

くお願いを申し上げます。 

最後になりましたが、中村知事をはじめ、理

事者の皆様方並びに報道関係の各位のご協力と

ご理解を賜りますよう心からお願い申し上げま

して、議長就任のご挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございます。（拍手） 

〇副議長（松本洋介君）議長を交代いたします。

〇議長（坂本智徳君） この際、ご報告いたしま

す。 

副議長 松本洋介議員から、本日付で、一身

上の都合により、副議長の職を辞職したい旨の

辞職願が提出されましたので、ご報告いたしま

す。 

ただいま、ご報告いたしました辞職願を直ち

に議題といたします。 

本件につきましては、長崎県議会会議規則第

88条第2項の規定により、許可を与えるかどう

かについて、お諮りいたします。 

松本洋介議員の副議長の辞職を許可すること

について、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（坂本智徳君） 起立多数。 

よって、松本洋介議員の副議長の辞職は、許

可することに決定されました。

この際、松本洋介議員より、退任のご挨拶が

ございます。

松本洋介議員― 番。

〇２３番（松本洋介君）〔登壇〕 ただいま議会

のご承認をいただき、副議長を退任させていた

だくことになりましたので、一言、ご挨拶を申

し上げます。 

昨年7月、議員皆様方のご推挙をいただき、

副議長就任後、これまで議会の円滑な運営だけ

ではなく、大雨による水害や台風の被害、新型

コロナウイルス感染症の感染防止対策及び経済

対策など、前例がない様々な事案に対して、瀬

川議長を補佐し、微力ではありましたが、誠心

誠意、務めてまいりました。 

こうして一年間、副議長の職を務めることが

できたのも、議長並びに議員の皆様方の温かい

ご支援、ご指導はもとより、中村知事をはじめ、

理事者の皆様のご協力と報道関係各位のご理解

の賜物と、ここに深く感謝を申し上げます。 

今後は、この一年間の貴重な経験を糧に、議

員として決意も新たに、長崎県の発展と県民の

幸せを第一に、県政の推進に努力する所存であ

りますので、これまで以上のご指導、ご鞭撻を

お願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、

退任のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（坂本智徳君） これより、副議長の選挙

を行います。

議場を閉鎖いたします。

〔議場閉鎖〕

〇議長（坂本智徳君） ただいまの出席議員は、

46名であります。

この際、念のため申し上げます。

選挙立会人及び選挙の方法については、先ほ

どの議長選挙の場合と同様にお願いいたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕
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〇議長（坂本智徳君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（坂本智徳君）配付漏れ なしと認めます。

北村貴寿議員及び千住良治議員の立ち会いを

お願いいたします。

〔選挙立会人・立ち会い〕

〇議長（坂本智徳君） 投票箱を改めます。

〔投票箱点検〕

〇議長（坂本智徳君） 異状なしと認めます。

氏名を点呼いたさせます。

〔局長点呼・投票〕

〇議会事務局長（松尾誠司君） 宮島議員、宮本

議員、赤木議員、中村泰輔議員、饗庭議員、

堤議員、下条議員、山下議員、北村議員、浦

川議員、久保田議員、坂口議員、千住議員、

石本議員、中村一三議員、麻生議員、川崎議

員、坂本 浩議員、深堀議員、山口初實議員、

近藤議員、宅島議員、松本議員、ごう議員、

山本啓介議員、前田議員、大場議員、山口経

正議員、山本由夫議員、吉村議員、中島浩介

議員、山田博司議員、堀江議員、山田朋子議

員、西川議員、外間議員、瀬川議員、坂本智

徳議員、浅田議員、徳永議員、中島●義議員、

溝口議員、中山議員、小林議員、田中議員、

八江議員。

〇議長（坂本智徳君）投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（坂本智徳君） 投票漏れ なしと認めま

す。

投票を終了いたします。

これより、開票をいたします。

〔開 票〕

〇議長（坂本智徳君） 選挙の結果を報告いたし

ます。

投票総数46票。うち有効投票46票、無効投票

なしであります。 

有効投票中、山口初實議員24票。中島浩介議

員21票。堀江ひとみ議員1票。 

以上のとおりであります。 

本選挙の法定得票数は、12票であります。

この結果、山口初實議員が副議長に当選され

ました。（拍手）

議場の閉鎖を解きます。

〔議場閉鎖解除〕

〇議長（坂本智徳君） この際、副議長に当選さ

れました山口初實議員をご紹介いたします。

〇副議長（山口初實君）〔登壇〕 ただいまの副

議長選挙におきまして、皆様方にご推挙をいた

だき、ご選任をいただきました山口初實でござ

います。 

ご選任をいただきました議員皆様方に、心か

ら厚くお礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。 

私たちの長崎県は、先ほどからもお話があっ

ておりますように、新型コロナウイルスの感染

拡大によりまして、県民の皆様方の生活、そし

ていろいろな企業活動等々に多大な影響を与え

ている状況にあります。 

また、県政といたしましても、人口減少対策

をはじめ、もろもろ、諸課題が山積をしている

状況にございます。 

このような状況の中、県議会の果たす役割は

極めて重要なものがあると思っており、責任の

重大さを痛感しているところでございます。 

私、非常に微力ではございますけれども、坂

本議長をしっかりと支えて、円滑な県政運営に

努めてまいります。 

議員皆様方をはじめ、関係皆様方のご支援、

ご指導、そして、ご協力をいただきますことを
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心からお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

これからお世話になります。よろしくお願い

をいたします。（拍手） 

〇議長（坂本智徳君） それでは、しばらく休憩

いたします。

― 午後 ４時３７分 休憩 ―

― 午後 ５時 ０分 再開 ―

〇議長（坂本智徳君） 会議を再開いたします。

まず、常任委員会委員の選任の件を日程に追

加し、議題といたします。

小職が議長に就任いたしましたことにより、

長崎県議会委員会条例第1条第3項の規程によ

り、小職が所属しておりました農水経済委員会

及び予算決算委員会の両常任委員会の委員を外

れますので、両常任委員会の後任委員として、

それぞれ瀬川光之議員を選任することといたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

議長を交代いたします。

〇副議長（山口初實君） 次に、観光・ＩＲ・新

幹線対策特別委員会委員の辞任許可及び補充選

任の件を日程に追加し、議題といたします。

お諮りいたします。

坂本智徳議員から、一身上の都合により、観

光・ＩＲ・新幹線対策特別委員会委員を辞任し

たい旨の申し出があっておりますが、これを許

可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇副議長（山口初實君）ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり許可することに決定され

ました。 

この際、観光・ＩＲ・新幹線対策特別委員会

委員の補充選任を行います。 

坂本智徳議員の観光・ＩＲ・新幹線対策特別

委員会委員の辞任が許可されましたので、その

後任委員に瀬川光之議員を選任することといた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇副議長（山口初實君）ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

議長を交代いたします。 

〇議長（坂本智徳君） 次に、県議会議員定数等

調査特別委員会の設置の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区別議

員数に関する調査を付議事件とする県議会議員

定数等調査特別委員会を設置することにいたし

たいと思いますが、設置することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（坂本智徳君） 起立多数。 

よって、県議会議員定数等調査特別委員会を

設置することに決定されました。 

ただいま設置いたしました特別委員会の設置

期間は、調査終了時までとし、委員は、13名を

もって構成し、委員及び正副委員長につきまし

ては、お手元の名簿のとおり選任することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

県議会議員定数等調査特別委員会の付議事件

につきましては、議会閉会中の調査事件とし、
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心からお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

これからお世話になります。よろしくお願い

をいたします。（拍手） 

〇議長（坂本智徳君） それでは、しばらく休憩

いたします。

― 午後 ４時３７分 休憩 ―

― 午後 ５時 ０分 再開 ―

〇議長（坂本智徳君） 会議を再開いたします。

まず、常任委員会委員の選任の件を日程に追

加し、議題といたします。

小職が議長に就任いたしましたことにより、

長崎県議会委員会条例第1条第3項の規程によ

り、小職が所属しておりました農水経済委員会

及び予算決算委員会の両常任委員会の委員を外

れますので、両常任委員会の後任委員として、

それぞれ瀬川光之議員を選任することといたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

議長を交代いたします。

〇副議長（山口初實君） 次に、観光・ＩＲ・新

幹線対策特別委員会委員の辞任許可及び補充選

任の件を日程に追加し、議題といたします。

お諮りいたします。

坂本智徳議員から、一身上の都合により、観

光・ＩＲ・新幹線対策特別委員会委員を辞任し

たい旨の申し出があっておりますが、これを許

可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇副議長（山口初實君）ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり許可することに決定され

ました。 

この際、観光・ＩＲ・新幹線対策特別委員会

委員の補充選任を行います。 

坂本智徳議員の観光・ＩＲ・新幹線対策特別

委員会委員の辞任が許可されましたので、その

後任委員に瀬川光之議員を選任することといた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇副議長（山口初實君）ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

議長を交代いたします。 

〇議長（坂本智徳君） 次に、県議会議員定数等

調査特別委員会の設置の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区別議

員数に関する調査を付議事件とする県議会議員

定数等調査特別委員会を設置することにいたし

たいと思いますが、設置することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（坂本智徳君） 起立多数。 

よって、県議会議員定数等調査特別委員会を

設置することに決定されました。 

ただいま設置いたしました特別委員会の設置

期間は、調査終了時までとし、委員は、13名を

もって構成し、委員及び正副委員長につきまし

ては、お手元の名簿のとおり選任することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

県議会議員定数等調査特別委員会の付議事件

につきましては、議会閉会中の調査事件とし、
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これを付託することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり付託することに決定され

ました。 

次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（坂本智徳君） ご異議なしと認めます。 

よって、そのとおり決定されました。 

以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は、終了いたしました。 

この際、知事より、ご挨拶があります―知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 6月定例県議会

の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

まず、はじめに、坂本智徳新議長並びに山口

初實新副議長のご就任に対しまして、心からお

喜びを申し上げますとともに、県勢発展のため

格段のご指導、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

今回、ご退任になられました瀬川光之前議長

並びに松本洋介前副議長におかれましては、就

任以来、九州新幹線西九州ルートの整備促進や

特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備推進等の県

政の重要施策について、県議会を代表され、ご

貢献を賜るとともに、今般の新型コロナウイル

ス感染症対策や台風、集中豪雨等により発生し

た災害の復旧についても、多大なるご尽力をい

ただきましたことに厚くお礼申し上げます。 

今後とも、ご健勝のうちに、引き続き、お力

添えを賜りますようお願い申し上げます。 

また、去る7月3日以降、活発化した梅雨前線

の影響により記録的な大雨に見舞われた静岡県

では、死傷者や行方不明者が相次ぐなど、甚大

な被害が発生しております。 

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に心から哀悼の意を表しますとともに、負傷

され、被害を受けられた皆様に衷心よりお見舞

いを申し上げます。 

このたびの議会は、去る6月18日から本日ま

での26日間にわたり開かれましたが、議員の皆

様方には、本会議及び委員会を通して、終始熱

心にご審議いただくとともに、それぞれ適正な

ご決定を賜り、厚くお礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応に

際し、県議会におかれましては、議会運営等に

ついて格別のご高配を賜り、重ねて感謝申し上

げます。 

この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策。 

本県の新型コロナウイルス感染症については、

本年4月以降、感染が急激に拡大し、「第4波」

の到来を受けましたが、これまでの対策への幅

広い県民の皆様のご協力により、落ち着きを取

り戻しつつあるものと考えております。 

そのため、去る6月23日から、県下全域の感

染段階をステージ2に引き下げ、注意報を発令

するとともに、連日、新規感染者が確認されて

いた佐世保市については、ステージ3を継続す

ることといたしました。あわせて、感染状況等

を踏まえ、県民限定の県内旅行割引キャンペー

ンを7月1日から再開することとしたところで

あります。 

その後、県全体では下げ止まり傾向が続く中、

佐世保市では感染が拡大する傾向にあったこと

から、6月29日、佐世保市におけるキャンペー

ンの再開を見送ることとしたほか、市民の皆様
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方に対し、感染防止対策のさらなる徹底をお願

いしたところであります。 

そして7月に入ってからは、約3か月ぶりに新

規感染者数ゼロの日が確認されるなど、さらに

改善傾向にあると判断し、本日から佐世保市を

含む県下全域の感染段階をステージ1に引き下

げるとともに、佐世保市におけるキャンペーン

を7月15日から再開することといたしました。 

また、人の移動が増える夏場を迎えるに当た

り、感染の再拡大を招かないよう、引き続き、

感染防止対策の徹底を呼びかけたところであり

ます。 

一方、新型コロナウイルスワクチンについて

は、医療従事者に対する優先接種が7月中旬ま

でに終了する見込みであるとともに、高齢者向

けの接種も順調に進められているところであり、

県としては、長崎県新型コロナワクチン接種セ

ンターにおける接種や職域接種にかかる支援を

行うなど、引き続き、必要な対策に取り組んで

まいります。 

今後とも、市町や関係機関等と連携のうえ、

感染予防・拡大防止対策に力を注ぐとともに、

県内の社会経済活動の維持・回復に向けた対策

を積極的に講じてまいります。 

盛土箇所の緊急点検。 

去る7月3日、静岡県熱海市における土石流発

生を受け、国では、全国の都道府県に対し、盛

土箇所の安全点検の実施について要請を行う方

針を示されております。 

こうした中、本県においては、昨年まで3年

連続で大雨特別警報が発令されるなど、豪雨災

害が頻発化、激甚化し、土砂災害のリスクが高

まる傾向にあることから、国からの正式な要請

を待つことなく、優先度が高い大規模な盛土造

成地等を抽出のうえ、緊急点検に着手すること

といたしました。 

引き続き、情報収集に努めながら、国や市町

とも連携を図りつつ、しっかりと盛土の安全性

の確認を進めてまいります。 

九州新幹線西九州ルートの整備促進。 

九州新幹線西九州ルートについては、去る6

月23日、与党ＰＴ九州新幹線（西九州ルート）

検討委員会の山本委員長並びに江田委員長代理

が来県され、フル規格で整備する場合の地方負

担や在来線などの諸課題について、その解決に

向けた同検討委員会における検討状況の報告が

ありました。 

私からは、精力的に議論を重ねていただいて

いることに対し、改めて、お礼を申し上げると

ともに、今後の議論の進展について、一層のお

力添えをお願いしたところであります。 

今後とも、国土交通省と情報共有を図りなが

ら、関係者との協議を行うなど、フル規格によ

る整備の早期実現を目指して、全力で取り組ん

でまいります。 

企業誘致の推進。 

去る6月28日、平成31年に長崎市へ立地した

株式会社シーエーシーが、業務拡大に伴いオフ

ィスを増設することを決定されました。 

同社は、3年間で新たに80人を雇用して、企

業などから受注した人事給与業務を行うＢＰＯ

サービス等を行うこととされております。引き

続き、雇用の拡大と地域経済の活性化につなが

るよう、地元自治体等と連携しながら、企業誘

致の推進に努めてまいります。 

スポーツの振興。 

いよいよ来る7月23日から東京オリンピック

が、また、8月24日からはパラリンピックが開

催されます。 

こうした中、本県ゆかりの選手としてオリン
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方に対し、感染防止対策のさらなる徹底をお願

いしたところであります。 

そして7月に入ってからは、約3か月ぶりに新

規感染者数ゼロの日が確認されるなど、さらに

改善傾向にあると判断し、本日から佐世保市を

含む県下全域の感染段階をステージ1に引き下

げるとともに、佐世保市におけるキャンペーン
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ます。 

一方、新型コロナウイルスワクチンについて

は、医療従事者に対する優先接種が7月中旬ま

でに終了する見込みであるとともに、高齢者向

けの接種も順調に進められているところであり、

県としては、長崎県新型コロナワクチン接種セ

ンターにおける接種や職域接種にかかる支援を

行うなど、引き続き、必要な対策に取り組んで

まいります。 

今後とも、市町や関係機関等と連携のうえ、

感染予防・拡大防止対策に力を注ぐとともに、

県内の社会経済活動の維持・回復に向けた対策

を積極的に講じてまいります。 

盛土箇所の緊急点検。 

去る7月3日、静岡県熱海市における土石流発

生を受け、国では、全国の都道府県に対し、盛

土箇所の安全点検の実施について要請を行う方

針を示されております。 

こうした中、本県においては、昨年まで3年

連続で大雨特別警報が発令されるなど、豪雨災

害が頻発化、激甚化し、土砂災害のリスクが高

まる傾向にあることから、国からの正式な要請

を待つことなく、優先度が高い大規模な盛土造

成地等を抽出のうえ、緊急点検に着手すること

といたしました。 

引き続き、情報収集に努めながら、国や市町

とも連携を図りつつ、しっかりと盛土の安全性

の確認を進めてまいります。 

九州新幹線西九州ルートの整備促進。 

九州新幹線西九州ルートについては、去る6

月23日、与党ＰＴ九州新幹線（西九州ルート）

検討委員会の山本委員長並びに江田委員長代理

が来県され、フル規格で整備する場合の地方負

担や在来線などの諸課題について、その解決に

向けた同検討委員会における検討状況の報告が

ありました。 

私からは、精力的に議論を重ねていただいて

いることに対し、改めて、お礼を申し上げると

ともに、今後の議論の進展について、一層のお

力添えをお願いしたところであります。 

今後とも、国土交通省と情報共有を図りなが

ら、関係者との協議を行うなど、フル規格によ

る整備の早期実現を目指して、全力で取り組ん

でまいります。 

企業誘致の推進。 

去る6月28日、平成31年に長崎市へ立地した

株式会社シーエーシーが、業務拡大に伴いオフ

ィスを増設することを決定されました。 

同社は、3年間で新たに80人を雇用して、企

業などから受注した人事給与業務を行うＢＰＯ

サービス等を行うこととされております。引き

続き、雇用の拡大と地域経済の活性化につなが

るよう、地元自治体等と連携しながら、企業誘

致の推進に努めてまいります。 

スポーツの振興。 

いよいよ来る7月23日から東京オリンピック

が、また、8月24日からはパラリンピックが開

催されます。 

こうした中、本県ゆかりの選手としてオリン
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ピックには、陸上競技の廣中璃梨佳選手、水球

のコップ晴紀イラリオ選手、サッカーの吉田麻

也選手、バレーボールの小幡真子選手、体操競

技の内村航平選手、バスケットボールの田中大

貴選手、自転車の小林優香選手、柔道の永瀬貴

規選手、射撃の松本崇志選手、カヌーの水本圭

治選手、ソフトボールの藤田 倭選手の11名が

選出されました。 

一方、パラリンピックには、卓球の浅野 俊

選手、車椅子バスケットボールの川原 凜選手

及び鳥海連志選手の3名が選出され、これまで

に14名の選手が厳しい選考会を戦い抜き、見事、

日本代表として出場されます。 

県民を代表して、心からお祝いを申し上げま

すとともに、大会でのご活躍を大いに期待して

いるところであります。 

本県選手の活躍は、県民に大きな夢や希望、

感動を与え、県内スポーツの活性化につながる

ものであることから、引き続き、本県、競技力

のさらなる向上に力を注いでまいります。 

また、大会の事前キャンプについては、昨日、

長崎市に到着されたポルトガル水泳チームを皮

切りに、7月16日からは、大村市で同国トライ

アスロンチーム、17日からは佐世保市でスペイ

ンハンドボールチーム、19日からは諫早市でフ

ィリピン陸上競技チーム、さらに8月14日から

は島原市でドイツパラリンピック陸上競技チー

ムによる実施が予定されております。 

県としては、関係市町等とも連携のうえ、新

型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底

しながら、選手、関係者の皆様が満足していた

だけるよう、万全の受入れに努めてまいりたい

と考えております。 

なお、大会開催に合わせて来日中の国際オリ

ンピック委員会のコーツ調整委員長は、国連で

採択された「五輪休戦決議」の開始日である7

月16日に、長崎市をご訪問される予定となって

おります。 

今回の訪問において、原爆の悲惨さや非人道

性をご理解いただくとともに、被爆地長崎から

全世界に向けて、平和のメッセージを発信して

いただきたいと願っております。 

このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

さて、日ごとに暑さが増すこの頃、皆様方に

は何かとご多様のことと存じます。どうかご健

康には一段とご留意いただき、ますますご活躍

されますことを心からお祈り申し上げます。 

終わりに、報道関係の方々には、会期中、終

始、県議会の広報についてご協力を賜り、あり

がとうございました。 

この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。 

〇議長（坂本智徳君） これをもちまして、令和

3年6月定例会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

― 午後 ５時２１分 閉会 ― 
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議 長

議 長

副 議 長

副 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員

瀬 川 光 之

坂 本 智 徳

松 本 洋 介

山 口 初 實

坂 本 　 　 浩

千 住 良 治

（速記者）

　（有）長　崎　速　記　セ　ン　タ　ー
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7
月

5
日

月
１

０
：

０
０

火
１

０
：

０
０

水
１

０
：

０
０

7
月

1
日

木
１

０
：

０
０

7
月

2
日

金

7
月

7
日

(
予

備
日

)

審
　

査
　

報
　

告
　

書

予
算

決
算

委
員

会
委

員
長

　
　

山
本

　
由

夫

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

令
和

３
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

６
号

）
原

案
可

決

計
　

　
１

件
（

原
案

可
決

　
１

件
）

令
和

3
年

6
月

定
例

会

第
号

議
案

番
　

　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

3
年

6
月

1
8
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

─ 2─



令
和

3
年

6
月

定
例

会

審
　

査
　

報
　

告
　

書 総
務

委
員

会
委

員
長

　
　

大
場

　
博

文

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

職
員

の
服

務
の

宣
誓

に
関

す
る

条
例

及
び

公
安

委
員

の
服

務
の

宣
誓

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

長
崎

県
職

員
定

数
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
係

る
信

号
機

等
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

権
利

の
放

棄
に

つ
い

て
原

案
可

決

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

承
　

　
認

退
職

手
当

支
給

制
限

給
付

処
分

に
係

る
審

査
請

求
に

関
す

る
諮

問
に

つ
い

て
棄

却
す

べ
き

計
　

　
７

件
（

原
案

可
決

　
５

件
・

承
認

　
１

件
・

棄
却

す
べ

き
　

１
件

）

番
　

　
　

号
 

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

3
年

7
月

6
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
号

議
案

第
号

議
案

第
号

議
案

報
告

第
号

諮
問

第
１

号

第
号

議
案

第
号

議
案

－
1
－

 

文
教
厚
生
委
員
会
委
員
長
　
　
浦
川
　
基
継

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
及
び
公
安
委
員
の
服
務
の
宣

誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関
係
分
）

原
案
可
決

長
崎
県
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
薬
務
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

計
　
５
件
（
原
案
可
決
　
５
件
）

番
　
　
号
 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
3
年
7
月
6
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬

川
　
光
之
　
　
様

第
号

議
案

第
号

議
案

第
号

議
案

第
号

議
案

第
号

議
案

－
2
－

─ 3─



農
水

経
済

委
員

会
委

員
長

　
　

久
保

田
　

将
誠

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
畜

産
関

係
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

和
解

及
び

損
害

賠
償

の
額

の
決

定
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

　
２

件
（

原
案

可
決

　
２

件
）

番
　

　
号

 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

3
年

7
月

5
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
号

議
案

第
号

議
案

－
３
－

観
光

生
活

建
設

委
員

会
委

員
長

　
　

中
村

　
一

三

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

訴
え

の
提

起
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

１
件

（
原

案
可

決
　

１
件

）

記

観
光

生
活

建
設

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

3
年

7
月

6
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

番
　

　
号

 

第
号

議
案

－
3
－
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件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

番
　

　
号

令
和

２
年

度
長

崎
県

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
５

号
）

承
　

　
認

計
　

　
１

８
件

（
原

案
可

決
　

２
件

・
承

認
　

１
６

件
）

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

－
5
－

予
算

決
算

委
員

会
委

員
長

　
　

山
本

　
由

夫

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

令
和

３
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

予
算

補
正

予
算

（
第

５
号

）
原

案
可

決

令
和

３
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

予
算

補
正

予
算

（
第

７
号

）
原

案
可

決

令
和

２
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

１
７

号
）

承
　

　
認

令
和

２
年

度
長

崎
県

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

農
業

改
良

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

林
業

改
善

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

県
営

林
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

承
　

　
認

令
和

２
年

度
長

崎
県

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

承
　

　
認

令
和

２
年

度
長

崎
県

用
地

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

庁
用

管
理

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

長
崎

魚
市

場
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

承
　

　
認

令
和

２
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
承

　
　

認

令
和

２
年

度
長

崎
県

公
債

管
理

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
承

　
　

認

第
号

議
案

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

第
号

議
案

報
告

第
号

報
告

第
号

報
告

第
号

番
　

　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

3
年
7
月

1
3
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

－
4
－

─ 5─



動
議

提
出

者
総

務
委

員
会

提
出

年
月

日
令
和

３
年

７
月

６
日

種
類

意
見

書

件
名

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
つ
い
て

要
旨

地
方

自
治

体
は

、
新

型
コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対
策

を
は
じ

め
、

地
方

創
生

・
人

口

減
少

対
策

や
地

域
経

済
活
性

化
・
雇

用
対

策
、

人
づ
く

り
、

大
規
模

災
害

に
対
応

す
る

た

め
の

防
災

・
減

災
対

策
、
デ

ジ
タ
ル

化
の

推
進

な
ど
、

様
々
な

政
策

課
題

に
直
面

し
て

い

る
。 政

府
に

お
い

て
は
、
「
経

済
財
政

運
営

と
改
革

の
基

本
方
針

」
に

お
い

て
、

年
度
か
ら
の

３
年
間
、
地

方
の
一
般
財
源
総
額
を

年
度
地
方
財
政
計
画
の
水
準
を
下

回
ら

な
い

よ
う

実
質

的
に
同

水
準
を

確
保

す
る

方
針
が

示
さ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ
る

が
、

新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

拡
大
の

影
響

に
よ

る
社
会

経
済
活

動
の

低
迷

や
税
収

の
大

幅

な
落

ち
込

み
が

見
込

ま
れ

る
な

ど
、

地
方

財
政

は
極
め

て
厳
し

い
状

況
下

に
あ
り

、
地

域

経
済

の
再

生
を

実
現

さ
せ
る

た
め
に

は
、

更
な

る
地
方

財
源
の

確
保

が
必

要
不
可

欠
で

あ

る
。 よ
っ

て
、
国
に

対
し
て
、

年
度
の
地
方
財
政
予
算
全
体
の
安
定
確
保
に
向
け
て
、

次
の
と

お
り
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

１
．
地
方
財
政
計
画
、
地
方
税
の
あ
り
方
、
地
方
交

付
税
総
額

な
ど
地
方
に
関
わ
る
重
要

政
策
に
つ
い
て
は
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場

に
お
い
て
、
地
方
と
十
分
に
協
議
を
行
い
、

そ
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
。

２
．
地

方
創
生
・
人
口
減
少
対
策
を
は
じ
め
、

社
会
保
障
関
係
費
の
増
嵩
へ
の
対
応
、

地

域
経
済
活
性
化
・
雇
用
対
策
、
人
づ
く
り
、
防
災
・
減
災
対
策

、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

な
ど
、
地
方
の
実
情
に
沿
っ
た
き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
担
え
る
よ
う
、

今

後
も
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
一
般
財
源
総
額
の
確
保
・
充
実
を
図
る
こ
と
。

３
．
地

方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る
財
源
調
整
機
能
と
財
源
保
障
機
能

が
適
切
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
総
額
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
財
源
不
足
へ
の
補
填
に
つ

い
て
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
法
定
率

の
引
上
げ
を
含
め

た
抜
本
的
な
改
革
等
に
よ
る
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
。

４
．
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
関
す
る

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
や
緊
急
包
括

支
援
交
付
金
な
ど

に
つ
い
て
は
、
感
染
状
況
や
地
方
に
お
け
る
財
政
需
要
を
把
握
し
つ

つ
、
引
き
続
き

、
国
の
責
任
に
お
い
て
十
分
な
財
源
を
確
保
す
る

こ
と
。
ま
た
、

リ
ー

マ
ン

・
シ
ョ
ッ
ク
時
と
同
様
に

、
地
方
財
政
計
画
に
お
け
る

歳
出
特
別
枠
の
計
上

や
地

方
向

け
交
付
金
の
創
設
な
ど

の
新
た
な
財
政
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

令
和
３
年
６
月
定
例
会

区
　
分

提
出
先

件
　

　
　

　
　

名
提

　
出

　
者

可
　

　
否

掲
　

載
　

ペ
　

ー
　

ジ

意
見
書

政
　
府

国
　
会

地
方

財
政

の
充

実
・

強
化

に
つ

い
て

総
務

委
員

会
可

　
　

決
付

録
ペ

ー
ジ

動
　

議
　

件
　

名
　

一
　

覧
　

表
（

参
考

掲
載

）
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５
．

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
や

地
方
税
収
の
動
向
を
注
視
し

、
今
後
、
地

方
自

治
体

で
は

対
応

で
き

な
い

大
幅

な
減

収
が
生
じ
た
場
合
に
は

、
年
度
（
令
和

２
年
度

）
の

措
置

等
も

踏
ま

え
、

地
方

公
営

企
業
の
資
金
繰
り

も
含
め
て
、
減
収
に
か

か
る

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

６
．

地
方

創
生

を
確

実
に

推
進

す
る

た
め

、
地

方
財
政
計
画
に
お
け
る
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご

と
創

生
事

業
費

」（
兆

円
）
、「

地
域

社
会
再
生
事
業
費
（

兆
円
）
」
及
び
「
地

域
デ
ジ

タ
ル

社
会

推
進

費
（

兆
円

）
」

を
維
持
・
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
算
定

に
つ
い

て
は

条
件

不
利

地
域

を
有

す
る

団
体

や
財
政
力
の
弱
い
団
体

に
配
慮
す
る
こ

と
。

ま
た

、
地

方
創

生
推

進
交

付
金

を
は

じ
め

と
す
る
地
方
創
生
関
連
予
算

に
つ
い
て

は
、

継
続

的
か

つ
安

定
的

な
財

源
を

確
保

す
る

こ
と
。

７
．

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

に
伴

う
財

政
需

要
の
増
加
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
、

地

方
財

政
計

画
に

確
実

に
計

上
す

る
こ

と
。

８
．

地
方

自
治

体
は

、
国

を
上

回
る

行
財

政
改

革
や
歳
出
抑
制
の
努
力
を
行
う

な
か

で
基

金
の

確
保

な
ど

財
政

運
営

の
年

度
間

調
整

に
取

り
組
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
の
基

金
残

高
の

増
加

を
理

由
に

地
方

財
政

計
画

の
圧

縮
や
、

地
方
交
付
税
の
削
減
を
行

わ
な

い
こ

と
。

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

き
に
つ
い

て
は
、
議
長
に
一
任
す

る
。

提
出

先
政

府
・

国
会

辞

職

願 
                                        

今
般
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
付
け
で
、
長
崎
県
議
会

議
長
の
職
を
辞
職
い
た
し
た
い
の
で
、
許
可
願
い
ま
す
。

         

令
和
三
年
七
月
九
日 

              

議

員

瀬

川

光

之 
   

長
崎
県
議
会
副
議
長 

        
 

松
本

洋
介

様 

  

辞

職

願 
                                        

今
般
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
付
け
で
、
長
崎
県
議
会

副
議
長
の
職
を
辞
職
い
た
し
た
い
の
で
、
許
可
願
い
ま
す
。

         

令
和
三
年
七
月
九
日 

              

議

員

松

本

洋

介 
   

長
崎
県
議
会
議
長 

        
 

瀬
川

光
之

様 
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令
和
３
年

６
月
定

例
会
議
会

閉
会
中

 委
員
会
付

託
申
出

一
覧
表

 
№
１

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険
物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
特
定
複
合
観
光
施
設
（
Ｉ
Ｒ

）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行
政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い

て
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  
・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公
立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、

勤
務
条
件
及
び
福
利
厚
生
等

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
  

・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

委
　

員
　

会
委

 
員

 
長

副
委

員
長

徳
永

　
達

也
外

間
　

雅
広

山
田

　
朋

子
中

島
　

浩
介

山
本

　
啓

介
吉

村
　

　
洋

宅
島

　
寿

一
山

口
　

経
正

近
藤

　
智

昭
宮

本
　

法
広

堤
　

　
典

子

委
　

　
　

　
　

　
　

　
員

特
別
委
員
会
　
委
員
選
任
名
簿
（
案
）

県
議

会
議

員
定

数
等

調
査

特
別

委
員

会
（

１
３

名
）

浅
田

ま
す

み
松

本
　

洋
介
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№
２

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

 観
光

生
活

建
設

  
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
生
活
及
び
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に

 
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

 
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
並
び
に

決
算
に
つ
い
て

 
議

会
運

営
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

 
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て

  
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

離
島
・
半
島
地
域
振
興

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策

・
有
人
国
境
離
島
法
対
策

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策

・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
対
策

観
光

・
Ｉ

Ｒ
・

新
幹

線
対

策
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

 
 ・

Ｉ
Ｒ
対
策

 
・
新
幹
線
対
策

 
・
観
光
振
興
対
策

 
・
国
際
戦
略

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染

症
・

経
済

対
策

特
別

 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

・
感
染
防
止
対
策

 
・
医
療
体
制
維
持
対
策

 
・
経
済
活
性
化
対
策

 
・
生
活
安
全
対
策
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